
 

 

 
 

 平 成 30 年 

 

 

 

 

 ６月熊取町議会定例会会議録 
 

 

 

 平成 3 0年 ６ 月 ７ 日 開会 

 平成 3 0年 ６ 月 21 日 閉会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 取 町 議 会 



目－1 

 

平成30年６月定例会会議録目次 

 

（６月７日） 

出席議員 ……………………………………………………………………………………………… １ 

議事日程 ……………………………………………………………………………………………… １ 

諸般の報告 …………………………………………………………………………………………… ２ 

町長挨拶 ……………………………………………………………………………………………… ３ 

行政報告 ……………………………………………………………………………………………… ３ 

 １．報告第１号 繰越明許費繰越計算書について …………………………………………… ３ 

 ２．報告第２号 事故繰越し繰越計算書について …………………………………………… ５ 

 ３．報告第３号 熊取町土地開発公社の経営状況報告について …………………………… ５ 

 ４．報告第４号 損害賠償に関する専決処分報告について ………………………………… ８ 

会議録署名議員の指名 ……………………………………………………………………………… ９ 

会期の決定 …………………………………………………………………………………………… ９ 

一般質問 ……………………………………………………………………………………………… ９ 

 １．浦川佳浩議員 ………………………………………………………………………………… 10 

  １）『人生100年時代』に備えて、リタイア後の人生を健康で豊かに過ごすために、 

    行政が取り組むべきことについて 

    ①熊取ぴんぴん元気ポイントアップ事業の成果と今後の課題について 

    ②住民（60歳～75歳までのシニア世代も含む）向けの就労支援について 

    ③熊取ゆうゆう大学設置の成果と今後の課題について 

    ④各中学校のクラブ活動の担任を住民と協働して行う取り組みについて 

    ⑤独居世帯（単身高齢者および高齢世帯含む）等に対しての取り組みについ 

     て 

    ⑥熊取版ソリデール事業の導入について 

 ２．阪口 均議員 ………………………………………………………………………………… 22 

  １）超高齢化時代を迎えるにあたって 

     2020年、2030年、2040年の人口、高齢者数等について 

  ２）ＡＬＴについて 

    ①平成28年度末のＫＰＩ実績値等調査票をベースにした今後の具体的な目標 

     や対策について 

    ②ＡＬＴの増員による熊取町の優位な点について 

  ３）ゆめの森公園について 

     夏場の水遊び場等の本年度実行の有無について 

 ３．鱧谷陽子議員 ………………………………………………………………………………… 33 

  １）公民館・煉瓦館などの指定管理について 

    ①公民館や煉瓦館の指定管理制度の導入理由について 

    ②総合計画での地域活性化や生涯学習計画での「住民との協働による事業の 

     実施」等は、指定管理制度導入で達成できるのか 

    ③アクションプログラムでは目標効果額が書かれていないが、どのような指 

     定管理を考えているのか 

  ２）西保育所の民間委託について 

    ①西保育所を民営化する理由について 

    ②西保育所の保護者への説明について 



目－2 

    ③職員が集まらなかった場合の支援について 

    ④１年間委託先と一緒に保育を行うというが、どのような計画か 

  ３）小・中学校での35人学級の実現について 

     小・中学校での少人数学級（35人）の実現について 

 ４．渡辺豊子議員 ………………………………………………………………………………… 44 

  １）子どもの安全について 

    ①子ども達による「地域安全マップづくり」の取り組みについて 

    ②中学生に対しての「スケアードストレイト」による交通安全教室の取り組 

     みについて 

  ２）男女共同参画と女性活躍の推進について 

    ①女性活躍推進の取り組みについて 

    ②特定事業主行動計画について 

    ③「女性議会」の開催について 

  ３）介護予防について 

    ①介護予防の取り組みについて 

    ②介護予防の意識啓発について 

    ③介護予防ボランティアポイント制度導入について 

    ④地域での介護予防ボランティアポイント事業導入について 

 ５．二見裕子議員 ………………………………………………………………………………… 56 

  １）子育てについて 

     母子健康手帳も補完できる子育てアプリの導入について 

  ２）防災について 

    ①防災行政無線の聞こえについて 

    ②防災行政無線の戸別受信機の導入について 

  ３）障がい者支援について 

     給付の日常生活用具に人工内耳用の電池を追加することについて 

  ４）教育について 

     今後の小学生の減少に伴う小学校の校区について 

 

（６月８日） 

出席議員 ……………………………………………………………………………………………… 69 

議事日程 ……………………………………………………………………………………………… 69 

一般質問（続き） …………………………………………………………………………………… 70 

 １．重光俊則議員 ………………………………………………………………………………… 70 

  １）公共施設の更新について 

    ①下記施設の大規模改修と建替の実施予定年度と推定費用について（表で提 

     示） 

     ⑴公民館、ふれあいセンター、老人福祉センター 

     ⑵庁舎本館、庁舎東館、庁舎北館 

    ②上記の改修と建替のための財源見通しについて 

    ③上記⑴と⑵のそれぞれを統合するケースと土地の有効活用等について 

  ２）中学校のクラブ活動について（現在の各中学校のクラブと所属生徒数を表で 

    提示） 

    ①クラブ活動に関して生徒、保護者及び先生の意見を集約したことはあるか 

    ②クラブ活動の選択による区域外通学の容認について 



目－3 

    ③町内中学校のクラブ活動の統廃合について 

    ④クラブ活動の維持継続のための大学との連携について 

  ３）自主防災組織の育成について 

    ①自主防災組織活動の目標とすべきモデルについて 

    ②各家庭、各自治会における自助・共助としての災害時の備えの基準につい 

     て 

    ③東南海地震及び上町断層地震発生時の被害想定とライフラインの確保につ 

     いての推定の周知について 

    ④災害発生時の町の災害対策本部、自主防災組織、ボランティアセンターの 

     連携について 

 ２．坂上昌史議員 ………………………………………………………………………………… 83 

  １）くまとりふるさと応援基金について 

    ①これまでに寄せられた寄付の使途について 

    ②現在の積み立てについて 

    ③基金に積み立てられた寄付の今後の使途について 

  ２）環境センター付近の土砂崩れについて、またそれによる環境センターの運転 

    停止について 

    ①５月の土砂崩れは防ぐことはできなかったのか。対応が遅れていたのでは 

     ないか 

    ②永楽ダム広場横の木の伐採による土砂崩れの危険性と対策について 

    ③『一般廃棄物処理に係る相互支援基本協定』以外の対策について 

 ３．矢野正憲議員 ………………………………………………………………………………… 90 

  １）児童生徒の安全確保について 

    ①事件発生後の危険個所の再点検、情報の共有、各種安全対策の総点検につ 

     いて 

    ②学校の危機管理マニュアルにおける不審者の侵入等への対応について 

    ③ＣＡＰプログラム等の危機管理教育について 

 ４．河合弘樹議員 ………………………………………………………………………………… 100 

  １）永楽ダム奥のがけ崩れについて 

    ①前回と今回の崩れた場所と状況等について 

    ②今後の復旧工事について 

  ２）可燃ごみ収集場所のカラスによる被害について 

     被害状況の把握と町からの被害に対する対策等のアドバイスの実施につい 

     て 

  ３）八幡池青少年広場のトイレについて 

     要望に対するその後の経過と教育委員会所管のその他グランドのトイレの 

     状況について 

 ５．佐古員規議員 ………………………………………………………………………………… 105 

  １）安全・安心について 

    ①安全・安心なまちづくりについて 

     ⑴安全なまちづくり大会などの具体案について 

     ⑵今後の防犯カメラの増設について 

     ⑶安全安心の関係団体との情報交換の機会について 

     ⑷地域安全マップの更新について 

    ②地域防災力向上について 



目－4 

     ⑴自主防災組織の自治会間連携の現状について 

     ⑵集合住宅など小さなコミュニティへの自主防災の支援について 

 ６．江川慶子議員 ………………………………………………………………………………… 116 

  １）本年度の国民健康保険について 

    ①今年度の保険料と激変緩和措置について 

    ②６年間の激変緩和の見込みと期間経過後の対応について 

    ③統一化による減免制度の変更点と減免実績について 

    ④改定後「保険料」の大阪府下・近隣との順位について 

  ２）運転免許返納事業の申請手続きについて 

     手続きの簡略化について 

  ３）就学援助制度について 

     来年度の町の姿勢について 

  ４）環境センター付近の土砂くずれについて 

     今後の対応について 

 ７．文野慎治議員 ………………………………………………………………………………… 126 

  １）「損害賠償債権の回収等に関する調査報告書」について 

    ①下記の項目における町とＰＴの考え方について 

     ⑴住民訴訟提起時における前町長の立場の評価 

     ⑵平成24年10月以降に債権回収のために講じた手段（資産調査など）の評 

      価 

     ⑶２名の建設組合責任者の態度の評価 

     ⑷未納業者の態度の評価 

    ②町長はこの「ＰＴ調査報告書」を受け、「談合問題」をどう捉え、町民の 

     皆さんに何を発信するつもりなのか 

 

（６月11日） 

出席議員 ……………………………………………………………………………………………… 137 

議事日程 ……………………………………………………………………………………………… 137 

提案理由説明 

 議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について ……………………… 138 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 140 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 140 

提案理由説明 

 議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例 

 の一部を改正する条例の専決処分報告について ……………………………………………… 140 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 141 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 141 

提案理由説明 

 議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分報告について ………… 141 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 142 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 143 

提案理由説明 

 議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告につい 

 て …………………………………………………………………………………………………… 143 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 144 



目－5 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 146 

提案理由説明 

 議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報告につい 

 て …………………………………………………………………………………………………… 146 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 147 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 148 

提案理由説明 

 議案第38号 公平委員会委員の選任同意について …………………………………………… 149 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 149 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 149 

提案理由説明 

 議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦について …………………………………………… 149 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 150 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 150 

提案理由説明 

 議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について …………………………………………… 150 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 150 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 150 

提案理由説明 

 議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦について …………………………………………… 151 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 151 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 151 

提案理由説明 

 議案第42号 税条例の一部を改正する条例 …………………………………………………… 151 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 153 

提案理由説明 

 議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に 

 関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ……………………………………………… 153 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 153 

提案理由説明 

 議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例 …………………………………………… 154 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 154 

提案理由説明 

 議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例 …………………………………………… 155 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 155 

提案理由説明 

 議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

 める条例の一部を改正する条例 ………………………………………………………………… 156 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 156 

提案理由説明 

 議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部 

 を改正する条例 …………………………………………………………………………………… 156 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 157 

提案理由説明 

 議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広 



目－6 

 域水道企業団規約の変更に関する協議について ……………………………………………… 157 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 158 

提案理由説明 

 議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号） ……………………………… 158 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 160 

 

（６月21日） 

出席議員 ……………………………………………………………………………………………… 161 

議事日程 ……………………………………………………………………………………………… 161 

委員会報告 …………………………………………………………………………………………… 162 

 議会運営委員会報告 ……………………………………………………………………………… 162 

 議案第42号 税条例の一部を改正する条例、議案第49号 平成30年度熊取町一般会 

 計補正予算（第３号）、以上２件一括付議 …………………………………………………… 162 

  総務文教常任委員会委員長報告 ……………………………………………………………… 162 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 162 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 163 

 議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に 

 関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第44号 介護保険条例の一部 

 を改正する条例、議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例、議案第46号  

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

 部を改正する条例、議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医 

 療費助成条例の一部を改正する条例、議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理 

 する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議につい 

 て、以上６件一括付議 …………………………………………………………………………… 163 

  事業厚生常任委員会委員長報告 ……………………………………………………………… 163 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 164 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 164 

提案理由説明 

 議案第50号 工事請負契約の締結について（熊取町立中央小学校・北小学校・東小 

 学校空調設備設置工事） ………………………………………………………………………… 165 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 166 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 169 

提案理由説明 

 議員提出議案第３号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書、 

 議員提出議案第４号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書、以上２件 

 一括付議 …………………………………………………………………………………………… 169 

  質  疑 ………………………………………………………………………………………… 171 

  採  決 ………………………………………………………………………………………… 171 

議会運営委員会委員長の閉会中の継続調査の申し出について ………………………………… 172 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月熊取町議会定例会（第１号） 



－１－ 

平成30年６月定例会会議録（第１号） 

 

月  日 平成30年６月７日（木曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり14名であります。 

  １番 文野 慎治    ２番 重光 俊則    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 阪口  均    ５番 坂上 昌史    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 二見 裕子    ８番 渡辺 豊子    ９番 服部 脩二 

  10番 矢野 正憲    11番 佐古 員規    12番 河合 弘樹 

  13番 江川 慶子    14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 中尾 清彦 

教 育 長 勘六野 朗 企 画 部 長 南  和仁 

企 画 部 理 事 明松 大介 
企 画 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 総 務 部 理 事 阪上  章 

住 民 部 長 藤原 伸彦 健 康 福 祉 部 長 小山 高宏 

健 康 福 祉 部 理 事 山本 浩義 健 康 福 祉 部 理 事 山本 雅隆 

健 康 福 祉 部 理 事 木村 直義 都 市 整 備 部 長 泉谷  徹 

都 市 整 備 部 理 事 大西  宏 会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 

上 下 水 道 部 長 山戸  寛 教 育 次 長 貝口 良夫 

教育委員会事務局 

統 括 理 事 
吉田 茂昭 教育委員会事務局理事 林 栄津子 

教育委員会事務局理事 野津  恵   

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 北川 雄彦 書 記 藤原 孝二 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 
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  議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告について 

  議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報告について 

  議案第38号 公平委員会委員の選任同意について 

  議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第42号 税条例の一部を改正する条例 

  議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を 

        定める条例の一部を改正する条例 
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  議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例 

  議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条 

        例 

  議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団 

        規約の変更に関する協議について 

  議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）皆さん、おはようございます。平成30年６月熊取町議会定例会の開会に当たり、

一言ご挨拶申し上げます。 

   本定例会における諸議案の審議に当たりましては、厳正かつ公正を基本に、十分意を尽くされま

してご審議をいただき、あわせて議事の運営が円滑に運びますようご協力をお願い申し上げ、開会

の挨拶といたします。 

   ここで、皆様方に表彰の報告を申し上げます。 

   去る５月７日に開催されました憲法記念日知事表彰において、江川慶子議員と鱧谷陽子議員が地

方自治功労者として大阪府知事から表彰状を授与されました。ここにご披露申し上げ、皆様方とと

もにお喜び申し上げます。おめでとうございます。 

   以上で、表彰の報告を終わります。 

   ただいまの出席議員は14名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30

年６月熊取町議会定例会を開会いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）日程に入る前に、諸般の報告を行います。北川議会事務局長。 

議会事務局長（北川雄彦君）それでは、諸般の報告をいたします。 

   例月出納検査の結果報告書が提出されておりますので、その報告をいたします。 

   まず、例月出納検査につきましては、平成29年３月熊取町議会定例会に報告をいたしました以降、

３月19日、４月27日、５月29日に実施されまして、監査委員からその結果報告書が提出されており

ます。 

   その内容はいずれも、「現金の出納及び計数について、関係諸表と出納関係諸帳簿を照合した結

果、過誤のないことを確認した」ということでございます。 

   ご参考までに、平成30年４月30日現在における各会計ごとの現金預金残高を申し上げます。 

   平成29年度分 

   一 般 会 計 ２億5,915万2,920円 

   国民健康保険事業特別会計 ２億2,156万3,186円 

   介 護 保 険 特 別 会 計   7,731万4,636円 

   墓 地 事 業 特 別 会 計    399万4,987円 

   後期高齢者医療特別会計    158万1,472円 

   平成30年度分 

   一 般 会 計   9,385万8,251円 

   国民健康保険事業特別会計   9,264万1,678円 

   介 護 保 険 特 別 会 計   2,158万7,495円 

   墓 地 事 業 特 別 会 計    550万7,206円 
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   後期高齢者医療特別会計    502万3,357円 

   水 道 事 業 会 計 ４億1,863万3,702円 

   下 水 道 事 業 会 計   2,171万8,668円 

   歳 入 歳 出 外 現 金   2,605万6,050円 

  となっております。 

   以上で報告を終わります。 

議長（坂上巳生男君）以上で、諸般の報告を終わります。 

   本定例会には、町長ほか関係職員の出席を求めております。 

   町長から、挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可します。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）皆様、おはようございます。議長のお許しを賜りましたので、平成30年６月熊取町

議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

   日に日に夏らしい暑さとなってまいります中で、去る６月２日の土曜日には町立小学校全５校で

運動会が開催されました。子どもたちの一生懸命な姿に私も元気をいただいたところでございます。 

   さて、議員の皆様におかれましては、本定例会を招集申し上げましたところ、何かとご多忙のと

ころご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

   本定例会にご提案申し上げております議案でございますが、公平委員会委員の選任同意、人権擁

護委員候補者の推薦が３件、一部改正条例につきましては税条例の一部を改正する条例ほか５件、

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関

する協議について、また補正予算につきましては、平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号）

でございます。 

   何とぞご審議を賜りまして、原案どおりご同意、ご承認、ご可決いただきますようお願い申し上

げまして、簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、行政報告を行います。 

   まず、報告第１号 繰越明許費繰越計算書についての件を報告願います。東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、行政報告をさせていただきます。 

   議案書の中ほど、黄色の分界紙の次のページをさらに１枚めくっていただきまして、報告第１号

 繰越明許費繰越計算書についてでございます。 

   平成29年度熊取町一般会計予算のうち繰越明許費に係る経費を翌年度に繰り越しましたので、地

方自治法施行令第146条第２項の規定により報告するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   平成29年度熊取町一般会計予算繰越明許費繰越計算書でございます。事業は12件でございます。 

   １件目は、款 農林水産業費、項 農業費の農業用水路施設整備事業でございます。大谷池水路

改修工事におきまして、ＪＲ、泉佐野市との協議に時間を要し年度内の完了が困難となったため、

３月補正予算にて994万2,000円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の

994万2,000円となり、財源につきましては全額一般財源でございます。 

   ２件目は、款 土木費、項 道路橋りょう費の道路施設維持修繕事業でございます。町道朝代和

田大宮線における交通安全対策事業におきまして、地権者及び警察との協議に日数を要したことか

ら年度内の完了が困難となったため、３月補正にて216万8,000円の繰越明許費を設定したものでご

ざいます。翌年度繰越額は同額の216万8,000円となり、財源につきましては全額一般財源でござい

ます。 

   ３件目は、町道久保高田線歩道拡幅事業でございます。警察との協議により計画内容の見直しが

必要となり、年度内の完了が困難となったため、３月補正予算にて891万円の繰越明許費を設定し

たものでございます。翌年度繰越額は同額の891万円となり、財源につきましては、352万円の国庫

補助金と280万円の町債を未収入特定財源とし、残り259万円が一般財源でございます。 
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   ４件目は、町道小谷穴釜線道路改良事業でございます。支障物件の移転に予想以上の日数を要し

たことから工事の年度内の完了が困難となったため、３月補正予算にて1,599万4,000円の繰越明許

費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の1,599万4,000円となり、財源につきまして

は、682万円の国庫補助金と550万円の町債を未収入特定財源とし、残り367万4,000円が一般財源で

ございます。 

   ５件目は、熊取駅西整備事業でございます。都市計画決定の変更により、熊取駅西交通広場の事

業認可取得に向けた認可図書作成業務の年度内完了が困難となったため、３月補正予算にて720万

1,000円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の720万1,000円となり、

財源につきましては全額一般財源でございます。 

   ６件目は、町道朝代和田大宮線道路整備事業でございます。交通安全対策に係る地権者及び警察

協議におきまして線形決定に日数を要し、年度内の完了が困難となったため、３月補正予算にて

629万5,000円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の629万5,000円とな

り、財源につきましては、231万円の国庫補助金と180万円の町債を未収入特定財源とし、残り218

万5,000円が一般財源でございます。 

   ７件目は、款 教育費、項 小学校費の町立小学校空調設備設置事業でございます。９月議会の

補正予算にて計上し、町立小学校空調設備設置に係る実施設計業務の契約期間が平成30年度にまた

がるため、同時に1,272万8,000円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は756

万円で、財源は全額一般財源でございます。 

   ８件目は、小学校空調設備設置事業でございます。平成29年度国の第１次補正予算に係る学校施

設環境改善交付金を活用するため、３月追加補正予算にて予算を計上し、同時に２億8,775万9,000

円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の２億8,775万9,000円となり、

財源につきましては、7,815万1,000円の国庫補助金と２億920万円の町債を未収入特定財源とし、

残り40万8,000円が一般財源でございます。 

   ９件目は、中央小学校トイレ改修事業でございます。先ほどと同様に、平成29年度国の第１次補

正予算に係る学校施設環境改善交付金を活用するため、３月追加補正予算にて予算を計上し、同時

に3,120万3,000円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の3,120万3,000

円となり、財源につきましては、991万3,000円の国庫補助金と1,980万円の町債を未収入特定財源

とし、残り149万円が一般財源でございます。 

   10件目は、南小学校防火設備改修事業でございます。先ほどと同様に、平成29年度国の第１次補

正予算に係る学校施設環境改善交付金を活用するため、３月追加補正予算にて予算を計上し、同時

に677万円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の677万円となり、財源

につきましては、225万6,000円の国庫補助金と450万円の町債を未収入特定財源とし、残り１万

4,000円が一般財源でございます。 

   11件目は、款 災害復旧費、項 農林水産施設災害復旧費の農業施設災害復旧事業でございます。

平成29年８月の台風５号豪雨により被災した農業用水路について、災害査定等の手続に日数を要し

たことから工事の年度内の完了が困難となったため、12月補正予算にて予算を計上し、同時に467

万1,000円の繰越明許費を設定したものでございます。翌年度繰越額は同額の467万1,000円となり、

財源につきましては、292万5,000円の府補助金と150万円の町債を未収入特定財源とし、残り24万

6,000円が一般財源でございます。 

   12件目は、項 公共土木施設災害復旧費の河川災害復旧事業でございます。平成29年10月の台風

21号豪雨により被災した準用河川見出川の災害復旧工事について、年度内の完了が困難であるため、

12月補正予算にて予算を計上し、同時に3,782万4,000円の繰越明許費を設定したものでございます。

翌年度繰越額は2,892万4,000円となり、財源につきましては、1,282万2,000円の国庫負担金と

1,590万円の町債を未収入特定財源とし、残り20万2,000円が一般財源でございます。 

   以上で、第１号の報告の説明を終わらせていただきます。 
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議長（坂上巳生男君）次に、報告第２号 事故繰越し繰越計算書についての件を報告願います。東野企

画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）先ほどの報告第１号の次のページ、報告第２号のページをお開き

ください。 

   それでは、報告第２号 事故繰越し繰越計算書についてご説明いたします。 

   事故繰越し繰越計算書につきましては、平成29年度熊取町一般会計のうち地方自治法第220条第

３号ただし書の規定により翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第150条第３項の規定によ

り報告するものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   平成29年度熊取町一般会計予算事故繰越し繰越計算書でございます。 

   報告事業は１件でございます。款 災害復旧費、項 農林水産施設災害復旧費の町有林災害復旧

事業で、支出負担行為額、支出未済額ともに436万9,680円となっており、同額の436万9,680円を翌

年度に繰り越すものでございます。財源内訳につきましては一般財源のみでございます。繰り越し

理由といたしましては、平成30年３月９日発生の町道永楽線法面崩壊による応急復旧工事において、

撤去した土砂の処分に時間を要したことによるものでございます。 

   以上で、報告第２号の説明を終わらせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）次に、報告第３号 熊取町土地開発公社の経営状況報告についての件を報告願い

ます。林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、報告第３号 熊取町土地開発公社の経営状況報告につきまして、地

方自治法第243条の３第２項の規定によりご報告させていただきます。 

   説明につきましては、平成29事業年度熊取町土地開発公社決算及び平成30事業年度熊取町土地開

発公社予算でございます。 

   まず、平成29事業年度熊取町土地開発公社決算についてご説明させていただきます。 

   ６ページをお開きください。 

   平成29事業年度事業報告書でございます。 

   １、事業概要につきましては、熊取町土地開発公社は、地域の秩序ある整備と公共福祉の増進に

資するため、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有地となるべき土地の先行取得及び造

成その他管理を行っております。 

   本事業年度の事業概要でございますが、土地の取得及び処分はございませんでした。 

   ７ページをお願いします。 

   事業実績でございます。 

   （１）公有用地取得調書につきましては、本事業年度中に新たに取得した土地はございませんの

で、各保有用地に係る本事業年度の利子のみとなってございます。 

   金額は記載のとおりでございます。 

   ８ページをお開きください。 

   平成29事業年度の収益的収支明細書でございます。 

   まず、１、収益的収入につきましては、節 受取利息、預金利息1,816円と節 土地使用料、町

道整備用地等電柱等敷地使用料１万910円及び塵芥埋立管理用地太陽光発電設備敷地使用料13万

2,000円の合計14万2,910円でございます。 

   次に、２、収益的支出につきましては、節 公課費、法人府民税２万円と法人町民税５万円、合

計７万円でございます。 

   ９ページをお願いします。 

   平成29事業年度の資本的収支明細書でございます。 

   １、資本的収入につきましては、節 借入金、塵芥埋立管理用地等既取得用地借入金7,131円は、

利子支払いに充てるための熊取町からの借入金でございます。 
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   次に、２、資本的支出につきましては、節 償還金、利子及び割引料、塵芥埋立管理用地等既取

得用地借入金利子7,131円でございます。 

   恐れ入りますが、３ページにお戻りください。 

   以上により、（１）収益的収入の決算額合計が14万4,726円、収益的支出の決算額合計が７万円、

（２）資本的収入の決算額合計が7,131円、資本的支出の決算額合計が7,131円となるものでござい

ます。 

   ４ページをお開きください。 

   損益計算書でございます。 

   先ほど、８ページの収益的収支明細書で説明いたしました収益的支出７万円が費用の部の一般管

理費に、収益的収入14万4,726円が収益の部の合計となり、その差額が費用の部、３、当期純利益

７万4,726円となるものでございます。 

   下の表、貸借対照表をごらんください。 

   左側、資産の部でございます。 

   １、流動資産として現金及び預金が1,916万667円、公有用地が７億1,423万7,320円、資産の部合

計として７億3,339万7,987円となるものでございます。 

   次に、右側、負債及び資本の部の負債の部でございますが、１、固定負債として借入金７億

1,330万5,722円、その下、資本の部でございますが、１、資本金として基本財産500万円、２、準

備金として前期繰越準備金1,501万7,539円、当期純利益７万4,726円、資本の部合計といたしまし

ては2,009万2,265円となるものでございます。 

   次に、５ページのキャッシュ・フロー計算書をごらんください。 

   Ⅰ、事業活動によるキャッシュ・フローのその他事業収入14万2,910円は土地使用料その他業務

支出、マイナス７万円は公課費、利息の受取額1,816円となっており、事業活動によるキャッシ

ュ・フローの合計は７万4,726円の増となってございます。 

   次に、Ⅱ、財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、長期借り入れによる収入7,131

円は、塵芥埋立管理用地等既取得用地の本事業年度の利子の支払いに充てるための熊取町からの借

入金で、次の長期借入金の返済による支出マイナス7,131円は、その利子の支払いでございます。 

   財務活動によるキャッシュ・フローの合計では、増減は生じませんでした。 

   その結果、Ⅲ、現金及び現金同等物増加額は７万4,726円の増加となり、Ⅴの現金及び現金同等

物期末残高は、Ⅳの現金及び現金同等物期首残高から７万4,726円増の1,916万667円となり、４ペ

ージの貸借対照表の資産の部にあります現金及び預金の額と一致するものでございます。 

   10ページをお開きください。 

   財産目録でございます。 

   基本財産の預金500万円は、熊取町からの出資金でございます。 

   続いて、運用財産の預金1,416万667円は、内訳のとおり、各金融機関の定期預金等として預けて

おります。 

   次に、土地につきましては、面積で7,690.87平方メートル、金額で７億1,423万7,320円となって

おり、各用地につきましては内訳のとおりでございます。 

   これら預金と土地を合わせた運用財産は７億2,839万7,987円となり、基本財産を合わせ、財産合

計では７億3,339万7,987円となっております。 

   次に、11ページをごらんください。 

   負債明細書でございます。 

   借入金、７億1,330万5,722円につきましては、全て熊取町からの借入金でございます。 

   恐れ入りますが、２ページにお戻りください。 

   平成29事業年度熊取町土地開発公社決算につきましては、審査意見書に記載のとおり、平成30年

５月16日に決算審査を実施していただき、正確で相違ない旨、勘六野、中谷両監事からご意見をい
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ただいているところでございます。 

   決算についてのご説明は以上のとおりでございます。 

   続きまして、平成30事業年度熊取町土地開発公社予算についてご説明させていただきます。 

   決算報告書の11ページの次が予算の１ページとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

   まず、予算の５ページをお開きください。 

   ５ページの上の表、事業計画書でございます。 

   公共用地の取得でございますが、平成30事業年度では公共用地の取得計画がありませんので、既

取得事業用地等に係る借入金利子のみ8,000円を予算計上しております。 

   ６ページをお開きください。 

   予算説明書でございます。 

   上の表、収益的収入につきましては、節 受取利息といたしまして預金利息4,000円、節 土地

使用料といたしまして町道五門七山線道路改良用地ほかへの電柱等敷地使用料１万円と塵芥埋立管

理用地における太陽光発電設備敷地使用料13万2,000円を計上しており、収入合計14万6,000円とす

るものでございます。 

   その下の表、収益的支出につきましては、目 一般管理費、節 旅費として8,000円、需用費と

して２万8,000円、役務として5,000円、負担金、補助及び交付金として３万5,000円、公課費とし

て７万円をそれぞれ右の説明のとおり計上しており、支出合計額が14万6,000円となるものでござ

います。 

   ７ページをごらんください。 

   上の表、資本的収入につきましては、節 借入金8,000円は塵芥埋立管理用地等の利子支払いに

充てるための熊取町からの借入金でございます。 

   下の表、資本的支出につきましては、節 償還金、利子及び割引料として塵芥埋立管理用地等借

入金利子8,000円を計上しているところでございます。 

   ３ページにお戻りいただけますでしょうか。 

   平成30事業年度の予定貸借対照表でございます。 

   表、左側の資産の部、右側の負債及び資本の部とも、それぞれ７億3,340万6,392円となるもので

ございます。 

   ４ページをお開きいただけますでしょうか。 

   平成29事業年度の予定損益計算書でございます。 

   表、左側の費用の部、右側の収益の部とも、それぞれ14万6,000円となるものでございます。 

   その下、平成29事業年度の予定貸借対照表でございます。 

   表、左側の資産の部、右側の負債及び資本の部とも、それぞれ７億3,339万9,261円となるもので

ございます。 

   これら予定損益計算書、予定貸借対照表につきましては、平成29事業年度最終予算に基づき平成

30事業年度予算編成上の予定として調整しておりますが、説明につきましては省略させていただき

ます。 

   １ページにお戻りいただけますでしょうか。 

   以上ご説明させていただきましたとおり、第２条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、

収入では事業外収益が14万6,000円、支出では一般管理費が14万6,000円となるものでございます。 

   次に、第３条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入では資本的収入が、支出では

資本的支出がそれぞれ8,000円となるものでございます。 

   ２ページをお開きください。 

   第４条、借入金の限度額につきましては、当該事業年度は公共用地の取得予定がありませんので、

利子借入金の8,000円を限度額とするものでございます。 

   以上で、報告第３号 熊取町土地開発公社の経営状況報告について説明を終わらせていただきま
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す。 

議長（坂上巳生男君）次に、報告第４号 損害賠償に関する専決処分報告についての件を報告願います。

泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）それでは、報告第４号 損害賠償に関する専決処分報告についてご報告さ

せていただきます。 

   議案書の黄色の分界紙の後ろ、報告第４号をお開きください。 

   地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

   次のページをごらんください。 

   専決日は平成30年３月30日でございます。 

   内容につきましては、１点目の事故の発生日時は、平成29年12月８日午前11時ごろでございます。 

   ２点目の事故の発生場所は、熊取町成合東143番１先、町道朝代成合永楽線の成合の信号から当

該町道を100メートルほど永楽ゆめの森公園方面に入ったところでございます。 

   ３点目の相手方につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 

   ４点目の事故の概要でございますが、町道朝代成合永楽線を普通河川雨山川が横断している箇所

におきまして、相手方車両が走行中、道路の陥没が発生し、相手方車両の左後輪がはまりタイヤ２

本がバーストし、リアフェンダーにも歪みが生じたものでございます。 

   ５点目の損害賠償額につきましては17万2,152円で、相手方車両の修理費でございます。 

   なお、損害賠償額につきましては、全額、全国町村会総合賠償補償保険から補塡を受けるもので

ございます。 

   今回の事故につきましては、横断している普通河川雨山川の流水により道路内の土砂が長い年月

の間に吸い出され、道路陥没が発生したものと考えています。事故発生後、同じ構造の横断箇所に

ついて調査を行いましたが、土砂の吸い出し等はありませんでした。 

   今後におきましても、路面下空洞調査や道路パトロールなどにおいて、陥没が起こる前にできる

限り対応してまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

   以上で、報告第４号 損害賠償に関する専決処分報告についての報告を終わらせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）ただいまの行政報告４件に対し、質疑があれば承ります。質疑はありませんか。

渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）報告第２号の事故繰越し繰越計算書についてなんですけれども、ごみの環境センタ

ーへ行くところの町道永楽線法面崩壊に係る応急復旧工事において、撤去した土砂の処分に時間を

要したためというところなんですが、この辺のところをもう少し詳しく、処分に時間がかかったと

いうところをすみませんがご説明お願いしたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）工事の中で現場に堆積した土砂の撤去の工事がございます。処分するに

当たって受け入れ先というのが、処分場のいろんな規定がございまして、撤去したその状態という

のは非常に水分が多くて水分の含有率が高いということで、しばらく乾燥させてスムーズに受け入

れられるように一定の期間が必要でしたんで、その部分の期間を要したというところで今回の繰り

越しをさせていただいたというところでございます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。 

   今回、５月の雨でその上の部分がまた崩壊しているというところで、今そういった分もまた予算

計上して工事等やっていくわけなんですが、そのときも土砂について同じような対応になってくる

というところなんですか。時間かかるというところになるんですね。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 
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都市整備部理事（大西 宏君）そのように考えてございます。 

   今回のケースは今工事している部分で残土処分という工種が出てまいりませんので、今回につい

ては、その部分の工期というのは算定してございません。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   以上で行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）それでは、本日の議事日程に入ります。 

   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。議会会議規則第126条の規定に基づき、議長が指

名いたします。議席４番 阪口議員、議席５番 坂上昌史議員、以上の２名の方を指名いたします。

よろしくお願いします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

   本件に関し、議会運営委員会委員長の報告を求めます。江川議会運営委員会委員長。 

議会運営委員会委員長（江川慶子君）去る６月１日午前10時から、町長ほか関係職員の出席を求め、委

員７名全員出席のもとに議会運営委員会を開催し、平成30年６月熊取町議会定例会の運営について

審議いたしました結果、次のとおり決まりましたので、その報告をいたします。 

   まず、会期について報告いたします。 

   会期は、本日６月７日から６月21日までの15日間といたします。 

   次に、本会議の日程でありますが、本日６月７日、８日、11日及び21日の４日間といたします。 

   次に、委員会の開催についてでありますが、総務文教常任委員会を６月15日に、事業厚生常任委

員会を６月13日に開催していただきます。 

   また、第２回目の議会運営委員会を６月13日に、議員全員協議会を６月15日に開催いたします。 

   次に、議事日程についてでありますが、議案書に記載の議事日程表のとおりといたします。 

   なお、日程第４ 議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告についての件、日程

第５ 議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の専決処分報告についての件、日程第６ 議案第35号 国民健康保険条例の一部を改

正する条例の専決処分報告についての件、日程第７ 議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正

予算（第８号）の専決処分報告についての件、日程第８ 議案第37号 平成30年度熊取町一般会計

補正予算（第２号）の専決処分報告についての件及び日程第９ 議案第38号 公平委員会委員の選

任同意についての件、日程第10 議案第39号から日程第12 議案第41号までの人権擁護委員候補者

の推薦についての件、以上の９件につきましては、委員会付託を省略し、本会議で審議をしていた

だきます。 

   以上のとおり決まりましたので、議長からよろしくお諮り願います。 

   これをもって議会運営委員会の報告を終わります。 

議長（坂上巳生男君）お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、本定例会

の会期は本日６月７日から６月21日までの15日間と決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日６月７日から６月21日までの15日間と決

定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第３ 一般質問を行います。 

   質問の通告がありましたので、順次発言を許します。 

   初めに、浦川議員。 
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３番（浦川佳浩君）それでは、議長のお許しを賜りましたので、通告に従いまして質問させていただき

ます。 

   今回の私の質問は、人生100年時代に備えて、リタイア後の人生を健康で豊かに過ごすために行

政が取り組むべきこととして、６つの観点から質問させていただきます。 

   日本でも旋風を巻き起こした書籍「ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ 100年時代の人生戦略」、こちらの

本を私、読みまして、今回の質問のヒントを得ました。長寿化の進行によって、100年以上生きる

時代をこれから迎えようとしています。これまでの、学生時代における教育から学校を卒業し仕事

を経験した後60歳で引退する、そういった人生から、現在の日本人の平均寿命は男性は80歳、女性

は87歳となって、60歳定年を迎えた後の次のステージでどんなことを生きがいとして生きていくの

か、そして行政は、住民サービスの向上、さらには医療費抑制の観点で、住民の皆様がいつまでも

元気で暮らしていただくためにどんなサービスに取り組まなければならないのかについて議論させ

ていただきたいと思います。 

   では、質問の１点目、熊取ぴんぴん元気！ポイントアップ事業の成果と今後の課題について、答

弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）それでは、ご質問の１点目、熊取ぴんぴん元気！ポイントアップ事業の

成果と今後の課題につきましてご答弁申し上げます。 

   まず、事業の成果についてでございますが、平成29年度の応募者数が226名となっており、事業

を開始した平成28年度に比べ、ちょうど倍増で113名の増加となっております。また、提出された

ポイントアップシートのアンケート欄を集計した結果、９割を超える方が「健康づくりを考えるき

っかけとなったり健康づくりに対する意識が強くなった」と回答されており、あわせて、次年度以

降も同事業に参加したいとの回答をいただいております。さらに、「がん検診や特定健診受診への

きっかけとなった」と回答された方が45名と、28年度に比べ大幅な増加となっており、少しずつで

はありますが、健康づくりへの機運醸成という目的に向かっているものと考えております。 

   一方、課題につきましては、参加者数がまだまだ少ない状況であることでございます。そのため、

まずはより多くの方々にこの事業を知ってもらえるようしっかりとＰＲ活動を実施していくととも

に、より手軽に申請していただける方法やポイント付与の対象の拡大など、いろいろ工夫してまい

りたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）まず初めに申し上げたいのが、我々は議会報告会でも、結構いろんな地域にお邪魔

した場合にタピオ体操の話とか、それから介護認定の話とかいろいろいただくんですけれども、住

民の皆さんは、健康福祉部の皆さんは非常によく頑張っておられるというのは必ずおっしゃいます。

その次に言葉として出てくるのが、タピオ体操をして何か俺らにもうちょっとメリットがあるんか

というような話が出てくるんです。要は、介護保険を使わないようにいろいろ元気になっていこう

という、そういう観点でこういった熊取ぴんぴんポイントアップ事業に取り組まれていると思うん

ですけれども、内容を見させていただくと、本当に健診から始まっていろんなプログラムが組まれ

てあって、しかもそれをポイントアップ参加方法とルールということで、健康づくりに取り組んで

ポイントをためよう、次のステップとしてはそれを申請して、そして抽せんで特別賞が当たる。景

品なんかも書かれてあって、最後にはアンケートということで、次のステップにつながるような形

でとられて、非常に工夫されて、時間と労力をかけてこのプログラムをつくられたんだなというの

は本当にすぐわかるんです。 

   高齢者の方に元気になっていただくためには活動量をふやすというのが同じ共通の認識だと思う

んですけれども、いわゆる健康寿命を伸ばすための政策としてこういった事業をされていると思う

んですが、先ほど答弁でもいただいたとおり、二十以上の方が対象になっていて、そうすると熊取
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町では３万6,000人の方が対象になっているんです。そのうちの二百数十人というところで、前年

度と比べて倍にはなったけれども、まだまだちょっとＰＲが足りないのか、伸び悩んでいるという

答弁いただいたんです。今年度は例えば何人ぐらい参加者がふえるかなというふうに予測というか、

見込みは立てられているんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）具体的に何名を見込んでいるというところまでは至っておりませんが、

もう桁違いにたくさんの方々に参加してほしいというような願いは持っております。成功している

ところといいましょうか参加者数が多いところは、やはり子どもを巻き込んでの施策を取り入れた

りだとか、そういった工夫をされている町もあるようです。ですので、余り頭をかたくせずに、柔

軟にいろんな事業、今後はいろんな部署にまたがることになろうかと思いますが、調整しながら、

意見を出し合いながら広く住民の皆さんに参画していただけるような事業に、まだ２年目なんです。

今度３年目です。ですので、この３月議会の中でもこういうやりとりをさせてもろうたんですけれ

ども、もう少し時間をいただきながら、徐々にそこをしっかりと取り組んでいきたいと思っており

ます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）もう２年目で、ことし３年目ということで、やっぱりゼロから事業を立ち上げるの

はすごく時間と労力かかると思いますし、非常にご苦労されていて、何とかそれをＰＲしていこう

というふうにいろいろ取り組まれていると思います。そこは非常に私も評価していますし、ぜひと

も応援していきたいというか、町一丸となって取り組まないといけないことだなというふうにも思

うんですが、私が添付させていただいた資料を見ていただきたいんですけれども、表の１をごらん

いただきたいんです。これはいきいきくまとり高齢者計画2018、非常にきれいになった、いただい

た分です。案の時点でちょっと見させていただいたんですけれども、そこから介護認定数の将来推

計値を一部抜粋させていただいて、表にして添付させていただいています。 

   これでいくと、団塊の世代の方が75歳となる平成37年度、2025年は、高齢化率も30％となって当

然ながら認定数もふえていく、それで認定率が上がっていくというようなデータがいきいきくまと

り高齢者計画2018から推計値として出されているんですけれども、やはり申し上げたいのは、高齢

化率が上がっていくということが問題ではなくて、そうすることによって当然ながら認定数もふえ

ていって介護給付費がどんどん膨らんでくるというところで、それが回り回って最終的には住民の

負担になったりとか町の財政を圧迫していくという、だからこそこういった事業に取り組んで、住

民皆さんが介護保険を使わないような、健康でやってもらうための政策をいろいろと今やっておら

れると。 

   ちなみに、平成23年度の決算では介護給付費というのが22億円だったんです。それが28年度の決

算でいくと28億円、５年で６億円ふえたと。ちょっと聞いてみたいんですけれども、平成37年度で

認定数が今の2,189名から2,833人にふえていくとした中で、介護給付費の年間の、ざっくりとで結

構なんですが、どれくらいかかるかなというふうに見込まれているんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）約45億円を見込んでおります。いきいきくまとり高齢者計画の中にも一

応示させていただいております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）平成37年度で45億円、ちょっと想定していなかったんで、すごく大きな数字だなと

いうふうにびっくりしました。 

   最終的に住民のインセンティブを変えることによって、皆さんポイントアップ事業にも参加して

いただけるんじゃないのかなと思って今回言わせていただいて、いろいろ景品が書かれているんで
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すけれども、これをインセンティブにするのであれば、例えばこの商品が必要でない方は、もうこ

れいいわという話になってしまいがちだと思うんです。何をするのがベストかというのは難しいん

ですけれども、例えばポイントアップ事業に参加すれば、そのポイントが例えばタピオ体操を１回

したら50ポイント付与します、その50ポイントは実はＴポイントにも変換できますよとかマイルに

も変換できますよとか、Ｔポイントカード、今、人口の6,400万人が持っていますので、そういう

ことができたら自分も得になるな、自分のポイントがふえるなという、それが極論でいくとできな

いとしても、現実的な話をすると、ポイントをためたものが例えば町内事業者、飲食店とかレスト

ラン、カフェ、それから理髪店、美容師とか整体師とかスポーツジムとか、いろいろ1,245の事業

者が熊取町にはあるということですので、そういったところでポイントで使えるとか、この間もス

ーパーの松源にご協力いただいて、スーパーの前で私たち議会はこんなことをしていますというこ

とで議会のＰＲチラシを配らせていただいたんですけれど、その日は駐車場に車が入り切れんぐら

いざあっと並ぶぐらいのお客さんの行列ができていまして、私はスーパーで余り買い物しないので、

何でこんなに並んでいるのかわからなかったんです。お客さんに聞いたら、きょうは５％オフやと、

だから買わんと損なんやということで皆さん続々と来られているんです。買わんと損、入らんと損

というところが最終的にはやっぱりインセンティブにつながるんかなと。 

   なので、例えばそのポイントがスーパーで使えて、卵が１個、私、無料で、ポイントで卵を買う

てきたわ、もらってきたわとなると、私もほんならポイントを使わな損やな、ポイントをためな損

やなになると思うんです。じゃ、その原資をどこから持ってくるんだというところで、例えば、先

ほど平成37年度には45億円給付費が発生するであろうと。45億円は、このままいったら相当財政的

にも負担になるわけですよね。だから、是が非でも住民の方、皆さん熊取に住んでいる方は、介護

給付費、認定率を日本一低いぐらいまでもっていかないと、このままいったら45億円発生するわけ

ですから、今の平成28年度28億円なんで、17億円28年度に比べたら負担になるわけですよね。だか

ら、皆さんが元気になったら17億円見込んでいたものが10億円で済むと。そしたら７億円浮くとい

う考え方はおかしいかもわからないんですけれど、そういう意味で前倒しで、そのお金を原資に持

ってきて、そのポイントを町内事業者に還元できている、それは町が支払う、住民の方も元気に体

操していただく、そうすることで町内事業者も潤うし、本来、熊取町も45億円かかるものが30億円

であったり35億円で済むのであれば、これは十分住民の皆さんも、元気にならな損やな、介護保険

を使うたら損やなということにもつながってくると。例えば、そういうことはできないんでしょう

か。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）いろいろ、いい意見をいただいたと思っています。 

   まず、ぴんぴん元気！ポイントアップ事業のアンケートの中には、タピオ体操に取り組めてよか

った、こういうモチベーションになっています、また、達成者賞というのを渡すんです。それは、

小学校以来の賞状をもらった感覚で非常にうれしかった、物すごくささやかなものなんですけれど

も、そういうちょっとした工夫によって今の時点では取り組ませていただいております。 

   広く商品といいましょうか、特賞の件なんですけれども、こちらも、以前ちょっとこういう議会

の場で答弁させていただいた経過があるんですけれども、民間事業所に参画していただけないかと

いうようなアプローチをしていければなというようなことを言わせてもろうたんです。実際ちょっ

とやってみたんですけれども、やはりご賛同のいい返事をいただけなかったというのもありました。

我々が事業をつくっていく上でまだいろいろ工夫が足りないのかなというところで、それも発展途

上やと私らは思って、めげずに今後も頑張っていこうかなと思っております。 

   議員の提案の部分というのは、大きな意味でできるかできないかと言うたら、めっちゃエネルギ

ーを使ったらできるかなと思います。我々の今の人員と財源でやっていけるかというたら、少し実

現するのには難しいかなというような、これは感覚の話で申しわけないんですけれども、思ってお

ります。 
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   今、大阪府では大阪府全体でポイントアップ事業といいましょうか、健康マイレージ事業でいろ

いろインセンティブをつけたらどうかというような動きがあります。実際どういうような動きかと

いうのはまだ情報は入ってきていないんですけれども、議員がご提案いただいていたような内容の

動きは大阪府全体でちょっと考えてみようかなという動きがあるのかなというところもあるんで、

それはしっかりと情報収集をやっていきたいなと思っております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）物すごくパワーを使えばできるかもしれない。なので、民間企業であればできるん

ですよね。当然ながらお金は先立つものが必要になってくるんで、最初の事業資金は借りてきてそ

れを充てていく、得た利益でそれを償還させていくというような流れになってくると思うんですけ

れども、同じようなことを行政はできると僕も思います。 

   やっぱりこれは、当然ながら住民部の例えば産業振興という観点から見ても、やはり町内事業者

は今非常に苦しい事業者がほとんどです。なので、その辺は住民部、産業振興課とも連携していた

だいたり、また企画とも連携していただいたりして全庁的に取り組んでいって、45億円を35億円に

すれば10億円浮くという、浮くという考え方はおかしいかもわからないですけれども、そういった

発想を持って取り組んでいただく。大阪府が仮にどれだけの絵を描いてもらっているのかわからな

いですけれども、我々はまず熊取町の住民の方が元気になっていただく、熊取町の事業者を元気に

する、それが第一だと思います。大阪府のスピードが速いのか、熊取町のスピードのほうが速いの

か、その辺はわからないですけれども、ぜひともそういった視点でもポイントアップ事業を引き続

き伸ばしていくと思いますので、その辺の視点も片隅に置いていただいて、こんなことは絶対でき

へんわじゃなくて、前向きに45億円を35億円にするためとして逆算していくというか、そういった

発想でぜひとも取り組んでいただけたらなというふうに要望していきたいと思います。よろしくお

願いします。 

   では、２点目の質問に移りたいと思います。 

   住民向けの就労支援についてということで、答弁をお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）藤原住民部長。 

住民部長（藤原伸彦君）それでは、人生100年時代に備えて、リタイア後の人生を健康で豊かに過ごす

ために行政が取り組むべきことのご質問のうち、２点目、住民（60歳から75歳までのシニア世代も

含む）向けの就労支援についてご答弁いたします。 

   本町の就労支援施策といたしまして、平成16年１月に、幅広い世代の就労問題に関する相談や求

人・求職情報の提供窓口となる熊取町就労支援センターを設置いたしました。この就労支援センタ

ーには資格を持った就労支援コーディネーターを配置し、月曜日と水曜日の週２回相談日を設け、

相談を受け、必要に応じてハローワークやシルバー人材センターなどの各関係機関につなげるなど

の支援を行っております。さらに、就業機会の拡大につなげるための就労支援として、平成29年度

から就業資格取得支援助成金事業を開始し、就労に有利な資格または免許を取得する費用に対し、

３万円を上限として助成金を交付する事業にも取り組んでいるところでございます。 

   また、広域の取り組みといたしましては、高石市以南の８市４町を初め、ハローワーク、商工会、

商工会議所などの関係団体で構成された阪南地域労働ネットワークにより、就労支援に係る情報交

換や幅広い世代の就労対策についての検討を行うほか、合同企業面接会、高年齢者雇用促進フェア、

企業セミナーなど多彩な就労関係事業を実施しております。 

   これらの取り組みを通して、また、ハローワークなどの関係機関と連携を図りながら、引き続き

就労支援事業の推進を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申

し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）就労支援センターの立ち上げということで、週に２回やられているんですか。これ
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大体、例えば去年度でいくと何人ぐらい相談……。 

議長（坂上巳生男君）藤原住民部長。 

住民部長（藤原伸彦君）29年度は７件の方にご相談いただいてございます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）シルバー人材センターのお話もちょっと出たんで聞きたいんですけれども、シルバ

ー人材センターというのは今、登録者は何名ぐらいとかはわかるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）現在の会員数、日々動いているんですけれども、約190名となっており

ます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）これは別の組織なんでつかめていないかもわかんないですけれど、大体ざっくり年

間何件ぐらいで、売り上げ件数、大体どれぐらい売り上げているとかというのも出ているんでしょ

うか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）創設以来ということで、平成29年度の決算ベースで初めて１億円を超え

たということで報告いただきました。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）突然にもかかわらずありがとうございました。 

   産業振興の観点からも、今回は住民向けの就労支援というところでいろいろお話しさせていただ

きたいんですけれども、前回の2017年６月議会、ちょうど１年前の議会で私、1,245の町内事業者

のうち８割が産業振興ビジョンのアンケートで収益的に厳しいんだと、将来不安があるというよう

なお声が出ていて、そういった８割の方を救うためにＦ－Ｂｉｚを紹介させていただいて、それは、

アクセンチュアとかボストンコンサルティングとかいわゆる著名な、有名な企業からコンサルティ

ングの方を１名引っ張ってきて、商工会でもない、行政でもない第三の機関としてフットワークの

軽い組織をつくって、そういったところのよろず拠点としてやられているところ、事業者がそこに

相談に行くと売り上げアップにどんどんとつながっていると。８割以上の方が、事業者がどんどん

元気になっていっているというようなお話をさせていただいて、ちょうど先月、2018年５月21日の

日本経済新聞の朝刊で大きく出ていたので、きょうもああやっぱり出ているなというところで見さ

せていただいて、やっぱりこれはどんどんと成果が着々と上がってきているんで、いろんなところ

でこういったことが立ち上げられているんです。 

   熊取町は残念ながら予算的に厳しいということやったんで、難しかったのかなというふうにも思

うんですが、何とかして町内事業者の８割の事業者を私は助けてあげたいというか、手を差し伸べ

ることができたらなというふうに思っているんで、今回も別の視点でお尋ねさせていただきたいん

ですが、利益が出ている２割の事業者は別として、そうでない残りの８割の事業者というところも、

例えば飲食店のピークの時間帯であれば猫の手も借りたいぐらい忙しいです。だけども、がっつり

１日８時間を人を雇って雇用できるぐらい収益は上がっていない。だから少ない人数で頑張ってい

るんだというような声は結構聞きます。 

   一方で、リタイアされたシニアの方が、１日８時間働いて毎日働くのもどうかと思う、ちょっと

それはしんどいから正直やりたくないと。だけど週に２日、３日であれば働いてみたい、プラス年

金の収入以外にお小遣い的なものがあればもっといいのにな、そういったところをマッチングさせ

てあげることで、一方でほんのちょっとだけ働いてくれる人を募集する事業者と、もう一方でほん

のちょっとだけ働きたい住民の方をマッチングさせることで、住民の方が外に出てきてもらうきっ

かけであったり、あと、また生きがいづくりにもつながってくる事業だと思うんです。 

   なので、そういったことを、いやいやもうそんなことは民間企業がやるべきじゃないかと捉える

のか、やはり先ほどの人生100年時代、リタイアした後の30年、40年を豊かに暮らしていく、元気
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に暮らしていくためにそういうことをマッチングするということも一つありなんじゃないのかなと

いうふうなところで、熊取町はやってもいいかなと思われるのかどうか、その辺の考え方というの

はどうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）藤原住民部長。 

住民部長（藤原伸彦君）まさに職のあっせんということでありましたらハローワークがございますので、

当然その機関が中心となってしていただくというところが基本でないかなというふうに考えており

ます。 

   町でするとなった場合には当然限定されるわけで、熊取町内で熊取町の方、働きたいという方は

別に熊取町にこだわらなくても、泉佐野市でもいいわけなんで、そういうような広域的なところで

しっかりと支援していくべきではないんかなというふうに考えてございます。 

   参考までに、直接町の事業ではないんですけれども、29年度に国で生涯現役促進地域連携事業と

いうのが開始されてございます。こちらが、大阪府が受託を受けましてシニア就業促進センターと

いうのを立ち上げてございます。こちらの中で、先ほど浦川議員がおっしゃられたような高齢者向

けの就業の仕方であるとか、あとは啓発セミナーであったり就業イベント、企業の就業開拓等々を

実施しておりますので、こういうところをしっかりと町として、関係機関としてつないでいければ

というふうに考えてございます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）それ、大阪府であれば豊中市とかがやっている分ですよね。きょうも私、その話も

ちょっとしようかなと思ったんですけれど、そういう難しい話じゃなくて、例えば、視察に去年行

かせていただいた福岡県の中で、幾つか視察先の自治体の周辺の市役所なんかも訪れていくと、や

っぱり入り口に、ぱっと目につくところに求人案内でばっと出されているんです。当然ながらそこ

の市の事業者の名前と連絡先、職種、こんな時間帯の方、来られる方は来てくださいというような

のがずらずらと一覧になっています。そういった情報が何カ所かポケットのところに入っているん

でね。ああここはこんなことも取り組んでいるんやなと。隣の市役所に行くと、同じようにそこの

市役所の事業者と募集している内容が書かれているんです。 

   なので、その地域にもハローワークがあるんだけれども、やっぱりその地の住民を元気にする、

マッチングがどこまで行政が絡んでいるのかまでは話は聞いていないんですけれども、こんな仕事

があるんやというのがハローワークに行かなくてもぱっと目につくところにあれば、住民の方も働

く機会がまたふえるわけですから、それはそれで私は考えてもいいのかなと。当然市役所の方は、

視察に行っているわけなんで、理事者の方に話をすると、自分たちの市役所は一つの会社となって

いると。なので、部署も経営企画部という部署があるんです。なので、一つの市役所を普通の会社

と見立てて運営しているんだと。その一環としてこういった求人の案内もやったほうが事業者も喜

びますんでということで載せられています。 

   先ほどのハローワークの話でいくと、例えば雇用保険に入っていないとハローワークの登録って

多分ちょっと難しいのかなと思うんです。例えば、まちの喫茶店とかああいうところで雇用保険を

しっかりやっているかというと、僕は、なかなかお金も発生するんで難しいのかなと。だから、本

当に大きな企業はハローワークでも何でもできると思うんですけれども、そうじゃない小さな企業、

お店というのはそこまで整備ができていない。だけども人が来てほしい時間帯というのがあります

ので、だから、先ほども申し上げたように、いやそんなことはハローワークがやるべきや、熊取町

はする必要がないとやってしまうのか、やっぱり熊取町も、リタイアした人たちが30年、40年元気

で暮らしていただくために、あっせんとまではいかないですけれども職を紹介する、こういう事業

者が熊取町にあって、この時間帯だけ来てくれる人を募集していますよとか、そういう話がそれを

を見たらすぐにわかるような取り組みがあれば、事業者も求人広告の案内を出す手間もないですし、

事業所も事業所のＰＲにもつながっていきます。 

   さらに言ったら、住民の方も、ほんの少しお小遣い程度働く環境をつくってあげるというか紹介
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してあげることで、外に行く機会であったりとか活動量がふえて、最終的にはそれが、先ほどの45

億円の話になりますけれども、圧縮されていくという効果にもつながっていくんじゃないのかなと

いうふうに思うので、ぜひともそこは、求人の一覧というのはつくることはそこまで難しくないと

思うんです。マッチングさせることというのは確かに難しいかもわからないですけれども、求人の

案内を出してあげるということはそこまで難しい作業ではないのかなと思うんで、ぜひちょっと前

向きに考えていただけたらなと。 

議長（坂上巳生男君）藤原住民部長。 

住民部長（藤原伸彦君）求職の情報については、当然、うちとハローワークと連携していますのでつか

んでいます。したがいまして、ご相談された方に向くような条件に合わせた形の紹介はさせていた

だいております。ただ、玄関に並べてというふうなことではなしに、窓口でそのような情報という

のは提供させていただいて、最終的には企業と本人が面接をいただいた上で就労いただくというの

が基本でございますので、先ほど九州の例を出していただきましたが、基本的には同じようなこと

はさせていただいています。ただ、玄関に求人票という形では並べておりませんが、行為としては

同じことをさせていただいておりますので、ご理解いただければと思います。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）難しいということですよね。要するに、部長に話をしに行かないと相談に行けない、

窓口まで行かないとできないというところなんですよね。求人の一覧を出すのが難しいと、そうい

う話ですよね。 

議長（坂上巳生男君）藤原住民部長。 

住民部長（藤原伸彦君）難しいというより日々変わっていきますので、例えば求職情報、熊取町の事業

者の方々を探そうと思ったら探せるんですが、日々動いています。それの調整をハローワークが行

っていますので、古い情報が出てしまう可能性もあります。やはり一元的にあっせんはハローワー

クがすべきやということは思っています。 

   ただ、町は何もしないということではなしに、当然その情報、その個人に合った、どういう方が

どういう仕事がいいのかというのをきっちり探してハローワークにおつなぎするというのが、本来、

熊取町のやるべき形ではないかなというふうに考えています。あえて一覧を出さないということで

はございません。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）実際に熊取町の何割の人が就労されているのかというデータも参考として見ていた

だきたいなと思うんで、添付の表の２を見ていただきたいんですが、これは、熊取町における60歳

から74歳までの就業者数を表にして掲載させていただきました。住民人口というのは、平成27年度

の国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人研から引用したものです。就業者数というのは平

成27年度の国勢調査から引用してきているものであります。 

   並列させていますので参考程度に見ていただきたいんですけれども、簡単にご説明すると、いわ

ゆる60代の方、60歳から69歳までの方は7,000人いて、そのうちの約４割の方が就労されていると。

70歳から74歳までの方は3,000人いて、そのうちの17％、532名の方が働いている。全体を通して、

住民が約１万人いる中で3,400人、34％の方が働いていると。なので、65％の方が結局は働いてい

ない、もちろん働かないという人もたくさんいると思います。だけどもそのうちの何割かは先ほど

申し上げたように、時間もあるし、週に１日２日、２、３時間やったらちょっとお小遣い程度にや

っていきたいなというニーズというのは必ずやあると思いますので、そういった方が当然ながらハ

ローワークに足を運んでがっつり働こうと思ったら、それはそれでいいのかもわかんないんですけ

れども、そうじゃなくて、私は何とか８割の事業者、苦しいと言っているところを何とかちょっと

でも助けになればなと、住民の方も年金しかないので、年金だけでずっと今後、これから30年、40

年というの、そういう不安的なものも解消してあげたい、そういったことが、45億円が35億円につ

ながるんではないのかと思って今回質問させていただいたんですが、わかりました。 
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   では、３点目の質問に移りたいと思います。 

   熊取ゆうゆう大学設置の成果と今後の課題について答弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）それでは、ご質問の３点目、熊取ゆうゆう大学設置の成果と今後

の課題について答弁申し上げます。 

   平成16年４月に開学いたしました熊取ゆうゆう大学は、本町のさまざまな学びの場を一つの大学

と捉え、受講者の年齢層やニーズ、また社会的な要請などにも応じて、多種多様な講座を開催して

いるところでございます。 

   熊取ゆうゆう大学は、さまざまな内容を少しずつ体験する体験楽部、一つの内容をじっくりと学

ぶ教養楽部、講座を受講し、修了した方が主体的な学びへステップアップし、みずからの学びを深

めるためのゆうゆう楽部の３楽部で構成しており、趣味に関する講座から資格取得に通じる講座、

子ども向けの講座まで各種の講座を開催しているところでございます。 

   熊取ゆうゆう大学の設置の成果といたしましては、平成29年度においては講座数43、参加者数計

3,248人と多くの方に受講いただいているところでございます。また、おおむね60歳以上のいわゆ

るシニア層を対象とした講座についても、２つの講座を設け、延べ412人の方に受講いただいてお

り、学びの場として有効にご利用いただくことができているものと考えるところでございます。 

   熊取ゆうゆう大学の今後の課題でございますが、平成30年度は、実績とニーズに応じたメニュー

の見直しにより42の講座を設定しているところでございますが、引き続き、より多くの住民の皆様

にご利用いただくため、またあわせて、ご質問にもございますリタイア後の人生を健康で豊かに過

ごすという観点からも、シニア層への対応も念頭に置きながら、新たなニーズの掘り起しも含め、

講座の内容の見直しとともに、熊取ゆうゆう大学のＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

   以上、熊取ゆうゆう大学の設置の成果と今後の課題についての答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）60歳以上のシニアの方が412名、全体を通して3,248人、延べ人数かと思いますが、

たくさんの方が利用されているというご答弁をいただきました。 

   今回質問した背景は、第４次生涯学習推進計画を策定するに当たって事前に生涯学習に関するア

ンケートということで、去年の平成29年２月10日から２月24日の２週間にわたって2,000名の方を

多少にアンケートをとられたかと思うんですけれども、そこをずっと見ていくと、現在、生涯学習

の活動状況として活動している方、それから今後活動したいと思っている、そういった方を合わせ

ると、おおよそ半数の住民の方が生涯学習について非常に前向きに取り組もうとされているという

ことがこのアンケートからわかりました。一方、ゆうゆう大学に参加したことがある方が13％とい

うところで答えられていたので、先ほど理事からの答弁でもニーズの見直し等も必要じゃないかと

いうようなお話をいただきましたけれども、もうちょっとメニューというものもふやす必要がある

のかなというところで、今回質問させていただきました。 

   次の質問にもつながっていきますので、次の４点目の答弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、浦川議員の各中学校のクラブ活動の担任を住民と協働

して行う取り組みについてのご質問にお答えします。 

   本町では平成15年度から、中学校部活動支援事業として、地域の住民や学生の協力を得て部活動

の支援を実施しているところです。平成29年度は、９名の地域住民の方と４名の学生の方の協力を

得て、延べ627回の支援を実施いたしました。平成30年度につきましても、現在10名の地域住民の

方の協力を得て部活動の支援を実施しています。 

   部活動の支援を地域住民と協働して行うことに関しては、部活動側のニーズと地域住民側とのニ

ーズのマッチングについて課題が見られることがあるものの、そのニーズやマッチした部活動につ

きましては、教職員の業務負担軽減や部員の技術向上等につながっているところです。 
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   今後とも、両者のニーズを的確に把握し、部活動の支援に努めてまいりますので、ご理解とご協

力をお願いいたしまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）意思確認というか、教育委員会の所見としてちょっと確認したいんですけれども、

クラブ活動を今、学校の先生方が主に担当されていて、クラブ活動の時間を先生たちからとってあ

げることができたら、今、非常に学校の先生たちの負担が大きいというところで、できるんじゃな

いかというような議論は各議会からもいろんな議論をさせていただいていると思うんです。教育委

員会としても、今、地域住民一部担っていただいていますけれども、学校の先生がそういったクラ

ブ活動の時間を外れることによって、ほかに有効に使っていいと考えるのか、やっぱりクラブ活動

は学校の先生がすべきなんだというふうに考えられているのか、そこだけもう一度確認をお願いし

ます。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）今現在、クラブ活動につきましては、議員からお話がありま

したように、働き方改革の一つとして、クラブ活動を地域住民の方であるとかスポーツクラブにと

いう動きが実際にあるという状況ではございます。 

   ただ、学習指導要領でありますとか、文科省のほうからは、クラブ活動というのは、やはり学校

の教育活動の中で子どもの心を耕すであるとか、あるいは粘り強くいろんなことに取り組む力を育

むという意味で非常に重要な活動であるという位置づけが一方であるという中で、教育委員会とし

て、あるいは学校として課題になっているのが、教育活動の一つと捉えた場合の、例えばクラブ活

動をしたときに事故が起こる、あるいは何か問題が起こった場合の責任の所在をどうしていくのか

というところが一つ大きな課題となっています。 

   例えば、地域の方に来ていただく、クラブ活動を地域の方にお任せして取り組みしている、顧問

が不在であった、そこで事故が起こった場合にどうなるかとなると、やはりその責任というのは学

校としてどう責任をとっていくかというようなところが非常に大きな問題となってまいりますので、

ある意味、議員からお話いただいた、確かにクラブ活動を教職員から外してしまうと、教職員の仕

事はその分また違うことができるんですが、やはりそのクラブ活動の位置づけ、教育活動の一部と

しての捉え方、あるいは事故等が起こった場合の管理責任をどうしていくかという、そういった課

題をどう解決していけるのかというのが一つ大きな課題だと思っています。そこが我々の悩みでご

ざいまして。だから、一概にそれを外せる、外せないという判断というのはなかなか難しいのが正

直なところで、そこは我々も悩んでいるところであります。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）よくわかりました。 

   添付資料の表の３を見ていただきたいんですが、これは中学校別のクラブ一覧、熊取中学校、熊

取北中学校、熊取南中学校の運動部と文化部、それぞれの現在ある部活を掲載させていただいた表

を添付しています。これでいくと、熊取南中学校には11のクラブ活動がある。北は12、熊中は13と

いうことで、11から13の部活があるということなんですね。 

   こちらは教育委員会からいただいた資料なんで、外部指導者というところが二重丸に当たってい

ます。これが、先ほど住民の方が今担っていただいている10人になるかと思います。これでいくと、

各部の中で一部は住民の方が担当されていて、残りは学校の先生が今担当されていると。これ、平

成30年度の部分ですけれども、29年度になると例えば二重丸、外部指導者がある年とない年とあっ

て、この年は外部指導者がサポートされていたけれども、30年度になるともうそれがなくなって学

校の先生になっているというようなところで、ついている年と、ついていない年があるようなんで

す。 

   先ほど来から、リタイア後の人生を豊かにしていくための一つはお金の部分ですね。平均寿命に

合わせて資産寿命も伸ばしていきたいというような発想で申し上げてきたんですが、もう一つは、
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先ほどの生涯学習のアンケートでもあったように、最終的には、今後学びたい生涯学習の内容とし

て１位が趣味、教養、先ほど理事の答弁からもありましたけれども、それに次いで運動、スポーツ、

そこを住民の方も生涯学習として今後取り組んでいきたいというような思いがある方が非常にたく

さんおられている。一方で、そういった形で学校の先生にかわるような方を、できたら、それがど

れぐらいのサポートに位置づかれるのかちょっとまだわからないですけれども、先生がいて、一部

住民の方がそれをサポートする形になるのかわからないんですが、ゆうゆう大学なんかを活用して、

中学校で例えばサッカー部の先生が１人来て、そこに来てくださる方を複数人募集して、サッカー

部の顧問はこんな感じで、こうこうこういうふうにやっていきますというような形で、それを全部

とってあげることが先ほどの責任論等の話にもなってくるんで、あくまでもそれを補完する位置づ

けでもいいと思うんです。そういった形で住民の方に、生きがいとして子どもたちの運動を一緒に

なってサポートしていくという方を募集する。または住民協働提案、行政型の提案事業でもいいと

思うんですけれども、そういったことを取り組んでくださる方というのが担っていただけたら、学

校の先生方も非常につきっきりでいないといけないということもなくなってくると思います。 

   もっと言ったら、クラブ数については後ほどの重光議員から詳しくあるかもわからないですけれ

ども、今ある部だけで足りるのかということもあると思うんです。学校の先生が不足しているから

もうこれ以上部をふやせないよということも、もしかしたらあるかもしれない。その辺の事情は今

回つかんでいないんでわからないんですが、そういった住民の方が、例えば自分が将棋が得意やか

ら将棋を教えられるよとか、そういう住民の方がいてもおかしくないと思うんです。なので、そう

いった取り組みというのをやっていただくことで先ほどの介護給付費の減にも最終的にはつながっ

てくるかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）今いろいろご提案いただいた中で、一つ我々の既存で取り組みし

ているものの中で、ご存じかもしれません、スポーツリーダーバンクという事業、制度がございま

して、これは、まさにスポーツに関していろんな素養がある方を町で登録していただきまして、い

ろんなところに指導者として尽力いただくという事業なんですが、一定、スポーツリーダーバンク

を活用しまして中学校のクラブ活動にも行っていただいております。 

   今、いろいろお話がありましたけれども、スポーツリーダーバンクを通じて派遣していただいて

いる方も、いわゆるシニア層の方も一定数いらっしゃいまして、そういう意味では、この事業につ

いて我々はＰＲという部分が少し足りないということもあるかもしれません。ただ、これも町政連

絡事務嘱託員連絡会などでこういったものを登録であったり、活用についても呼びかけさせてもら

っているところでありますけれども、今のクラブ活動に関する協力といいますか、先生の負担軽減

という意味では、この事業についてさらに利用、活用を進めていただくというのは一つかなという

ふうに今現在考えているところでございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）いろんな手法があると思うんです。スポーツリーダーバンクなんかもそうかもわか

らないんですけれども、要は学校の先生の負担軽減を少しでも解消するために、一方ではそういっ

た生涯学習のアンケートからもあるように、そういった意識の高い人というか、生涯活動、生涯学

習に関してスポーツをやっていきたいという方もたくさんおられますので、そういった人たちとの

マッチングがうまくできればウイン・ウインというか、両者得になるのかなと思って質問させてい

ただきました。引き続き、これはまた検討していただけたらなというふうに思います。 

   では、次の質問です。 

   独居世帯等に対しての取り組みについて答弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）それでは、ご質問の５点目、独居世帯等に対しての取り組みにつきまし
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てご答弁申し上げます。 

   独居世帯等に対しての取り組みといたしましては、小学校区単位で要介護、要支援認定を受けて

いない65歳以上の独居世帯及び75歳以上のみの高齢者世帯を対象に、みまもりアンケートを行って

おります。そして、このアンケートの結果から支援が必要と判断した方へは、地域包括支援センタ

ーが中心となり、関係機関と連携を図りながら見守りを行う独居高齢者見守り支援事業を初め、短

期集中予防型サービスであるふれあい元気教室やタピオステーション等介護予防事業への案内など、

個々の状況に応じた各種事業へとつなげているところでございます。 

   一方、独居高齢者でこのアンケートの提出がなかった方につきましては、見守り支援などの必要

性が高いと判断し、地域包括支援センターと連携しながら、電話や訪問などにより一件一件状況の

確認を行っております。 

   これらのほかにも、緊急事態発生時において、容易に第三者に通報することができる緊急通報装

置の貸与や、平成29年度において立ち上げました高齢者見守りネットワーク事業では、ライフライ

ン事業所や宅配業者など民間事業者の協力を得て、日ごろの業務の中で気づく高齢者の異変を早期

に発見し、地域包括支援センターを初め関係期間に連絡するなど、地域セーフティネットの一つと

しての役割を担っていただいております。 

   このように、それぞれの地域の方々が中心となり行っている見守り支援に加え、行政、地域包括

支援センターはもちろんのこと、民間事業所などにもご協力をいただきながら、重層的に高齢者へ

の見守り体制の推進に取り組んでいるところでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）本当にいろんな角度からというか、いろんな拠点から見守り活動をされているとい

うことで、大体これ世帯数とかというのもわかるんですか、何世帯ぐらいあるか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）今、熊取町全世帯というのは手元にすみませんけれどもございませんが、

例えばみまもりアンケートの取り組みにつきましては、３年間で全地区といいましょうか、全対象

となる世帯に対してのアプローチを行っております。平成29年度から具体的に実施をやった実績な

んですけれども、29年度は中央小学校区だけの取り組みとなっております。30年度には西小校区、

南小校区、31年度には東小校区、北小校区というふうにつなげていきたいなと思っておりますが、

中央小校区の実績につきましてご紹介させていただきますと、対象者は704世帯でございました。

回答をいただいたのが508世帯となっております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）こういったアンケートをとるのもいろいろ難しい点もあるかと思いますので、その

辺は了解いたしました。どこを独居と呼ぶのかというそういった定義もいろいろちょっと難しいの

かなと思ったので、中央小学校区でいくと704世帯ぐらいという、答えていただいたのが508世帯な

んですかね。わかりました。 

   次の質問にもつながっていくんで、最後の質問です。 

   熊取版ソリデール事業の導入について答弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）それでは、６点目の熊取版ソリデール事業の導入についてでございます

が、本町における独居高齢者への施策といたしましては、現状、早期に見守り支援が必要と判断し

た方への個別アプローチによる取り組みを優先的に進めている状況でございます。したがいまして、

高齢者福祉の観点からは現在のところソリデール事業の導入につきまして具体的に取り組んでいく

予定はございませんので、ご理解いただきますようにお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 
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３番（浦川佳浩君）ソリデール事業というのは、京都の学生のまち京都というところで京都ソリデール

事業というところからが一番有名なのかなと思うんですが、熊取町にも学園文化都市として３つの

大学があります。これまでもいろんな視点で学生と住民との相互交流の取り組みというのがずっと

なされてきたと思うんですが、ソリデール事業というのを簡単に説明すると、高齢者が低家賃で部

屋の一室を貸し出して、ひとり暮らしをしたい、けれどもちょっとお金がないといったような、そ

ういった学生の方をその一部屋に住んでいただくというか、低家賃で住んでいただく。高齢者とい

うか、家を一室お貸しされている方は少し家賃の収入が入ってくる。学生も少ない金額、家賃でそ

こに住むことができるというところで、割と定住促進の観点で京都府はやられているんです。 

   これ、今、福祉部局からのご回答で、独居というところからスタートしたソリデール事業だと思

うんですが、企画部にもお伺いしたいなと思うんです。転入・定住促進策として、熊取町は比較的

若者がどんどん外に出ていってしまっているという状況がずっと続いていますので、熊取町だから

こそできる事業だと思うんです。例えば岸和田市であったり泉佐野市であったり、近隣のところに

これだけの大学があるところというのが少ないので、熊取町は３つの大学を有して、しかも学生が

4,000人か5,000人か、いるかと思う。その中のたしか２割ぐらいしか熊取町にはお住まいでないと

思うんですね。だから、残りの８割は熊取町外からどんどん通っているような状況で、ぜひとも熊

取町で学園文化都市だからこそできる強みというのがソリデール事業にはあるのかなと思ったんで

すが、その辺はどうですか。難しいですか。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）ソリデール事業につきましては、議員ご指摘のとおり、自治体が行っている

取り組みといたしましては京都府が先進的に、逆に言いましたら自治体としては京都府だけが行っ

ている事業ということでございます。京都府のソリデール事業なんですけれども、事業趣旨がひと

り暮らしの大学生等の若者へ低廉で質の高い住宅確保、それと自宅の一室を提供する高齢者との交

流を図る同居マッチングシステムということになってございまして、学生のまち京都ならではの施

策ではないかというふうに認識してございます。 

   メリットとしましては、京都府の事業趣旨、目的を前提に熊取版のソリデール事業というのを想

定した場合ですけれども、住宅施策としては、空き家予備軍である住宅の有効活用、これが図られ

るのかなということとともに、若者と学生に低廉な住居を提供することにつながるといったメリッ

トもあるのかなと。また、高齢者施策としましては、先ほどご紹介されたように高齢者の見守り、

また若者と一緒に住むことによる高齢者の活力の維持、高齢者の収入面のメリットといった、こう

いったものが生み出せるのではないかなというふうに考えております。また、京都府同様に、京都

府は下宿補助というのもこれにあわせてやっておりまして、下宿補助というのを実施する場合は、

ひいては若年者の議員ご指摘の転入・定住、引きとめるというような、そういった施策にもつなが

っていく可能性も想定されるところでございます。 

   議員ご指摘ありましたとおり、熊取町は３大学１研究所を有する学生のまちの一面もありまして、

また逆に、これから高齢者がふえていくだろうというニュータウン、これを有する自治体という一

面もあることから、高齢者と学生のマッチングによるソリデール事業の実施は、これら複数の効果

が想定されるために、有効な手段の可能性を持った施策ではないかなというふうに思います。 

   ただ、一方、同居することによる犯罪、また新たなトラブル、これが想定されるところですけれ

ども、そうならないために中間のマッチングが重要というふうになってくると思うんです。そのマ

ッチングをされる事業者というのが熊取町に本当に存在するのかどうかということ、また、京都府

は中間業者への委託料と、それから住宅改修の費用を助成されているんですが、それらの費用を行

政が行う必要があるのかどうかというところ、このあたりはしっかり検証していかないといけない

というふうに思います。 

   また、一番大事なところというのが、肝心かなめの住宅所有者の高齢者の皆様が果たして大切な

住居を提供してもらえるのかどうか、これが一番疑問でありまして、そんなニーズが本当にあるの
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かどうかというところ、ここが一番大きいところかなというふうに思います。 

   そういった点から、現時点、行政が主体的に取り組む事業かどうかの判断は相当な時間が必要で

あると思いますし、全国でも始まったばかりの取り組みでもあることから、目下の財政状況、そう

いったところで先ほど申し上げたようなデメリットの点の整理等々、これらをしていかなあきませ

んので、申しわけございませんが、この場で導入のお約束は当然できませんけれども、それに向け

ての研究、これはこれから始めてまいりたいというふうに思います。ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

議長（坂上巳生男君）浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）やっぱり今までないものをつくるのはすごくパワーが要りますし、熊取町だからこ

そできる、今あるのは府の事業なんで、結構いろいろお金かけてやられていると思うんですけれど

も、そこら辺は熊取版というところで、それが５組でも10組でもいいと思うんですけれども、私も

たくさんたくさん、当然ながら来られるとは思っていないです。だけれども、そういうニーズがも

しあるとしたら、そのニーズを拾えるのは熊取町だけやと思いますので、やっぱり学生のまちとい

うか学園文化都市として熊取町の優位性を保っていただくためにも、引き続きソリデール事業とい

うのを見ていただけたらなというふうに思います。 

   時間ですので、私からの質問は以上で終わります。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、浦川議員の質問を終了いたします。 

   一般質問の途中ですが、ただいまより昼食及びタピオ体操のため13時15分まで休憩いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時44分」から「13時15分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   一般質問を継続いたします。 

   次に、阪口議員。 

４番（阪口 均君）それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

   先ほど、タピオ体操でせっかくリフレッシュしたんですけれど、また一般質問で肩凝ってくださ

い。 

   それでは、今回３つ質問させてもらううちの１つ目です。 

   超高齢化時代を迎えるということはいろんなメディアでもいろいろと言っておりますが、最終的

には2040年というのが団塊の世代ジュニアが高齢者のところに到達するという年で、一番高齢者数

がふえるというふうに言われております。 

   その前に2025年というのがありまして、これは団塊の世代が75歳以上になるという年、もうわず

か７年先の話になりますが、この２つの大きな節目を迎えるに当たって、熊取町も高齢化というこ

との波には逆らえない状況にあります。果たして熊取町はどんな時代をというか、どういう状況に

なるのか、できれば数値で把握してみたいなというふうな思いで、今回１番目の質問をさせていた

だきます。 

   まず、私の表では2020年、2030年、2040年と割と10年ごとに書きましたけれども、今申しました

ように2025年という年も大きな節目ですので、お答えになられるときに2020年、2025年、2040年で

も構いませんし、それは前もって言っていただいて、どういう推移をするのかという表現で結構で

すのでお答えいただけたらというふうに思います。 

   それでは、人口、高齢者数、高齢化率、町税がどうなっているのか、医療費がどうなっているの

か、国保料、国保加入者数、介護費、介護保険料、ここら辺がどういう推移で2040年を迎えるのか

というのをお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）それでは、超高齢化時代を迎えるに当たって、2040年に高齢者数のピーク
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を迎えると言われているが、そのときの熊取町の状況はについてのご質問にご答弁させていただき

ます。 

   初めに、人口、高齢者数、高齢化率、介護費、介護保険料についてご答弁させていただきます。 

   まず、介護保険は、介護保険法の規定に基づき３年に１度介護保険事業計画を見直すこととなっ

ております。平成30年度は計画見直しの年となっており、2018年度（平成30年度）から2020年度

（平成32年度）までを計画期間とする第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を本年３月に

策定しました。その計画におきまして人口、高齢者数、高齢化率、介護費、保険料について推計を

行っており、2020年度（平成32年度）の人口につきましては４万3,297人、高齢者数は１万2,410人、

高齢化率につきましては28.7％になるものと見込んでおります。 

   また、介護費につきましても、先ほどの高齢者数の推計及び計画策定時点での要介護認定者数や

給付実績をもとに必要となる介護費を推計しており、約38億9,933万円になるものと見込んでおり

ます。 

   次に、介護保険料につきましては、第７期計画期間の2018年度（平成30年度）から2020年度（平

成32年度）の３カ年に必要な介護費等の見込みを算出し、その費用を国２分の１、府４分の１、町

４分の１の公費で賄い、残り２分の１を65歳以上の第１号被保険者の保険料23％と40歳から64歳ま

での方の第２号被保険者の保険料27％で負担する仕組みとなってございます。これをもとに第１号

被保険者の介護保険料を算出した結果、介護保険料月額が6,057円となってございます。 

   なお、2030年、2040年の状況につきましては、町独自での推計を行っておりませんが、第７期計

画におきましては、団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年（平成37年）における人口、高齢者

数、高齢化率につきましては推計を行ってございまして、人口は４万1,717人、高齢者数は１万

2,512人、高齢化率につきましては30％になると見込んでおります。 

   このような状況や、今後2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となることから、議員が先ほど

おっしゃられましたように、高齢化はさらに進展すると見込まれ、介護費、介護保険料につきまし

ても増加するものと見込んでございます。 

   続きまして、国民健康保険での医療費、国保の保険料、国保の加入者数についてのご質問にご答

弁申し上げます。 

   まず、国民健康保険につきましては、現実にかかった医療費を支払うため、その時点での法律に

基づく公費負担、他の医療保険からの支援等を勘案し、その残りをその時点での被保険者の所得額、

被保険者数、世帯数により案分し、ご負担いただく保険料を算定することとなっております。この

ように、毎年度その時点での実績に基づき毎年度算定するものでございまして、ご質問のように数

年後の見込みは、医療の高度化、そして高齢化の進展により医療費は右肩上がりになることは想定

しているものの、詳細の予測を行ったとしても制度そのものが変動しており、現時点の実績に過去

の平均伸び率を乗じる程度しか想定することができませんので、あらかじめご了解いただきたいと

存じます。 

   また、ご承知のとおり、平成30年度より国保の都道府県化が実施されており、その財政運営主体

は都道府県となっているものでございます。大阪府にも本質問に関連して将来推計の確認もいたし

ましたが、同様の事情により、詳細の数値は持ち合わせていないとのことでした。唯一、都道府県

化に伴い策定された大阪府国民健康保険運営方針に大阪府全体としての医療費の動向が若干示され

ておりますので、これらも参考に、あくまでも単純に伸び率や大阪府全体に占める本町の割合をも

とにご答弁申し上げます。 

   それでは、まず医療費でございますが、大阪府国民健康保険運営方針に医療費の動向と将来の国

民健康保険財政の見通しが示されております。2020年度（平成32年度）の大阪府全体の医療費総額

は9,149億円と推計しております。平成28年度の大阪府全体の被保険者は225万7,217人で、うち熊

取町の被保険者は１万1,169人ですので全体の0.5％となり、医療費の推計額は45億7,000万円とな

るものでございます。これは、被保険者の方の負担分と国民健康保険の保険給付を合わせた費用額
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で、医療費の10割分でございます。 

   大阪府国民健康保険運営方針では最長で平成37年度（2025年度）の推計医療費が示されておりま

すので、本町分を仮に同様に算出いたしますと、2025年度（平成37年度）の大阪府全体の医療費総

額は１兆345億円で、熊取町の被保険者数が大阪府全体の0.5％のままであったとしますと、熊取町

では51億7,000万円となります。参考でございますが、平成29年度の費用額の見込みは約42億円で

ございます。 

   次に、国保の保険料でございます。 

   平成30年度の国保の保険料は、事業費納付金を大阪府に納付する必要額を当初予算で計上してご

ざいます。当初予算ベースでの一般被保険者の１人当たり保険料は11万3,637円となります。これ

は、平成30年度の激変緩和前の額となります。 

   また、平成31年度以降の保険料につきましては、先ほど申し上げましたとおり、医療費の伸びや

被保険者の推移などにより大きく変動しますので、現段階では将来的な国保料を推測することは困

難でありますので、ご理解をお願いいたします。 

   最後に、国保加入者数でございますが、被保険者数の見込みの過去３カ年の伸びの平均を平成29

年度実績に乗じて単純に算出しますと、2020年度（平成32年度）の国保加入者数は9,499人と推計

されるものでございます。 

   このように、ご質問の詳細の見込みはお示しすることはできませんが、ご質問のとおり、介護費

も医療費もいずれも将来的に増加の一途をたどることは想像にかたくありません。 

   以上、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）続きまして、町税に関して答弁いたします。 

   町税につきましては、例年行われる税制改正を初め、景気の動向に大きく左右されるため、10年

後、20年後の状況を見込むことは非常に困難であります。 

   ただ、今後の見通しとしまして、人口が年々減少していく中で高齢者の人口がふえ、また生産年

齢人口が減少していく状況下では、一時的に増収があったとしても、やはり町税は厳しい状況が続

くものと考えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）まず、町税のほうから確認したいんですけれども、2018年の予算が41億1,000万円

になっていたと思います。町税収入ですね。歳入ですけれども、これが、生産者人口が減っていく

という予測値を掛けていくと、おおよそ2025年にどう、2040年にどうと、そういう数値は持ち合わ

せていないですか。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）ことしの４月に大阪府からの調査で、30年以降５年間のデータしか推計はし

ていないんですが、現年度課税分だけなんですが、30年度は町税総額で40億7,700万円、31年度が

40億7,900万円、32年度が40億8,000万円、33年度が40億5,200万円、34年度が40億7,000万円、今持

ち合わせているデータとしてはこの程度しか推計しておりません。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）とすると、さほど落ち込みはないというふうな、この５年間ないし７年間ですか、

そういう推移で動くであろうということですね。 

（「はい」の声あり） 

４番（阪口 均君）わかりました。期待値も含まれているのかなと思いますけれども、そんな状況かな

というふうに把握しておきます。 

   あと、人口の2040年というのはどこかで出ていたと思うんですけれど、それはないですか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 
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健康福祉部長（小山高宏君）今のところ、見込みを立てているのは先ほど申し上げましたように2025年

（平成37年）のところでお話しさせていただいたところでございまして、まだ見込み的には、2025

年の先ほどお話させていただいた４万1,717人というところでございます。すみません。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）わかりました。どんなまちになっているかというのを、町民の方もそうですし、

我々も大変なことになるよという漠然とした思いはあるんですけれども、実際に数字であらわした

ときにどんな状況かというのをちょっとでも具体的に知っておけたらなというふうな、そんな思い

がありましてこの質問に至っています。 

   高齢化率は2018年、既に27.8％、４人に１人が高齢者ということです。私が勝手に2040年を推計

してみたんですけれども、この時点では恐らく34％ぐらいの高齢化率になっているであろうという

ふうに想定します。ということは、33％を超えていますから３人に１人がもう高齢者やというふう

な時代が来ているんやろうなと。町なかを歩いていても３人に１人は、65歳はそんなにお年寄りと

は言いませんけれども、いわゆる高齢者の部類に入る人がそれだけ多くいるんやなというふうなイ

メージになると思います。 

   これだけでもまだぴんとこないんですけれど、あと保険料です。先ほど、大阪府の37年までの数

値を示していただきました。28年から35年までの伸び率というのは約21％増ぐらいのパーセンテー

ジで上がっています。これをさらに15年足して2040年のグラフをそのまま延ばしたらという話です

けれども、恐らく１兆3,450億円ぐらいの大阪府の医療費総額になろうかと思います。これに0.5％

掛けて熊取町という数値を求めるとそれなりの数値も出てきますし、平成30年から見たときに平成

40年は、恐らく医療費総額が1.5倍になると思います。だから、我々が今医者でどれだけ使ってい

るか、22年後には1.5倍の医療費になっているであろうと、これは物価の上昇もあるでしょうけれ

ども、そんなことが想定できていきます。 

   収入がそれほど伸びていくということもそんなに想定できない。今政府が1.02ですか、２％の上

昇率でということを言っていますけれども、それ以下にしか推移していませんので、1.02をずっと

続けていけば120％はクリアするんですけれども、なかなかそうはいかないであろうというふうに

思われる中で、保険料と介護保険料、これはびっくりするほど上がってくるというふうなことが想

定できます。だから何するんやという話がなかなかここで議論できないんですけれども、そういう

思いでみんながこれから生きていかんとあかん時代やなと。 

   22年自分の年に足したら、恐らくこの場所でいる人は誰もいないかもしれません。もちろんリタ

イアされて別の生活をされているんでしょうけれども、そういうふうに考えていくと、自分に関係

ないわぐらいの感覚かもしれないですね、今のところ。でも現実的に自分らの子どもがそういった

状況下に置かれていくというふうなことは、今のうちから肝に銘じてやっていかんといかんであろ

うなというふうなことで、とりあえず、つかみの部分ですけれども、漠然とした話になりましたが、

そういう状況かなというふうに私は理解しております。 

   それで、この前いきいきくまとり高齢者計画2018というのを出していただいています。このこと

で少し質問をしたいんですけれども、15ページ以降にアンケートをとって、そのアンケートについ

てかなり詳しく載せていただいています。このアンケートのとり方ですけれども、これは1,000人

の無作為抽出によるというふうになっていました。設問項目というのはこっちからも出しているわ

けですか、選択できるように。ということでよろしいですか。 

   そしたら、アンケートしている住民の人は、自分の思いが設問以外のところに何かあっても、そ

れは吸い上げられていないと。何を言いたいかというと、こんなまちになってほしいなという思い

がそれぞれの人にあると思います。そういうことは吸い上げる状況にあったのかなかったのか、こ

のアンケートで。それはどういうことでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）議員おっしゃられました各項目について、高齢者の方がこれから生活をし
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ていくというところでどういうところを気にされているのかという、そういう観点でアンケートを

させていただいておりますけれども、その中で、私も今、アンケート自身を持ってきておりません

のであれなんですが、高齢者の方ご自身がどういうふうに思われているかというところのそういう

事由欄も、記入していただくところもたしかあったかと思います。このアンケートには全てそうい

う形で載せてはおりませんが、そういう形でのアンケートであったという状況です。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）そういうことでしたら安心しましたけれども、どういうまちにしたいんかというの

はみんなそれぞれが思い思いにあると思います。こんなまちになってくれというふうな、そういう

ことも吸い上げていって、それをこれからの行政に反映していくというのは大事なことだと思いま

すし、そういう方法でされているのでしたらよかったことかなというふうに思います。 

   たまたまこの前、議会のＰＲチラシを配っているときに、ある人がしゃべりかけてこられて、自

分は十数年前につばさが丘に引っ越ししてきたんやと。貝塚市から来たんやと。でも今、ちょっと

がっかりしているんやというふうな話でした。年のころなら70歳ぐらいの人だったと思います。何

でというて聞くと、熊取町は今、子どもがどうやとかそんなことばっかり言うているけれど、高齢

者に全然温かくないというふうな、そんな言われ方をしたんです。だから、そういうふうに思って

いる人もいらっしゃるんやなと。話を聞けばいろんな人がいると思いますから、できるだけそうい

った小さな意見も吸い上げられるような形をとっていただけたらなというふうに思っています。 

   それで、あと、アンケートの中で一つ二つ質問あります。一つは、59ページあたりにボランティ

ア活動に対して支援をしているという言葉があったんです。これ、どういう支援なのかというのを

教えてもらえますか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）今、議員見ていただいているのは2018の冊子の59ページの今おっしゃって

いただいているのは、（１）の高齢者の地域活動とか地域交流への支援という、そういうことでご

ざいましょうか。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）59ページの真ん中あたり、その他ボランティア活動に対する支援を行っていると。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）ボランティア活動といいましても幅広くあるかなと思います。一つは、例

えば社会福祉協議会に対しましても、そこでボランティア活動していただいている方、そういう団

体のグループの方もいらっしゃいますので、社会福祉協議会には町からそういうことも含めての費

用を補助金という形で出させていただいて、ボランティア活動の皆さん方がその中で活動していた

だく。いろんな場面でボランティアをしていただいていますので、そういうところでやっていただ

いているというようなことがございますし、昨年度でしたら、つつじヶ丘のほうで自主的に地域の

方がそれぞれ困っていることを助け合おうということで、していただいたときには、それは府のほ

うの補助金も活用しながら助成もさせていただき、若干そこのところで使っていただく費用とかも

助成をさせていただいたというような実績もございます。 

   また、ボランティア活動といいましても、健康福祉部ではいろいろ、先ほどのタピオ体操をやっ

ていただいている皆様方もそうですし、食生活の改善の活動をしていただいている方もいらっしゃ

いますし、さまざまなボランティアの活動をしていただいている方につきましては町も、費用的な

面以外でもサポートさせていただきながら、ともに活動させていただいているという状況でござい

ます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）わかりました。 

   もうちょっと下にシルバー人材センターのことを書いているんです。シルバー人材センターでは

ワンコインサービスを開始するなどというふうにあるんですけれども、これは住民の方が、ワンコ
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インの500円かわかりませんけれど、そういったことで何か作業してもらうと。それは、具体的に

どんなことをして、あるいはどういう告知をしてというのを教えてもらえますか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）ここの計画にも書いてございますが、草刈りであるとか電球の交換とか、

よく聞いていますのは植木の剪定であったりとか、そういうところで高いところの枝が伸びてきた

りとかというような、そういうことに対して手助けしてほしいというようなことで依頼を受けまし

て、シルバー人材センターが向かって議員おっしゃられましたワンコインということで手だてをさ

せていただいたりとか、本当にそこの高齢者の方が生活に困っているという状況であれば、先ほど

の電球を交換するとか、その内容に沿って対応していただいているというふうに聞いてございます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）私もこれは勉強不足で、ワンコインサービスしているということは知らんかったん

ですけれども、申し込みとかはどこにして、500円ぽっきりでできるのか、あるいは作業によって

は当然変わってくるんだと思いますけれど、そこら辺はどういうふうになっているんですか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）こちらは、シルバー人材センターが直接依頼を受けまして、そこに出向い

て費用を徴収いただいているという状況でございます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）どんな作業でも500円と。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）中身については、確かに議員おっしゃるみたいに程度というものがあるの

で、先ほどお話しさせていただいた生活の中で困っている範囲の中で、多分、できる範囲はそこで

させていただいているというふうに認識してございます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）ワンコインサービスをしているということの告知、これはどういうふうにして住民

に知らせているんですか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）こちらは、シルバーからいろんな機会を捉えてこういう活動をしています

よということをＰＲしていただいているということと、町も、そういうお話があれば、こういうシ

ルバーで活動していただいていますということもアナウンスはしてございます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）アナウンスというのは、広報に載っているとかそういったあれですか。媒体はどう

いうものを使ってアナウンスされているんですか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）広報に掲載というところはちょっと私、今記憶がないんですけれども、当

然、町にそういうようなことをしていただくことというのはできるんですかというような問い合わ

せがあれば、当然、シルバーでこういう活動をしていますということのご案内をさせていただいた

り、長生会であったりとかそういうところには、こういうようなことをしていますよというのはお

話をさせていただいたり、またシルバーからも、そういう働きということでやっぱり活動していく

ということでは、自主的にいろんなところに働きかけていただいているというのは聞いてございま

す。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）できるだけ、せっかくやっていることですからＰＲしてもらって、困っている人が

少しでもそれで助かるような形になるというのはいいことだと思いますから、もっとしっかりとＰ

Ｒされたらどうかなというふうに思います。 

   19ページのふだんの生活で困っていることというアンケートに対して、粗大ごみの処分、それか
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ら部屋の模様がえや電球の交換、あとは買い物、ここら辺が困っているベスト３になっています。

ワンコインでできるといったら粗大ごみの処分とか、今既にここに書かれている電球の交換とか、

そういったものがワンコインで処理できてやってもらえるということですから、せいぜいアピール

して、知らない人のほうが多分多いと思うんですけれど、どんどんアピールしてもらいたいなとい

うふうに思います。 

   それと、買い物についてはなかなかワンコインでというのはいきませんよね。そこら辺はどうな

んですか。何か考えられていることとかありますか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）そこの実態は、そこまでシルバーでやっていただいているのかどうかとい

うところまでちょっとすみません、私は把握していないんです。買い物の内容にもよるかと思うん

ですけれども、お金も預かってということになりますので、その辺のところはお金がかかわってく

るとちょっと難しい面もあるのかなというふうに感じておるんです。その中でも、対応できるとこ

ろはしていただいているというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）この前、ある人が、地域の困っている人、足で困っている人を乗せて買い物に連れ

て行くんやみたいな話をされていた人がいたんです。そんな話が広まるというか何人かに伝わって

いくと、事故したらどうするんやという話になってきて、それやったらお金をもろうて事故の責任

を自分で負う、そうなると白タク行為になるみたいなことで、せっかく助けようとしてやろうとし

ていることが、いろんな障壁があってできないというふうなことを言っていました。そこら辺をう

まくやっていくような方法が考えられたらいいんかな。みんなが支え合う、助け合うという、そう

いった温かいまちになっていくのかなというふうに思いますので、非常にこれはいろいろ規制があ

った中で難しい問題かもしれませんけれども、もし知恵を絞れるようでしたら考えようもあるのか

なと。 

   たまたまこの前、兵庫県のどこか、姫路市の山間地で、民間の人がタクシー会社とタイアップし

て老人とかを乗せて運ぶと。もちろん料金もらうんですけれど、そんなことをやっている自治体も

あったように、これはテレビで見たんですけれども、ありました。 

   今後、ますます高齢化が進んでいって、足がなくなってくる人たちがふえてきたときに、ひまわ

りバスの利用の仕方もなかなか不便なところがありますし、地域の人たちで支え合う、助け合うと

いうふうな形が構築できるならば、そういうまちが一番理想かなというふうに思いますので、ちょ

っと頭に入れていただいて、対応できるものならば考えてほしいなというふうに思います。 

   それでは、次の質問に移りますが、ＡＬＴに関してということでご質問します。 

   28年度末のＫＰＩの実績評価がこの前出ていました。それによると、人数をふやしたりというふ

うなことで、Ａ評価というふうにされていました。実績が、27年度が３人、28年度が５人ですか、

目標６人にする、Ａ評価というふうに評価されています。Ａ評価と判断した基準はどういうことで

しょうか。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）では、阪口議員のＡＬＴについてご答弁申し上げます。 

   本町では、熊取創生戦略の「子育て世代の希望を実現するまちづくり」において、ＡＬＴ配置人

数をＫＰＩとしております。 

   議員ご質問の１つ目、平成28年度末のＫＰＩ実績値等調査票をベースにした今後の具体的な目標

や対策についてでございますが、平成28年度末実績は５名、平成31年度の目標を６名としておりま

す。現在、小学校専属ＡＬＴ２名を各小学校に週２回配置、中学校専属ＡＬＴ３名を各中学校に週

５回配置しております。平成32年度から本格実施される小学校英語教科化に対応するため、平成30

年９月には小学校専属ＡＬＴをさらに１名増員し、各小学校の配置回数を週２回から週３回にふや

す予定にしております。 
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   このように、ＡＬＴの配置回数をふやすことにより、児童・生徒がネーティブスピーカーと触れ

合う機会や実際に英語を使う場面がふえ、そのことが英語学習等への大きな動機づけになると考え

ております。 

   あわせてＡＬＴと教員との効果的なティームティーチングのあり方についての研究を行い、児

童・生徒が英語を学ぶ楽しさや英語を伝える達成感を味わうことができるような授業づくりを進め

てまいりたいと考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）続けて、ＡＬＴを増員した結果、熊取町がほかと比べてどういうふうにすぐれてい

ますかということについてお願いします。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）２つ目のＡＬＴを増員して近隣市町村と比べてすぐれている点

についてでございますが、全ての児童・生徒が自立した人に成長できるよう、まずは教育環境の充

実を図ることが教育委員会の大切な使命であると考えており、ＡＬＴの配置等教育環境の充実に努

めているからこそ、全国学力・学習状況調査の質問紙において、「将来、外国へ留学したり、国際

的な仕事についてみたりしたいと思いますか」に対する中学校３年生の肯定的な回答は、全国より

も8.1ポイント高い結果になっております。 

   今後も、子どもたちが英語でコミュニケーションを図りたいという意欲を一層高めていけるよう、

英語教育の充実に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いして、ご答弁とさせていただき

ます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）私がＡＬＴに関してもう３回ぐらい質問の中で話をさせていただくんですけれども、

確かに、配置人数が目標をクリアしているということは一つの成果だと思います。思いますけれど

も、具体的にこうなったというふうな、そういう答えが出るような成果というのをぜひ出してもら

って、この場で披露してもらいたいなというふうに感じるんです。 

   それがなかったら、仮に配置できなかって、ほんなら生徒の学習レベルがどうなっているんやと、

それも評価できなくなるし、やっぱり学習レベルが上がる、意欲が上がるということが成果だと思

いますから、そういうものを必ず目標として、人数だけじゃなくて、こういうことをしたい、こう

いうことをした結果どうやったというふうな、そういう成果、評価というのをしてほしいなという

ふうに思います。 

   その中で、英語村というのをされていますけれども、ああいうことをされているということは、

あそこに参加される三十数名以下ぐらいの子どもたちがやっぱり興味持って、来ているわけです。

あれを見ていて、やっぱりこれは成果の一つかなとも感じますし、あれの回数をふやすとか、例え

ば英検も熊取町はちょっと高いんですよね、よそと比べても合格者が。だから、そういったところ

がほかの自治体に比べても群を抜いているぐらいの、それぐらいの成果を出してほしいなというふ

うに思ってなりません。 

   教育のまちくまとりというのをうたっていますから、熊取町はそんなに多く資源のあるまちでは

ないですし、教育というのはその中でも大きなウエートを占めています。教育しやすい、させやす

いから熊取町に入ってくる人たちが、昔からやっぱりそういう気持ちで入ってくる人が多いんです。

ぜひ、自分たちの教育委員会もその一翼を担っているということを肝に銘じて、もっと大きな、具

体的な目標をつくってクリアしてほしいなというふうに思うんですけれども、いかがですか。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）取り組んでいることについて評価いただき、ありがとうござい

ます。 

   議員おっしゃってくださったように、まず動機づけがやはり一つの大きな目標というふうにこち
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らとしては思っています。ただ、動機づけがそれぞれの子どもにどんなふうに返っているのかとい

うことをやはり検証していく必要があるというふうに思っておりますので、今年度につきましては

小学生、３年生から６年生が対象になるかと思いますが、アンケートをとる予定にしています。経

年でその様子を見ていきたいなと。ＡＬＴ配置することによって外国に興味を持ったであるとか

ＡＬＴと話したいという気持ちになったと、そういったところが、現時点では一部の小学校で実は

アンケートをとっておりまして、大体５、６年生で85％の子がそんなふうに考えているというデー

タはあります。 

   ただ、当然全ての子どもにそんなふうに感じてほしいというふうに思っていますので、あと残り

の15％の子どももそんなふうに思えるような授業づくり、ＡＬＴとともに、ＡＬＴはアシスタン

ト・ランゲッジ・ティーチャーですので助手ですので、当然、教員が中心になりながら授業づくり

をしていきます。やっぱりその授業づくりを研究するということ、あわせてＡＬＴの指導力の向上、

ここにつきましては、先ほど言っていただいた英語村をほとんど彼らたちが主で企画しております。

その中で授業をどんなふうにつくっていくのかという力をつけることができているかというふうに

思っています。 

   あわせて、英語村につきましては、去年までは３、４年生対象ということで定員40名というふう

にしておりました。ことしは、初の取り組みですが、１、２年生対象もしてみたいというふうに思

っております。同じ日で午前中が１、２年生対象、午後は３、４年生対象ということで、できるだ

け小さい段階で外国人と触れ合う機会があることによって、英語のことをもっと勉強してみたいな

という気持ちになるのではないかというふうなことを想定して、ことしは英語村をさらに拡大した

形で取り組んでいきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）回数、対象をふやすということは喜ばしいことだと思います。さらに回数をふやし

たりとか、あそこの部屋があいているときは英語のアニメを流し続けるとか、子どもたちが外で遊

ぶのが飽きたらあそこへ来て英語を耳から吸収していくような、そういう環境づくりをしておくと

か、来る来ないは別ですけれども、そういったことで熊取町の特異性というのを、やっぱりよそに

胸を張って熊取町はこんなことをしているんやというのを言えるまちになってほしいんです。 

   それができないとやっている意味がないというか、かいがないというか、民間の企業でしたら自

分らがもうけるためにいろいろ考えて、いろんな手を打ってやっていきます。おいしくもないのに

おいしいと言って物を売ったりとか、ちょっとこれは余談ですけれど、だから、そんなアピールを

どんどんしていくのが企業人なんです。 

   行政の方たちは、それは一般企業と違うと言えば違うんですけれども、でもこの時代ですから、

ほかの行政の機関とやっぱり比べられるし、ほかと対抗しても勝っていかないと残っていかないで

すから、できるだけ自分らのやっていることをうまくアピールして成果を出していくような、そん

な形であってほしいなというふうに思っていますが、何かありますか。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）当然、ＡＬＴにつきましては地区内の配置率は２位ということ

で、たくさんＡＬＴをつけていただいています。 

   ただ、ＡＬＴをつけることによって英語力をつけるということが、行く行くそうなればいいんで

すけれど、目標にしているものはやはり子どもたちの動機づけ、英語を学びたいという気持ちにな

る、そしてそれが将来につながっていく、そしたら自分の将来の選択肢をより広げて、こんなこと

したい、だから将来こんな仕事につきたいんだというふうに、そんな子どもを育てたいというふう

に、教育委員会としては特に義務教育段階では必要なことであるというふうに思っています。 

   その結果、例えば英検につきましては国よりも高い数値で英検３級相当の力を持っているという

子どもがいるというふうな結果に結びついておりますけれども、それ以前として、子どもたちが学
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びたいという意欲を上げることができるような、そんな取り組みをしていきたいというふうに教育

委員会としては強く思っているところがあるので、そこはご理解いただきたいなというふうに思い

ます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）十分に理解しているんですけれども、理解した上でやっぱり学力というのは図抜け

てくれることがより理想やと思いますので、私はそんな考えをしています。 

   平等にというか、落ちこぼれが出ないことが一番教育委員会としては理想的な学校の形かもしれ

ませんけれども、私は、落ちこぼれを出してでもということを言っていないんですよ。それをやっ

た上で、やっぱり出てくる杭はどんどん引き上げるぐらいのことを教育委員会の力でやってほしい

なというふうに思っているわけなんです。それを期待して、この項目については終わっておきます。 

   それから、最後になります。ゆめの森公園に関してです。 

   これまでも、浦川議員を初め何人もの議員から夏場の水遊び場について質問をされてきたと思い

ます。この夏どういうことを考えているのか、集客増のためにどういう施策が打てるのかというふ

うな、そういうことがあればここで披露してほしいなというふうに思います。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）それでは、ご質問の永楽ゆめの森公園について、夏場の水遊び場に関し

て何回もリクエストされていると思うが、ことし新たに実行することがあるのかについてご答弁申

し上げます。 

   永楽ゆめの森公園につきましては、夏場の暑さをしのぐことができるよう、ミストシャワーを入

り口及びユニバーサルブランコ付近に２カ所設置し、熱中症対策等に取り組んできたところでござ

います。 

   水遊び場の設置につきましては、これまでも設置費用などを含めて検討してきましたが、水遊び

場の設置には多額の費用がかかることから、現在の厳しい財政事情の中では、夏場の来園者数の増

加を見込めるほどの水遊び場の設置は非常に難しいと考えているところでございます。 

   また、今年度におきましては４月28日から５月31日までの間で奥山雨山自然公園エリアにおける

アンケート調査を実施し、現在集計中でございますが、アンケートや現地での利用者から日陰を望

む声が多くございましたので、まずは芝生広場ステージにおいて利用者に涼んでいただけるような

日陰を設置して、夏の暑さ対策を講じているところでございます。 

   今後、アンケート調査の集計結果をもとに、指定管理者とも協議を行い、永楽ゆめの森公園のに

ぎわいづくりを進めてまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、

ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）ということは、この夏は芝生広場に日陰をつくるということが一つということでお

答えだと思いますが、夏場にどうしても来園者数が激変することに対しての打ち手としては、今の

ところないんですね。日陰をつくったから来園者がふえるということは到底考えられないんです。 

   やっぱり前々から言っていますように、遊べるという、遊び場というのが来園者をふやす方策の

一つなんです。それを何か実行できないかなというふうに思っているんですけれども、費用がかか

り過ぎてというふうな話に今なっています。 

   私のちょっとラフな考え方なんですけれども、１つ目、これは絶対却下になると思うんです。滑

り台に水を流すと最高だと思います。人がいっぱい押し寄せそうな感じがします。当然費用の問題

が絡んできますから、理想だけで終わるなというふうに思っているんですけれども、もう一つは、

ＵＳＪとかで水鉄砲遊びをさせる遊びがあるんです。あれでしたら下のスケボーの場所でできるん

違うかなというふうに思うんです。させるというか、遊んでもらう以上はやっぱりお金を取りたい

なと、100円でもね。あの場所やったら一応入る場所が数カ所しかないですから、お金の徴収を100

円でもできると思うんです。そしたら指定管理者の収入にもなるし、ひいては熊取町の収入にも幾
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らか貢献するであろうし、水鉄砲はＵＳＪは売っているらしいです。高い3,500円とか2,500円とか

いうやつ。それを買わないといけないと。熊取町の公園ですからそんなことはできないでしょうか

ら、持ち込みを可にしてレンタルできるようにして、購入もできるようにしておいたら、これも指

定管理者の収入になるかなというふうに思うんです。 

   例えば夏休みの土日の１時から３時までの２時間とか、そういうタイムに設定して水鉄砲遊びを

してもらうというふうなことでしたら、指定管理者さえ動けば割と簡単にできるん違うかなという

ふうな思いがあるんです。これについてどう思われますか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）議員ご提案の水鉄砲大会でございますけれども、実はこれ、野外活動ふ

れあい広場で夏休み子ども自然教室という中で、一つのイベントとしてことしも予定しているとこ

ろでございます。当然スケート広場でというご提案もあるんですけれども、ただ、野外活動ふれあ

い広場とのイベントの重複とかそういったこと等も検討した中で、実際、要するに経費を余りかけ

ずに入場料を徴収できれば最もいいことはいいんですけれども、そこらも総合的に勘案して、ちょ

っとこの場ですぐ実施しますというお答えは、研究させていただいた後にお願いしたいなというと

ころもございます。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）野外広場とゆめの森公園の客というのは重複するようにも余り思えませんし、逆に

野外広場でそういうノウハウがあるんやったら、すぐそのノウハウを利用できそうな、そういうメ

リットのほうが強く感じるんです。ＵＳＪには私も行ったことないんですけれど、聞いている話や

とむちゃくちゃおもしろいらしいんです。やっぱり子ども、その子どもを連れてくる親も一緒にな

って、もちろん若い人たちがきゃっきゃ言うて遊ぶような、そういうイベントなんですよ。 

   だから、子どもというのは水鉄砲でかけ合いするなんてことはふだんできないことですから、そ

ういう非日常なことがゆめの森公園でできるというふうになってくると、やっぱりその日、あるい

はその時間帯を目がけていっぱい来そうな気がするんです。ぜひこれは、指定管理者の方がどうい

う反応されるかわかりませんけれども、強烈に押してもらって話を進めていただきたいなというふ

うに感じておるんです。どうでしょうか。泉谷部長がこっちをずっとさっきから何か言いたげな顔

で。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）先ほど議員から提案されました水鉄砲というのは、これまでも研究はして

ございます。この近くでは、岸和田市の岸和田青年会議所が主催になって、蜻蛉池公園の大芝生広

場においてやられています。毎年夏休みの期間、８月の日曜日に毎年やられて、800人の方がその

日に参加されるという大きなイベントで、これも朝から400人、昼から400人が参加できるというこ

とで、もう午前中、８時、９時ごろには400人の規模があふれて埋まっちゃうというような、今人

気の夏場のイベントということでやられてございます。ただ、ここではウオータースライダー、ナ

イロンでできた大きな浅いプールなんですけれども、そこにウオータースライダーがついたやつと

か、そういうのも含めてやられまして、費用的には1,000万円を超えるという費用がかかっている

ということで、その辺までは調査させていただきました。 

   これらは企業の寄附とかそういうので賄って今のところはやっていますというところで、数回す

ればいいんですけれども、なかなか費用的に年間１日ぐらいしかできないというところも聞いてご

ざいますので、やはり人を集めるには水鉄砲だけではなかなか難しいと考えています。ＵＳＪにし

ましても、大きなパレードの中でパレードから水を見られている方にまいて、下のほうで水鉄砲で

遊ぶというところで、パレードがやっぱりメーンになってきますので、その辺の水鉄砲以外の何か

をやはり設置する必要があるのかなということで、これを岸和田市にも確認、聞きに行ったんです

けれども、なかなか費用的に今のところ町としてできないかな。あの芝生広場でちょっと小ぢんま

りやったやつをしたいなということで調査も進めていたんですけれども、なかなか難しいところも
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ございます。 

   こんなので、これまでも夏場に何か、うちのゆめの森公園をもっとたくさんの人に知っていただ

けるような形のイベントを打ちたいと思うんですけれども、ただ費用対効果もありますので、今後

も続けて何かいい策がないかというところで検討していきたいし、また、いろんなイベントをやっ

ている公園のほうで実績をお聞きしたいと考えてございます。 

   これまでにないことで、指定管理者になってからうちの公園のホームページを指定管理者が立ち

上げていただいております。なかなかいいホームページですので、議員皆様方も一度見ていただけ

たらと思います。よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）阪口議員。 

４番（阪口 均君）そこまで調べられて研究されているということで、前向きに動いていただいている

という意味では喜ばしいことだと思います。ぜひ具体的にできるように進めていただけたらなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いします。 

   以上で一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、阪口議員の質問を終了いたします。 

   次に、鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）議長の指名がありましたので、一般質問をさせていただきます。 

   まず初めに、アクションプログラムにおきます公民館、煉瓦館の指定管理制度導入の問題です。 

   私は、煉瓦館ができる前、ワーキンググループに参加し、生涯学習とは、生涯学習でどのような

活動をしたいかなどを話し合いしました。そして、生涯学習のセンターとしてコミュニティ支援室、

輪転機などが設置されました。コミュニティ支援室は、ボランティア団体などには会場費免除で貸

されております。 

   高齢化が進む中で、生きがいづくりに欠かせない公民館や煉瓦館をなぜ今指定管理にするのか、

よろしくご答弁ください。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）それでは、公民館、煉瓦館などの指定管理につきまして答弁申し

上げます。 

   まず、１つ目の高齢化の進行に伴い、生きがいづくりに欠かせない生涯学習施設として重要性が

高い公民館、煉瓦館になぜ指定管理者制度を導入するのかというご質問でございますが、指定管理

者制度につきましては、多様化する住民ニーズに対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民サ

ービスの向上や経費の縮減を図ることを目的として創設された制度でございます。 

   この制度のメリットを最大限生かして、民間の豊富なノウハウや柔軟な対応力を活用することで

多彩な事業展開や良質な景観形成など、本町にとって重要な施設である公民館や煉瓦館の施設の魅

力をさらに高めることが期待され、また、あわせて経費の縮減が図られるなど、総合的に住民サー

ビスの向上を図ることを目的に導入を進めるものでございます。 

   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今、メリットばかりおっしゃいましたけれども、指定管理にしたときのデメリット

というものは全くないのでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）当然、全てのことがバラ色でというわけにはまいらない部分もあ

ろうかと思います。一つは、懸念される部分で、公民館が今行っておりますさまざまな機能のうち、

一般的に企画部門といいますか、施設管理とは別のいろんなサービス提供の部分での指定管理制度

に移ったときの住民の方にとっての利用勝手がどうなのかというところが懸念されるところだと思

います。 

   ただ、これについても当然、今申し上げましたとおり、住民サービスの向上というのがやっぱり
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目的として最大限ありますので、また、総合計画であるとか生涯学習推進計画にもさまざまな施策

が位置づけされております。これは当然、我々行政として計画を後退させるような内容での指定管

理者制度というのは考えられませんので、そこは最大限そういったデメリットを払拭するべく、進

めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）他市とかそんなところで、公民館や生涯学習センターを指定管理してこのように成

功しましたというふうな例がもしあるんでしたら、お示しいただけますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）成功しているといいますか、現在導入状況ということで申し上げ

ますと、近隣では泉佐野市がいわゆる公民館、市民会館等について３施設、指定管理の導入がもう

既になされております。近くでは泉佐野市ぐらいが実例としては挙げられるんだろうと。この辺に

ついては先行している自治体だということで、導入に当たってのいろんな状況についてはつぶさに

確認しながら、学びながら進めていきたいなというふうに考えておるところでございます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）泉佐野市では、生涯学習センターとしての生涯学習のそこに絞って、こういうこと

で発展してきているという、そういうことというのもあるんでしょうか。私は聞いたことないんで

すけれど、泉佐野市にも友達はたくさんいてるんですけれど、管理されてよくなったよという話は

まだ聞かないんです。こんなところがこないなってよかったよというふうな話は聞いたことはない

んですけれども、そういうことがあるということなんですか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）あくまで先行している自治体ということで、既に導入実績がある

という意味でご提示させていただいたところなんです。 

   この辺、だから、先ほども申し上げましたけれども、泉佐野市で例えば住民がどういう反応をさ

れているのかというところについては、これは我々も進めていく中では丁寧に話を聞きながら、参

考にしていきたいということで申し上げたということでございます。 

   特に何か住民のお声について我々が泉佐野市に確認したとかいうところまでは、今作業としては

進んでいないところでございます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）これはちょっと違うかもしれませんけれども、図書館などで指定管理が注目されま

した。指定管理を受けたところが蔦屋とか喫茶室などを改装する費用を捻出するために、古い本や

売れ残っている本をネットで購入して図書費を浮かせてそういう費用に充てたというふうなことで、

批判されたというふうなことがあります。どういう企業がこういうふうにしてというふうなことと

いうのは非常に難しいと思いますので、その辺は本当に気をつけて導入のときにはしていただかな

くてはいけないかと思うんです。 

   次の質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、総合計画では地域の活性化、協働の推

進を図るなどと言っています。また生涯学習計画では、住民との協働による事業の実施、住民活動

を活性化するための支援である、これらのことは、やはり住民と、それから町とのタイアップでし

かやっていけないことだと思うんですけれど、それを指定管理で達成できるという保証というのは

あるのかどうか、お答えいただけますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）２つ目の総合計画や生涯学習推進計画に掲げた施策が指定管理者

制度導入で達成することができるのかというご質問でございます。現在、どのような業務をどの程

度指定管理業務とするかといった業務の検討を行っているところでございますが、１つ目のご質問

でもお答えしましたとおり、指定管理業務は総合的に住民サービスの向上を目的とするものでござ
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いますので、これらの計画に掲げました施策を達成することを前提としながら、社会教育委員会議

等各関係機関のご意見等もお伺いしつつ取りまとめてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜

りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）本当に今教えていただきましたように、この目標というのは、私が先ほども言いま

したように、住民のことは住民主体で活動していかないと発展していかないと思うんです。だから、

指定管理者の方がこんなことしたらどうですかみたいな感じでいろいろとおっしゃっても、住民活

動を活性化するための支援ですから、それはやっぱり住民方が決めて住民たちが学習して、住民た

ちが集まって一緒に行動していくというか、地域の問題や自治会の問題などを考えるという、そう

いうふうなプログラムが私は絶対に社会教育というんですか、生涯教育の中に入ってくるかと思う

んですけれど、社会教育というとやっぱり自治会がだんだんと薄れてくる。その辺のことについて

も、自治会の中でそういうことを学習していくような場が必要ですし、自治会の人たちが寄り集ま

っていろんな自分たちの自治会の問題を考えていこうとするような、そういう場も必要ですし、そ

ういうようなところをつくっていくのが生涯学習……。 

   長生きするために一生懸命勉強するのもあれですけれども、社会教育的な面をもっと生涯学習と

して自治会間のお互いの問題をお互いに話し合うとか、それからお互いにどういうふうにしていっ

たら自治会への参加者が集まってくるとか、青年団なんかでもどういうふうにすればいいのかとい

うふうなところをやっぱり話し合える場というのをこれからはどんどんあちこちでつくっていかな

いと、公民館や煉瓦館だけではないと思いますけれど、そういうのをつくっていくということが生

涯教育、社会教育へつながっていくと思いますので、その辺を肝に据えて、どういう形でどういう

ふうに指定管理するのかというとこら辺もきちっと教えていただいてから進めていただきたい。 

   何かよくわからんけどやりますわという感じでは全然納得できていないので、こういうふうな形

でこういうふうなところで、こんなふうな形としてこれから社会教育、生涯教育を進めていくので

指定管理させてくださいとおっしゃっていただけるんやったら私は納得できるかと思うんですけれ

ど、その辺のところをきちっとしていただきたいという思いがあるんですが、いかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）公民館の設置運営に関しましては一定の基準もあって、今さっき

議員がおっしゃったような住民間の交流拠点というような位置づけも、これは基準としても必要な

部分でございますので、当然この機能を阻害するようなことは、自治体としては考えるべきではな

いことであります。 

   だから、こういった機能はしっかりと維持しながら指定管理するに当たっても進めていくわけな

んですけれども、そこはご理解いただきたいというところと、適宜、情報についての提供というの

は、それはもとより我々としては考えているところでございます。 

   ただ我々、私の所管としてもひまわりドーム等は指定管理業務をもう既に行っております。当然

ひまわりドームについてもいろんな機能を持ち合わせた中で指定管理が入っているわけなんですけ

れども、やっぱりドームに指定管理を入れたことで、民間のいろんなアイデアをもってサービスが

向上した部分も当然ありますし、仕様の中に一定、町としてこれはやってくださいと、仕様として

もこれはお願いする部分、あるいは先ほど申し上げたみたいに、計画に位置づけのあるような事業

については仕様としてやってくださいよということでルール化する。プラス民間の活力といいます

か、いろんなことについての提案をいただくような部分もそこにあわせていくというような形で、

その使命とサービスというのは向上できるような形でのそれは進めていくことを考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今でしたら指定管理にお任せして、そこの能力を生かすというふうな感じなんです

けれど、指定管理として職員のほとんどを指定管理に任せて、今、町で持っている仕事を指定管理
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に任せるというふうなことには絶対ならないということなんですか。その辺がはっきりしないんで

すよ。どこまで指定管理の人に任せて、町の職員はどこまで指定管理と一緒にやっていくのかとい

うのが。 

   今、公民館や煉瓦館にいらっしゃる職員を全部指定管理の人に置きかえてしまって、こういう規

約がありますからこの規約どおりやってくださいというそういう指定管理をされるんやったら、絶

対おかしいと思うんですよ。町のいろんな問題というのはやっぱり行政が責任を持って、そこのそ

の問題までも指定管理さん解決してくださいよと言えるのかどうかというとこら辺は、私、公民館

とか煉瓦館を指定管理するときにすごい大きな問題になってくるかと思うんですけれど、やっぱり

行政が出向いていったり、行政が町民と一緒になって問題を解決していこうというふうな姿勢がな

しに、指定管理にここはもうかわりましたから、どうぞ一緒に町のあれでやってくださいと言われ

たんでは、私、今まで一生懸命公民館活動や煉瓦館活動をしてきたというふうなことに関してすご

く寂しく思うんです。私、もっと生涯学習や社会教育というのは力を入れておいてもらわないと、

これからの問題に対処できないというふうに思うんで、その辺についてどうですか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）もとの答弁でも申し上げたとおりなんですが、どの程度業務につ

いて指定管理に出していくかというのは今検討中ということでございます。当然、いろいろな施設

管理であるとか、それにあわせて貸し館の業務であるとか文化事業の企画といったところ、業務の

いろんな種類がありますので、これについては、なじむところ、なじまないところというのは今そ

れは検討して…… 

（「これから」の声あり） 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）そうです。これから進めていくところですので、今のご意見も留

意しながらこれは進めていきたいなというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）１点補足ですけれども、ご指摘の点、もっともだと思いますし、非常に今後の

リカレント教育を含めて、先ほど午前のご質問でありました人生100年の時代になれば、非常に重

要な拠点としての位置づけになろうかと思っています。 

   そういった意味で、現在、熊取町の全庁的に公民館、町民会館、それとお隣の老人福祉センター

の今後、整備方針の決定ということで、町の重要施策の進行管理という形で、まさに文字どおり重

要施策に位置づけておりまして、企画部の陣頭指揮のもとに関係部局が入りまして、方向性、事業

をどういった組み立てにするかということで今模索、検討しておる段階でございます。 

   一つに、今ご指摘の指定管理という方法もございます。ただ、幅広に今検討しておりますのは、

例えばＰＦＩであったりとかＰＰＰとかそういった手法も取り入れられないかと、まさに民活とい

うことで、内閣府にも今問い合わせしたりとか、結果的には関係するそういういろいろソフトとか

を得て今シミュレーションしておるような状況でして、いずれにしても今後、昭和45年９月開設の

施設ですので老朽化もしていますので、館の機能向上であったりとかそういったことも含めて、非

常に今耐震性も悪い施設ですので、重要施策ということで年度内に整理を考えております。 

   その中で、住民のご理解も十分に得た上でサービスの向上ということと経費の節減と、さらにお

っしゃられた協働という視点も取り入れて、全て最大限成り立つ形で進めていけるということを判

断できれば、アクションプログラムにございますように32年度から実施したいと、そういった考え

でおりますので、また逐次そういった進捗がございましたら、報告等も含めてご意見を頂戴したい

と考えます。よろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）時間があれですので、いろいろ考えていただいているということはよくわかりまし

た。 

   アクションプログラムの中には効果額が書かれていないけれど、そのことについては、今までの
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お答えだったらこれから考えますというような感じやったと思うんです。どんな形で指定管理され

ているのか、ちょっと気になったんで、その辺についてお答えください。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）アクションプログラムについて、目標効果額が書かれていないが

どのような指定管理を考えているのかというご質問でございますが、先ほども申し上げましたとお

り、現時点では各関係機関等からご意見をお伺いしながら指定管理業務の詳細を詰めていく段階で

ございますので、効果額は未定となっております。繰り返しになりますが、この制度導入の最大の

目的は住民サービスの向上でございまして、その意味で、施設を利用された住民方の満足感の増大

やまちへの愛着形成など、金額でははかれない部分での大きな効果が上がるものと期待しておりま

す。 

   最後になりますが、指定管理者制度の導入を通じ、施設の経費の縮減と、より住民目線に立った

施設運営を図ることによる住民サービスの向上の両立を目指してまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りますようお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）本当に効果額が書かれていないのに、文化振興連絡会の中の会議では31年度からも

う指定管理しますから、もう今まで文振連には会場費を免除してきましたが、できなくなりますと。

これ、できなくなりますと言いはったのか、できなくなるかもしれませんとおっしゃったのか、そ

の辺は私自身、聞いた人にちょっとあれなのではっきりわかりませんけれど、そういうお話をもう

されていますので、効果額も何もまだわからないときに、もう31年度からやりますよと、何かすご

く前へ前へとアクションプログラムに沿って皆が進んでいくというそういう感覚、次の西保育所に

しても、どんどん前へ前へ進めていかないと、どこからの圧力があるのか知りませんけれど、すご

く前へ前へと推し進められているという感がして怖い感じがしたんです。その辺、まだ決まってい

ないならきちっと議論していただいて、やっていただきたいと思います。 

   住民が生涯学習を考えて地域のリーダーを育てて地域の問題を解決しなければ、これからの地域

社会というのは成り立っていかないと思うんです。計画だけを立てて、こんなふうで指定管理、民

間の力をかりてでは、これからの対応は絶対に間に合ってこないと思います。 

   これから介護保険につきましても国民年金につきましても、もう今100万人を超えたと言われる

働けない若い労働の世代とか、それから高齢者のひとり暮らし、ますます地域の問題は大きく深く

なっていくと思います。私は、地域の問題を行政と一緒に考えていける場所が絶対にあちこちで必

要になってくると思います。行政からも地域の問題の状況を聞いてもらって、アドバイスをしなが

ら一緒に考えていってもらいたい、そんなことを考えると安易な指定管理はしてはならないと思い

ますので、どうかよろしくお願い申し上げて、１問目の質問を終わりたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）すみません、十分報告したいと思います。 

   １点だけ、アクションプログラムは31年度から導入ではなく、31年度まで検討して…… 

（「いや、検討とは書いていません」の声あり） 

教育次長（貝口良夫君）いや、実施と書いておりますけれど、32年度からの実施ということで今進めて

おります。 

   繰り返しになりますけれど、今年度内に老朽化した施設の機能向上も含めて整備の方針を全庁的

にまとめてまいりたいと考えておることと、それと指定管理を入れてサービスの向上が図れない、

あるいは経費の縮減が望めないとなれば、おのずとどうするかというまた判断になろうかと思いま

すので、その点また逐次説明等させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）よろしくお願いします。 

   次に、西保育所の民営化についてお聞きします。 
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   １としまして、数年前、小学校区に公立保育所を１カ所は残すという方針を示されておりました。

今、公立園は４園になりました。町全体の保育水準の維持や子育て支援の充実のために、公立保育

所が果たす役割は重要だと思われますが、なぜ今民営化されるのでしょうか、お答えをよろしくお

願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、西保育所の民間委託についてのご質問の１点目、西保育所を

民営化する理由につきましてご答弁申し上げます。 

   現在、本町における保育所入所児童数については年々増加し、今後も保育需要が増加することが

予想される状況の中、本町の厳しい財政状況を踏まえつつ、将来にわたり良好な保育サービスの提

供を継続し、また、長時間延長保育や一時預かり保育などの特別保育サービスの充実により、保護

者の皆様が働きやすい環境を向上させていくためには、保育所運営のさらなる効率化を図る必要が

あることから、民間事業者の努力と柔軟な発想により、多様な保育サービスの提供等が見込まれる

民営化に取り組むこととしたものでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、ご答弁

とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今、民間の活力と言われましたけれども、長時間保育についても今民間保育所でさ

れております。そこへ行っていただけたら、それで新たにつくる必要はないのかと思います。 

   一時預かり保育も休日保育も体調不良児対応型保育も今、熊取町ではできているのではないでし

ょうか。現在できていないとしたら病児・病後児保育についてです。できるとうれしいですけれど

も、医者の協力がないとなかなかこれは難しいと思いますので、期待はできないのではないかと思

います。 

   熊取町では、民間の保育所も頑張ってくれておりますので、十分に保護者のニーズには応えられ

ているのではないかと思います。これ以上民間にする必要はないと思われるんですが、それについ

てはいかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）議員から今、特別保育サービスの状況ということでご質問いただいたん

ですけれども、ご存じのように、公立保育所におきましては午前７時から午後７時までという中で、

民間保育所に至りましては午後10時までの保育が２園、それと午後８時までの開設が２園という状

況になってございます。 

   病児保育につきましては、体調不良児対応型ということで町立保育所全てで対応しているという

ところで、民間保育所におかれましては４園のうち３園が体調不良児対応型を対応、休日保育に至

りましては、公立では当然のことながら実施していない状況で、民間では２園が実施、一時預かり

保育につきましては、これも公立では実施してございませんけれども、民間保育園におきましては

４園全てで対応いただいているという状況でございます。 

   そういった中で、特に休日保育等につきましては、当然保育士の確保であるとかそういったとこ

ろが非常に重要になってくるということでございますし、大変民間園におかれましても非常に苦慮

しているというのは聞いてございます。 

   ただ、そういった中で保護者様におかれましては、議員おっしゃるように、そこでやっている園

に行けばいいじゃないかというようなご意見もございますけれども、やはり地域に密着していると

いうんですか、地区で近い保育所にやっぱり預けたいとかそういったところが保護者様の感情では

ないかなというふうに思っていますので、できるだけ保護者の皆様がさっきも答弁申しましたよう

に働きやすい環境、いろいろな形で取捨選択できる、そういった形での体制をとっていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今おっしゃるとおりだったら、全部民間にしてしまわないとニーズに合わないとい
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うことになりますよ。全部のところで休日保育所が欲しいと言わはったら、そこの近くのところに

行かせなあかんのでしたらね。長時間保育もその近くのところで長時間保育してもらわなあかんと

言うのやったら全ての保育所が民間保育所になるという、そういうことを望んでいらっしゃるんで

すか。今のお答えだったらそうなります、私の受け取った感じでは。 

   でも、希望として長時間保育をしてほしいというところで長時間保育にしている園を選んで、今、

長時間保育をしている園でも長時間保育をしている先生が何人かおられて、１人しか見ていないと

きもあるとかという話も聞きます。２人見ているとか３人見ているとかという話も聞きます。だか

ら、そこで１人と１人だったら、２人までだったら１人で見られるというふうなことも考えれば、

長時間保育のところに行っていただくほうが各園の経費的にもなりますし、休日保育にしたってそ

うですよね。１人を１人で見ていたら３園皆１人ずつついて見ないけない。２人で３人見られたら

そちらのほうが経費は安くなるというふうなことがあると思いますので、その辺はやっぱりニーズ

を調整してもらって、ここで休日保育したいと言っている人がいてますけれども、おたくのところ

はどうですかというふうな、そういうふうな調整は保育課でしてもらったら、少ない人数で園児を

見られるというふうなこともいけるかと思います。その辺は、今の話だったら全園民間委託します

よという感じに聞こえますけれど、それではないですよね。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）申しわけございません。私の答弁がそういうふうにとられたということ

であれなんですけれども、決して全て町立保育所を民営化というふうには、現時点におきましては

そういうことは全く考えてございません。 

   当然のことながら、２月の議員全員協議会の中でもご説明させていただきましたように、やはり

町立保育所は町立保育所で地域における子育て支援の拠点ということで、これはもう地域に根差し

た保育を実施するという中で当然重要であるというのは我々も認識してございます。そういった状

況の中で町立保育所と民間保育所、それぞれの今後の役割というんですか、そういったところを分

担しながら保育行政を進めていきたいというふうに考えてございます。 

   ２月の議員全員協議会のときには、町立保育所は町域にバランスよく立地するのが望ましいとい

うことで我々も議員の皆様方にご説明させていただいております。そういった中で現時点において

は、決して今回の西保育所以外の町立保育所を次に民営化の計画があるのかということは、現時点

ではないというのは私から答弁させていただきます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）現時点ではないというのがすごくひっかかるんです。ある時点になったらそういう

ふうになりますよという感じがしたりして、ちょっと怖い感じもするんですけれど、その辺はもう

時間が来ていますのでまた……。 

   次に、２で説明会についてお聞きします。 

   今、説明会の資料はいただきまして、皆さんのところにもあるかと思うんですけれども、簡単に

説明会の様子や、そこで出た質問などについてお答えいただけませんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、２点目の西保育所の保護者への説明につきましてご答弁申し

上げます。 

   西保育所の保護者の皆様への説明会につきましては、お手元の資料にございますように４月27日

と28日の２日間開催し、両日合わせて全家庭数の約４割に当たる45名のご出席をいただいたところ

でございます。 

   内容についてでございますけれども、本町における保育の実施状況や入所児童数の推移、これま

での民営化等の経過、また、先ほどご答弁申し上げました西保育所を民営化する理由はもちろんの

こと、移管先事業者の選定に当たっては、保護者代表の方を含む選定委員会において保護者の皆様

のご意見等を参考に選定作業を行っていくことや、また、１年間の引き継ぎ保育により、安心して
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子どもを預けられる保育環境づくりに努めることなどをご説明させていただいたところでございま

す。その際、保護者の皆様からは、事業者の選定に当たっては現状の保育内容が低下しないように

してほしいといったご意見が多かったものの、民営化そのものに反対するご意見はございませんで

した。 

   なお、説明会をご欠席された方には、説明会当日の資料、今お手元の資料でございます。資料と

ともに、説明会当日の質疑応答を概要として取りまとめた資料を保護者の皆様にお配りさせていた

だいたところでございます。 

   今後におきましても、保護者の皆様からのご意見を尊重するとともに丁寧な対応を心がけながら、

民営化を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、ご答弁と

させていただきます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）資料ではＱアンドＡのところでデメリットはないと説明していらっしゃるんですけ

れど、民間のほうが先生の収入が低くなって長続きしにくいとか、そのため保育の経験がなかなか

伝わっていかない、経営者によっては保育の質が変わってしまう、そういうようなデメリットが私

はあると思うんです。その辺についてどうお考えになりますか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）確かに、職員または民営化後の民間の保育士の質というんですか、そう

いったところは、職員の分についてはやはり保護者の皆様からは議員おっしゃるように若い保育士

ばかりになるんじゃないかとか、そういった多くの不安なご意見が出されたことは事実でございま

す。ただ、我々といたしましては、当然のことながら保育の質は現状を維持すると。これは、国の

ここに書いておりますように保育指針、配置基準におきましても当然国の配置基準がございますの

で、その基準に沿った運営をしていただくと。 

   ただ、まだ確定ではないんですけれども、考えているのは、やはり一定、経験のある保育士をあ

る一定の割合で配置していただくとか、そういったところの提案を今後の募集の際に各応募される

事業者からいただいて、そういう内容を選定委員会の各選定委員の中でご検討いただいて事業者を

選定していきたいと考えてございます。ですので、そういった保育士についての人事面というんで

すか、職員体制につきましては、その辺もきっちりと応募される事業者から提案いただくような形

をとっていきたいというふうに考えてございます。 

   もう議員はご存じだと思うんですけれど、昨日、第１回目の事業者の選定委員会を開催してござ

います。その中で当然、募集の条件でありますとか審査基準、そういったところも今ご審議いただ

いているところでございますので、詳しい状況は今ご答弁できませんけれども、そういったところ

は一定担保できるような形で進めていきたいと。当然ここは保護者の強い思いでもございますので、

そこは十分に反映できるような形で進めていきたいというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）やはり経営者によって保育の質が全く変わるというのが、民間ではすごくよく起こ

っているんです。森友学園みたいなことはないかと思いますけれども、本当に経営者の考え方によ

って全く保育の内容が違う、音楽に特化したら音楽に特化する、体育に特化したら体育に特化する

と、そういうふうな経営者というのを私も幾つか見てきていますので、その辺のところもきちっと、

子どもたちの基本的な発達を保障するというふうなところで見きわめていってもらいたいなという

ふうに思います。その辺は考えていただけると思いますけれども、やはりぱっと見た目ではこの経

営者がどうのこうのというのはなかなかわかりませんので、その経営者の考え方のあれとかという

のもまたしっかりと見てもらいたいと思うんです。 

   次に、民間保育所と書きましたが、今は保育所全般になかなか保育士が集まってこないという状

況、そして長く続かないというふうな状況があります。今度民営化された保育所で職員が足らない

というような場合には何か支援ができるかどうかというのは、難しいと思いますけれどもお答えい
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ただけますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、３点目の職員が集まらなかった場合の支援につきましてご答

弁申し上げます。 

   さっきもちょっとご答弁させてもらったんですけれども、保育士の配置基準につきましては、町

立、民間にかかわらず、国が定める配置基準により各年齢の児童数に応じて必要な保育士の人数が

定められておりますことから、当該基準を移管先事業者の募集要項に定め応募の条件とする予定で

ありますので、保育士が不足するといった状況は想定しておりません。 

   さらに、本町といたしましては、西保育所の臨時職員の方を移管後の保育園で可能な限り採用し

ていただけるよう移管先事業者と協議を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜ります

ようお願い申し上げ、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）これは私の取り越し苦労かもしれませんけれど、あるところで先生が数人急にやめ

られまして、そのときにどうされるんですかと保育課に聞くと、町としては先生を採用するように

指導、警告していきますと言われて、それだけだったんです。指導、警告だけではなかなか人は集

まれへんかなと思ったんですけれども、そのときには人が集まって何とか保育を続けていけて、あ

あよかったなと思うんです。集まらなかったら休園とかいうふうな場合もあるかと思いますので、

その辺はまた、町としても難しい問題やと思いますけれども、各民間保育所も町の保育所もそうだ

と思うんですけれど、働きやすい環境をつくっていっていただけるようにお願いしたいと思います。 

   次に、１年間、委託先と書いたんですけれど、施設を渡すので移管先が正しいですね。移管先に

直しておいてください。移管先に一緒に保育を行うといいますが、今何名かというふうな話はあれ

でしたけれども、どういう計画を持っていらっしゃるか、お答えいただけますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、４点目の１年間移管先事業者と一緒に保育を行う計画につい

てご答弁申し上げます。 

   民営化によりまして、保育士や保育環境が変わることによる子どもへの影響を最小限に抑え、保

護者の皆様が安心して子どもを預けられる保育環境づくりを目的といたしまして、移管先事業者の

保育士と西保育所の保育士が合同で保育を行う、いわゆる引き継ぎ保育を実施する予定としており

ます。 

   また、引き継ぎ保育の期間につきましては、これまでの民営化では移管前の３カ月間でしたが、

今回の民営化に際しましては平成31年４月から移管までの１年間実施する予定としており、年間行

事や遊びの内容、さらには子どもや保護者への対応などを引き継ぐことにより、保護者の皆様が安

心して子どもを預けられる保育環境づくりを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げ、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）ちょっと時間がなくなってきたんであれなんですけれども、移管先への支払いとい

うんですか、そのときの先生の給料というのは、まだ渡していないときは町が払うということなん

ですか。移管先からの給料というのが出てくるかと思いますが。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）今私どもが考えているのは、基本的には事業者負担というふうに考えて

ございます。 

   詳しい実際の引き継ぎの細かいところは、今後、移管先事業者が決まった後に協議を進めていき

たいと考えておるんですけれども、31年４月当初からいきなり全てのクラスに新しい事業者の保育

士に入ってくださいというふうなことは、現時点では今のところはまだ想定してございません。や

はり引き継ぎを行うにしても、そうなってしまうと保育士の先生が倍になってしまって、４月、５
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月とお子さんの環境もクラスも変わったりとか新しく入所された子がいらっしゃいますので、いき

なり入った途端に僕の先生は誰みたいな形になるのは避けたいと思ってございます。引き継ぎ当初

は、やはり事務的な引き継ぎからまずスタートしたいなというふうに考えてございます。そこから

徐々に、年間行事には必ず担任となる保育士に入っていただくとか、今現在まだこれは確定ではな

いんで、余り細かいことは申し上げられないんですけれども、基本的に私ども、そんな考えを持っ

てございます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）いろいろと問題があって、聞きたいこともたくさんあるんですけれども、時間がな

くなってきましたんでちょっと結論に入りたいんです。 

   民間活力とおっしゃっていますけれども、事例的には私は、熊取町はもう活力は十分あるんやと

いう感じに思っていますし、厳しい財政状況と言いますけれども、民間保育所は保育士の低賃金で

成り立っています。保育士の低賃金を保障しないということは若者の保育士離れが起こってきて、

保育所運営の効率化、移管事業のもうけに加担していってしまうのではないかというふうな気が私

はすごく思ってしまうんです。 

   やっぱり、保育士がしっかりと働けるのは公立保育所ではないかなという感じがしています。私

は、今もまだ西保育所の民営化については疑問を感じています。それだけ私の意見を申しておきま

す。 

   次に、小・中学校での35人学級の実現についてお聞きします。 

   何回も質問していますが、現実の見込みはいかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）それでは、議員のご質問にご答弁させていただきます。 

   35人学級編制につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律により、小学１年生を対象に実施することが規定されております。また、小学２年生につきまし

ては府費で大阪府下の全公立小学校において実施されております。 

   本町におきましては、小学１、２年生の35人学級の実施とともに、大阪府から少人数・習熟度別

指導等を含め小・中学校８校に20名の教職員が加配により配置されております。加配された教職員

を有効に活用し、各学校において少人数・習熟度別指導及びティームティーチングによる指導を実

施いたしております。小学校においては、３年生から算数等において少人数やティームティーチン

グによる指導方法の工夫、改善に取り組んでいるところでございます。 

   また、平成29年度は、それに加えて小・中学校８校に学習支援ボランティア80人、インターンシ

ップ44人を配置し、授業への入り込みや学習補助を行いました。今年度も学習支援ボランティアや

インターンシップの配置を継続し、児童一人一人に対してきめ細やかな支援が行えるよう配慮して

まいります。 

   このようなことから、本町といたしましては、現在のところ町独自での35人学級の実施は検討し

ていないという状況でございます。今後、国の動向を注視するとともに、現在の制度の中で学校教

育のより一層の充実に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いいた

しまして、ご答弁とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）ご理解できないんですけれど、今35人以上の学級というのは何クラスぐらいなんで

しょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）35人以上の学級と申しますか、小学校全体で３年生から６年

生までで例えば35人学級にしたら何クラスふえるかというのを数えさせていただいたら、３、４年

生で１クラス増、５、６年生で５クラス増というのが現段階での状況でございます。合計６クラス

が35人になるとふえるであろうという状況でございます。 
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議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）20人の先生がいらっしゃって６クラスをあれすれば、担任というんですか、小学校

だけでも、中学校を考えたらもうちょっとあるかと思うんですけれど、まず小学校からということ

で、それだけでも考えられると思うんです。だから、本当に少人数学級、能力別学級をつくって指

導しているからと言われますけれど、30人以下にしたほうが絶対一人一人の子どもたちはよく見え

ますし、今まで以上にいい指導ができると思うんです。 

   私も、幼稚園ですけれども、45人から25人の間で担任を経験してきました。25人になったとき、

やっぱり子ども一人一人が本当によく見えたんです。子どもも私に話しかけていく時間がふえまし

た。それは何でかというと、30人以上になっていると私が動き回る時間のほうが多くて、子どもが

話しかけてきても立ちどまってあげられない、そんな時間が多かったからやと思います。やっぱり

20台と30台というのは、子ども一人一人を見るということに関しては全然違うなというふうに感じ

ます。中学校でも多分そうやと思うんですよ、35人のあれは。 

   私の友達に娘が小学校の先生している方がいるんですけれども、お孫さんを守りするために平日

はそこの家へ泊まりこんではるんです。それで、娘は持ち帰りの仕事が多くて、採点やコメントを

書くのに追われているんです。それで友達は、もう過労死するのではないかなと思ってすごく心配

やと言います。人数が多いからそれだけ丸つけも多い、採点も書くコメントも多い、だから本当に

35人以下学級に、35人以下になったら大概30人から27、８人が、数にもよりますけれども全然違っ

てくると思うんですよ、40人の定数のときとは。そやからその辺を本当に考えていってほしいと思

うんですけれども、絶対にこれは無理ですか。６名の先生は20名よりも別に雇わないとできないと

いうことなんですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）今、議員からお話しいただいたように、それをふやそうと思

えば別に雇わなければならない。つまり、先ほど申し上げた例えば少人数学級のための加配等に関

しては、それはあくまで目的加配であって、例えば算数の授業を少人数でやりなさい、習熟度別の

授業をやりなさいということでいただいている加配で、それを例えばクラス担任に持っていくとい

うことは、基本それは間違った使い方ということなので、引き上げられてしまうという状況がある

んです。 

（「先生の使い方に間違った、正しいというのはあるんですか」の声あり） 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）間違ったというのは目的外の使い方になるという判断になる

んです。 

   例えば近隣でやられているところとなりますと、やはり先生方を１人雇うのに年間500から600万

円ぐらいの平均、お金が必要になってくるという状況があるということ、それと今現段階で、これ

は教職員の実情ではあるんですけれども、例えば少人数で35人学級をして先生がふえました、入れ

ますといったときに、これは正採が入るわけではないんです。つまりこれは町独自、あるいは市や

ったら市独自でやっていることなので、正教員というのは府から合格した人が配置されてくると。

結局、講師の先生方を配置することになると。 

   今現在、講師の先生方の数が非常に不足しているという状況がございます。これは、いろいろお

話をお伺いしたところによると、やっぱり40人だから、35人学級だからということよりもその先生

の力量に負うところも非常に大きいところもあって、例えば40人学級でもしっかりと先生方が指導

してくれれば落ちついた教室になる。一人一人しっかり見られる。しかし、35人以下であっても、

そういう講師の先生を配置する中でちょっと子どもたちが落ちつかない状況になることも実際ある

ということも言われているという状況がございます。 

   ですから、本町といたしましては現行制度の中で、府からいただいている加配に関しては、例え

ば算数であるとか、あるいは中学校であれば英語であるとか数学であるとかというのを極端に少人

数学級で指導させていただいているので、ある意味、主要教科じゃないですけれども、そう呼ばれ
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る教科に関してはできるだけ少人数で授業が展開できるような工夫はさせていただいております。 

   それと何よりも、先ほど申し上げました先生方の力量をちゃんとアップするということ、これは

我々の責務だと思っていますので、だから、その辺のところもきめ細やかな対応をできる先生方を

育てるということも我々の責務だと思っていますので、そこも含めて現行制度の中で十分に、府か

らいただける先生方を活用しながら教育の充実に努めたいと今思っております。その辺ご理解いた

だければありがたいかなというふうに思っております。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）私は余りいい教師じゃなかって、25人やったらあれやったけれども、30人以上やっ

たらもうあたふたとしていたという、そういう教師やったんやろうなというふうに今の話を聞いて

反省しております。 

（「いえいえ、そういう意味ではございません」の声あり） 

６番（鱧谷陽子君）でも、ほんまに５人雇うのに2,500万円が高いのか安いのか、その辺は私はわかり

ませんけれど、子ども一人一人の教育というのはやっぱり大事なもので、今の時点しかその子たち

にとってはその先生に接する機会もないし、その先生にとって一番大事な先生になっているという

ふうなことでは、本当に教育というのは大事やというふうに私自身は考えています。 

   お金がないからアクションプログラムをやりますよ、35人学級はお金がかかるからしませんと言

われます。そしたら、やっぱりお金の問題がかかってくるたびに私は談合事件のことを思うんです

よ。20年間談合事件が続けられて５年で５億5,000万円の請求、もし20年間談合がなかったら、15

億円以上の税金がほかのところに使われていた。もしかすると今まだ残っていて、2,500万円ぐら

いそこへ使われたかもしれないという思いがするんですよ、お金の問題やお金の問題やと言われる

とね。 

   ほんまに今の世代は、前の世代のツケを若い人たちが払わされて、国も地方もだんだんと年金も

もっと若い世代の子はもらえなくなってくるやろうし、本当に大変な時代があって、国も地方もそ

ういう後の世代に負わせていってしまっているという、そんな感じがすごく思えて仕方ありません。 

   アクションプログラムを進めていく上で、本当に町民に不安があったり負担がふえるような計画

はぜひやめるように願いまして、私の質問を終わらせてもらいます。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、鱧谷議員の質問を終了いたします。 

   一般質問の途中ですが、ただいまより３時25分まで休憩といたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「15時08分」から「15時25分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）議長よりお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問させていただきます。 

   まず、１項目めは子どもの安全についてです。 

   先月、新潟市で小学校２年生の女児が下校中に殺害され、遺体が線路に置き去りにされた悲惨な

事件がありました。また、14年前の岡山県津山市での小学３年生女児殺害事件の容疑者が再逮捕さ

れました。子どもをめぐる悲惨な許せない事件が後を絶ちません。熊取町におきましても、平成15

年５月20日、当時北小学校の小学４年生の吉川友梨さんが下校中に行方不明になり、まだ行方がわ

かっていません。もう15年がたちました。友梨さんのご家族のことを思うと心が痛みます。無事に

ご両親のもとに早く戻ってきてくれることを心から願っております。 

   本町では、吉川友梨さんの行方不明事案を受け、子どもの安全を地域で見守るために熊取町安全

パトロール隊や子ども見まもり隊を結成し、毎月８日は子ども安全デーとして、町全体で子どもの

見守り活動を行っています。私も、結成当初から子ども見まもり隊として登下校の見守りをしてま
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いりました。最近は登校だけですが、ほとんど毎日見守り活動をさせていただいております。 

   先日、その子ども見まもり隊の研修があり、参加をさせていただきました。講師は泉佐野警察署

の生活安全課防犯係長の西井勉氏で、地域防犯、子どもの安全についての講演で、立正大学文学部

社会学科教授の小宮信夫氏の推奨する地域安全マップづくりのフィールドワークのＤＶＤを鑑賞し

ました。危険な人はわからないが、危険な場所は見てわかるといった内容でした。 

   子どもの安全について、文部科学省が推進する学校安全総合支援事業の中に地域安全マップづく

りがあります。マップづくりの過程において、児童・生徒の危険予測能力及び危機回避能力の向上

を図り、犯罪や事故に巻き込まれない児童・生徒を育成するという事業です。まさに、見まもり隊

の研修のときに聞いた取り組みではないかと思いました。交通安全の視点だけではなく犯罪予測能

力を高めるために、子どもたちによる地域安全マップづくりの取り組みを行ってはどうかと思いま

すが、いかがお考えでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）それでは、子どもの安全についての１点目、子ども達による「地

域安全マップづくり」の取組について答弁申し上げます。 

   まず、ご指摘の学校安全総合支援事業でございますが、自然災害や登下校中等の事故、事件の発

生を踏まえ、学校や地域の特性に応じた地域全体での学校安全推進体制の構築を図る取り組みに対

し、大阪府を通して国の支援を受けることができるものであり、「地域安全マップづくり」を通し

ての防犯教育の推進・支援事業がそのメニューの一つとなっております。 

   本町におきましては、当該メニューと趣旨を同じくする取り組みとして、平成18年６月に各小学

校区において地域の関係者の方々との協働により校区探検を実施し、その通学路の点検結果を集約

した安全マップを作成しており、その後、21年度、24年度、27年度にそれぞれの時点で修正を行い、

更新してきております。 

   安全マップは、車の往来や歩道の有無など交通安全の視点からの記載とともに、人通りが少ない

ので気をつけようといった点など犯罪等に対する子どもたちへの注意喚起の内容を含んだもので、

子どもたちの防犯意識を高める役割も担っております。したがいまして、現在のところ、ご指摘の

学校安全総合支援事業につきましては、趣旨を同じくする取り組みを既に実施し、一定の成果を挙

げてきているものと考えているところです。 

   また、当該マップの30年度中の更新に向け、関係機関等との調整を始めたところでございますが、

子ども見まもり隊の方々への研修も兼ねた形態で更新を予定しているところであり、更新作業に当

たっては、小学校や警察などのご意見、指導等を最大限取り入れるとともに、先月20日開催の子ど

も見守り研修会の内容や参加者からのご提案を踏まえ、子どもたち自身が安全について考えること

が大切であるという趣旨を勘案しながら、犯罪が発生しやすいとされる入りやすく、見えにくい場

所の抽出、また防犯カメラの設置場所などを盛り込み、より効果的な安全マップとなるよう内容に

ついて検討を行いたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。大体同じような趣旨で検討していただいているということなんです

が、資料につけさせていただきました学校安全総合支援事業実施要綱の中に載っている事業内容の

（ア）の部分になるわけなんですけれども、資料の写真をつくっている分であります。この分につ

きまして、一応支援としては作成支援ツールというものを配付してくれるというところで、そうい

ったツールを配付していただいた中でマップづくりができるというところになっております。この

分につきましては、毎年国の事業で府が応募を受け付けてやっているんですけれども、これ、今回

30年度の実施要綱ということで載っているんですが、府に確認しますと、国の事業なので来年度も

募集しておりますということですので、来年につきましてもこういった作成支援ツールを配付して

いただいて、そういったことが実施できるということになっております。 
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   でも今回、熊取町はこういったものを活用しなくても作成できるというところで理解させていた

だいてよろしいんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）この支援ツールにつきましては、子どもたちが校区について実際

実地で調査したりすることをもって、子どもたちの危機意識を高めるというようなことが趣旨とな

っておろうかと思います。答弁でも申し上げたとおり、本事業については一定、今年度あるいは来

年度につきましても当面取り入れて実施するというような予定は持っていないところでございます。 

   マップの更新を今年度やるに当たっては、今現在、基本的には地域教育協議会の事業の一つとし

てご協力を得ながら、ご意見を賜りながら進めているところで、そういったこれまで予算編成を通

じてやり方を検討していく中では、子どもの実際の実地調査というのは今のところ予定はできてい

ないところでございます。 

   ただ、今年度これから作成するというところでございますので、地域教育協議会は学校も含めて

見守りに関係する方々がたくさんご参画いただいておりますので、ご意見いただきながら、今回、

20日の研修内容も当然お伝えした中でこういった子どもの参加が必要であるという強いといいます

か、そういったご意見等もいただけるのであれば、それは当然考慮しながら、どういった形ででき

るのかというのはこれから具体的に考えてまいりたいなというところでございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）このマップづくりというのは、ただ子どもの安全を確保するというマップではなく

て、子ども自身にどういうふうにして危険な場所を確認し、そして自分たちの身をどのようにして

守っていくのかというのをマップをつくりながら教育していくというか、大人とともに学んでいく

というのがマップづくりだと思うんです。だから、マップをつくることが目的ではなくて、作成す

る過程がやっぱり一番学習する目的というか、そういうものになっているかと思うんです。 

   ＤＶＤを先般の研修のときにも見せていただいたときに、やっぱりどこが危険なのか、どういっ

たところが危険なのかというのが、大人の目とは違って子どもが子どもの目で見て、そしてそこに

指導する方が、ここは入りやすくて、またここは見えにくい場所でしょうというところを指摘して、

それもまた子どもたちがそういう場所だということを発見する、それも本当にすごくすばらしい学

習かと思うんです。そういったことがやっぱり必要やと思うんです。そうすることによって子ども

たちの行動が変わってくる。今回も、出てきていた講師の先生の中でもお話がありましたけれども、

小宮先生の指導の中でどういうところが危ないのかというところにつきましてご教示されていまし

た。トンネルとか建物の間の路地とか地下道とか、１階がガレージの家が続く道とか、また樹木に

囲まれた公園とか壁に落書きがあるトンネル、自転車が放置されたままの道とか、そういったとこ

ろが危険なんだという、交通安全対策だけではなくて、そういうところがやっぱり犯罪の起きやす

い、起こしやすい、起こりやすい場所だというところを子どもの目で見ていただくということが必

要かと思うんです。 

   また、家の前にきれいに花が整備しているところというのは、花を見てもらうために住んではる

方が意識してはるということは、やっぱりそこにはその地域の人の目があるという、そういったこ

とが安全づくりになっているという、環境の子どもたちの安全対策になっているというところ、そ

ういったお話がありました。それを、地図を一緒につくることによって子どもも学習できるのでは

ないかなというふうに思っております。 

   先般のそういった研修会につきまして、教育委員会生涯学習が担当になっているからあれなんで

すが、学校の先生もやっぱり入っていただいて見ていただいたらもっとわかっていただいた、学校

も一緒になってやっていかなあかんなというふうに思っていただいたのではないかと思うんですが、

このフィールドワーク、やっぱり文科省が推奨しているんです。ですので、しっかりと子どもたち

の安全を確保するために子どもたちの教育として取り入れるべきだというふうに思っております。 
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   そしてまた、地域の方も入られてされることなので、地域の方の安全に対する意識改革もできる

かと思いますので、自転車の放置をそのまましていたらあかんなと、こういうところについては犯

罪が起こりやすい場所なんだというところを地域の方たちにもわかってもらわないといけないです

し、そういったところはしっかり監視していかなあかんなというふうに地域の方たちもわかっても

らえるかと思います。ただ単に地図を描いて、ここを危険マークというだけでは意味がないのでは

ないかなというふうに思っておりますので、ぜひもう一度検討していただきたいと思うんですが、

教育長、どうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）勘六野教育長。 

教育長（勘六野 朗君）私も平成18年のときに、私は教頭でしたけれども、一緒に子どもたちと歩いて、

僕は中学校のあれやったんで余り子どもたちがそんなに……。東小校区を歩いたわけですけれども、

中学生やったら余り思えへんなと思うところも小学生は一瞬ここは怖いとかいう場所も確かに教え

てもらったし、議員の言われるように、子どもたちが危ないと感じられる場所を集めるという情報

は確かにいいかなと思うんです。一方では、大人の目のほうが子どもたちよりもいいかなと思うと

ころもあるんです。子どもたちはなかなか危ないところに気がつかないというふうなこともあって、

それは大人の目のやっぱりアドバイスもかなり必要だろうし、子どもたちはみんな家に分かれてい

って、もう数少ない人間になったところがひとりぼっちになってしまうということなんやけれども、

大人の人はなかなかそういうところは１軒の家に行くときに歩かないので、そういう意味では、子

どもたちの生の声を聞くというのは非常にいいなというふうに感じました。 

   今、生涯学習がやっているこのことも３年に一遍やっているというのも、私も地域教育協議会に

出てこともありますので、そこでいろんな話をして情報を共有するというのは今後も続けていって

いただきたいなというふうに感じております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）ぜひとも学校と一緒になってやっていっていただきたいな、マップづくり。今もあ

りましたが、子どもと大人と一緒になってマップをつくっていくという、子どもの目線、また大人

の目線、大人がやっぱりこの中では、支援ツールの中でどういった点を危険な場所として、ただ不

審者マップとか犯罪予測マップという感じで見るんではなくて、不審者がこの辺で出没していたと

いうのではどの人が不審者かなんてわかりませんよね。メガネ、サングラスをかけてマスクをかけ

ていたから不審者とは言えませんよね。また、ここでそういった声かけ事案があったからというて、

そこが危ないと、そこだけが危ないというのも違いますよね。だから、やっぱりどこが入りやすく

て見えにくい場所で気をつけないといけないのかというところを子どもが体験しながら、また大人

もそういうことをしっかり子どもたちと話をしながら、ともに一緒に安全マップをつくっていくと

いうのが一番の安全なまちづくりになるかと思います。 

   ぜひとも、国が推奨している安全マップづくり、支援ツールも提供してもらえますので、しっか

りとこの分を取り入れて作成を考えていっていただきたいなと思っております。よろしくお願いし

たいと思います。 

   今回この件につきましては、友梨ちゃんの事案があって15年がたってというところで、ことしも

この夏に佐古議員が一生懸命教育委員会にアピールして、安全なまちづくり大会を８月25日に実施

するというふうになっておりますが、そのときに、前に友梨ちゃんの事件があって10年経過したと

きにも安全なまちづくり大会があったんです。そのときに熊取子ども安全宣言というのを採択した

んですが、わかっておられますでしょうか。その熊取子ども安全宣言、「かけがえのない子どもた

ちが、明るく健やかに育つことを願い『子どもが笑顔で輝くまち 熊取』を目指して、地域の子ど

もは地域で守ります。そのために家庭・地域・学校・各種団体のみんなが心をあわせ、子どもの安

全・安心を守る取組みを進めていくことをここに宣言します。平成25年５月12日」ということで、

そのときに熊取子ども安全宣言が採択されました。この宣言を、この夏に実施する安全なまちづく
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り大会のときにもう一度確認していただきたいんですが、その辺のところはどうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）８月25日に安全なまちづくり大会を開催するわけでございますが、今、その内

容について各関係団体と調整しているところでございます。特に、例年であれば特殊詐欺に関する

講演会や講座みたいなものをちょっと寸劇を入れたりやりながらというのが主にやってきたところ

でございますが、ことしは少し趣向を変えて、大人の立場に立った子どもの見守りというようなテ

ーマで進めていきたいなということも含めて今調整段階でございます。きょういただいたご意見は

非常に貴重なご意見ですので、またその調整の中で生かしていきたいな思っております。今はまだ

その段階ということでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）そのときだけの宣言ではだめやと思うんです。子どもを守る熊取としての宣言とし

て熊取子ども安全宣言というものをそのときに採択しておりますので、節目節目にはしっかりとこ

の宣言を確認するということも大切かと思います。町長、そうですよね。どう思われますか。 

議長（坂上巳生男君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）そのとおりだと思います。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）よろしくお願いします。 

   では、次へいきます。 

   ２点目です。次に交通安全対策としてですが、中学生になると自転車通学の生徒もたくさんいま

す。警察による交通安全教室も各小学校では行われていると思いますが、学校安全総合支援事業の

中にスケアードストレート教育技法を活用した交通安全教室推進支援事業があります。スタントマ

ンが交通事故を再現するスケアードストレート教育技法による交通安全教室であります。スケアー

ドストレートとは恐怖の直視という意味で、怖い思い、冷やっとする体験を通じて啓発効果を高め

る教育技法です。具体的には、スタントマンが交通事故を演じ、その衝撃や危険性を体感すること

で交通ルールを守ることの大切さを学習します。 

   平成28年度は泉南市の中学校で実施されたそうです。本町もスケアードストレートによる交通安

全教室の取り組みを行ってはどうか、お伺いいたします。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）渡辺議員の中学生の交通安全教室の取り組みにスケアードスト

レートを行ってはどうかのご質問にお答えします。 

   本町の中学校では、泉佐野警察の協力のもと、交通安全教室を毎年実施しております。また、議

員ご質問の学校安全総合支援事業については各校に周知しております。 

   スケアードストレートによる交通安全教室につきましては、恐怖を実感することでそれにつなが

る危険行為を未然に防ぎ、交通ルールを遵守することの大切さを体感させる教育方法です。生徒に

対して恐怖感や冷やっとする経験を通して交通安全への意識づけを行うことができるところが、メ

リットであると言われています。 

   しかし、一方で、自動車と歩行者が衝突したり自動車と自転車が衝突したりするところを中学生

が目の当たりにしたときに、中学生に強く印象に残るのは、交通安全についてよりもスタントマン

による交通事故を再現した場面となってしまうところが課題であるという意見もあります。 

   以上のように、スケアードストレートによる交通安全教室につきましてはメリットとデメリット

があり、それを理解した上で、実施の可否について学校で判断することが必要であると考えており

ます。 

   本年度の学校安全総合支援事業の申し込みは終了しておりますが、来年度以降、同様の授業があ

る場合、学校にしっかり周知を行い、学校に対して判断材料を提供していきたいと考えております。 
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   今後も、児童・生徒の安全について、専門家等の力をかりながら継続的に指導してまいりたいと

考えておりますので、ご理解とご協力をお願いしまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）ありがとうございます。資料のところにスケアードストレート教育技法についても

載せております。詳しく経費等を書いておりますが、この実施につきましては市町村の負担はあり

ません。費用はかかりません。そして、来年度につきましてもやりますというふうに府に確認して

おります。 

   今、デメリットの件がありました。泉南市で実施されましたが、そういった精神的にダメージを

受けるような生徒は参加しなくていいですよというふうに前もって言って実施したそうです。平成

28年12月16日に、泉南市は４校中学校があるんですが、１校だけの実施で泉南中学校で行いました。

１時間40分程度の所要時間がかかったらしいんですが、生徒だけではなくて保護者の方も参加可能

ということで、600人ぐらいの方が参加されたそうです。スタントマンによる車と自転車、また自

転車と人との事故の再現というところで、目の前でそういったリアルな交通事故の体験というか、

目視するわけなんですけれども、そのことによって子どもたちはそれを見て後どうやったかという

ところをアンケートしたときに、今、熊取町の自転車通学している子どもたち、ふだん自転車を利

用している子どもたちもいてるかと思いますが、ヘルメット着用をせなあかんなと、もうそれを見

てすごく思ったというふうに感想がありました。 

   そして、やっぱり自転車に乗って人との接触事故も再現しますので、自分が被害者だけじゃなく

て、加害者にもなる可能性があるんだなということをすごく実感して、気をつけないといけないな

と感じたというふうな感想があったというふうに聞いております。子どもたちの命を守るために、

子どもも交通事故に気をつけないといけないというところはそういったものを見て感じるものかと

思います。 

   今、林理事は各学校に聞いてということですが、泉南市は教育委員会がしっかりとこういう事業

を推進したようでございますので、しっかりまた推進していただきたいんです。今、中学校におき

まして、ヘルメットの着用につきましてはどうなっているんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）これは多分議員もご存じだと思うんですけれども、自転車通学

の子どもは必ずヘルメットを着用するということになっております。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）となっているんですが、かぶっていない子もいてます。 

議長（坂上巳生男君）林教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（林 栄津子君）その場合は、学校で見つけた場合は当然厳しく指導したり、常

習化した場合は、私が学校現場におるときは自転車を一旦預かるというような形の措置をしたこと

もありました。自分が中学にいてるときに、交通事故に遭ってヘルメットをかぶっていたので大事

に至らなかった。車とばあんと細い道でぶつかって、ヘルメットをかぶっていて大事に至らなかっ

たということもありましたので、そんな話を子どもにしたりすることもあって、規則の面からとい

うのと心の面からというか、やっぱり安全は自分で守っていかなあかんよということを伝えるよう

にしておりましたので、恐らく、今も各中学でそのような指導を行っているかと思います。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）しっかりとそういう交通ルールの指導、またヘルメット着用の指導は、学校として

はしていただいているかと思うんですが、なかなかやっぱりできていない子もいてます。その中で、

これも国が推奨する事業ですので、スタントマンによるこういった再現を見て初めて、本当に気を

つけないといけない、ちゃんとかぶらなきゃいけないというところを子どもたち自身が学習できる

というところで、これも費用はかからないので、そういったショックを受けるような子どもは参加

しなくてもいいということでもって事業の推進をまたしていっていただきたいと思います。検討を
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またよろしくお願いしたいと思います。いつもお金がかかるからというふうに言われるんですが、

これはお金がかかりません。お願いします。 

   次へいきます。 

   ２項目めは、男女共同参画と女性活躍の推進についてお伺いいたします。 

   第２次男女共同参画プラン（改訂版）が平成30年３月に策定されました。女性活躍推進法に基づ

く改定ですが、女性活躍推進のための取り組みについてお聞かせください。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）女性活躍推進の取り組みについて答弁させていただきます。 

   平成27年に女性活躍推進法が施行され、この法律に基づく市町村の責務として、女性の職業生活

における活躍についての推進計画を定めるよう努めることとされてございます。 

   本町におきましては、本年３月に第２次男女共同参画プランを改訂し、その一部にこの推進計画

を含めたところでございます。 

   本町の取り組みについてでございますが、まず初めに、従前より開催しております男女共同参画

講演会について、今回の推進計画に位置づけた５つのテーマのうちの１つである地域社会における

女性参画の推進に基づいて開催することとしてございまして、現在その内容を検討しているところ

でございます。 

   次に、毎年11月に発行しております男女共同参画社会情報誌におきまして、計画に位置づけたテ

ーマのうちの２つ目である仕事と家庭の両立支援についての記事を掲載し、文章による発信を予定

してございます。 

   また、新たな取り組みとして、次年度以降にはなりますが、他機関と連携し、女性活躍推進に関

連する事業も検討してございます。 

   このように、限られた状況の中ではございますが、女性活躍推進のため、より効果的に進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

   以上で答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）今まだ検討しているというところで、まだ具体には何も決まっていないというとこ

ろなんですか。講座とか研修とか言うてはりましたよね。女性起業家を促進するような講座とか女

性のキャリアアップをするような研修会とか、また農業に携わっている女性の場合は６次産業につ

いての研修とか、そういったこととかもあるかと思うんですが、どういう面でというところはまだ

検討中なんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）実は、少し申し上げますと、男女共同参画審議会の委員の方でもございます大

阪体育大学の教授とその事業について進めてございまして、実施は31年度以降になると。31年度を

目指して今協議を進めている状況ということもございますんですが、今回女性活躍推進計画に位置

づけました就労に関する女性の活躍の部分であったりとか仕事と家庭の両立支援、こういったテー

マに基づいて実施できないかというところで今現在進めてございます。そんな状況でございます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。仕事と家庭の両立というところが主にというところですね。しっか

りと、女性の起業家を目指すような、そういった講座もまた考えていっていただきたいなというふ

うに思っております。 

   女性活躍推進事業というところもあるんですが、計画の中に、女性活躍推進法が成立した中で一

般事業主行動計画の策定というものも義務化されているわけです。これにつきましては事業者に対

して働きかけるというふうにありますが、どのように働きかけていかれるんでしょうか。301人以

上の事業所というのが熊取町内にどれだけあるのか、確認しなければいけないんですけど。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 
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総務部長（林 利秀君）今おっしゃっていただいたのは、一定の従業員数の規定はございますが、それ

にかかわらず、本町では事業所の人権連絡会というものがございます。本町独自ではあるんですけ

れども、さらに泉佐野市、田尻町との連携の中での事業所連絡会というものもございますので、そ

ういった集まる機会も年に何回かございます。そういった機会も含めまして事業所への発信という

ことをしていきたいと思っています。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。 

   次に、町が関係する分ですが、特定事業主行動計画についての取り組み状況についてお聞かせく

ださい。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、特例事業主行動計画についてご答弁申し上げます。 

   本町におきましては、従前から女性職員の活躍に向けた取り組みを進めてきたところでございま

す。そのような中で、平成28年３月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定いたしました。この計画期間につきまし

ては、国の指針に沿って平成28年度から31年度までの４年間とし、現在、本町は、この計画に基づ

き女性職員の活躍推進に向けて取り組んでいるところでございます。 

   そのうち主な取り組みとしましては、管理的地位にある職員に占める女性割合の引き上げを数値

目標として設定しており、本町では、国が示す地方公共団体の数値目標に合わせて、平成31年度末

までに20％まで引き上げるよう目標として設定してございます。 

   本町におきましては、平成25年度の数値は16.9％、26年度は19.4％、計画策定時点の27年度には

19.7％であったものが30年度には21％まで引き上げ、既に計画目標を上回る成果を上げているとこ

ろでございます。この数値について府内自治体と比較しますと、一般行政職における管理職職員の

女性職員の割合としては、平成29年４月１日現在で41団体中２番目に多く、本町は府内でも女性管

理職職員の割合が非常に高い自治体となっております。 

   そのほか、新規採用者における女性職員の割合におきましても、計画初年度である平成28年度か

ら30年度までの３カ年の実績では、男性職員が12名に対して女性職員が18名であり、新規採用者全

体の60％を占めております。 

   本町としましては、今後も女性職員の採用や管理職職員への登用など女性活躍推進に向けた取り

組みを継続するほか、休暇を取得しやすい職場環境の形成や長時間労働の防止など、職員が働きや

すい職場づくりを進め、女性職員はもとより、全職員が能力を発揮し活躍できるよう一層取り組み、

ひいては行政サービスの向上へとつなげてまいりたいと考えております。 

   以上でご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。ありがとうございます。 

   女性職員が働きやすい環境づくりということで、育児休業や男性の育児休暇とかそういったもの

等も取り入れてというところもあるかと思うんですが、今、管理職が府内で２番目に多いというふ

うなご答弁だったんですけれども、今ここの理事者席を見ても女性は中谷会計管理者お一人なんで

す。ここがやっぱりもうちょっと、女性20％、21％やったのに目標が20％以上というんじゃなくて、

30％に目標をしなかった理由もあるかと思うんです。21％達成しているんやったら目標は30％にす

るべきやったん違うかなと、管理職登用の目標。と思うんですけれど、その辺もありますが、難し

いんですか。30％を目標にして理事者の中でもう少し女性をふやすというところについては、いか

がなものでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）まずは、理事者につきましては部長級ということになります。部長級につきま

しては、経年で申し上げますと、平成28年度が4.2％、29年度が7.7％、現在30年度は8.3％と、微
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増という数字になるんですけれども、上がりつつあります。 

   パーセンテージの目標値でございますけれども、次の改定時というタイミングもございますので、

そこで見直しは図っていきたいと考えてございます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）ぜひともよろしくお願いしたいと思います。町が女性活躍を積極的に推進している

のは、こういうところに目に見えてあらわれることによって、ああすごく推進しているなというの

が結果としてわかるかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、時間が迫ってきました。３つ目の女性議会につきましてなんですが、先般、国において、

女性の政治参加をより進めるために、各種選挙での男女の候補者数をできるだけ均等にするように

求める政治分野における男女共同参画推進法が成立いたしました。 

   そこでお伺いいたします。女性の政治参加をより推進するために、政策や方針決定の場への女性

参画の推進として、女性の視点を政策に取り入れる意味から女性議会を推進してはどうでしょうか、

お伺いいたします。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、「女性議会」の開催について答弁させていただきます。 

   女性議会は、女性ならではの視点に立って、模擬議会を通じて町政へ参画していただき、よりよ

いまちづくりを考えていただく機会であると認識してございます。このことは、模擬形式ではあり

ますが議会活動を経験していただくことで、第２次男女共同参画プランにも位置づけておりますが、

政策や方針決定の場への女性の参画の推進ということにおいては有意義なことと考えます。 

   本町におきましては、現在タウンミーティングを開催しており、町長が各地区に出向き、町の施

策について住民の方の前で説明し、意見をいただいているところでございますが、その場では女性

の方にも意見を頂戴してございます。 

   また、各審議会や委員会等にも女性委員として参画いただき、貴重な意見をいただいているとこ

ろでもあり、本町といたしましては、こういった機会の中で、より多くの女性が参画していただけ

るように考えてまいる所存でございます。 

   女性議会につきましては、府内での開催事例は数例で少ない状況ではございますが、情報収集も

行いながら研究は行ってまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。府内では、最初に平成24年に四條畷市が行いました。30歳代から70

歳代の女性を一般募集して、13人の議員構成で実施されております。そして泉南市も行いました。

泉南市は平成25年11月３日に開催しました。18人の議員というところで、そこも公募して議員にな

っていただいてというところで、そして、その中でいろいろなテーマで各グループをつくって、そ

のテーマごとのグループでまずは学習していただいて、防災とか保育とか子育てとかいじめとか、

いろんなグループの中で意見交換して、そして議員となってテーマを掲げて議会でアピールすると

いう形のものを実施してというところで、泉南市の取り組み等聞かせていただきました。 

   女性の声をしっかりと議会の中で反映するという、そういったものをＰＲすることによって女性

の政治参加というか関心度を高めるというところで、女性の声を届けるというところで意味があっ

たというところで、それは１回限りではなくて、そのメンバーがまたさらにいろいろな課題につい

て研究、プロジェクトみたいな感じで市民が市に対して意見要望をしているというふうに聞いてお

ります。ですので、そういったこともちょっと検討していっていただきたいなと思っております。 

   今この計画、第２次男女共同参画プランの中でそういうことはあれなんですが、町が推進して平

成25年３月に男女共同参画条例ができました。そこから５年になるわけです。男女共同参画推進条

例ができて５周年の記念事業として女性議会というものを検討してはどうかなというふうに思うん
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ですが、これは提案です。いかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）答弁でも申し上げましたけれども、泉南市で平成25年に行ったという情報があ

りまして、私どもも泉南市に問い合わせはさせてもらったんですが、タイミングが合わずにまだ接

触できていない状況でございまして、今後そういった情報もつかみながら研究は続けてまいりたい

ということですので、ご理解をお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。せっかく条例を制定して、泉南市も、そういった条例とか何とか宣

言のその後に記念事業の一環としてされたというふうに聞いております。ですので、また検討して

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   時間があれなんで３項目めへいきます。 

   ３項目めは介護予防についてです。 

   熊取町いきいき熊取高齢者計画が３月に策定され、2018年度から2020年度の第７期介護保険料の

基準額が月額6,057円になりました。厚生労働省は、65歳以上の高齢者が支払う2018年から2020年

度の介護保険料の全国平均月額は5,869円になったと公表いたしております。熊取町は、全国平均

より188円高くなっております。厚生労働省は、保険料の平均が2025年度には約7,200円、2040年度

には約9,200円まで上昇すると推計をいたしております。保険料アップの背景には、急速な高齢化

による介護サービスの利用増加があります。 

   今、私たち公明党議員は100万人の訪問アンケート調査というものを行っておりまして、介護、

子育て、防災・減災、中小企業、この４つのテーマでアンケート調査をいたしております。それぞ

れ、介護について、子育てについて、そして企業アンケートです。それで防災・減災についてとい

うことで、一件一件皆さんの声を聞いて、その声を形にしていくのが議員の務めかと思っておりま

してアンケートをしているわけなんですが、その中で介護についてのアンケートをさせていただい

ている中で、介護保険制度についてという項目の中で介護保険料についてというのがあるんです。

あなたの介護保険料についてどう考えますかという設問に対しまして、現在、私が町内の60歳代か

ら80歳代の方のアンケートをした中での結果、100人程度の声なんですけれども、保険料について

「やむを得ない」と答えたのが42％、「高過ぎる」というのが38％、「わからない」というのが

20％でした。でも、今の保険料を「適正だと思う」人は１人もいませんでした。０％です。そして

皆さんの声は、保険料がもう少し安ければというのが大半でした。 

   このような中、介護保険料を引き下げた自治体が全国で90自治体あります。2015年から17年まで

の間は27の自治体、市町村だったんですが、今回は90あったということで大幅に増加しています。

なぜ保険料引き下げが実現できたのか。主な要因として挙げられるのは介護予防事業による要介護

認定率の低下であります。例えば、長崎県佐々町は2008年に介護予防ボランティアの養成講座を開

始しました。修了者らによる体験や手芸の介護予防活動など効果を上げ、当初20％を超えていた要

介護認定率が13％台に低下し、その結果、本年４月から保険料を344円引き下げたそうであります。 

   そこで、まず１点目の質問ですが、介護予防として、今まで質問の中に出てきていますが、町と

してどのような取り組みをしているのか、お聞かせください。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）それでは、３つ目の介護予防につきましてご答弁申し上げます。 

   １点目の介護予防の取り組みについてでございますが、まず、タピオステーションの立ち上げ支

援を３年間で全地区に展開することを目標に掲げ、重点的に取り組んでおります。また、このほか、

くまとりタピオ元気体操ひろめ隊によるくまとりタピオ元気体操練習日や地域への出前講座などの

活動支援、要支援者などを対象にした短期集中予防型のふれあい元気教室の開催、そして、これら

の取り組みに対し、理学療法士などの専門職が参画し技術的な指導や支援を行う地域リハビリテー

ション活動支援事業、さらには、社会福祉協議会に委託し実施している介護予防や認知症予防に取
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り組む楽しく生きる知恵探しなどを実施しております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）お昼の午後一番でもタピオ体操、私たちも理事の提案でさせていただきましたが、

介護予防の一つの体操、大きなメーンとしてタピオ体操があるわけなんですけれども、これをもっ

とＰＲしていく必要があるかというところで、まず、アンケートの中で今そういう介護予防を町で

もいろいろやっている中で、お一人お一人皆さんは今介護予防に取り組んでいることがありますか

という質問をさせていただきました。そのときに、セミナーや体操教室に参加していると答えたの

は28％だったんです。あとの72％は特段何も意識していない、介護予防って何という感じでした。

ですので、介護予防、タピオ体操につきましてもまだまだ啓発していかないと、浸透していないと

いうふうに思います。皆さん意識していない、もっともっと浸透させていかないといけないと思い

ます。 

   そういった意味で、きょうも議場の中でＰＲするために取り組んでいただいたかと思うんですが、

もっともっと身近にタピオ体操を皆さんに認知していただくために、高齢者計画の中で認知度とい

うのが35.9％と載っていましたけれども、まだまだ知らない人が多いと思います。 

   それで提案なんですが、ふれあいセンターのロビーがありますよね。そこでタピオ体操を流した

らどうかなと思うんです。先般田尻町に行かせていただいたときに、田尻町のふれ愛センターでは

ワン、ツー、スリーとか言って歌を歌いながらスマイルたじりっちという体操のＤＶＤをずっと流

していました、何かもう頭に残りそうなぐらい。だから、そういった意識づけがあればどうかなと

いうふうに思うんですが、どうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）ふれあいセンターの健診日などでは流していたりします。やったりはす

るんですけれども、ふれあいセンターに来る方につきましては目的があって来ますので、観察をち

ょっとやっていたんですけれども、見たりしているかというたら、ちょっとそこら辺のことはまだ、

ふれあいセンターの中で放送を流し続けるというのがどうかというのは残るんですけれども、一つ

では、駅のほうではずっと、私、駅をよう使うんですけれども、常に流れているような状況です。

ふれあいセンターの中でも、ずっと流すのはやぶさかではないかなというふうに思っております。

人が集まるときは流しているということでご理解いただければと思います。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。 

   スマイルたじりっちはすごく楽しいんですよ、見ていて歌詞もあって。だから、もう少し歌詞も

考えながら楽しく、何かおもしろそうやな、楽しそうやなというのが感じられたら目が行くし、あ

っやってみようとなるかと思います。タピオ体操はすごくいい体操だと思いますので、それにもう

一工夫歌詞をつけて、皆さんがなじみやすい、参加しやすいリズミカルなものもまた検討していた

だけたらと。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）検討をやっていくことは大事かなと思っております。ただ、タピオ体操

につきましても音楽も一応ありましたし、声かけしながら、タピオのかけ声などありますので、そ

のときは、先ほども議員の皆さんと一緒にやりましたけれども、結構楽しそうにやっていただいて

いたんでちょっとほっとしたんです。なので、今の取り組みはすごくいいものやということを信じ

てやっております。議員のご提案のところは、また検討させていただきたいなと思っております。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。 

   次、３つ目へいきます。 

   ３つ目の質問ですが、通告では介護予防ボランティアポイント制度としておりますが、平成27年
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12月議会でうちの二見議員が質問した介護支援ボランティア制度についてであります。 

   一定の研修を受講後ボランティア登録をした高齢者が、介護施設などで話し相手やお手伝い、お

掃除などのボランティア活動を行い、その活動実績に応じてポイントを付与し換金する制度ですが、

元気な高齢者の方の社会参加と介護予防を推進するとともに、地域貢献につながると思います。導

入については先進的に取り組んでいる市町の事例を参考に勉強してまいりたいとのことでしたが、

検討状況はどうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）３点目の介護支援ボランティアポイント制度の導入につきましてご答弁

申し上げます。 

   介護支援ボランティア制度につきましては、平成27年12月議会におきまして二見議員よりご質問

いただき、介護予防の視点だけでなく、住民相互で支え合える地域づくりの仕掛けとして有効であ

るかを検証しながら勉強していきたいとご答弁申し上げました。 

   他市町村では、その団体が指定する施設や事業所での補助的な介護支援活動に対しポイントを付

与する場合が多く見られますが、本町では、地域での支え合いの観点から、介護支援ボランティア

の養成などにつきまして、平成28年度から社会福祉協議会と協議をスタートさせているとともに、

当該協議会が主催する生活支援ボランティア養成講座にも参画しております。 

   また、介護予防・生活支援サービス協議体の場においても、高齢者自身もボランティアとして参

画していただくためにはどのような仕組みを構築すればよいのか。また、ボランティアに取り組む

人材の育成、そしてその人たちが活躍する場をどうするのかなど、多くの課題を話し合っていると

ころでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。まだ話し合っているというところで、ちょっと時間があれなんで次

の項へいきます。 

   次は、私自身４つ目の質問、今回一番要望したい介護予防事業なんです。 

   先ほどの事業は施設での事業ですが、施設というのはやっぱり受け入れ施設があるかというとこ

ろのいろいろと調整しなければならない点もあるかと思いますので、そうではなくて、誰もが地域

貢献というか、誰もが地域の支え合いをできるというところで質問なんです。 

   介護予防の取り組みは、みずからが体を動かして行う今のような体操だけではないと思うんです。

先ほども介護支援ボランティア制度もあったんですが、活動範囲が介護施設に限られています。そ

うではなくて、介護予防と地域の支え合い体制の構築として、地域での介護予防ボランティアポイ

ント事業というものを導入してはどうかというふうに思います。例えば、ごみ出しとか電球の取り

かえとかお買い物とか、地域の高齢者の誰かの役に立つ、そういったことが、その方が喜んでくれ

る、生きがいづくりになると思います。また、生きがいをつくるということは健康づくりにもなり

ます。そしてまた、ひいては介護予防になるのではないかと思います。そういった地域の支え手と

なるボランティア活動に健康ポイントがあります。 

   ポイントアップ制度、朝からもテーマになっておりましたが、ポイントアップ事業の中に、資料

につけさせてもらっているんですが、介護予防活動と介護予防事業に各２点ということでポイント

数が載っています。タピオステーションと講座や教室に参加するだけしか載っておりません。そう

ではなくて、地域を支える、そういった小さなごみ出しの事業とか、またお買い物に行ってあげた

りとか電球を取りかえてあげたりとか、そういった高齢者の方のお手伝いをすることもポイントの

中に介護予防事業として入れていったらどうかなというふうに思うんですが、その辺どうでしょう

か。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）答弁させていただきます。 
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   高齢者がいつまでも住みなれた地域で暮らしていくためには、高齢者自身が地域を支える担い手

として参画する住民主体の活動体制づくりが重要であると考えております。 

   本町におきましては、昨年度、つつじヶ丘地区におけるごみ出しや電球のつけかえなど、日常生

活における地域住民同士の支え合い事業への立ち上げ支援を行ったところでございます。そのよう

な活動が、少しずつではありますが地域で広まり始めていると聞いております。 

   ご質問の地域での介護予防ボランティアポイント事業でございますが、現状では、先ほどご答弁

させていただきましたとおり、ボランティアに取り組む人材の育成やその人たちが活躍する場をど

うするかなどの課題につきまして、介護予防・生活支援サービス協議体の中で、その仕組みづくり

の検討を重ねております。まずは、既存のぴんぴん元気！ポイントアップ事業の中に地域で広がっ

ていくことが予想されるボランティア活動も対象にしていくことにより、その方々の生きがいやや

りがいにつなげていきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げ、答弁

とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）ぜひともお願いしたいと思います。ごみを出すこともそうですが、出してもらうほ

うも気を使うんです、出してもらったら悪いなと。でも、出してくれた人にポイントがつくんです

よとなったら気を使わなくてお願いできると思うんです。それがやっぱり支え合いかと思います。 

   そういった体操や講座だけではなくて、本当に助け合い、人のお役に立つことをすることが介護

予防につながるんやと思ったら、介護予防に対する意識もまた変わってくるかと思うんです。介護

支援じゃなくて自分の介護予防になるんやと、そういうことが自分のためにも返ってくるんやとい

うふうに、人の歩いているところに懐中電灯で明かりをともしたときに、その人の前は明るくなる

けれども自分もやっぱり明るくなっている。人のためにしたことは自分にも返ってきているんやと

いうところのポイント制度、健康づくりであり介護予防事業になるかと思いますので、ポイントの

中にそういった活動も入れていっていただきたい。 

   できたら、ポイントに換金できる制度というものはまだまだ先になるかと思うんですが、まずは

このポイントの中にそういった活動も入れて、介護予防というものをもっともっと意識できる、住

民の皆さんの意識の中に入っていけるように、誰でもができる、取り組めることだというところを

することによって、地域の支え手もできて本当にみんなが助け合えるすばらしいまちづくりになる

かと思いますので、その辺のところをよろしくお願いしたいと思います。 

   早口になりましたが、ちょうどいい時間内で終わりました。大変ありがとうございます。よろし

くお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）以上で、渡辺議員の質問を終了いたします。 

   次に、二見議員。 

７番（二見裕子君）それでは、議長からお許しを得ましたので、通告に従って一般質問をさせていただ

きたいと思います。 

   まず、１点目ですが、子育てについて、子育てアプリの導入についてお聞きしたいと思います。 

   平成27年12月議会でも質問させていただきましたが、前回のご答弁というのは、子育てを通して

の親育ち、親や子、親同士、親と行政など、おのおのの顔が見える子育てを展開しながら、決して

スマートフォンに子育てさせることなく、子育てツールの一つとしてバランスよく活用していくと

いう両面あわせて検討し、アプリ機能やシステム構築費用、補助金制度活用の研究や今後導入の調

査、研究を行っていくというふうなご答弁をいただきました。その後どのような調査とか研究をし

ていただけましたでしょうか、よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、子育てアプリの導入につきましてご答弁申し上げます。 

   本町では、子育て世代、先ほど議員が申されましたように、平成27年の議会でも答弁させていた

だきました子育て世代包括支援センター（すくすくステーション）を中心に、保健師が妊産婦に対
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する総合的な相談支援を図るとともに、子育て支援に関する情報の提供を行うなど、親と行政との

顔の見える関係を大切に、妊娠・出産期から子育て期にわたる切れ目のない細やかな支援に努めて

いるところでございます。 

   また、乳幼児健診や予防接種の日程等のお知らせにつきましては、町ホームページに掲載するほ

か、年間の日程等を記載しております健康カレンダーを全戸配布したり、健診前には文書で個別に

通知するなどの方法に加え、出生届け出時や乳児家庭全戸訪問事業、４カ月児健康診査などの乳幼

児健診におきまして、母子健康手帳を用いて保健師や助産師が予防接種の適切な時期や、子どもの

成長等に係る支援や情報の提供を行っております。 

   ご質問の子育てアプリの導入についてでございますが、子育て世代ではスマートフォンが広く普

及していることから、いつでもどこでも必要な情報が取得できるツールとして有用であると認識し

てございます。現在、本町のホームページではスマートフォン専用のサイトも設定されており、閲

覧しやすい環境で子育てに関する情報も取得できることに加え、最近では無料の母子健康手帳アプ

リなども存在しておりますことや本町の厳しい財政状況等も勘案し、現時点でのアプリ導入につき

ましては難しいと考えております。 

   今後も、ホームページへの掲載内容の充実や情報提供の方法など、より一層町が発信する子育て

情報に触れていただくよう、努めてまいりたいと考えているところでございます。 

   それと、前回からの近隣市町の動向でありますとかそういったところの研究というところでござ

いますけれども、我々、堺市以南の自治体の導入の状況につきましては、いろいろ聞き取りとかは

行ってまいりました。堺市以南３市におきましてそういったアプリを導入してございます。そのう

ち２市と１市はアプリの性質というんですか、そういうのは若干違うということで、初期費用も含

め多額の400万円、600万円というような費用があるのもあれば、初期費用はない、０というところ

もございます。あとランニングコストにつきましても、月当たりのランニングコストが10万円であ

るとか、安いところでは５万4,000円とか、そういったところもございます。 

   そういった状況とか、あとは補助金の活用とかそういったことも研究してきたところでございま

すけれども、先ほど答弁申し上げましたように、厳しい財政状況、また無料の母子健康手帳アプリ

も配信されているところでございまして、繰り返しになりますけれども、現時点のアプリ導入とい

うのは難しいと考えているところでございます。 

   以上、ご理解賜りますようお願い申し上げまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）わかりました。財政が厳しいという返答が返ってくるかなというふうに思っていた

んですが、前回も熊取町は、本当に妊娠、出産、子育ての相談窓口としてふれあいセンター２階に

すくすくステーションも開設していただいて、より丁寧に対応もしていただいています。やはり仕

事をされているお母さんとかになってくると、その辺の行って話を聞いていただけるという部分に

関してはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思っております。 

   スマートフォンというのは、本当に好きなときに好きな場所で気軽に伝えることによって、ツー

ルで管理できるという部分が便利かなというふうに思っております。アプリですので、今回母子手

帳のことも聞かせていただこうと思っているんですが、無料のアプリでそういうよく似たアプリも

探せばあるなというのは見たんですけれども、町からの情報というのを考えたときに、町で一つそ

ういうものがあればすごくうれしいなというふうに思ったんです。 

   紙の母子手帳というのもすごく大事ですし、電子とあわせてという部分で、今お薬手帳も紙のと

携帯で見られるというのもありますので、どこに行っても、母子手帳を持ってなくても携帯でいつ

でも子どもの状況書いたのが見られるというのも、すごく便利やなというふうに思ったんです。 

   本当に母子手帳は、妊娠初期から子どもが小学校へ入学するまでの一貫した健康記録ともなりま

すし、また、妊婦健診とか健康相談、乳幼児健診、予防接種のほか、赤ちゃんが病気で受診すると

きも持参して携帯することが望ましいとされていますけれども、やっぱり働く女性が増加して企業
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や自治体による社会的な子育て施策というのが注目される中、本当に忙しい子育て世帯のお母さん

と子どもの健康を管理するツールとして、また自治体とつなぐコミュニケーションのツールとして、

母子手帳のあり方というのも変わってくるんじゃないかなというふうに思っております。今すぐ言

って今すぐという形ではないのかなと思うんですけれども、紙は紙でとても記録として残せますし、

子どもが成長したときに、あなたの記録はこうやったのよと言って母子手帳をお渡しされる方もい

らっしゃると聞いておりますし、電子版は電子版で、健診とか予防接種のことがアラートとして入

ってくるというんですか、そういうのがあれば、働くお母さん、本当に一々見てこの日というのも

やっぱり大変かなと思うので、そういうのもそれぞれメリットがあるんじゃないかなというふうに

思います。 

   また、今働くお母さんがふえていますし、これが一つの子育て支援の有効な施策と言ったらちょ

っと大げさかもしれませんけれども、熊取町は小さいまちやけれど、こうやって働くお母さんと子

どもをしっかりと自治体が守っていっているんやよという部分にもなるかなというふうに思います。 

   紙の母子手帳とは違って、今は子育ては家族でもって、ご主人も参加してもらってというものや

となったときに、熊取町のアプリというのがご主人も取り込めば夫婦で共有できて、子どもの記録

というんですか、一緒に見られるという部分もあったり、お母さん自身が孤独感、孤独感というの

はちょっと言い方が悪い。そういうのも防げるんじゃないかな。家族での子育てにもつなげられる

んじゃないかなというふうに思うんですが、そこら辺はどんなふうに考えられますか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）議員からご紹介がございましたお薬手帳でありますとかそういったアプ

リ、無料で配信されてございます。そういった情報を現在、本町では妊娠の届け出、母子健康手帳

の交付の申請に来ていただいたときにいろんなパンフレット等々お渡しさせてもらうんですけれど、

その中にちょっとした小冊子みたいなものを一緒に配付させていただいております。その中には母

子健康手帳アプリ、こういうＱＲコードが載ったような冊子があるんですけれども、そういった冊

子も一緒にお配りさせていただいているという状況でございます。 

   議員おっしゃいましたアプリをご夫婦で共有というのは、泉佐野市が今入れられて運用してはる

アプリが多分そういうふうになっていると思います。実は私もそのアプリを入れてございまして、

私ごとで申しわけございませんが、妻が何かを入れると自動的にプッシュで通信が来るわけではな

くて、アプリを開けば何か更新したなと。例えば子どもの成長記録でありますとか、予防接種をい

つうったとか、確かにそういう情報が来て、夫婦でともに子育てをしているといったような、そう

いったところを共有しながらというのは確かに重要だと認識しております。いわゆる男性の育児参

加というんですか、そういったところでは、確かに議員おっしゃるように一つのツールとして重要

であるというのは認識しているところでございます。 

   そういった分も無料のそういう、私どもとしては現在考えるところでは、母子健康手帳や無料ア

プリがこういう形でありますよというぐらいの程度になるかもしれないんですけれども、妊娠届け

出時にＰＲというまではいかないと思うんですけれども、ご紹介ぐらいはさせていただこうかなと

いうふうに考えているところでございます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）わかりました。なかなかアプリもご存じじゃないという方も、何かインターネット

で見ていたらそういうこと自体も知らない、母子手帳自体もそんなアプリになっているのがあるの

を知らない、結構、だからもしかしてそんなにそのアプリに関心がないのかもしれないですけれど、

いただいた紙でするというのが定例になっているので、お母さん自体もそこまであれなのかもしれ

ないです。先ほど言われたように、やっぱり子どもを育てていく上でお父さんも参加していただけ

るという部分においてはとてもうれしいんじゃないかなというふうに思いますので、無料のアプリ

でもってとおっしゃっていますけれど、できたら本当は町の情報が入ってとかいうのであれば、そ

れが１回で済むというふうに思いますので、前向きにもっと考えていっていただきたいなというふ
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うに思っています。 

   それと、ちょっとお聞きしたいんですけれど、29年２月の議員全員協議会で自治体クラウドとい

う話で、システムという部分で、提供されるサービスをクラウドサービスというのでクラウド化と

いう説明を聞いたんです。この辺でもしクラウド化が進めば、そういうアプリであるとか、何かツ

ール的なものでもう少し便利なものを入れたときにコストとかがかからなくて済むとか、そういう

のはあるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）一つ、今、国で推奨しておりますマイナンバーを活用した子育てワンス

トップサービスというシステムがございます。その中に子育てワンストップサービスというのは、

そもそもこのサービスと申しますのは、例えば私の所管している母子保健分野でいきますと、要は

例えば妊娠届を電子申請で行えるといったようなものとか、ほかの部署であればいろんな児童手当

とか、そういった申請も電子申請で可能になるというシステムでございます。現時点で本町も含め

近隣で導入して、それを運用しているところは１団体もございません。やっぱり妊娠届け出、その

中で妊婦といろいろ話をしながら面接を行って、必要であれば支援を行っていくということでござ

いますけれども、そこは現時点ではちょっと考えておらなくて、その中にスマートフォンでお知ら

せ機能を、これはプッシュ配信でございます。プッシュ配信でいろんな子育て情報でありますとか、

そういったものを配信できるオプション的なサービスはございます。 

   私が今、議員からのご質問でお答えできるのは、そういったのが国のマイナンバーの制度である

ということは我々も承知しているところでございます。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）情報政策からご答弁させていただきます。 

   自治体クラウドの可能性ということなんでございますが、本町が今進めているクラウド化という

のは、うちのメーカーが富士通なんですけれども、富士通のところに一極的にサーバーを集中させ

まして、そこから情報をとっていくというような、サーバーを一極集中したクラウドというのを今

現在やっているところでございます。 

   クラウド化する中でいろんな可能性があると思います。個々の可能性というものについては、き

ょうお話しいただきましたんで、また担当といろいろと工夫しながら、もしそういうふうな可能性

があるんであれば利活用もしていきたいというように考えております。よろしくご理解ください。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）富士通ので結構子育てアプリとかもつくられるところもあったりするので、先ほど

言われていましたオプションになるのかどうかというところもあるかなと思うんですけれども、母

子手帳も電子申請という形というのは、やはり忙しいお母さんが役場まで行けない、でも子どもを

妊娠したときに手続をしないといけないとなったときのツールとして電子申請というのもあるとい

うふうにお聞きしたんです。紙は紙ですごく大事ですし、これからの時代の流れでなっていくと、

やはりそういうことも含めて検討していっていただきたいなというふうに思います。 

   平成35年度ぐらいですか、何かクラウドが進んでいくみたいな、前にお話を聞いたとき、すごく

先なのかなと思ったんですけれども、検討の項目に入れていただきたいなというふうに思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

   では、次にまいります。 

   防災についてですが、防災行政無線の聞こえは平成29年12月の議会で質問させていただきました。

でもやっぱり、ご相談いただく中で聞こえないとおっしゃる方が多くて、防災行政無線というのは

万が一の地震、台風などの災害において各種の災害状況を迅速、的確に町民の方々に伝達すること

を目的に設置しているのではないかなと思います。 

   いつもご答弁でいただくのは、音は通常のときは小さくしていますということで、でも、いざと

いうときの大音量で放送されるのを聞いたことがないので、住民にしたら本当にこれ何かあったと
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きに聞こえるのかなという、そこの部分がやはり不安になっているんじゃないかなというふうに思

うんですが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、防災行政無線につきまして、先ほど二見議員からもございましたと

おり、12月議会の際にもご質問いただきました。その内容も含めまして確認ということもございま

すので、その部分も含めてご答弁申し上げます。 

   本町の防災行政無線につきましては、昭和51年度から設置を進めてきており、平成５年度には28

局を整備し、直近では平成27年度に機器の老朽化や国のデジタル化推進の方針を踏まえ、デジタル

防災行政無線へ抜本的に更新し、現在39局の子局を整備し、その運用をしているところでございま

す。これにより、音声の到達範囲の拡大や聞き取りやすさにつきましては向上できたものと考えて

ございます。 

   ただし、最近の気密性の高い部屋を閉め切った状態であったり、風向きや災害による大雨時等に

おきましては聞き取りにくい状況も発生するということも、あわせて考えられることでございます。 

   聞き取りにくい等のご意見に対しましては、ホームページや毎月号の広報くまとりの枠外を利用

した紙面において、放送が聞き取りにくかった場合の対処といたしまして、放送後の２時間は電話

により放送内容が確認できる旨の案内をしております。また、広報紙の本文におきましても、昨年

10月号の広報において同関連記事を掲載し、住民の皆様にご案内させていただいたところでござい

ます。 

   このほかにも、防災関連情報につきましては、本町ホームページにおいて、お手持ちの携帯電話

やパソコン等のメールにおいて防災情報メールを受診する方法もご案内してございます。また、地

震、台風、各種警報、土砂災害警報や避難勧告、避難所の開設情報などについても、おおさか防災

ネット、こちらに登録していただくことで防災情報を直接受診できるなどのシステムを構築してご

ざいますので、ご理解賜りますようお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）前回もそのようなご答弁をいただきましたが、全く聞こえないところというのは、

部屋が気密性があって、年配の方は結構耳が遠かったりされて、全く聞こえないとなった場合、先

ほど言われたように、町に連絡すればいいとかホームページに載せている、携帯でとかとおっしゃ

いましたけれど、もし放送されたことすらわからなければ、そこら辺の手だてというのはちょっと

厳しいんかなというふうにご高齢の方とお話ししていて思ったんです。ご夫婦でいられるときは心

丈夫やけれど、単身になったときにすごく不安やとおっしゃられていたんです。 

   聞こえないことはないとおっしゃって、聞こえるような範囲になっていると言われているんです

けれども、やっぱり聞こえないとなったときに、じゃ、その先をどのように考えられているのか、

私、次に戸別の受信機の導入というふうなことで質問させていただくんですけれども、そこら辺は、

これから単身の高齢者の方も多くなっていると思いますし、何かほかに策というのは考えています

か。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）平成27年度にデジタル防災行政無線を従前の子局から５つ増設し、長距離スピ

ーカーも設置したところでございまして、平成27年12月以降に聞こえない、聞き取りにくいという

住民から直接役場のほうにご意見等いただいたのは６件なんです。昨年の12月に二見議員からご質

問をいただいてから現在に至るまでは、そういった類いの住民からのご意見は入ってございません。

防災行政無線のことに関しては、うちの広報広聴課あるいは危機管理のほうに必ず住民からご意見

がございます。当然のことながら、そのときには私ども真摯に対応させていただいているところで

ございます。 

   どのようにというお話でございますが、できればどこのどなたかという、お名前は結構ですので

教えていただけたら個々個別に対応すべきかなと思っております、この件は。というのは、周りの



－６１－ 

人は聞こえてもそのエリア２、３軒だけは聞こえないよという場合もあります。変にスポットにな

ったりしていますので、もしそういうふうなことを住民の方から二見議員、お聞きされた場合には

広報広聴のほうに言っていただけたら、全体的な対策よりも、もう全体的な部分については防災行

政無線で私どもは十分できていると思いますので、スポット的にどうしていくのかというのを検討

させていただきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）私は前回も、私自身の住宅は聞こえない、私は聞こえないというふうにお話させて

いただいて、住んでいるところは国際村なんですけれど、やはり高いところにあるので、家は私と

こはちょっと下がっていますので、音はやっぱり上に跳ねるところがあるのかなと。だから、近く

の方は聞こえているけれど、下がったところのうちの辺は、私は聞こえない。前にそのように言っ

たときに、じゃ窓をあけてくださいとかちょっと出て聞いてくださいとかとおっしゃったんですけ

れども、すごく雨が降っているときとか何か災害のときに、じゃ窓をあけて聞くのかとかというふ

うになってくるんじゃないかなというふうに思ったんです。 

   できたら、前にも言いましたが、スピーカーの角度を変えていただくとか何かやはり対処を、地

域をおっしゃってくださいということだったので、またそういうお声を聞きましたら直接連絡させ

ていただこうと思うんですけれども、あの角度はいろいろあるので、そこら辺も含めてもう一度ア

ンケート等をとっていただくとかして、本当に聞こえているのかどうか、放送されたことすら何も

わからなければ、聞こえている、聞こえていないの段階でもないのかなと。 

   今回、環境センターに行く５月に土砂が崩れたというのも、多分あれ町内放送されたのかなと思

うんですけれども、そのことを知らなくて、その日ごみを持っていこうと思っていたら、近所の人

がとまっているよと、入れられないよというのを聞いてわかったとおっしゃっていたんです。やっ

ぱり高齢の方はそういうふうな形でなかなか聞こえていない方もいらっしゃるので、もう少し、制

度として整備はできたからオーケーではなくて、やっぱり何度か検証もしていただきたいなという

ふうに思います。そこもあわせてお願いしたいと思います。 

   ２点目の戸別受信機の導入の件ですけれども、これも総務省で防災行政無線の戸別受信機の普及

促進に関する検討会を開催しています。やはり情報伝達として大きな役割を担っているということ

で、一番高齢者の防災の情報が届きにくいということで、住居内の戸別受信機が有効であるのでは

ないかという部分でそういう検討もされています。なかなか量産できないとかになってくると金額

的にも高くなるので難しいのかなというふうに思うんですけれども、そこら辺は国としても考えて、

今やっていってくれているんじゃないかなというふうに思っているんですが、経費については平成

32年度まで特別交付税措置を延長というふうになっていますけれども、ここら辺、戸別受信機に関

してはどのようにお考えですか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）防災行政無線の戸別受診機の導入につきましてご答弁申し上げます。 

   １点目のご質問の際に説明させていただいたとおり、一定、町内には39局のデジタル防災行政無

線の整備、また電話案内のほか、もろもろの緊急速報メールも含めまして、いろんな情報媒体によ

る発信が可能となっております。 

   また、気象警報発令時等におきましては、ＮＨＫ、民放放送のデータ放送やＪ：ＣＯＭチャンネ

ルなどのテレビ媒体におきまして本町における避難勧告や避難所の開設情報などについて情報提供

されることとなってございまして、テレビ放送におきましても災害時等におきまして情報収集が可

能な状況になってございます。 

   ご質問の住宅用の戸別受信機につきましては、現在、府内では太子町や千早赤阪村等で整備が見

受けられるものの、近隣の自治体での導入はございません。さらに、今回の二見議員のご質問を受

け、再度岸和田市以南の７つの団体に確認いたしましたところ、本町と同様に、現時点では住宅用
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の戸別受信機の整備について予定している自治体はございませんでした。 

   本受信機の整備に関しては、経費の面で、当初の導入費用については特別交付税措置はあるもの

の継続的な経費も必要となり、導入事例も周辺自治体にはないことなどを考慮しますと、現時点で

は少し難しいのかなというように考えてございます。 

   今後とも、災害等の情報につきましては適時適切な、また的確な発信に努めてまいりたいと存じ

ますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）わかりました。財政的にはかなり負担もかかってくるんで厳しいかなというふうに、

それは私もすごく思います。 

   今、避難行動の部分で、自治会で避難支援者という方に協力していただいて、行動が大変な方、

避難するときに大変な方は、そういうペアなのか、２人に１人なのかという形で見ていただいてい

る方は登録していただいているかなというふうに思うんですけれども、そこら辺もあわせて、住民

自身が何か登録しておけば防災行政無線が入らなくてもファクスが来るとか、また情報を言ってい

ただけるというような形の見守り支援というんですか、そういうのを考えてみてはどうなのかなと

いうふうに思ったんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）そういったもろもろのご提案を以前にもしていただいたということで聞いてお

ります。そういったことも含めまして、今回の戸別受信機の件につきましては議員もご存じのよう

にあり方研究会というのがあって、最終的な報告が３月27日に総務省からされています。この検討

会の目的というのは量産化と低廉化と言われています。低廉化というのは、できるだけ量をぎょう

さんつくって買ってもらって値段を抑えてしまうということになれば、かなり戸別受信機も安くな

るやろうと思っております。しかも70％の特別交付税の措置があれば、この財政がしんどい中でも

結構乗っていく自治体もどんどんふえてくる。そうなればどんどん価格も落ちていくということも

含めまして、戸別受信機もそうですけれども、ちょっと検討させていただきたいと思います。いろ

んな手法、手段があると思いますので、その中の一つとして、また貴重なご意見としてお伺いした

いと思います。 

議長（坂上巳生男君）二見議員の一般質問の途中ですが、本日の会議時間は議事の都合により、あらか

じめこれを延長します。二見議員。 

７番（二見裕子君）わかりました。全てが町の持ち出しでということではなくて、希望する方はやはり

幾らか、住民ももしかして負担していただくという形での戸別受信機というのもありかなと。全て

が全て町が全部与えてくださるというものでは多分ないのかなというふうに考えているんですけれ

ども、前向きにやはりここは考えていただきたいなというふうに思っておりますので、また検討し

ていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

   そうしましたら、次にいきたいと思います。 

   障がい者支援につきまして質問させていただきます。 

   平成27年９月と平成28年６月と質問させていただいておりますが、日常生活用具の中に人工内耳

用の電池を追加するというのはどのような考えでありますでしょうか、よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）それでは、障がい者支援についての障がいのある人に給付する日常生活用

具の中に、人工内耳用の電池を追加するのはどのように考えるのかにつきましてご答弁申し上げま

す。 

   本町の日常生活用具の給付対象品目につきましては、厚生労働省から示されております日常生活

用具の要件などを基本として定めているところでございます。ご質問の人工内耳用電池でございま

すが、人工内耳は補聴器の装用効果が不十分である場合に装用されるもので、装用中は電池が常時
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必要となり、その費用がご利用者の負担となってございます。 

   人工内耳用電池につきましては、泉州地域ではこれまで岬町のみが日常生活用具の給付対象品目

としている状況でございましたが、平成30年４月から堺市が新たに給付対象品目に加えているとこ

ろでございます。 

   本町におきましては、このたびの堺市での取り組みの状況や既に取り組まれている自治体の状況

などを確認するとともに、近隣自治体の動向や町の財政状況を踏まえながら検討を行ってまいりた

いと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）堺市は、４月から聴覚障がい者が装用する人工内耳の電池代の助成を開始いたしま

した。人工内耳というのは、前にもご説明させていただいたかなと思うんですけれども、体外に装

着した音声受信処理装置、スピーチプロセッサーというのが音声を電気信号に変えて、側頭部に埋

め込んだ受信機に信号を送ることで聴覚神経を刺激し音声を伝えるもので、人工内耳の埋め込み手

術自体は健康保険の適用対象になっていますけれども、その電池の交換につきましては保険外であ

りますし、人工内耳にすると一生つけていくということで、電池代というのがもう本当にかかって

くるということであります。 

   前に質問させていただいたときは、小学生の子どもであるので、耳から人工内耳の分の補聴器が

外れるたびに落ちる。落ちたら中があいて電池が飛んだりするとかいう形で、そういうのでも電池

が壊れてしまうとかということもあって質問させていただいたんですけれども、これ、本当に電池

代を換算するだけで、すごいお金やなというふうに思ったんです。 

   堺市は、片耳でボタン電池が月2,500円、充電器は充電池と合わせて３万円の上限を助成してい

るんですけれども、普通に計算して、月2,500円使うのかどうかはわかりませんけれど、両耳であ

ったら5,000円かかって、それが12カ月であると年間６万円も電池代が要るとなったときに、すご

い費用やなというふうに思ったんです。補聴器なら買いかえの分で助成はあるので、同じ耳の聞こ

えない方の機械でありながら少し違う、まして人工内耳の方のほうが聞こえの、補聴器では無理だ

からというのでされている方がいる中で電池代がかかってくるというのは、すごい負担やなと思い

ました。 

   １回目の手術で機械を入れたときは保険適用なんですけれども、これ、買いかえとなったときに

また同じようにお金がかかるんです。これはもう保険はきかないので、機械の取りかえとなるので、

そこでも何十万円とお金がかかるというふうなことを考えたときに、やはり電池代といえども本当

に助成をしていただきたいなというふうに思うんです。 

   一つお聞きしたいんですけれども、日常生活用具給付というのが地域生活支援事業の中にあると

思うんです。これは、町が独自でここに電池を認定というんですか、入れたらできるものなんです

か。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）今、議員おっしゃられましたように、一定厚生労働省からのそういう示さ

れているものがございますが、その中で町での裁量の部分といいますか、そういったところで、日

常生活用具の対象要件というのはそもそも障がい者の方が利用するもので、用具の政策という観点

では障がいに関する専門的な知識や技術を要するという、通常、日常生活として一般に普及してい

ないものというのが、これ、もともと始まった、障がいの方にそういうものをちゃんと支給してい

こうというところがございまして、その中で厚生労働省で一定のものが示されている。 

   今、議員おっしゃられましたように、そこでの裁量といいますか、町の決定というところはござ

います。町で決定することはできるということはございます。そういった意味で堺市でもそういう

ことに加えているのではないかなと思うんですが、今、私がお話しさせていただきましたように、

日常生活の用具のもともとの給付の考え方というのはそこから始まってきていて、時代とともに変

わってくるというところはございますので、そういうところは検討していくところはあるんだろう
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というふうに考えているんですが、今ご答弁させていただきましたような現状というところでござ

います。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）これ、日常生活用具に国が指定するというか、国の言っている分の日常生活用具の

給付という中に国自体が入れてくれれば、町としての負担というのは４分の１で済むということで

すか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）まず、先ほど私ご答弁させていただきましたように、その品目として町で

決定してございまして、その中に加えるということによりまして町の支給の対象になる。その上で、

今、議員おっしゃられました日常生活の給付事業については地域生活支援事業、先ほどおっしゃっ

ていただきました。こちらは国が２分の１、府が４分の１、町が４分の１と、そういった形での負

担の割合になってございます。 

   ここのところが、そこまでの一応補助といいますか助成はあると言いながら、実態というのは本

来ですと75％というところなんですが、本町の場合でも、50％助成率でいきましても今の現状の中

でも単費部分もそこは持ち出しといいますか、オーバーしているところがあるという現状もござい

ます。そういった中での国の制度というふうになってございます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）わかりました。普通に考えて４分の１なら月2,500円の分、町で出す分は600円かな

というふうに思ったんです。 

   やっぱり少しでも、ほかにも前に質問したときにご答弁で、その部分ではなく、もっとほかにも

皆さん電池を使われている方がいらっしゃるとか、この分だけを日常生活用具に入れることはでき

ないみたいな感じでご答弁いただいたんですけれども、４分の１なら600円なのかなと。堺市が

2,500円となっているので、それと合わせて熊取町も2,500円とした場合に、町としての持ち出しは

600円で済むなら何とかならないのかなというふうに少し思ったんです。 

   実際、人工内耳の埋め込みをされている方の人数とか、そういうのというのはつかむことはでき

ないですか。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）今、私どもで確認できるというのは、いろいろな障がいサービスがござい

ますが、そちらのほうでご利用いただいている中で、いろいろ計画を立てる中でその方がどういう

状況にあるんかというところで、今お話がありました人工内耳を使われているという、そういう方

というのは３人ぐらい把握してございます。どちらかというと子どもかなというような状況でつか

んでいるところでございます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）私も子どもで２人は知っているんですけれども、本当に子どもでそうやって手術さ

れると長く何十年もずっとつけていかないといけないので、そこは本当に先の長いことであります

し、熊取町は何といっても手話言語条例をいち早く制定していただいて、本当に障がい者の方にも

寄り添っていただくような形で町政を進めていただいていますので、そこら辺を含めてもう少し何

とかならないのかなというふうに思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）今、議員おっしゃっていただきましたように、先ほどの堺市、岬町、こち

らも手話に関する条例を制定しているというところがございます。そういったところでは、今、議

員おっしゃられました月でいくと片耳で2,500円、両耳で5,000円というような形で年間６万円。た

だ、議員おっしゃられましたずっと継続をしていくということで、負担もあるというのは十分わか

るんですが、そういったところの費用ということもございますし、堺市で導入されているという事

実もございますので、その辺のところを十分我々もまたいろいろご意見も聞かせていただいたり、
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先ほども議員からおっしゃっていただきました、ほかの例えば補聴器の電池というのも、これは入

っていないんです、今、補助対象に。そういったところにも影響がございますので、そういったと

ころもどうしていくのか。その辺、堺市でのお考えであったりとか、ほかの今実際にやっている団

体のご意見とか考えとかいろいろ調査をさせていただきまして、今、議員おっしゃっていただきま

したそういう条例を制定しているという町もございますので、そこもあわせまして一度いろいろ考

えさせていただきたいなというふうに思っております。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）堺市もことしの４月からということですので、これからさまざまな、実際に補助さ

れたことによっていろんな声も聞けるのかなというふうに思います。また研究をしていっていただ

きたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

   じゃ、４番目の教育について聞かせていただきます。 

   南小学校で、今年度の新入生が１クラスとなりました。今後の小学生の減少に伴う小学校の校区

についてはどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）今後の小学生の減少に伴う小学校の校区についてのご質問ですが、答弁いたし

ます。 

   まず、熊取町の町立５小学校に在籍する全児童数の推移について説明いたしますと、５月１日時

点での10年前と現在との比較では、平成20年の2,905人から平成30年の2,511人へと、この10年間で

394人減少しております。また、こうした本町の児童数の推移につきましては、全国的な出生率の

低下等により昭和61年をピークに減少傾向にあり、当面の間も微減傾向にあるものと見込んでおり、

ご質問にあります南小学校におきましても同様の傾向と想定しております。 

   ご指摘のとおり、30年度は南小学校の普通学級の１年生の児童数が36人と１クラスになり、全児

童数も309人にとどまっております。このように学年で１クラスとなった際の対応として、即座に

校区の見直しについて考察した場合、通学における子どもの負担、安全面等への配慮、また、学校

と地域が密接に連携しながら児童・生徒を守り育てていく必要があることなど整理すべき課題も多

く、慎重に検討すべき事柄であるものと考えます。 

   本町といたしましては、小学校の校区に関しては、これらの事柄を十分に踏まえつつ、今後の児

童数の推移等を注視しながら、児童数、通学距離、学校施設の状況、学校運営上の地域とのつなが

りなどの問題点の整理等について緻密な検証を継続することとし、長期的展望を持ちながらも、当

面の間は現在の校区の取り扱いを維持してまいりたいと考えております。 

   以上、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）南小学校は、来年度の新１年生もやはり１クラスでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）今、35年度まで各小学校の児童数の予測の推計をしておりまして、これもあく

までも推計ですので、ミニ開発が入ったり、かなり変わることを前提にご理解いただきたいんです

が、31年度の見込みで48人、32年度で41人、33年度で57人、34年度が40人、35年度が54人と、かな

りばらつき等がございます。 

   最終的には、今申し上げたように現在が全体で申し上げますと309人でございまして、これが

30人減少の279人、１年生ももちろん含めてです。程度に減少するというふうに予測しておりま

す。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）多分、南小学校が一番減っていくんじゃないかなというふうに思っているんです。

やっぱり駅に近いところはミニ開発的におうちも建っていますし、私もちょっと見ていたら、人数
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的にはほかの小学校はそう変わっていないのかなというふうに思ったんです。 

   南小学校に関しては、国際村とかももう建ってしまって、住宅も皆さん大きくなってきたので、

そこからふえるところはないのかなというふうに思ったときに、やはり地域における学校というの

はすごく大事やなと。小学校はやっぱり地域の大事な拠点というんですか、防災に関してもそうで

すけれども、このまま減少してしまって、保育所みたいに、じゃもう終わりましたとかというよう

な形にならないように、やはり小学校はきちっと、ずっとあってほしいなという意味で今回質問さ

せていただいたんです。 

   今、近隣の泉佐野市とかでは、人数が少なくなった小学校を小規模の特認校というんですか、受

け入れをしているような学校を３校配置したりとかしていますし、岡山県の総社市に視察で私たち

行かせていただいたんですけれども、総社市は教育特区という形で、ここになるとちょっとまた角

度は違うのかなと思うんですけれども、ここはもう本当に地域を挙げて過疎のところに、移住、定

住という地域の活性化を目指して教育から入っていっている部分もあります。英語特区をつくりな

がら、そこに住んでもらうという形のものをやっているんだと思うんですけれども、そこまでいか

なくても、南小学校も何かそんな形で先を考えたときに、多分人口的に減ってくるのは南小学校な

のかなと思ったので、そこら辺、何か先の部分で考えていることはありますか。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）その前に、他校が余り変わっていないという、そういうご感想なんですけれど、

実は今回、再度いろいろお調べいたしますと、平成20年から今30年ですので10年間の推移を見ます

と、おっしゃるとおり南小は10年間で33.5％減っている。ただ、西小も31.5％という３割台で、こ

のあたりが非常に気になるところで、一方で東小は19.5％プラスです。これはもうご認識のとおり

で、つばさ等ございますので、あと、ご参考までに中央小で13.6％の減少です。あと、北小でこの

10年間で8.6％の減少というふうな状況であると。 

   それと、近隣のお話も出ましたが、例えば本町に近いところで申し上げますと、駅の近くで佐野

台小学校とかございます。これも私はちょっと驚いたんですけれど、全校で115人で10学級という

ふうにかなり落ち込んでおるのと、お隣の貝塚市でしたら外環の三ツ松団地を越えた、トンネルを

越えたところに永寿小学校というのがございます。そちらでも76人とか８学級とか、近隣のほうが

かなり熊取町内にとどまらず、やはり全国的なそういう人口減少社会、特に子どもの数が減ってき

ておると。先日の出生率も２年連続1.43と全国的なことも出ておりましたし、本町は0.1ポイント

ないし0.2ポイント近くまだ低いような状況ですので、ひどい深刻な、何らかそういった意味で転

入・定住促進に力を入れるというのはそういった意味であると。 

   それと、先々のことということですけれども、今申し上げたことも十分に検証を引き続き継続し

て、まちづくりにどう学校のこういった状況を取り入れていくか、向き合っていくかというのは非

常に重要だと。コミュニティの拠点施設でもありますし防災の拠点施設、おっしゃったとおりです

ので、そういった今後の学校を生かした地域づくりとかそういったことと、ただ、一方では、ある

段階では先ほど申し上げた長期的展望に立ってということで、今５校でございますけれども、校区

の見直しとともに例えば統廃合の議論であったりとか、そういったことは避けられないのかなとい

うふうに思っております。 

   ご参考までに、昭和55年が３校、また56年に北小学校が開校していまして、その前の55年で今の

１学級40人のクラス編制に変わった年です、昭和55年というのは。このとき中央小、西小、南小の

３校で3,121人の児童の方が通っていただいておったと。それ以降、大規模改造があったりとか校

舎の状況等変わっておりますけれども、そういったことも念頭に置きながら、今後大きな問題とし

て検討していくべきというふうに重く受けとめております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）多分、統廃合的なことを考えたら、それはとても私は厳しいなというふうに思った
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ので今回質問させていただいたんですけれども、西小は減っているといえども駅に近いので、今少

し開発されたりもしていて、また人が来るんじゃないかなというふうに考えたんです。 

   南小に関しては、やはり和田とか成合とかというところには家は建てないですし、便利なところ

はいいんですけれども、南が一番このまま減っていくんじゃないかなというふうに思ったときに、

南小は体育大学とも隣接していますし、５、６年のマラソン大会とかでは公式の記録が残る陸上競

技場を使わせてもらってマラソン大会をしていますし、また、体育大学は日本代表スポーツ選手も

いますし、トップアスリートとの交流もできる。また、大学との連携協定もありますし、自然の部

分でいいますと、永楽のほうに行けば自然観察とかホタル鑑賞とかサマースクール的なものも開催

できるかなと思ったときに、南小を学校活性化を目指した学校選択制の導入という形で、町内でど

こからでも行けるみたいな小学校にちょっと向きを変えてみるのはどうなのかなというふうに思っ

たんです。 

   ５校を存続させてほしいなと思ったので、そう思ったときに、やっぱり減っていくところに新し

く児童の方を、新しくというのは町内なんですけれど、来ていただく。それが小学校生活でスポー

ツで頑張れる子がいてたり、また自然観察とかという何か特化した小学校をつくることによって、

それがまた転入・定住促進につながるというか、外へもアピールできるような要素になるんじゃな

いかなというふうに思ったんです。 

   本当に、学校があることによって地域住民の交流の場であったりとか結びつきというのは、やっ

ぱり小学校は田舎でもなかなか人数が少なくて、最後の最後まで統廃合せずにという部分、そこじ

ゃないかなと思ったときに、今のうちに、ちょっと力のあるうちに交流していく、どこからでも行

ける学校選択みたいな学校を一つつくってはどうかなというふうに思ったんですが、その辺はどう

でしょうか。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）今のご指摘、ご提案の件も一考の価値は十分にあるかと思います。 

   ただ、話はもう少し広がるんですが、過去には学校区の自由化というふうな形でできないかとい

うふうなご質問をいただいて、そのときから検討はしておるんですけれど、やはり学校と地域の結

びつき、先ほど申し上げたようなそういった地域との連携とか、そういったところが希薄になると、

選択というかあちこちからということで、現にお隣の泉佐野市は、大木小学校なんかは弾力運用し

ています。現に実績があることは認識しておるんですけれど、やはり慎重に検討すべき課題だと認

識しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）二見議員。 

７番（二見裕子君）今言って今すぐのことではないかなと思います。提案させていただくことによって

少し角度を変えて、小学校の英語はこれからきちっとした形で教科にもなってきますので、そうじ

ゃない部分で特化した小学校をつくっていって、人を呼ぶという言い方はすごくだめなのかもしれ

ないですけれど、ほかからも来ていただいて、自然の中で育つ、またスポーツに特化するとかとい

う部分の学校が一つあってもいいんじゃないかなというふうに思いましたので、提案させていただ

きました。 

   以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、二見議員の質問を終了いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。 

   本日はこれにて延会いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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（「17時24分」延会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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出席議員 次のとおり14名であります。 
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  ４番 阪口  均    ５番 坂上 昌史    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 二見 裕子    ８番 渡辺 豊子    ９番 服部 脩二 

  10番 矢野 正憲    11番 佐古 員規    12番 河合 弘樹 

  13番 江川 慶子    14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 中尾 清彦 

教 育 長 勘六野 朗 企 画 部 長 南  和仁 

企 画 部 理 事 明松 大介 
企 画 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 総 務 部 理 事 阪上  章 

住 民 部 長 藤原 伸彦 住 民 部 統 括 理 事 吉田  潔 

健 康 福 祉 部 長 小山 高宏 健 康 福 祉 部 理 事 山本 浩義 

健 康 福 祉 部 理 事 山本 雅隆 都 市 整 備 部 長 泉谷  徹 

都 市 整 備 部 理 事 大西  宏 会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 

上 下 水 道 部 長 山戸  寛 上 下 水 道 部 理 事 永橋 広幸 

教 育 次 長 貝口 良夫 
教育委員会事務局 

統 括 理 事 
吉田 茂昭 

教育委員会事務局理事 野津  恵   

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 北川 雄彦 書 記 藤原 孝二 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

        一 般 質 問 

  議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

  議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正 

        する条例の専決処分報告について 

  議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

  議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告について 

  議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報告について 

  議案第38号 公平委員会委員の選任同意について 

  議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第42号 税条例の一部を改正する条例 

  議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を 

        定める条例の一部を改正する条例 

  議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例 
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  議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条 

        例 

  議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団 

        規約の変更に関する協議について 

  議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）皆さん、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は14名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30

年６月熊取町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）それでは、本日の日程に入ります。 

   昨日に引き続き、日程第３ 一般質問を継続いたします。重光議員。 

２番（重光俊則君）皆さん、おはようございます。議長のお許しがありましたので、一般質問をさせて

いただきます。 

   昨日からいろいろ質問が出ておりますけれども、熊取町、日本全国、人生100年というのが普通

のように言われているような時代になりまして、超高齢化時代に入っていくと。同時に、熊取町内、

全国もそうなんですが、多くの公共施設が老朽化してきて建てかえをしないといけないという時期

が近づいています。そして、平成26年から全国での自治体で公共施設の総合管理計画の策定が行わ

れ、熊取町が策定した熊取町公共施設等総合管理計画は、非常によく全ての施設についてまとめら

れていると思います。その中には、2017年から2021年までの５カ年で実施が特定されている築31年

以上50年未満の公共施設の大規模改修には、公民館、役場庁舎北館等が含まれています。これらの

施設はさらに10年後には建てかえの計画も示されているということで、熊取町内の全ての組織が大

改修を行い、平成47年ごろからは全て建てかえをしないといけないというような状況の計画が示さ

れております。 

   特にきょうは、公民館、ふれあいセンター、老人福祉センター、庁舎本館、庁舎東館、庁舎北館

という熊取町役場のまさに中心部にある建物について、改修と建てかえの実施予定と推定費用を教

えてくださいということで質問させていただきます。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、公共施設の更新について１点目、ご提示いただきました施設の大規

模改修と建てかえの予定年度、また推定費用について、お配りさせていただきました資料をもとに

ご答弁申し上げます。 

   公共施設等総合管理計画につきましては、平成28年11月22日の議員全員協議会においてご説明さ

せていただきましたとおり、公共施設等の老朽化が大きな課題となる中、施設の全体の状況を把握

し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化を計画的に行い、財政負担の軽減、平準化を行

い、最適な配置を実現するため、その基本的な考え方を示す計画として国の指針等に基づき策定し

たものでございます。 

   本計画策定に当たり、各公共施設の大規模改修や更新予定年度、また費用推計につきましては、

資料の表の下に記載のとおり、総務省から提供されました公共施設等更新費用試算ソフトを用いて

推計してございます。そのソフトにより、大規模改修の場合は建設から30年を経過した時点で２カ

年に分けて行うものとし、費用推計については、延べ床面積に施設類型ごとの単価を乗じて推計し

てございます。なお、既に30年を経過している施設につきましては、平準化のため平成29年度から
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平成33年度の５カ年に分けて計上してございます。 

   また、更新につきましては、建設から60年経過した時点で３カ年に分けて行うものとし、費用推

計については、現在と同じ延べ床面積で更新するものと仮定し、延べ床面積に施設類型ごとの単価

を乗じて推計してございます。このソフトによりまして、ご提示いただきました施設の大規模改修

と建てかえの予定年度、また費用推計は資料の表に記載させていただいたとおりでございます。 

   なお、本計画の計画期間につきましては平成29年度から平成48年度までの20年間としていること

から、ソフトに基づく大規模改修等の予定年度が平成49年度以降になる場合は、表の中で括弧書き

で記載させていただき、費用推計は記載してございませんので、ご理解いただきますようお願いい

たします。 

   以上、ご質問いただきました公共施設等総合管理計画における各施設の大規模改修と更新の予定

年度及び費用推計についてでございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）ありがとうございます。表を作成していただきまして、大規模改修と更新の時期と

費用が書いてあるんですが、公民館、老人福祉センターの大規模改修というのはどの程度を考えて

いるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）今の資料の内容からいきますと、これは先ほどの答弁の中にもご

ざいましたでしょうか、一定のソフトに基づいての費用という形になっておりますが、現在我々で

検討している部分では、公民館については耐震診断を既に26年度に実施しております。公民館につ

きましては耐震機能をやっぱり有していないという結果も出ておりまして、本町としても耐震の改

修についてもこれは必要であるという状況を踏まえております。現在、耐震改修にあわせて、当然

公民館については機能面でもかなり、設備等において音響施設を初めエレベーターがないとかいっ

たような施設の陳腐化ももう生じておりますので、こういったところもあわせて整備については検

討しているところでございまして、その辺は整備に当たって整備費も必要になりますので、この辺

の財源確保等もあわせて庁内で検討を今進めているという状況でございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）それでは、老人福祉センターのほうなんですけれども、ここに記載され

ております改修費につきましては、先ほど野津理事から申し上げましたソフトに基づいた額になっ

ていようかと思います。老人福祉センターの状況につきましては、29年度耐震診断を行っておりま

して、その結果、一定耐震性能は確保されているという結果は出ております。１カ所だけ補強が必

要な状況ですが、数十万円で済むということなので、我々としては一定、資産価値ありという判断

をしております。ですが、長寿命化もやはり老朽化が進んでおりますので、機械設備、電気設備、

ほか建物につきましてはクラックが入っていたりというような状況でもありますので、そこは一定、

財政状況に応じて対応していくべきかなというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今説明がありましたけれども、個々の改修についてはソフトを使って計算しただけ

であって、熊取町独自にどういう改修をやるかということについては検討していないと。そして、

先ほどの総合計画の中では、過去10年間の投資経費は約10.6億円年間かかるけれども、今後公共施

設、道路、橋梁を含めてですが、14.1億円かかるというのは、これはいわゆるソフトを使ってかか

った費用をその年度に当てはめただけということで、熊取町独自で財源見通しをしたわけではない

ということでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）福祉センターについてなんですけれども、公民館も情報を我々はいただ
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いたりしております。それは施設の、後ほどあろうかと思いますけれども、統合化のこともありま

すので、情報交換は常にさせていただいております。 

   重光議員おっしゃいました個々でどれだけの経費がというところのくだりで、それはそれぞれの

施設の中で一定検討をやっておりますし、どの程度の長寿命化が必要かというのもいろいろ施設の

状況を見ながら、財政状況もありますので、全てが全てできるのか、また何年間に分けやないけな

いのか、また、ほんまにそれこそ必要に応じたときにあわせてやっていくのか、こういったところ

の場合分けをしながら一つ一つ検討をやっております。ですので、具体的な額はまだ予算化にもこ

ぎつけておりませんので申し上げることはできませんが、一定、額も試算をやったりとか、そうい

う取り組みはやっております。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）やっているところもあるし、今の話では、例えば公民館とかふれあいセンターとか

庁舎等につきまして、大規模改修、更新等の費用と年度当てはめというのはいわゆる築年度と国の

ソフトを使用して計算して割り当てたというもので、例えば庁舎本館とか庁舎北館の更新、それか

ら公民館の更新、老人福祉センターの更新については、具体的にある程度絵を描いて費用当てはめ

等はされていますか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）２番目の質問でよろしいですか。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）２番目の質問で結構です。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）じゃ、とりあえず用意した答弁の後でまた。 

   本計画における財源の見込みにつきましては、総務省提供によるソフトに基づき推計された各施

設の大規模改修と更新の費用をもとに、今後40年間の費用の見込みを行い、年間当たりの費用を算

出し、その額に対して過去10年間の投資的経費の平均額を比較して財源の見込みを行っているもの

でございますので、個々施設の大規模改修、更新に対する財源見通しの数値は、この計画の中では

持ち合わせてございません。この計画では道路や橋梁も含めた公共施設全体的な財源の見込みでご

ざいまして、また、ランニングコストや新たな公共施設等の建設のほか、交付金や補助金、起債な

どの財政支援は加味していませんので、ご理解いただきたいと思います。 

   また、これらを踏まえ、ご質問の財源見通しでございますが、本計画において、今後40年間の大

規模改修や更新に必要な費用の試算は、継続して適切に施設の維持管理を行ったといたしましても、

先ほども議員からありましたけれども、最低でも約562億円、年間当たり約14.1億円見込まれ、過

去10年間の投資的経費の平均が年間約10.6億円であるということから、投資的経費を全て充当する

と仮定しても約3.5億円超過すると見込んでいるところでございます。 

   それで、これはあくまでも公共施設総合管理計画のもとでのことでございますので、建築年度か

ら何も例えば改修しないで30年、60年たったらどうなるかというものでございまして、具体的な施

設ごとの費用は規模によって大きく異なってまいります。今後、施設ごとの個別計画などを立てま

して考えていくこととなります。その中で施設の集約化あるいは廃止などということになれば、国

の財政措置も示されてございますので、そういったものを財源として活用していくということにな

ろうかと思います。 

   それ以外のそのまま残す施設、庁舎なんかはそうですけれども、そういった施設につきましては、

目の前の修繕を繰り返していくだけではなくて、今回、計画策定のときにマニュアルもつくってご

ざいますので、そういったマニュアルに沿った早目の修繕を行って、施設管理費の平準化も図れま

すし、ひいては長寿命化にもつながっていくというようなことになろうかと思います。個別の計画

を例えば庁舎の部分については今後立てていくということにしてございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 
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２番（重光俊則君）わかりました。 

   それで、３番目の質問、今言った公民館とか庁舎とかそういうものについて、統合するケースと

か土地の有効利用とか、そういうことについてはどの程度検討されていますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）それでは、ご質問の３点目、資料に記載の施設につきまして、それぞれ統合す

るケースと土地の有効活用等の検討についてご答弁申し上げます。 

   本計画につきましては、さきのご質問でご答弁させていただきましたとおり、基本的な考え方を

示した計画でございます。その中で、資料に記載の各施設の基本的な考え方でございますが、まず

公民館、町民会館につきましては、施設や設備の老朽化による耐震化や設備等の改修が必要であり、

また、必要な機能、規模を検討し、類似機能を有する他の施設との間で適正に機能分担が図れるよ

う集約化、効率化を検討するとともに、あわせて多様化、複合化も検討し、維持管理の効率化を図

っていくこととしてございます。 

   ふれあいセンターにつきましては、保健、福祉サービスの基幹施設としての機能を存続しつつ、

在宅医療、介護連携の拠点としての役割を担い、また、災害時等に避難所となることから、計画的

な維持修繕、設備の更新を図り、長寿命化を見据えて適正管理を図っていくこととしてございます。 

   続きまして、老人福祉センターについてでございますが、高齢者福祉サービスの拠点施設として

存続するとともに、耐震診断を含めた安全対策及び長寿命化の検討を行い、引き続き、指定管理者

との連携のもと、適切に施設の管理運営を行っていくこととしてございます。 

   最後に、本館、東館、北館の役場庁舎についてでございますが、本館及び北館につきましては、

平成25年度から26年度に耐震補強工事を行っている中、劣化や破損の状況等に応じた適正な維持管

理に努め、施設の長寿命化を図り、庁舎建てかえ検討時におきましては利便性の高い公共サービス

を提供できる体制を念頭に置き、組織、機能の集約化を含み、有効に配置できる建物の構想を検討

することとしてございます。 

   基本的な考え方といたしましてはご説明させていただいたとおりでございますが、ご質問いただ

きましたそれぞれの統合するケースと土地の有効活用等につきましては、現在、今後の公民館及び

町民会館、老人福祉センターのあり方について、一体的に整備を行えないかなど、その利活用につ

いて調査研究を行い、それぞれ関係部局により個別具体に協議、調整を進めているところでござい

ます。 

   以上、よろしくご理解賜りまして、答弁といたします。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）26年から29年にかけて、熊取町もそうですけれども、公共施設の長期的な利用の総

合管理計画をつくられているんです。今の皆さん方が本当に熊取町の将来を考えてどうなるのかな

ということは、やはり横断的に検討しないといけないのではないかなと思うんです。例えば、庁舎

にしても北館、東館、本館とありますけれども、それぞれ年度が違って修繕して継続していく、そ

の状態を維持していくと、いつまでたっても３つが個別に分割した状態でそのまま改修していって、

建てかえにしても時期が違うからそれぞれ別々に建てるといった、非常に効率の悪い、最終的にい

つまでもこういう昔の継ぎ足しの施設になったまま継続していくのかと。今は、既に平成67年ごろ

までの計画を考えないかん時期になっているわけです。その時期に庁舎はどうするのかということ

を考えないといけない。 

   あるいは、公民館と老人福祉センターをこのままどうするのかということを考え、今のままの敷

地の中でどうやって維持していくか、また、古くなったら平成46年ごろ建てかえしますといっても、

同じ場所に同じように建てかえるようなことが今の計画になっていると思うんです。例えば公民館

にしても、今、熊取町で1,000人収容できるホールがないんですよ。そういうものをどこへ設置す

るかというのも考えると、それから老人福祉センターがありますけれども、あれは建物とスペース

があるだけの話で、あそこにある必要もなくて、公民館とくっつけてもいいしふれあいセンターの
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中にくっつけてもいいし、あるいは役場とくっつけてもいいわけですよ。そういう中でどうやって

土地を有効利用するかということを考えていかないといけないです。 

   図書館も、今のままで継ぎ足しも難しいけれども、大原衛生公苑がなくなったらその裏も使える

ということも考えたら、図書館のところに役場を持っていくとか、あるいは中央グラウンドのとこ

ろに役場を持っていくとか、あるいはそこの駐車場のところに持っていく、いろんな考え方があっ

て、施設を統合したらどれだけスペースがあいて、どれだけの集約できたまちづくりができるかと

いうことを本当は考えないといけないんです。 

   熊取町は、教科書的な計画はつくられていると評価いたします。ただ、残念なのは、それを突っ

込んでこれから熊取町の施設はどうするかというのでは、先進地域、自治体というのがあるわけで

す。これは、前からも言っていますけれども、ファシリティマネジメントと公共施設マネジメント

とかアセットマネジメントとか、いわゆる担当部署だけがやるんじゃなくて、自治体全体でそうい

うチームをつくって検討していくというのをやっているわけです。 

   私もインターネットだけで見ているんで余り大きなことは言えないですけれど、さいたま市では

具体的には、これから40年間では今まで128億円かかったのが2.2倍、約283億円かかる。そのまま

でいくと55％は施設が更新できない。じゃどうするのやということで、箱物３原則とインフラ３原

則というのをつくって、施設の更新は複合施設と必ずすると。それから、施設延べ床面積は縮減す

るとか、ライフサイクルコストを縮減して効率的な新たなニーズをつくるということで、例えば公

民館と小学校と老人福祉センター、これを統合化すると。これは今、具体的にどこまでできている

かわかりませんが、図書館と公民館と社会体育施設と学校、これを一つの建物の中に置く、庁舎は

庁舎で庁舎と消防署はくっつけて置く、そういうものを住民も含めた、あるいはこれは東洋大学が

関与していると思うんですが、専門家も含めて公共施設マネジメントという組織と計画づくりをや

っているんです。 

   多くのといいますか、府中市や名古屋市やとかいろんなところがやっていまして、近くでは藤井

寺市の公共施設再編基本計画の中も、再編検討部会として５つに分割をして、公共施設マネジメン

ト推進チームの中で幼稚園、保育所とか民間複合施設、それから学校のあり方、市役所とかそうい

うもののあり方等について、各再検討部会をつくって検討して長期的にやっていくということをや

っているわけです。 

   そういうところを含めて熊取町はどうするねんというところ、公民館とか役場、これをどういう

建物にしていくのかということは早急に考えないといけないと思うんです。そういう意味でチーム

づくりをしていただきたいと思うんです。 

   学校についても、生徒数が変わっていく平成50年ごろにはどうなるのかということを含めて、今

ある中学校とか小学校とか、それのあり方をどうするのかということを土地利用を含めて考えてい

くチームがないんですよ。だから、そういうところを積極的にやらないと、置いてけぼりにされて

施設も古いし消えていく自治体になってしまうんですが、熊取町はまさにコンパクトシティそのも

のなんですよ。小さい面積の中に４万数千人が住んでいて、その真ん中の一番便利な場所にいろん

な施設があるわけです。その施設を充実することによって、多くの高齢者もそこに足を運んでどん

どん健康状態も維持できて、熊取町らしい小さいけれども高齢者も生き生きとして、子どもたちも

行ける、そういう施設をどういうぐあいにつくっていくかということをこれから考えていっていた

だけないといけないと思うんですけれども、そういうファシリティマネジメントのチームを早期に

形成して長期的な計画を策定していくということについては、今そういう考えについてどのように

お考えをお持ちでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）答弁の中では、とりあえず今の段階から先にはそれぞれに個別計画をつくって、

本町のそれぞれの施設においての実態を明らかにしていくというか、詳細を立てていくという計画

はしてございます。その後にということになろうかと思うんですけれども、今現在は、重光議員お



－７５－ 

っしゃったように、やっぱり熊取町全体で考えていく必要があるということを踏まえまして、作業

部会のような、各担当の部署が集まりまして定期的に会議を開いてございます。それは、今後につ

いてこれぐらいの費用がかかるということと、将来的な複合化、集約化等も含めてどうしていくん

だというようなチームづくりをしてございます。その先には、議員おっしゃったようなファシリテ

ィマネジメント、そういったところにもつながっていこうかと思います。 

   やはり計画自体もその時点時点で施設の状況も変わりますし、そういったところでも見直すとい

うところも持ってございますので、そういった時点で今、定期的に集まっているチームについても

いろんな意見が出てこようかと思います。議員おっしゃったようなところで運営していきたいとい

うふうに考えてございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）全体的な取り組みにつきましては今、総務部長の答弁のとおりです。 

   それと、公民館、町民会館等のご指摘もございましたので、昨日、鱧谷議員のご質問で、指定管

理の話でこれに関連してのご質問ございました。この際にも私から一定お答えさせていただきまし

たように、今、やはり施設の近接で、全てを一体化というのはなかなか難しい状況ですので、今の

各施設の立地状況を見まして、公民館、町民会館、そして加えて老人福祉センターに関しては、今、

内部的に企画部を中心に重要施策の進行管理という枠組みで、30年度、今年度内に整備方針を決定

すべく、内部で町長を筆頭にそういった調整会議等を持っております。今後、その中で指定管理の

必要性あるいはＰＦＩといったそういった手法も含めて、できるだけ経費の少ない建てかえあるい

は改修に結びつけたいと。場合によっては、今、重光議員からもお話がありましたように、公共施

設総合管理計画あるいは個別の整備計画を持てば、国のほうで公共施設等適正管理推進事業債とい

うのがございまして、有利な起債等もございますので、そういったところも研究に努めてまいりた

いと考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）これはいろんな部から今答弁されているんですが、熊取町で施設に関してちゃんと

答えをいただける部署がないと、個別に話をしないといけない。これは、今予算取りせなあかんわ

けです、熊取町が公共施設の整備計画について。簡単に言えば、例えば公民館と老人福祉センター

で約６億円今かかりますよと、大改修に。更新するのに10億円かかりますよ、今のままで。16億円

かけたら1,000人入るホールができるんですよ。20億円かけたら、1,000人入るホールプラスいろん

な老人福祉センターとかをひっくるめたような施設ができるわけです。そういうものに、金がない

からやらないんじゃなくて、平成40年ごろは投資の谷間なんです。そのころにどんどんある程度お

金を使っていって、平成45、６年以降に係る建てかえを早目にやって、しなくていい大規模改修を

やらないということも、これは各教育委員会が出す、健康福祉が出すとかそういう個々がやるんじ

ゃなくて、町全体がそれをまとめて町長がまとめていく、あるいは副町長がまとめていくというの

があり方だと思うんです。それを今からやるということですけれども、そういう本当に大々的な変

更を含めた検討するチームをつくろうとされているのかどうか。この辺は、今きょうこういうこと

を言ってからのあれですけれども、町長、そういうことは考えておられますか。 

議長（坂上巳生男君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）いろいろとご提言ありがとうございます。言われた内容で大体そのとおりで動いて

いるかなというふうに思います。 

   今、林部長からも話がありましたけれども、庁内で横断的にこういったものについて検討する会

議を設けるようにしました。その中で、先ほどは教育次長からの答弁もありましたけれども、これ

は、本来であれば統括である私なり副町長なりが代表して答弁すべきものではないかなと思ってい

るところなんです。まだそこまでまとまった、表に出せるようなところまでいっていないというの
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が現状でございまして、それを早急に、代表して答弁ないしは発表できるような、そういう組織体

にしていきたいなというふうに思っておりますので、その方向にあるのは間違いないということで

ご了承願いたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今、町長がそういう考え方があるということですけれども、もっと具体的に、そう

いう町の真ん中にある施設をどういうぐあいにしていく、例えば小学校、中学校にしても、小学校、

中学校を統合して保育所も一緒にする、そういうことも当然考えていかなあかんわけですよ。後で

質問しますクラブ活動においてグラウンドが足らんかったらどうするんやということも含めて、町

内の施設をどう有効活用するかというのを今から考えていかないととても間に合わないし、いろん

なところは先ほどおっしゃった補助金を取りに行けるわけです、計画さえつくっておけば。計画を

つくっていないから補助金を取りに行けない。だから、できるだけ早く計画をつくって、それを

府・国に提示していくというのが町の務めなんです。熊取町がこれから存続していくためにも、そ

れは必要だと思います。 

   それからもう一点だけ、こういうことは言いたくないんですけれども、前の町長の時代の物を発

言できないような非常に暗い時代が私はあったと思うんです。今の町長は余り強引にやらない、副

町長も𠮟りはしないということで就任されて、怒られることはまずないんでしょうけれども、その

中で、本当にその呪縛からそろそろ解放されて、それぞれが自分たちの意見を町政に反映していく

という、そういう時代につくり直していただきたいと思うんですよ。 

   それから、今、部長クラス、理事者の方が非常にたくさんおられます。そういう頭を集約すれば、

こういうことは人数的にもその頭脳をもってすれば簡単にできる話だと私は思うんです。だから、

そういうチームづくりをぜひとも今考えていただいて、ぜひ、次の機会にはもっとすばらしい計画

とか今こんなのを検討しているということを聞かせていただければと希望しまして、今の１番目の

質問を終わります。 

   ２番目の質問に入ります。中学校のクラブ活動についてご質問いたします。 

   今、中学校でいろんなクラブ活動があるということでお聞きしておりますけれども、現在の各中

学校のクラブと所属生徒数を表にまとめて提示していただき、下記の質問にということで、中学校

のクラブ活動に関して生徒、保護者及び先生の意見を集約したことがあるかですが、今、現状のク

ラブ数、それに関するものと、生徒、保護者、先生の意見を集約したことはあるかについて、ご答

弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、重光議員の中学校のクラブ活動についてのご質問にお

答えします。 

   まず、１つ目のクラブ活動に関して生徒、保護者及び先生の意見を集約したことはあるかについ

てお答えします。 

   中学校では毎年、町内３中学校全てにおいてクラブ参観を実施し、保護者にクラブ活動を参観し

ていただいた後、懇談会を実施いたしております。その中で、クラブ活動に対する意見や感想を述

べていただくとともに、学校からもクラブ活動についての説明等を行っております。その中で問題

点等があれば、学校から教育委員会にも連絡があり、対応等について協議することといたしており

ます。 

   また、各中学校では学校の取り組みを評価する学校教育自己診断を毎年ないし隔年で実施してお

り、保護者からクラブ活動に関する意見もいただいております。集約された意見に対して丁寧に回

答し、保護者の理解を得るとともに、学校運営に生かしているところでございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今、機会があるごとに意見を聞いているよというような状況ですけれども、全体的
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に小学校の児童、中学校の生徒あるいは保護者、先生がどう考えているかというようなアンケート

調査とかはされていないですね。 

（「はい」の声あり） 

２番（重光俊則君）それで、今答弁資料ということで配られておりますけれども、熊取中学校、熊取北

中学校、南中学校で斜線部のあるところはクラブがないわけです。それと、各チームの所属人数が

書かれておりますよね。これについて、これを見て斜線部の状況、時間的にあれですが、代表的な

もので熊中にサッカーがない理由、南中に陸上、水泳がない理由について回答をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）まず、熊取中学校にサッカーがなかった理由でございますが、

もともとサッカー部というのは、昔、ないところも多かったという状況がございます。ただ、Ｊリ

ーグ等が出てきましてサッカー人気が高くなってきたという状況の中で、熊中のグラウンドの状況

を見ていただいたときに、グラウンドでテニス部やら野球部、陸上部、さまざまなクラブが練習し

ているという状況の中で、なかなかサッカーを練習する場所を確保できないということで、現段階

でもサッカー部がつくられていないという状況がございます。 

   続きまして、南中学校の陸上部、水泳部についてでございますが、陸上部、水泳部とも、もとも

と南中学校はございました。途中でこの２つのクラブがなくなったという経過がございます。陸上

部につきましては、まずサッカー部をつくりたいというふうな話が途中からございまして、当然な

がらグラウンドの状況であるとかクラブの所属の人数等の状況の中で、結果的にサッカー部に陸上

部から移動したいというふうな子の声も大きいというふうな状況もあり、何とかサッカー部をつく

る、そのかわり、クラブの存続にいろんな状況を考えたときには、陸上部については存続が難しい

であろうということでなくなったというふうに、調べた結果、そうなってございます。 

   水泳部につきましても、まず顧問の問題、それからやっぱり水泳の特異性からクラブに入部する

子どもの数の減少、こういったことが背景にございまして、水泳部も途中でなくなったというふう

な経過がございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）これは、個々に本当はもっともっと議論したいんですが、表から見て簡単に言える

ことは、陸上部がある熊中と北中、約70名程度がそこに所属していると。サッカー部もあり野球部

もある北中では、それぞれ野球部もサッカー部もありながら75人も陸上部に入っていると。そうい

うことを考えると、例えば南中に陸上部があり水泳部があれば、ほぼ同じような人数が入ってきて、

それをしているはずなんです。これは、ここにあるからこうだというんじゃない、子どもたちの意

識としては大体同じような意識でやっているはずですから、ほぼ同じようなこういう気持ちの子ど

もたちがおるはずなんです。そう読み取るのが当然なんです。ただクラブがないからこういう状況

になっているだけである。 

   吹奏楽部、家庭部、英語部にしても、これが北中にないから入っていないだけの話で、あれば熊

中と南中と同じような人数の割合の子どもたちが当然入るはずなんです。そこにないことが、これ

はクラブがないのが今の現状だということで認められているから、これをつくるつくらないという

のは非常に大変だということもわかりますけれども、基本的には、これは全てのクラブを子どもた

ちが選択できるようにするというのが教育委員会として考えるべき方向だと思うんです。例えば、

合唱部ができていますね。それもすばらしいことやと思うんです。 

   そういう意味で、２番目の質問ですが、クラブ活動の選択に区域外通学を認めることを検討して

いるか、これについてはいかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、２つ目のクラブ活動の選択による区域外通学の容認に

ついてお答えいたします。 
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   区域外通学につきましては、熊取町立小・中学校就学指定校変更・区域外就学事務取扱要綱で規

定しており、クラブ活動の選択による区域外通学については認めていないという状況でございます。

近隣の泉南地区５市２町に確認したところ、クラブ活動による区域外通学を認めている市町は現在

のところございません。現段階では、区域外通学については取扱要綱の規程に基づいて対応してい

きたいというふうに考えているところでございます。ご理解いただきますようお願いいたします。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）３番目の質問ですけれども、部活動を担当する先生の負担軽減を含めて、町内中学

校のクラブ活動の統廃合等は考えておられますか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、町内中学校のクラブ活動の統廃合についてお答えいた

します。 

   学習指導要領では、部活動について、学校教育の中で果たす意義や役割を踏まえ、学校教育の一

環として教育課程との関連が図られるよう留意することと規定されています。このようなことから、

クラブ活動は学校長の権限で行われますので、クラブ活動の運営や取り組み内容、さらにはご質問

の統廃合等については、学校の判断や学校間での調整が必要となってまいります。 

   しかしながら、今後、生徒数の減少等により統廃合が課題となった場合には、学校とともに検討

していきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）これも後でちょっと言いたいと思いますが、４番目の質問です。クラブ活動の維持

継続のために大学との連携を検討しているか、これについて答弁。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、クラブ活動の維持継続のための大学との連携について

のご質問にお答えします。 

   現在、本町においては、大阪体育大学との連携のもと、中学校部活動の充実に取り組んでいると

ころです。 

   議員ご質問のクラブ活動の維持継続が課題となる背景には、生徒数減少やそれに伴う教職員の減

少等が挙げられます。現在の学校の体制においては、学校の管理責任という点で、クラブ顧問が不

在の中でクラブ活動は難しい状況にあります。しかしながら、クラブ活動の維持継続の課題が明確

化した折には、大学との連携を背景に、大学の協力を得ながら対応について考えてまいりたいと考

えております。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今、今のクラブ活動の現状を認めながら、それをできるだけ維持できるようにして

いこうというような考え方だと思うんです。ところが、最近では部活動を理由とする指定学校の変

更、これについての文部科学省からの文書も出ています。小学校時代にしていたスポーツの部活動

が校区の中学校にない場合に該当の部活動へ転校を認めると、いろんなところでそういうものをや

ろうとしているところがございます。 

   それから、働き方改革で今まとめつつある、スポーツ庁とか文部科学省、それぞれがやるんでし

ょうけれども、その中に、部活動については学校の判断でやることであります、学校教育の一環と

いうことで非常に重要なんですが、子どもたちが自主的にやるというのが大前提にあるんです。だ

から、クラブがあるからそこに入れというんじゃなくて、子どもたちがどのクラブをしたいから自

主的にそれを運営する、それが基本なんです。指導要領の一番最初はそこが書いてありますよ。そ

れから、その中で部活動についても、部活指導員を初めとする外部人材というような教師以外の者
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が担うことも積極的に検討すべきであると。それから、部活動の指導員の参画が教師の働き方改革

につながるということで、部活動の顧問であるべきという考え方を外さなあかんということも今、

出ようとしていますよ。 

   それから、生徒がスポーツ等を行う機会を失うことのないよう、複数の学校による合同部活動や

複合型施設クラブとの連携、いわゆる外部組織との連携を踏まえて子どもたちのクラブ活動を維持

していくことも検討しなさいというのが今、検討されていますよね。 

   それから、地域においては、平日の一定時刻までは学校部活動、それ以降の時間や休日について

は保護者の運営や地域のクラブ活動によりすみ分けを行う。それから、地域公共団体、教育委員会

において学校や地域住民との意識共有を図りつつ、地域で部活動を行うかわりに、質の高い活動機

会を確保できるよう十分な体制を整えるということをやりなさいということが答申として出ようと

しています。こういうことを今から考えていかないといけないということで、先生の負担軽減、そ

れと子どもたちができるだけ好きなクラブ活動をできるようにしてあげる、それが必要だと思うん

です。だから、熊取町に陸上部は一つの中学校にあってもいいし、２つあれば２つあって、できな

いところはそこへ行ってクラブ活動ができてもいいし、あるいは別のグラウンドを借りて３中学校

が一つのグラウンドでやってもいいし、いろんな柔軟な考え方があって、それをやれるはずなんで

す。 

   それで、今、事故が起こったら顧問の先生がおらんからどうのこうのということが一生懸命言わ

れますけれど、クラブ活動で事故は起こりますよ。起こったときにどうするかというのを考えるの

が教育委員会であると思うんです。それは、クラブ活動は中学校の校長先生が決める、それは校長

先生の配下にある学校だから校長先生が決めるんであって、クラブ活動のあり方をどうするか、今、

文部科学省がこういうことを言っているように、それは校長の権限でやるけれども、最終的にはそ

うだけれど、教育委員会がどう考えているかが非常に重要なんです。 

   ということで、今こういう動きがある中で、今のクラブ活動についてその辺の検討を進めようと

する気があるかないか、全くそういうのは考えないというのか、その辺は教育長、どうですか。 

議長（坂上巳生男君）勘六野教育長。 

教育長（勘六野 朗君）今、重光議員の話を聞いていて、非常に納得できる部分というのは幾つかあり

ます。議員のおっしゃるように、子どもたちがいろんな選択肢を持って、それが生かされない学校

が今あるということについて、それを是正したほうがいいだろうというような意見も非常によくわ

かるんです。 

   ただ、具体的に、もちろんシステムの問題もあるんやけれど、私が熊取中学校にずっとおったと

きにも、サッカー部をつくりたいというのも保護者も生徒もおりました。ところが、先ほどグラウ

ンドをどこかにつくったらええやないかという発想を言うてくれたんですけれども、一つの学校の

中で熊取中学校はテニス部が４面、５面あります、人数が多いですから。陸上部があって野球部が

あって、サッカー部がじゃ、そこへ入れというのは、校長としてはなかなか言えないという現状が

やっぱりあったわけです。ところが重光議員は、それを別の場所に持っていったらええやないかい

というような発想は、正直言って一校長の判断はなかなかできなかったというのが実態です。 

   それやったら近くの学校と合同してやったという発想もないことはないんですが、やっぱり重光

議員も懸念しているように、安全上の問題というのはどうも踏み切れなくて、どこまで顧問がつい

ているというようなことになれば、それが決して顧問の負担軽減にはならない。かえって顧問の負

担を大きくするというような意識も持っておりますので、全く考えないというわけじゃないですけ

れども、いろいろ考えた結果今こういう状態やと。重光議員の意見も十分考えまして、何か添える

ところがないのかというのは検討したいと思います。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）これは、もうちょっと突っ込んで、要望だけです。検討していただきたいんです。

事故が起こったらどうなるんや、だから顧問をつけておかなあかんねん、顧問をつけるというのは、
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自分は素人なんやけれど顧問についておかなあかん、その先生方の負担が大変なんです。でも、熊

取町には大阪体育大学があって、教養学部もあって、子どもたちを教える学生がどんどん育ってい

るわけですよ。スポーツ指導員というのは20歳以上であれば資格が取れるようになっていますよね。

そういうことを学んできている子どもたちにクラブ活動をうまく専任させれば、別に顧問がいなく

ても……。顧問がいてもいなくてもけがは起こる。そういうときにどう学校が責任をとるのかを明

確にすれば、顧問がクラブ活動されている間はずっと見ておかなあかんという状況はないと思うん

ですね。 

   指導員が見ておかなあかん、生徒だけが練習することもある、その中でどうやってちゃんと学校、

教育委員会が責任をとるのか、だからこういうシステムにするんだということで、熊取町だからで

きるクラブ活動、大阪体育大学の先生を利用する、けががあったら怖い、何か起こったら父兄から

言われる、怖いわ、もうこのクラブ活動についてはやめなあかんわけですよ。クラブ活動は、保護

者と一緒にクラブ活動をやるんだから一緒にやりましょうというものをつくっていって了解されて、

そういう活動の場を与えていくというのは今から必要になってくると思って、顧問をせなあかんと

いう先生方の呪縛も解いてあげなあかんというところも教育委員会の責任だと思うんです。そうい

うところを要望しまして、近い機会にそういうのがもっと議論できるようになればと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

   それで、３番目の質問に入ります。 

   自主防災活動の育成についてですが、今、熊取町ではほとんどの自治会において自主防災組織が

結成されて、平成30年５月７日には自主防災組織連絡協議会第１回全体会が開催されています。現

時点でさまざまなレベルで自主防災組織の活動がされていると思われますが、現在の熊取町内の自

主防災組織の状況と、自主防災組織活動の目標とすべきモデル、そういうものは示されているかに

ついてご答弁をお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、重光議員のご質問、自主防災組織活動の目標とするモデルと、今の

自主防災組織の状況でございます。 

   まず、自主防災組織の状況でございますが、これまで38地区での結成についてご報告させていた

だいておりました。残る１団体につきまして、先週結成の届け出がございました。これで、本町全

ての自治会39地区に自主防災組織が結成されたということになります。重光議員を初め議員の皆様

方におきましては、さまざまな場面で自主防災組織の結成につきましてご協力いただきましたこと

をこの場をおかりしましてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

   また、本年２月には自主防災組織間の連携を高めることを目的に自主防災組織連絡協議会を立ち

上げ、３月には役員会を、５月には、先ほどございましたように、全ての自主防災組織及び自治会

等が参加し30年度第１回全体会議を開催し、各防災組織の訓練報告や今後の訓練計画、意見交換を

行ったところでございます。 

   現在、自主防災組織の訓練につきましては、実施前の事前相談時に防災講話や資機材等の取り扱

い、消火器訓練、安否確認及び避難訓練等、本町から一定訓練メニューを提案し、危機管理課及び

消防署等が参加のもと、各自主防災組織が自主的に実施していただいているところであり、さらに

今年度におきましては、消防団におきましても非常に積極的に参加、指導に当たっていただき、地

域の各団体との相互の連携強化を図り、自主防災組織と緊密なつながり、防災力の拡充に取り組ん

でございます。 

   ご質問の活動におけるモデルを示しているかという点でございますが、災害発生時におきまして

は避難所を自主防災組織において運営いただくことになり、同じ指定避難所を利用します小学校区

ごとの合同訓練等ができればというように考えてございます。このたび設立しました同連絡協議会

におきましても、５名の役員の方々を各小学校区ごとに１名ずつ選出していただき、連絡協議会役

員並びに各小学校区の代表として建設的な議論を進めていきたいというように考えてございます。 
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   今後の防災活動につきましては、各区・自治会の自主防災組織や連絡協議会の活動を通じ、自治

会という枠を超えて合同訓練の開催を促進し、町と自主防災組織、また自主防災組織間の連携を図

り、行政と自主防災組織が一体となって災害発生時に、より高い効果を発揮する共助の体制を確立

し、地域のさまざまな組織や団体と連携した幅広い活動を展開することにより、地域防災の向上に

努めていきたいというように考えてございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今ので大体、連絡協議会をうまく利用して全自治会の自主防災組織が参画するとい

うことなんですが、今できたてほやほやの組織もあれば、既にいろいろ検討していてかなり成熟し

ているところもありますよね。そういういろんなところで考え方とかレベルがかなり違うと思うん

ですが、その辺の調整が連絡協議会の全体会の中でできると考えてよろしいですか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）重光議員、まさにそのとおりでございます。古いところであれば昭和の時代か

らもう自主防災組織を結成していただいている自治会もございますし、また、もう既に３区合同の

自主防災訓練ということで自由が丘地区、希望が丘地区、若葉地区では毎年合同でやっていただい

ている。また、つばさが丘地区でも同じように合同でやっていただいているところがあります。や

っぱりそういった先進自治会例をこの連絡協議会で情報共有したいというように考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）わかりました。 

   ２番目ですが、各家庭、各自治会における自助、共助としての災害時の備えの基準、これはいろ

んな想定があって備えの基準が示されているかということで、３番目と一緒に質問したいと思いま

す。 

   東南海地震及び上町断層地震発生時の被害想定とライフラインの確保についての推定は周知され

ているかということで、災害時の備えと、２番と３番、続けてご答弁いただければありがたいです。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、２点目、そして３点目のご質問を続けてご答弁させていただきます。 

   まず、２点目の各家庭、各自治会における自助・共助として災害時の備えの基準は示されている

かにつきましてご答弁させていただきます。 

   本町における食料、生活必需品等の確保につきましては、大阪府域救援物資対策協議会による大

規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針に基づき、避難者に対する必要備蓄量を算定

しており、必要量を大阪府と本町で１対１の割合で備蓄することとしており、食料等につきまして

はアルファ化米を初め高齢者用食、粉ミルク、生活必需物資では小児・大人用おむつ等々を各避難

所に分散させて備蓄してございます。 

   ご質問の各家庭、各自治会における備えの基準につきましては、各戸に配布しております熊取町

防災マップや熊取町わが家の防災チェックシートなどに備蓄物資等を紹介するとともに、各自主防

災組織の訓練時において防災ＤＶＤを活用しての啓発や、職員の防災講話において災害時における

自助、共助の重要性をご説明の上、備蓄食料等につきましては各家庭において最低３日分の備蓄に

ついてお願いしているところでございます。 

   なお、各自治会における必要備蓄についての基準はございませんが、共助意識の非常に高い自治

会様におきましては、防災倉庫に必要な資機材や一定の備蓄食料等を保有していただいている自治

会もございます。今後におきましても、自主防災組織連絡協議会等あらゆる機会を捉えて、特に家

庭内備蓄等の必要性など、防災啓発の推進に努めてまいりたいと考えてございます。 

   続きまして、３点目の東南海地震及び上町断層地震発生時の被害想定とライフラインの確保につ

いての推定は周知されているのかについてでございます。 



－８２－ 

   本町における被害想定につきましては、熊取町地域防災計画に掲載し、本町ホームページ等で周

知公表しているところでございます。本町の被害想定の数値は、大阪府が実施した地震被害想定報

告によるもので、上町断層帯及び中央構造線断層帯につきましては平成19年３月に公表、そして南

海トラフ巨大地震につきましては平成26年１月に南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会が公表し

たものとなってございます。 

   本町のライフラインの被害想定につきましては、町域全ての世帯でライフラインが不通になる状

況にはなく、一部の世帯で供給停止になる想定となってございます。本町においてライフラインの

供給停止世帯が最も多い想定となっております南海トラフ巨大地震におきまして説明させていただ

きますと、停電世帯が全世帯の49％の8,544軒、ガスの供給停止がゼロ、水道断水人口が96.4％の

４万2,851人、固定電話不通世帯が100％の8,000軒と想定されてございます。 

   次に、復旧につきましては、こちらも南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会の公表によります

と、電力、電話は、発災時24時間経過後におきまして停電世帯４％を残して復旧します。24時間以

内には96％の世帯がもう通電しているというような状況になります。固定電話につきましては全て

復旧の見込みとなってございます。断水人口につきましても、24時間経過後には38.9％まで低減す

る、いわゆる60％以上は24時間以内には断水の状態ではなくなるというような復旧の状況になって

おります。 

   また、本町におきましては、災害時に備え、大阪府ＬＰガス協会熊取ＬＰガス組合とＬＰガス使

用機器等の供給等について協定を締結しています。また、大阪府電気工事工業組合と電気設備工事

等に関する協定も締結しており、災害時の緊急支援を得られるような体制も構築してございます。

また、指定避難所には発電機や投光機、カセットコンロなどを整備し、役場本庁舎とふれあいセン

ターには停電時の非常用電源装置の整備により、災害時の対応に備えているところでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）ありがとうございます。時間がないので４番目、災害発生時の町の災害対策本部、

自主防災組織、ボランティアセンターの連携、これはどのように考えておられますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、４点目の災害発生時の町の災害対策本部、自主防災組織、ボランテ

ィアセンターとの連携はどう考えているのかにつきましてご答弁申し上げます。 

   災害発生時の本町の体制でございますが、まず町長を本部長に災害対策本部が設置されることに

なり、防災総括班といたしまして企画部が当たり、避難所開設に当たりましては、総務部が中心と

なり避難対策総務班を組織し、指定避難所において自主防災組織と連携し、避難所運営を行います。

また、社会福祉協議会が開設いたしますボランティアセンターにつきましては、社会福祉協議会及

びボランティアの受け入れに係る担当部署といたしまして、健康福祉部を中心に組織いたします医

療・福祉対策班において運営することになりますので、本町の各班が自主防災組織やボランティア

センターにかかわり、組織連携を図るよう考えております。 

   しかしながら、災害時におきましては想定外の状況も想定されるため、今後におきまして、この

たび発足しました自主防災組織連絡協議会を初め、地域のさまざまな組織や団体と連携し幅広い活

動を展開することにより、防災力の向上と減災へとつなげてまいりたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）一言だけ、すみません。もっと時間をかけて聞くべきことが多かったと思うんです

が、丁寧なご説明ありがとうございました。 

   町内の災害発生時の連携は、ぜひ十分な、密なコミュニケーションをとってやっていただきたい

のと、一番やはり情報公開していただきたいのは、東南海地震、上町断層、そのときに被害がどう

発生するか、そしてどれぐらい復旧するか、これは一番みんなが知りたいところであって、自主防
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災組織とかには情報はいっているかわかりませんけれども、やはり全町民に、災害発生時はどうい

う状況が起こってどれぐらいのことを想定されてどの時点で復旧するか、これが一番重要な情報か

なと思いますので、この辺をできるだけ全住民がわかるように早期に情報提供というか、周知して

いただければと要望いたしまして、質問を終わらせてもらいます。 

議長（坂上巳生男君）以上で、重光議員の質問を終了いたします。 

   次に、坂上昌史議員。 

５番（坂上昌史君）それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

   まず、１つ目、くまとりふるさと応援基金についてお聞きします。 

   熊取町へのふるさと応援基金は平成28年度から大幅に増額しています。希望使途の指定のない寄

附についてはくまとり応援基金に積み立てることになっているんですけれども、まず１つ目、これ

までくまとりふるさと応援基金に寄せられた寄附は、希望使途の指定のあるもの、ないものも含め

てどのように使われているか、ご答弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）それでは、１点目のこれまでに寄せられた寄附の使途につきまして答弁申し

上げます。 

   ご報告申し上げます使途、こちらにつきましては、ふるさと納税制度が導入されました平成20年

度から平成29年度までの10年間の主な実績としてご説明申し上げますので、その前提でのご理解と

いうことでよろしくお願いいたします。 

   まず、住民提案協働事業に約640万円活用させていただいてございます。次に、子育て・教育分

野としまして、保育所運営事業に約4,340万円でございます。続いて、小学校給食事業に約2,580万

円をそれぞれ充当したほか、図書館の図書の購入などに約1,280万円充当し、有効に活用させてい

ただいてございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上昌史議員。 

５番（坂上昌史君）10年間ということですけれども、給食とか保育所運営、大体ざっくり毎年10分の１

ずつ充当したというふうに考えてよろしいですか。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）4,340万円と2,580万円ですが、こちらにつきましては平成28年分で充当させ

ていただいたということでございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）わかりました。それでは次に、２番目のくまとりふるさと応援基金に現在どれだけ

積み立てられているのか、ご答弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）それでは、続いて２点目の現在の積み立てでございます。こちらは、平成29

年度末基金残高が５億2,521万7,091円、およそ５億2,500万円となってございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）わかりました。魅力的な返礼品を用意していただいたおかげでかなり集まっている

んだなと改めて思いました。 

   次に、５億円もうたまって積み立てられてきているので、これの使い道というのは何か、次、３

番目の質問なんですけれども、検討されているものはあるのかないのか、ご答弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）それでは、３点目の基金に積み立てられた寄附の今後の使途につきまして、

現在検討しているものにつきまして答弁申し上げます。 

   まず、基金の設置目的であります定住魅力あるまちづくりの推進、こちらに活用することを基本
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といたしまして、寄附された方々のご意向に沿って、子ども・子育て支援や教育の充実に関する事

業など、適時適切に活用してまいります。 

   具体的な活用施策という点でございますが、先ほどの重光議員の公共施設の更新についてでお示

ししました公共施設等総合管理計画において、施設の維持、更新での財源不足、3.5億円という数

字がございましたが、こちらが見込まれてございます。こうした点を考慮しますと、これまでの答

弁のとおり、まずは施策・事業実施の適否をしっかりと検討、判断いたしまして、その上でふるさ

と応援基金も貴重な財源の一つとして活用していくという姿勢で取り組み、公共施設の維持、更新

に伴う経費を初め、住民ニーズに即した効果的な活用を心がけてまいりたいと、このように考えて

ございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）わかりました。これから考えていくということで、議会報告会で多く言われること

なんですけれども、学校に今、エアコンの整備をされていっているんですけれども、議会報告会に

来るぐらいの世代の方々は、先にトイレの洋式化やったんじゃないかなというふうなことをよく言

われます。そこで、５億円ある中で学校のトイレ整備、洋式化について一気にがっとやってしまえ

るんではないかなという考えを僕は持っているんですけれども、その辺はいかがですか。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）答弁申し上げます。 

   昨年の９月議会の条例改正におきまして、協働の枠を外しまして定住魅力あるまちづくりに幅広

く活用できるように改正したところで、ただいま坂上議員からご指摘ございました学校トイレの洋

式化、こちらにつきましても当然活用可能というような、そういった今、枠組みになってございま

す。ただ、その活用につきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり、基金があるから事業を行

うというそういったスタンスではなくて、まず事業の適否、それを行いまして、必要に応じて適宜

適切に住民ニーズに即した活用を行ってまいりたいというふうに考えておりますが、とりわけご指

摘の学校トイレ洋式化、こちらにつきましては、公共施設の総合管理計画で位置づけられた施設の

一部というふうにも認識してございますので、いろんな事業がございますが、全体計画の中でしっ

かりと優先順位をつけていきたいというふうに考えてございます。 

   教育委員会で、より有利な補助金、交付金の取り方というのを模索しながら要は行っております

ので、当然、有利な補助金を取れればそちらを活用して、極力これは貴重な虎の子として置いてお

きながら、そしてもし仮に交付金が取れない、全く補助金がつかないというようなことがありまし

たら、議員ご指摘のとおり、当然公共施設整備基金に続く貴重な公共施設を維持修繕できる財源や

というふうに認識してございます。しっかりと検討の上、有効に活用してまいりたいというふうに

考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）今、明松理事の答弁の中で教育委員会の言及がございましたので、例えば今年

度、中央小のトイレの西校舎の29基改修を予定しております。これは今、町にとって最もふさわし

いという意味で、各議員のご支援を得まして29年度の国の補正で学校施設環境改善交付金というの

がついております。これは、３分の１のご存じのとおり補助金がついて、残りの３分の２について

も補正予算債という100％起債ができて、後年度100％交付税で算入される、要は返ってくるという

ことなので、そういう意味では満額に近い、これは交付金の場合は理論上の計算がございますけれ

ども、そういった意味では、ふるさとの基金を減らすことなく、知恵の絞り方とか考え方によって

はこういった有利な補助のとり方等もございますので、このあたりのバランスは企画部と連携しな

がら検討してまいりたいと考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 
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５番（坂上昌史君）考えていただくということやったんですけれども、トイレの洋式化については住民

の方のニーズがかなりあると思いますし、エアコン整備をかなり急いでやったことを考えても、ト

イレ整備についても同じようなスピード感を持ってやっていくべきやし、そのほうがバランスがと

れることやと思います。また、災害が起きた場合でも年寄りの方々は絶対洋式化のトイレのほうが

使いやすいこともあるので、ぜひ、優先順位が今どの辺にあるのかわからないですけれども、一番

上のほうに持っていっていただきたいと思います。 

   それと、この基金の使い道のもう一つの提案なんですけれども、各自治会に置かれている老人憩

の家の耐震評価が今始まっています。耐震評価を全部一気にやってしまって悪いところから整備し

ていくというような考え方もあると思うんですけれども、その評価をすることにこの基金を使えま

すか、使えませんか。 

議長（坂上巳生男君）明松企画部理事。 

企画部理事（明松大介君）結論といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、条例改正して協働の

枠をとっておりますので使えるというのが結論でございます。ただ、こちらの件につきましても健

康福祉部としっかりと今後の計画というんでしょうか、過去においても議員各位から老人憩の家に

対する今後の取り扱い、方向性というのはさまざまなご意見をいただいております。それはもうし

っかりと認識した上で、今後、先ほどの教育委員会の貝口次長からの答弁と同じような内容になる

んですが、まずは有利な財源、それを要は念頭に置きながら、いざというときにはしっかりとくま

とりふるさと応援基金が発動できるように全庁的に検討してまいりたいというふうに考えておりま

すので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）わかりました。５億円今積み立てられているということですので、もちろん補助金

等を活用していただくのが前提なんですけれども、ニーズの高いところ、また必要と思われるよう

なところには思い切って使っていっていただきたいなと思って、この質問をさせていただきました。

よろしくお願いします。 

   では、次に大きい２番目の質問に移らせていただきます。 

   環境センター付近の土砂崩れについて質問させていただきます。 

   ことしに入って、３月９日、５月14日に環境センター付近で土砂崩れが発生いたしました。この

どちらについても環境センターの運転が停止する事態に陥っています。そのことに関して質問させ

ていただきます。 

   １つ目、３月に土砂崩れが発生しましたが、５月の土砂崩れについて防ぐことはできなかったの

か、対応がおくれていたのではないかということで、ご答弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）それでは、ご質問の環境センター付近の土砂崩れについての１点目、３

月に土砂崩れが発生したが、５月の土砂崩れについては防ぐことができなかったのか、対応がおく

れていたのではないかについてご答弁申し上げます。 

   まず、経過をご説明申し上げます。３月９日の午後２時ごろに土砂崩れが発生し、直ちに現場を

確認し道路を通行どめにする一方、泉佐野市田尻町清掃施設組合及び岸和田市貝塚市清掃施設組合

と翌日以降のごみの対応について協議を行いました。その後、復旧について、全国的に展開してい

るコンサルタント業者とも協議を行い、安全で早期に開放できるよう大型土のう工法を採用し、３

月13日に仮復旧工事を発注、３月23日に工事が完了し、通行どめを解除して環境センターへのごみ

の搬入を開始いたしました。その後も法面の状況を定期的に確認しておりましたが、大きな変化は

ありませんでした。 

   また、２度目の土砂崩れが発生した５月14日の午後４時ごろにも確認を行い、目視では湧水もな

く、土砂も崩れていない安定した状態でしたが、午後９時ごろに２度目の土砂崩れが発生したもの

でございます。 
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   ３月の発生時点での仮復旧工事では、安全で早期に交通開放を行うことを前提に、土砂の撤去及

び土砂が崩れた箇所の上部が崩落してもせきとめられる土砂だめを兼ねた大型土のう工による法面

保護を採用し実施したもので、応急工事では全国的に採用されている工法であり、現在も適切な対

応であったと考えております。また、この時点で６月議会にて設計委託業務費の補正予算を行い、

その後、本復旧工事を実施する予定としておりました。しかし、５月の土砂崩れでは想定以上の土

砂の崩落があり、道路まで土砂がこぼれ出したことから、通行どめとなったものでございます。 

   本復旧工事に向けての設計業務費の補正予算につきましては、本６月議会にて上程させていただ

いており、本復旧工事につきましても国からの交付金を活用し、早期に実施したいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたしまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）では、２カ月間大型土のうだけでもつと考えていたということですか、想定以上と

いうご答弁がありましたけれども。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）一応、大型土のうでございますけれども、耐候性土のうという非常に強

度の強い土のうと聞いてございますので、その予定でございました。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）想定以上の土砂が崩れてきたということやったんですけれども、山間部とかの道路

でよく見られるような、Ｈ鋼を立ててその間に板を挟んでいく横矢板を、応急処置では大型土のう

やったとしても、その後すぐに横矢板に切りかえるというようなお考えはなかったんですか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）当然、本復旧工事になりますとそういったしっかりしたものということ

も想定できるんですけれど、まずは第一に早く交通を開放したいというのが前提でございましたの

で、全国的にも大型土のうを使っている箇所も多々ございましたので、その時点ではこういった大

型土のうということで考えて実施したものでございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）仮復旧の時点では大型土のうというようなものも、早く復旧したんでよかったんか

なと思うんですけれども、実際、３月に起こって５月にも土砂崩れになって、道路に土砂が流れ出

して通行どめになってしまったということを考えると、結局大型土のうじゃ間に合っていなかった

ということですよね。だから、その間までに本当にこれでいけるのか、もう少し強い、土のうでは

ない方法を検討するとか、要は雨の多い時期になってくるので、６月の補正予算を立ててもすぐと

いうわけにはいかないと思うので、それまでに土のうよりも強い仮の土どめをするというようなお

考えはなかったんですか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）まず、先ほど申し上げた想定以上の土砂が来たということでございます

けれども、当然、我々も崩れて後の状況とか、その時点で見た詳しい調査というのは実施できてい

ない状況でございましたので、近くに寄って目視の状態での判断になったかと思います。その時点

では一定、今回の崩れた状況と申しますのが、まず土質で申しますと、砂質系と申しまして砂がま

じった土砂に木の根が張りついているわけなんですけれど、その下に粘性土といいまして一定粘土

質のかたい土質があって、そのすき間に降った雨が浸透して、その上の砂質土の部分が崩落したん

ではないかというところで考えてございまして、最初に崩れた段階では、当然これ以上来るだろう

と想定してしっかりした土どめ、長い期間、例えば２カ月、３カ月とめて、そういった議員提案の

Ｈ型鋼板を組んだ仮設をしようということは、まず第一に早期の交通開放と最初に申し上げました

けれども、そのことがまず念頭にございましたので、まずは早期に開放するために現在の工法を実

施したというところでございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 
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５番（坂上昌史君）わかりましたけれども、この質問をしたきっかけも、議会報告会とかそのほかで僕

と同じような世代の人からも、また土砂崩れしたのというところから始まっています。要は２カ月

の間に２回起こった。１回目は最悪仕方ないにしても、そこから早く復旧して、その間に次、起こ

らないようにしなければならなかったのに起こってしまったというところに住民の方々は疑問を抱

いているわけですよ。今もまだ土のうで対応されているんですよね。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）現在、５月に発生した工事では、今、町道永楽線を挟んで池がございま

す。その池の中に迂回路を築造して、そちらを迂回して通るような仮設の進入路の築造を行ってお

ります。それにあわせて、３月に崩落した部分の土砂に大型土のうを積んでいるんですけれども、

その部分にも同じように大型土のうを築造して、山腹からある程度の今以上の土砂がこぼれ落ちて

きてもその土のうで防げるような、せきとめられるようなポケット部分を現道部分につくってござ

いますので、今、池のほうに築造した道路を近々に開通予定でございますけれども、そちらをずっ

と迂回していただくという現在、工事を進めてございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）迂回路をつくるということで多少は前よりもつのかなと思うんですけれども、もう

梅雨に入っていますし、近年では想定以上の集中豪雨というのも多く発生していますので、ぜひこ

れ以上、土砂崩れが起こらないように対応をしていただきたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）ちょっと補足させていただきます。 

   まず、土砂崩れが発生しまして大型土のうで対応させていただいてございます。それが３月の時

点。５月の時点で予想以上の土砂の崩落があって、その土のうを超えて崩落している、道路側にこ

ぼれ出していると。その土のうの高さというのは５メーターまで積んでございます。その中には約

51立米の土砂がたまるような土砂だめも設定してございます。今、議員はＨ鋼の横矢板工法という

のを多分提案されていると思っているんですけれども、Ｈ鋼を打ち込むに当たっては、そこで土質

調査をやって、ちゃんとした設計委託を発注せなでけへん工法ということで、早急にすぐにそれが

工法として採用できるのかというのは、あそこについては岩盤でもございますし、なかなかＨ鋼を

自立させて、それだけの土砂を持ちこたえるというような工法をとっていくというのは、委託をき

っちり出した中で検討も必要です。それをするだけで２、３カ月が必要になってこようかなと今も

考えてございます。 

   ですから、その時点では一旦大型土のうで対応させていただきまして、６月議会で補正予算をと

らせていただいて早急に委託を発注し、本復旧工事をしたいと考えておりましたが、今も理事から

申しましたように、もともと上のほうの土砂が一定、安定角といいまして45度の角度で滑って落ち

てくるであろうということで想定して、約50立米の土を下で持ちこたえるであろうというような土

のうでやっておりましたが、それが想定以上に45度ぐらい、上のほう、ここから下が滑っておりま

す。上の土砂がこういうふうな形であったところを45度でここの土砂が落ちても下で受けこたえる

ということで計算はやっていたんですけれども、ところが今言うた粘性土のシルト層というのが、

粘土の中に細かい砂がまじっている層なんですけれども、その層がここからまだまだ緩い角度で上

がっていて、ここが全てどんと来たということで、想定以上に土砂が来てございます。多分150立

米ぐらいの土砂が落ちてきたと。下のほうも、一旦滑っているところですから、ここに盛っている

分もありまして、一定こぼれたのが多分、20立米ぐらいの土が道のほうに出ました。 

   ５月の緊急としまして、その土砂はすぐに撤去できるぐらいの土砂でございましたが、まだ上か

ら落ちる可能性もございますので、今回、仮設道路ということで池側につくらせていただいたもの

でございます。 

   今後、土砂が落ちないようにということでご意見いただいているんですけれども、土質調査をし

っかりしない限り、どの層でどのような滑り方をしているかというのはなかなか難しいところがご
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ざいます。私の見たところでは、今、現場は来週には開放できますので現場を見ていただいたらわ

かると思うんですけれども、ネズミ色っぽい土がずっと出てございます。それが今ご説明させてい

ただいた粘土層でございます。その層のところに水が入りまして、上の土が飽和状態になって摩擦

力がなくなったということで滑り落ちたと考えていますので、大体その層が上のほう、道路から20

メーターぐらい奥のほうでその層が出てきておりますけれども、まだ土砂が崩れるか崩れないかと

いうところには難しい判断があろうかなと思いますし、横のほうも切り立った状態になっておりま

すので、それらの土砂が落ちてきても、今度は道路側でもポケットをつくりまして、道路側でも２

メーターの土のうを積んでございますので、仮設道路側には落ちてこないというように考えてござ

います。 

   一旦このままで日々現場の確認をさせていただきますし、週明けには台風も近づくということを

聞いてございますので、その辺のパトロール等につきましては私どもで日々やらせていただいて、

何か危険な状態になれば再度通行どめということもあろうかと思いますけれども、早急に６月議会

で補正予算を今、計上させていただいていますので、それをもちまして発注させていただきまして、

どういう工法が一番いいのかというところを確認し、できる限り交付金を活用した本復旧工事をし

たいと考えてございますので、ご了解のほどおよろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）ぜひ、不便のかからないように対応をよろしくお願いします。 

   次、２番目の永楽ダム広場横の斜面の木が多く伐採されているのが見られます。このまま放置し

たらこの場所でも土砂崩れが起こるのではないかなと心配しているんですけれども、大丈夫なのか

というところで対策はするのか、ご答弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）次に、２点目の永楽ダム広場横の斜面の木が多く伐採されているが、放

置すれば土砂崩れが発生するのではないか、対策はするのかについてご答弁申し上げます。 

   永楽ダム広場横の斜面の樹木の伐採につきましては、隣接する町道永楽線に対する枯れ木や道路

に出ている木による倒木や倒伏など、危険被害を未然に防止するため、大阪府が森林環境税事業の

一環として平成29年１月から３月にかけて実施した事業でございます。 

   ご質問のこの場所でも土砂崩れが発生するのではないかにつきましては、実施しました大阪府に

確認したところ、本町のような広葉樹の場合は、大木などの株を残して伐採することにより、木々

は今後も成長し、これまでと同様、根で土を押さえており、安全性についてはこれまでと変わらな

いと確認してございます。また、太陽光が地面に届くことにより、本来の森林の生態系が保たれ、

山林保全には重要な作業であるとも聞いております。 

   なお、本町といたしましては、倒木等による危険被害の未然防止及び森林保全の目的による伐採

ではございますが、緑が少ない状態となっておりますので、今後、山桜などの苗木の植栽を行って

まいりたいと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願いいたしまして、ご答弁とさせて

いただきます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）要は、あの木を切っても１メーターぐらい残しているからその木は死んでいないと

いうところで、あそこが、その木が腐って土砂崩れがそのまま起こらないということですよね。そ

れはそうなんですけれども、あそこはもうあのペースで、永楽ダムの周りの斜面はずんずん切って

間伐していくんですか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）先ほど申しました大阪府の事業としては、平成29年度で一旦終了となっ

てございます。ただ、それ以外の部分でも当然我々パトロールを続けていって、道路に出ている木

とか倒れかけた木とか見つかれば、その時点で必要な対応をとっていきたいと考えてございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 
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５番（坂上昌史君）わかりました。木が倒れてきても道が塞がって危ないですから、その辺のバランス

もあるんでしょうけれども、今、土砂崩れが近々で２回起こったこともありますので、住民の方も

大変、そんなに木を切って大丈夫かということも心配しておられます。対策をよろしくお願いいた

します。 

   次に、３番目、短期間で２回、土砂崩れによる環境センターの運転停止やったんですけれども、

この９市４町で締結している一般廃棄物処理に係る相互支援基本協定以外に対策を考える必要があ

るのではないかというところのご答弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）それでは、最後の質問となります９市４町で締結している協定以外の対

策についてご答弁いたします。 

   一般廃棄物（ごみ）処理に係る相互支援基本協定書につきましては、協定団体の一般廃棄物処理

に係る総合的な相互支援を図ることにより、災害発生時や施設事故等に対し、より広域的な支援体

制を確保し、協定団体の一般廃棄物処理行政の円滑な遂行を図ることを目的として、平成25年３月

22日に堺市以南の９市４町と４一部事務組合間で締結されました。 

   議員ご指摘の環境センター停止に際しましても、同協定書に基づき近隣施設に支援依頼を行った

ところ、岸和田市貝塚市清掃施設組合、泉佐野市田尻町清掃施設組合、泉南清掃事務組合の３組合

において災害発生翌日より受け入れていただくとともに、収集業者やごみ処理業者の全面的な協力

のもと、可燃ごみや資源ごみの定期収集については１日も途切れることなく収集することができま

した。また、同協定書締結以前より、ごみ処理施設間では災害等の緊急事態発生時には相互に支援

してきた経緯があり、本町においても過去には岸和田市貝塚市清掃施設組合や岬町、和歌山県の現

在の紀の川市、当時の粉河町からごみを受け入れた実績があり、お互いに助け合う風潮が確立して

いるところであります。 

   こうした中、本協定書では、さらに大きな災害でより広範囲な支援調整を必要とするときは、大

阪府に対して支援調整を依頼することができることも定めております。環境センターの運転停止の

みではなく近隣の施設も停止するような事態に対しては、広範囲な視点に立った対策が肝要となっ

てきますので、この協定をもとに大阪府や府下市町村と連携を図りながら対処してまいりたいと考

えております。 

   以上で、９市４町による協定以外の対策についての答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）ということで、それ以外に考えていないということですよね。それで十分であると

いうことなんですけれども、２カ月の間に２回土砂崩れが起こって、何でこの土砂崩れがそんな問

題かといったら、そこに環境センターがあったから、ここの道路は非常に重要な道路やから土砂崩

れで困っているんですよね、住民の方々は。そういう視点から考えると、運び込む場所を変えたら

どうなのというところですよね。今、田尻町、泉佐野市の組合とそういう広域のごみ処理の話し合

いがスタートしたところなんですけれども、すぐそんな施設もできへんしというところで、その話

が完了するまでの間、暫定的に運び込む場所を変えたらどうかという考えはございませんか。要は、

あそこが土砂崩れが起こるたびに運び込めなくなるということは非常に不安定なところやというと

ころで、運び込む場所を変えたらどうかという考えはございませんか。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）ごみと申しますのは市町村の責任で処理をするということになっており

まして、そこのごみについてはそこの市町村で処理をするというのが基本のルールになっておりま

す。今回の場合のように災害であるとか事故等によってそれができないという場合につきましては

協力を依頼するということでございますので、一部事務組合で入るとか事務委託という形で正式な

形で依頼するというのは、またそこの責任を持って処理する一つの方法になろうかと思いますけれ

ども、今緊急でお願いしているよそのところへ運び込むこと、それは必要最小限で、修理できるも
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のは修理する、災害復旧できるものについてはできる限り早期に災害復旧をして、それぞれのとこ

ろで責任を持って処理するというのが基本でございますので、そういう延長した形での依頼という

のは、基本的にはできないというものでございます。 

   熊取町環境センター以外のところで処理をするということになれば、どこかの一部事務組合に入

るとか事務委託というような形で正式に交わすというようなことでないと、できないというもので

ございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）市町村で責任持って処理するというところはわかっているんですけれども、近々で

これだけ土砂崩れが起こって一々停止していたんであれば不安定なんで、住民の方ももちろん困る

ので、災害協定を短期間で２回も使ってほかの組合で処理していただいているということを考える

と、もう一つぐらい方法を考えるべきなんじゃないかなと思うんです。近畿であれば滋賀県高島市

とか奈良県斑鳩町とかが民間委託して一般ごみの廃棄処分しているんですけれども、民間委託とい

うところは考えられないですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）ごみの処理につきましては、やはり収集から運搬、処理という一連の３

つの処理が必要になってきますので、やはり熊取町の近くのところでないと、特に可燃ごみなんか

は毎日の定期収集というのもございます。そういった立地条件なんかも考える必要がございます。

そういった意味で考えますと、この近隣にはそういった民間の施設は和泉市まで行かないとないと

いう状況でございますので、そういうことであれば、泉佐野市であるとか貝塚市にあるところのほ

うがまだ可能性としてはあるのかなと考えられます。民間につきましては、一番近いところで和泉

市ということを考えますと、ちょっと現実的ではないのかなというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）わかりました。考えはないようですのでこれ以上言っても変わらないのかなと思い

ますけれども、これだけ短期間の間で土砂崩れによって環境センターが停止したことは非常に重大

な問題だと考えています。協定を結んでいるからこのときは受け入れてくれましたけれども、今、

梅雨ですし、これから台風もいっぱい来るし、想定以上の集中豪雨が来たりもするので、山間部に

ある熊取の環境センターというのはいつ土砂崩れが起こるかもわからないような場所であるという

のが今回この２カ月の間でわかったわけです。なので、もっと安定的にごみの回収サービスを提供

できるようにもう一つ何か対策を考えていただきたいなというところで、そういうことを提案して、

私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）一般質問の途中ですが、ただいまより昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時45分」から「13時00分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、矢野議員。 

10番（矢野正憲君）それでは、議長よりお許しがありましたので、悲劇を繰り返さないために、子ども

の安全を守る手だてを改めて確認し、対策の強化につながればよいと考え、児童・生徒の安全確保

について質問させていただきます。 

   過日、新潟市内の女子児童が殺害され、線路に遺棄されるという痛ましい事件が起きてございま

す。児童は、下校途中に一人きりになったところを連れ去られた可能性が指摘をされてございます。

熊取町は、平成30年度の熊取町教育方針、児童・生徒の安全確保で、子どもを守る大人のスクラム

づくりを推進し、通学路への防犯カメラの設置、スクールガードリーダーの配置、安全パトロール

隊による見守りパトロール、子ども見まもり隊による活動、こども110番の家活動、ＩＣタグを利

用した登下校管理システム、全小・中学校における一斉メール配信等、子どもを守るための対策を
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幾重にもしてございます。 

   １つ目の質問として、事件発生後に危険箇所の再点検、情報の共有、各種安全対策の総点検など

を行っているのか、まずは質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）それでは、児童生徒の安全確保についてのご質問の１点目、事件

発生後の危険箇所の再点検、情報の共有、各種安全対策の総点検について答弁申し上げます。 

   ５月７日、新潟県において痛ましい事件が発生したところでございますが、本町におきましては、

平成15年５月20日に発生しました当時北小学校４年生の女子児童の行方不明事案から15年が経過す

るという状況を踏まえ、改めて地域ぐるみで安全・安心なまちづくりを目指しており、その取り組

みについて、広報５月号の第１面の特集記事で幅広く周知に努めたところでございます。具体的な

取り組みといたしまして、近いところでは５月８日に北小学校校区において泉佐野警察の協力のも

と、子ども見まもり隊を初めスクールガードリーダー、安全パトロール隊、レディース防犯会及び

わんだふるくらぶの方々による子ども安全デーの合同パトロールを実施したこと、さらに５月20日

には、泉佐野警察生活安全課の方を講師としてお招きし、「まちぐるみで子どもたちを守るため

に」と題して子ども見守り研修会を開催し、新潟県における事件を踏まえ、犯罪が発生しやすい場

所の抽出へのプロセスや見守り活動における注意点などを教示いただくとともに、ご参加いただい

た皆様からの情報の共有を図りつつ、子ども見まもり隊への参加を改めてお願いしたところでござ

います。 

   とりわけ安全点検に関しまして、平成18年度に地域の関係者の方との協働により作成し、３度の

更新を実施してきております各小学校区の安全マップにつきまして、今年度の更新を予定している

ところであり、防犯カメラの設置場所やただいま申し上げました子ども見守り研修会の内容を踏ま

えた危険箇所の再確認など、最新の情報を反映させたマップとして作成し、見守り活動を初め学校

における安全教育などに活用いただけるよう取り組んでまいる考えです。 

   このほかにも、８月25日土曜日に予定しております安全なまちづくり大会など、さまざまな機会

を通じて地域の皆様と連携しながら、まちぐるみで児童・生徒の安全確保に取り組んでまいる所存

ですので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いし、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。いろんな形でやっていますよというような答弁だったと思うんです

が、熊取町教育委員会の平成30年度の教育指針の中に、児童・生徒の安全確保というふうな中でい

ろんなことが書かれてございます。15年前にはあってはならないような事件がありましたので、熊

取町は、そういうふうな児童を守るための施策というのは幾重にもやっておるのかなというふうな

認識はいたしております。 

   そこの中で、先ほどいろんな形で安全マップをつくって、それを小学校、中学校で活用しやすい

ように考えておるというふうな話が出ておりました。例えば安全パトロール隊による見守りパトロ

ールであるとか子ども見まもり隊による活動、さらにはこども110番の家というふうなそういった

活動もされておるんですが、これを読んでいると、子どもを守る大人のスクラムというふうな形で

大人同士のスクラムというのはまあまあ組まれているのかなというふうな認識は持つんですが、子

どもと大人のスクラムというふうなところでは、少し情報が共有されていなかったりであるとかフ

ェイス・ツー・フェイスの活動がされていないのかなというふうなことも思ったりするんですけれ

ども、その辺についてはどういった形でこれから展開をしていくのか。 

   きのうも公明党の渡辺議員から安全マップづくりですか、ここに子どもを入れる必要性もあるん

じゃないのかというふうなこともありましたが、私は全くそのとおりかなというふうに認識をして

おるんです。この辺についてはどういうふうに考えておられるのか、もう少し質問したいなと思っ

ております。よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 
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教育委員会事務局理事（野津 恵君）きのうのご答弁の中でも一定申し上げた部分でありますけれども、

特にマップの更新に関しまして、昨日の一般質問の中でも、子どもにもう少しそこにかかわっても

らって、子ども自身の危機に対する能力といいますか、高めるのが必要じゃないかというご意見、

これは確かに大事な視点だと十分認識しております。 

   ただ、今年度我々これまで地域協議会の皆様等と協議しながら考えておったのは、子ども見まも

り隊の研修を兼ねて、いわゆる子どもの視点ももちろん大事ではありながら、議員の質問の中で大

人スクラムという点の言及がありました。そういう意味で、見守る大人の方たちの機運といいます

か、より一層緊密に連携し合うという、そちらのほうに現在までは考え方を持って考えてきたとこ

ろなんですけれども、今回のご質問も踏まえて、いろいろ子どもがもう少しかかわることも非常に

大事だという点は十分申し上げたとおり認識した上で、今後、改めてまた地域協議会の方々とも再

度進めていくに当たっては、この点について改めて議員の皆様にもご認識いただいて、どういう形

で子どもにかかわってもらえるのかというのは、これは具体的に今の時点で何かすぐにこういう形

でということは今予定している分はございませんけれども、何かそういう形で子どもにかかわって

もらえる分というのは、ちょっと検討して具体化してまいりたいなというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）ここにいる議員14名が大体自分の住んでいる地域で朝、子どもの見守り活動をされ

たりとかされている方がほとんどだと思います。私自身も子どもが小学校６年と２年生ですから、

毎日とはいきませんが、小学校まで一緒に歩いていったりとかはしてございます。その中で非常に

気になるのが、子ども見まもり隊の皆さんが立っておられるのが当たり前、いろんなパトロールで

自分たちが守られているというのが当たり前というふうなことを感じないこともないこともないん

です。逆に言うたら、子どもたちがこども110番の家、自分の通学路の中でどの家が110番の家であ

るのかというふうなことを知っているのかなというふうなことも気にかかるところがあるんです。

その辺の情報の共有というのを聞きたいというふうな形でおりましたので、その辺はうまいぐあい

に学校で子どもたちに教えている、落とし込みをやっているというふうなことはされておられるん

ですか。その辺はちょっと聞いてみたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）まず、１点、こども110番の家はどこにあるのかというふう

なことに関して、当然子どもたちは、110番の家の旗はどういう旗であるかということはわかって

いると思うので、その旗を掲げていただいているところに関しては、何かあったら逃げましょうよ

というときは避難訓練等の折にもちゃんと話をさせていただいております。ただ、今、矢野議員お

っしゃいました顔の見える関係づくりであるとか、子どもが常に安全かな、大丈夫かなと思いなが

ら登校するんじゃなくて、子ども自身が安心して本来は登校できる環境づくりというのはつくって

いかなければならないのかなと。そういった中で、今、議員の皆様方や地域の皆様方が登下校のと

きに立っていただいて、例えばおはようという声をかけていただく、ハイタッチをしていただく、

このおっちゃん、おばちゃんはいつもここへ立っていただいているということで、いわゆる地域の

方々としっかりと顔を見ながら、顔を覚えながら安心して登校できる体制をつくっていただいてい

るというのは非常にありがたいことかなと。 

   もう一点は、これは登下校という安全ということに的を絞っただけではなくて、例えば学校にお

ける地域の方との活動、昔遊びであるとか、地域の人が来ていただけるような活動をする中で地域

の人の顔を知るということ。だから、本当に地域の大人と子どもたちが顔見知りで、お互いに声を

かけ合って、だめなことはだめだよ、気つけて行きなさいよというような関係づくりがやっぱり必

要ではないかなというふうに思っております。そういった点で、学校におきましてもそういう活動

を含めて子どもたちの啓発も進めてまいりたいというふうに思っておりますし、また、保護者に対

してもそういう発信をさらに学校としてもやっていかなければならないと思っております。一方、
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地域でもそういったご協力を本当にお願いしたいなというふうに思っております。ありがとうござ

います。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）こども110番の言及がございましたのでお答えいたしますが、今

回こういったご質問をいただいた中で内部でいろいろお話しさせてもらった中でも、町長からも一

定、関西のどこか具体的な地域は私も忘れましたけれども、こども110番の家を子どもが実際に、

下校中だと思うんですが、大人の引率のもとに110番の家を改めてご挨拶がてら認識するというよ

うな取り組みについての提示がありまして、我々もそれは大事なことだなという認識のもとに、私、

これはまだ具体的にはこれからになりますけれども、そういう熊取町内のこども110番の家を改め

て子どもに認識してもらうために、見まもり隊の方のご協力も得ながら、帰るときにそういうおう

ちを確認するというようなこととかというのを一定具体化できないかなというところは、今ちょっ

と事務局としては一部考えている分でもございます。この辺、今後先ほど申し上げた検討の中に含

めて、具体化について考えてまいりたいなというふうに考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）野津理事がおっしゃったやつは、京都の綾部市か亀岡市のほうだったと思います。

それはテレビ報道されていましたから、町長もそのテレビを見たんだろうと思いますが、やっぱり

そういうふうな110番の家に住んでいるお父さんやお母さんがどういった人かというふうなことを

子ども自身が知っておかないと、いざ起こったときに、不審者と出会ったときに110番の家に逃げ

たらいいよというふうなことになっていても、知らない人の家に多分なかなか逃げ込むことという

のはできないと思います。そういった意味では、先ほどのような顔の見えるようなために大人に引

率されて挨拶がてら伺うというふうなことというのは必要になってくるのかなというふうに思いま

す。でないと今のままでは、110番の家が熊取町の中で何カ所あるのかわかりませんが、それに手

を挙げてもらうときには一生懸命になって、それから継続でずっとやっている中で形骸化している

んじゃないのかなというふうな思いもあったんで、その辺やはり顔の見えるような、そういうふう

な対応というのはしっかりしていただきたいです。そういったことができて幾重にも安全について

のセーフティネットができるのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

   それから、パトロール隊に入っています。いろんな形で回っている中で、やはり警察のＯＢの方

が回っておりますから危険箇所というのは安全マップ等にも反映していますね。スクールガードの

皆さんも、今、小学校区で１名ですよね。いろんなところで立ってくださっているような姿をよく

見ます。こういった努力をされている皆さんについて、子どもたちがやはりいろんな形で感謝をあ

らわすようなそういった場というのは、いろいろ学校、学校によって違うんでしょうが、以前、北

小では、卒業式か何かのときに見まもり隊の皆さんを呼ばれたりとかされて、お礼をされておった

というようなことも記憶にあります。そういったことというのは、全く今現在はやっていないんで

すか。その辺はいかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）それにつきましては、学校、学校で現在も実施させていただ

いております。また、西小なんかでありましたらたこ揚げにガードリーダーを招待して一緒にする

であるとか、あるいは田植えの作業等に関しては、中央小学校でするであるとか、あるいは感謝状

をお送りするであるとかということは、実際にはさせていただいているという状況がございます。 

   今おっしゃってくださるように、日ごろ子どものために頑張っていただいている方々なので、や

っぱり子どものほうからそういうお言葉をかけられると、またもう一つ頑張ろうかなと思ってくれ

るということもあろうかと思っていますので、その辺は継続して取り組んでいけたらなというふう

に思っております。 
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議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。 

   それから、通学路への防犯カメラ、坂上議員がよく質問等されておりますが、どれぐらいの件数

があって、しっかりと作動はしているんですか。その辺のチェックというのはされていますか。あ

と、増設するような予定というのはあるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）防犯カメラにつきましては、平成28年、29年、この２カ年で特に精力的に設置

させていただいたところでございます。約50台足らずがこの２年間に設置させていただいた。正常

に作動しているかという点でございますが、改めて確認はしていませんが、まだ１年、２年しかた

っていませんので、それはされているだろうというふうに考えておりますし、警察からの照会も今

年度に入ってかなりの件数が上がってきております。これは防犯カメラをつけた効果、要は捜査支

援をしっかりと熊取町は防犯カメラでやっているというのが数字であらわれているのかなというふ

うには考えております。 

   今後の設置の考え方ですけれども、この２年間でかなりの件数の台数を設置したということで、

少し当分の間検証させていただきたいなというのが基本的なスタンスでございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）２年間で50台を設置したというふうなことですね。しっかりと作動しているかとい

うのは、つけて１、２年だから大丈夫であろうというような観測に立っておられるみたいですね。

せっかく50台防犯カメラを設置しておるんであれば、これも議会報告等で区長経験者や区長から言

われることなんですが、一目見てここに防犯カメラがあるというふうなわかるような、そういうよ

うな立て札をつけるとか、いろんなことをやったほうがいいんじゃないのかというふうな声も聞い

たりするんですが、その辺についてはどのように考えておられるんですか。 

   防犯カメラが50台あるというのは、我々はわかります。一般の町民や町外から来られた人たちに、

あっ、ここに防犯カメラがあるんだなというふうなわかるような、そういった施策というのは考え

ておられませんか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）基本的には、一台一台のカメラには防犯カメラ作動中という札をつけていると

ころでございます。防犯カメラの設置箇所につきましては、ホームページでしっかりと位置図を掲

載させていただいております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）新潟市内の５月７日に起こった痛ましい事件は、例えば誘拐しようと思って熊取町

のホームページを見て防犯カメラあるのかないのかというふうな確認、そういったことをしようと

思っているような人間はするかもしれませんが、突発的に他市町村から来られたときに、そういう

ふうな事件を起こそうというふうな人間たちにとってさらに抑止になるような、一粒で２つぐらい

おいしいというようなそういったこともわからすことが抑止力の発揮にもなるのかなというふうに

思ったりするんですが、その辺についてお尋ねをさせてもらっているわけで、その辺についてはど

うなんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）他市町村から熊取町に来られ、何かの犯罪をという方に対する抑止ということ

でよろしいでしょうか。 

   一つには当然、カメラの配置図をどこかに掲示するとか、そういったことも必要でしょうし、安

全・安心なまちであるということをＰＲしていくことも大事かなというように考えております。 

   以上です。 
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議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。もう聞きません。 

   警察庁によると、2007年から犯罪の統計をとっていると、2016年、10年後には大体１万7,000ぐ

らいで半減ぐらいしているというふうなことで、それは熊取町と同じような施策を各市町村がやっ

ているんで減ってきておるというふうな形だと思いますが、ただ、13歳未満の今回新潟のほうで起

こったような事例、吉川友梨ちゃんのような事例、連れ去りとかというふうなやつは、数はほぼ横

ばいやというふうなデータも出ておりました。その中でしっかりと守っていくためには、子どもた

ちの教育というふうなことも必要になってくるんだと思いますが、そのために学校では危機管理マ

ニュアル等を作成しておると思うんです。これは、法律にのっとってつくらなあかんというふうな

義務になっているわけですよね。熊取町の30年度の教育指針の中には30年３月に改訂したというふ

うなことも書かれておりましたが、どういった形で改訂をされているのか、その辺教えていただけ

ますか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、矢野議員の児童生徒の安全確保についてのうち、学校

の危機管理マニュアルにおける不審者の侵入等への対応についてのご質問にお答えいたします。 

   危機管理の原則は、起こり得るであろう事態を最悪の状態で想定し、被害を最小限に食いとめる

ためのシステムや方策を準備しておき、組織の適切な維持を図ることにあります。各校では、毎年

危機管理マニュアルを見直し、必要に応じて更新しております。熊取町におきましても学校におけ

る危機管理マニュアルの見直しを行っており、直近では平成30年３月に改訂いたしました。 

   改訂した学校における危機管理マニュアルでは、不審者侵入等への対応については日ごろから留

意すべき事項、具体的対応ポイントについて記述しており、それを受けて各校では不審者侵入を想

定した避難訓練を実施しているところです。また学校によっては、不審者侵入を想定し、スクール

ガード・リーダーを講師とした教職員対象の研修を実施するなど、各校において危機管理意識を高

める取り組みを行っているという状況でございます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）きょうが６月８日で、大阪教育大の附属池田小学校で児童殺傷事件というのが2001

年のきょうに起こっているわけですね。不審者が包丁を持って小学校に入って１、２年生の子ども

を８人殺して、教職の人の２名も含めて13名の負傷者を出したというような大きな事件がありまし

た。それからちょうど17年たっているというふうな状況になっているんですが、そこの中で、熊取

町は以前、学校受付員とかも、これは大阪府の施策ですかね、校門に受付員がおられてというふう

な形でやってきましたが、平成23年か24年になくなりました。それにかわるような形でＩＣタグと

かが導入されたというふうな形になっていますが、不審者と言われる人たちが小学校、中学校に来

るときに、カメラを押して中に入るというふうなことよりも、もうそのまま塀から入ったりとかす

るような可能性のほうが強いと僕は思うんです。それについての対応ですよね。危機管理マニュア

ルをちょっと調べて見つけられなかったんですが、いろんな形で声をかけたりとかするようなこと

も書かれておられると思うんですが、その辺についてはどういうふうなマニュアルになっているん

ですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）一部を紹介いたしますと、例えば日ごろから教職員が留意す

べき事項ということで、当然ながら出入り口の施錠でありますとか、あるいは学校敷地内、校舎内

外の巡回等をしっかり行っていきましょうでありますとか、日ごろから地域の方々に協力を得られ

る体制をつくっておきましょう等々、日ごろから留意すべき時点、事項、それからあと具体的な対

応ポイントの中で、本町のマニュアルは想定事案というのをつくらせていただいて、それに基づい

てどうしようかということを書かせていただいています。その想定事案が、授業中に不審な人物が

校内に入り込み、児童・生徒に危害を加えそうになるとともに器物を破損しているという事態が起
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こったときに、例えば非常時の対応としてどうしていくのか、各学校には危機管理リーダーという

ものをつくっておりますので、それがどうまず対応していくのか、それからあと、教職員全体がど

う動くのか、安全確保後どういうふうに動くのかといったようなことを想定事例をもとに書かせて

いただいていると。 

   ただ、議員おっしゃいましたように、不審者というのは正門から入ってくることはありません。

従来、受付員が正門におったという状況で、学校の状態を見ていただいたら当然、門であるとか塀

を乗り越えて幾らでも入ってくる可能性はあります。 

   ですから、我々は入ってきてからどう対応するかということも考えておかなければならないんで

すが、じゃ、そういった人がうろうろしているときに、やっぱり誰か地域の方々も含めて気をつけ

ていただけるような体制づくり、先日も佐古議員からこういった方がいらっしゃるというような情

報もいただいて、すぐに学校に連絡し対応させていただき、警察の協力も得たというふうな状況が

実際にございました。ですから、このようにやっぱり地域全体で子どもを守るんだといったような

意識を高めていきながら、侵入してしまったらどうするかということもですけれど、やっぱり侵入

させないために地域でどうしていこうかと、これは非常に難しい課題、問題であるかもしれません

が、それを常に我々が考えておく必要はあるのかなというふうに思っています。 

   またそういった点でよいお知恵とかを拝借できれば本当にありがたいかなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）それじゃ、不審者が学校の中に侵入しました、対応しないといけませんというふう

な形になれば、担任の先生方は授業を行っておられるから担任の先生方は対応というのはなかなか

厳しいんでしょうが、管理職になるんでしょう、その対応はね。それは具体的にどの先生がされる

ことになるんですか、教頭先生がされる、校長先生がされるんですか。そのさっき言った防犯リー

ダーの先生がされるんですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）当然ながら、全体を指揮監督するのは学校長の役割になって

います。ただ、その中で例えば生徒指導であれば生徒指導主事といったような危機管理リーダーが

全体の統括をすると。例えば侵入者がいた場合には、学校によったらピンポンパンポンというチャ

イムを連打したら何か事案が起こりましたというふうな情報であったりとか、小学校であればイン

ターホンがついておるんです。だから、インターホンで職員室にまず連絡をする。110番をする。

状況を確認して全体にこういうふうな動きをしようというふうなことを連絡するといったようなこ

とをとるということになっておりますので、そのあたり、当然ながら第一発見者が誰になるかによ

っても動きが変わってくると思います。だからこそ、日ごろからこういった場合にはどうしていこ

うかというふうなことに取り組むことが必要であります。 

   また、先ほど言ったスクールガードリーダーが例えば侵入した犯人となって、これは、皆さん警

察官のＯＢが５名来ていただいているので、犯人になって入ってきていただき、その場合にはどう

いうふうな状況で対応するかという訓練も実施させていただいていると。もう一点は、本町では５

人のスクールガードリーダーついていますが、国基準は５校に１人なんです。５校に１人というの

が国のガードリーダー配置の基準です。しかし、本町の場合は５校あって５名配置していただいて

いるというふうなことで、やっぱりそれを有効に活用していきたいというふうに思っている状況で

ございます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。 

   スクールガードリーダーの話が出たんで、私は登下校のときに主に活動されてくれているのがス

クールガードリーダーというふうな認識を持っているんですが、子どもたちが授業を受けていると

きもいろいろ見守りをしているというふうなことではないですよね。その辺はいかがですか。 
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議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）主には登下校のときに配置させていただいている、これも府

のほうから配置をしていただいているというふうな状況ですので、当然、勤務していただく時間に

もどうしても制約が出てくるというのが状況でございます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。 

   それから、学校では防犯教室、不審者対応の避難訓練等をされておるというふうなことなんです

が、これは年に１回、どれぐらいの頻度でされているんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）基本、年に２から３回です。ただ、不審者対応の場合もあれ

ば火災の場合ということを想定する場合、それからあと地震が起こった場合、ですから、さまざま

な被害が起こった場合に子どもが安全に避難する。ただ、どの場合も共通するのは、子ども自身が

訓練だからといって危機感を持たなくてだらだらと動くのではなくて、やっぱりこういった事態が

あったときにはみんな協力してこないして動くんだよねということ、これはもう共通して子どもた

ちに理解させたいことですので、想定の内容は若干違うものの、同じ意識で取り組みをさせていた

だいているという状況でございます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。 

   もう一つなんですが、きのう、それからきょうの朝にかけていろいろと情報等をいただきました。

これもやはり危機管理マニュアル等で動いておるというような、そんな感じでいいんですか。迅速

に動いておられましたが、その辺はどうなんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）いろんな状況、状態が起こった場合には、当然、学校は学校

としての危機管理のマニュアルがあり、そういったさまざまな事態が起こったときにどう動くかと

いうものもあります。ただ、当然ながら状況によっては我々教育委員会も一緒に入らせていただい

て、やはり状況状況に応じてどう対応するのがいいのかということを、我々は学校を指導する立場

にありますので、学校と協力して動いていくと。動いていく場合には、どこを目標に動いていくの

かということをしっかり見据えて計画立てて動く。全体で協力して組織的に動くことが大事なので、

おっしゃってくださるように、日ごろからどういう組織で動いていくのか、組織づくりをするのか、

学校と教育委員会の関係を良好に保ちながらそういう体制づくりをしていくということが何よりも

大事だと思っていますので、当然、危機管理マニュアル等に基づいて動くというふうなこと、これ

は大原則であろうかというふうに思っております。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）わかりました。了解しました。 

   こういったいろんな事案というか事件というのは、警察庁のホームページを見ていると大体２時

から６時ごろ、下校の時間帯に多発しているというふうなことも書かれておりました。そうなると、

登校のときは集団、下校のときは集団下校のときもあるでしょうけれども、大体学年学年で帰って

いくというのが普通だろうと思っておるんですが、そこの中で、いろんな形で熊取町は安全に対す

る施策を打っております。その中で危険箇所も把握をしておりますというふうなことになっている

んですが、当の子どもたちですよね。問題はそこになるのかなというふうに思ったりするんです。 

   子どもたち自身の備え、そしていろんなプログラムがあったりするんでしょうが、ＣＡＰプログ

ラムというのがいっときはやったというふうに認識しておるんですけれども、こういったものは引

き続きされているのか、また、危機管理教育というふうな形でどういった形で子どもたちにそうい

った情報を落とし込んでいけるのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 
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教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）では、ＣＡＰプログラム等の危機管理教育についての質問に

お答えいたします。 

   ＣＡＰプログラムについては、平成16年度より小学校４年生を対象に実施しております。また、

小学校５年生は岸和田少年サポートセンターの協力により、小学校６年生は泉佐野警察署の協力に

より、毎年、非行防止・犯罪被害防止教室を実施しています。さらに、全小・中学校において各校

の実態に応じた避難訓練を年に２回以上実施し、継続的に子どもたちの危機管理教育を実施してい

るところでございます。 

   以上のように、各校とも子どもや学校の実態に応じた危機管理教育を専門家の協力を得るなどし

て継続的に実施しておりますので、今後とも学校の危機管理教育にご理解とご協力をお願いいたし

まして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）よくわかりました。その中で、私も親ですから、子どもたちのランドセルに防犯ブ

ザーがついておるとかというのは認識しております。そこの中で、やはり電池で鳴ったりするわけ

ですよね。その電池がちゃんとバッテリーがあるのか、バッテリーが少なかったら音が鳴っても小

さいというふうなことであったりするんだと思います。その辺のチェックというのは当然家庭の中

でもしないといけないんでしょうが、クラスの中でそういうふうなチェックをしているというふう

なことはされているんですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）申しわけございません。バッテリーのチェック云々に関して

は私のほうでは現在チェックができていません。当然そこも必要なポイントだと思いますので、学

校に対して、この後、そのあたりのところもしっかり、家庭だけに任すのではなくて学校でも確認

することの必要性ということをしっかり伝えていきたい、指導していきたいというふうに思ってお

ります。ありがとうございます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）できることはまだもう少しあるのかなというふうに思ったりします。これもいろい

ろ書いている中で、公益財団法人の全国防犯協会連合会の中では、子どもたちが防犯ブザーを持っ

ていますけれども、すぐに対応できるようにランドセルの肩のベルトですか、そういったところに

フックでつけろというふうなことも書かれているんです。そういうふうなこともさせていますか。

例えば、防犯ブザーは持っているけれども手を後ろに回さないととれないというような状況じゃな

くて、ここを引くというような、そういうふうなことはどうなんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）防犯ブザーをつけている場所はさまざまで、多いのがランド

セルの横の部分になってきてしまうのかなというふうに思っています。ただ、当然ながら持ってい

てもそれがいざというときに使えないというのは非常に課題がありますので、そういったところに

関しても確認することが必要かなというふうに思っております。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）その辺は徹底していただきたいなというふうに思います。バッテリーがちゃんとあ

るのか、電池があるのかどうかですよね。自分で子どもたちがすぐとりやすいところにあるのかと

いうふうなことは、学校の中でできる、そんな難しい範囲ではないと思います。その辺は徹底をし

ていただきたいと思います。 

   あと、２時から６時の間に多発しているというふうなデータがあるんですが、これは何も下校の

途中だけではなかったりするわけですよ。子どもたちが遊びに行ってその帰り、遊んでいる途中で

というふうなことにもなったりするんでしょうけれども、その中で考えると、先生方がこういうふ

うなことを書かれているんです。児童・生徒が日常生活全般のさまざまな危険に対して主体的に適

切な判断と行動ができる能力を育成しますというふうなことが取り組み指針の中に書かれています。
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これは、さっき僕が言うた登下校だけじゃなくて、遊んでいるときにもというふうなことを多分思

ってつくってはると思うんですけれども、これをしようと思うと、やはり危険箇所であるとかいろ

んなところの情報というのは子どもたちに知っておいてもらわないと対応できないと思うんです。

それについてというのがこれから大切なことになってくるのかな。ハード面ではいろんな形でいろ

んなボランティアの皆さんが協力をされてくれているような状況になる中で、やっぱり子どもたち

のそういうふうな危機管理能力を育てていくのがこれからの大きなテーマになってくるんだろうと

思うんです。 

   この辺について、非常に難しいところもあるんですが、教育委員会としてはどういうふうに考え

ておられるのか。 

議長（坂上巳生男君）吉田教育委員会事務局統括理事。 

教育委員会事務局統括理事（吉田茂昭君）今おっしゃった子どもが主体的に判断して行動できるかとい

うふうなところ、当然、これは子どもたちの発達段階、学年等に応じても理解の仕方であるとか対

応の仕方は変わってくるのかなというふうに基本的には思っています。そのような中で、例えば子

どもたちが主体的にここは危険であるとか自分は今どうしなければいけないとか、こんなふうにし

ていかなければいけないという判断というのは、これは何も安全という側面だけで培われるもので

はないというふうに基本的には思っています。例えば友達との人間関係の中で何かトラブルがあっ

たときに、それをどう解決するかというのを主体的に考えるであるとか、あるいは学校の中で何か

危険な状況が起きたときにどう対応できるかであるとかということも含めて、子どもたち自身が身

につけていくものでもあるのかなと思っています。 

   そんな中で、例えばＣＡＰプログラムであるとか、あるいは避難訓練であるとか、そういった危

機的な状況に対してどう対応するかということを重ねて学ぶことで、主体的に動くことを学んだこ

ととうまく重ね合わせながら子どもが危険に対しても主体的に動ける、それ以外にも主体的に動け

るというふうなことになっていくものなのかなというふうに思っています。 

   だから、ある意味、安全ということに対して、やはり特化した指導というのは必ず必要だと思っ

ていますけれども、それに加えて、子どもたちのそれぞれの発達段階に応じてそういった主体的に

動く、考える力を身につけていくということも、これは学校教育の大きな役割かなと。 

   そんな中で考えてみると、例えば１年生の子どもたちが遊んでいるときに年上の方とか、当然発

達段階のこともあるので、保護者の方とかもどこかで注意、目を光らせていただくことも必要なの

かなというふうなことも考えないではありませんけれども、そういった意味で、さまざまな機会を

捉えながら身につけていかせたい。ただ、議員おっしゃるようにすぐに簡単にいけるものではない

可能性はありますが、その辺は常に意識して取り組んでいきたい、取り組んでいっているというふ

うに考えてございます。 

議長（坂上巳生男君）矢野議員。 

10番（矢野正憲君）一朝一夕でできるものではないというふうなことですよね。そのとおりだと思いま

す。だから、そういった意味ではいろんな形でいろんなプログラムを提供しながら、蓄積をしなが

らというふうなことになってくると思うんです。それが子ども自身の危機管理につながっていくん

だろうというふうに思っております。それでできるサポートというのは、我々大人はいろんな形で

ボランティアをやりながらというふうな形で、皆が皆やっていると思います。当の本人の主体とな

る子どもたちがそれに気づいていただいてというふうな形で落とし込みをするようなこともやって

いかないと、それが蓄積になっていくというふうなことになるんだろうなというふうに思っており

ますので、こういった事件が起こったからたまたま今回私、こういうふうな質問させていただきま

したけれども、やはり言われなくとも継続的にこれからもやっていっていただきたいなというふう

に思う次第でございます。 

   何より、15年前に大きな事案が起こった熊取町でございますから、ああいった悲劇が二度と起こ

らないような、そういうふうな対応をやっていただきたいと思ってございますので、その辺は間違
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うことなく、しっかりと前に進めていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願い

します。 

   私からは以上になりますが、これからも、子どもたちの安全確保については重々認識を持って対

応していただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

   以上で終わります。 

議長（坂上巳生男君）以上で、矢野議員の質問を終了いたします。 

   次に、河合議員。 

12番（河合弘樹君）議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただき

ます。 

   午前中の坂上昌史議員と重複する質問になるんですけれども、１つ目の永楽ダム奥のがけ崩れに

ついて、前回と今回の崩れた場所と状況等、今後の復旧工事についてご答弁お願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）それでは、ご質問の永楽ダム奥のがけ崩れについての１点目、前回と今

回の崩れた場所と状況等についてご答弁申し上げます。 

   まず、３月９日に崩れた場所と５月14日に崩れた場所は同じ場所でございます。３月に崩れた規

模は、幅が約８メートル、道路からの高さが約11メートルでございました。また、５月に崩れた規

模は、同じ箇所で幅が約10メートル、道路からの高さが約16メートルと拡大したものでございます。 

   状況としましては、３月の仮復旧工事にて積みました大型土のうを越え、土砂が道路までこぼれ

出してきましたので、通行の安全性も考え、現在、町道永楽線を挟んだ奥ノ池側に、６月11日の供

用開始を目指して道路拡幅工事を鋭意進めているところでございます。 

   ２点目の今後の復旧工事につきましては、現在施工しております奥ノ池側への拡幅工事を早期に

完成させ、町道永楽線の供用開始を行うとともに、本復旧工事に向けての設計委託業務費の補正予

算を本６月議会にて上程させていただいております。また、本復旧工事につきましても、国からの

交付金を活用し早期に実施したいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいた

しまして、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）ありがとうございます。仮設の道路なんですけれども、本復旧工事が終わるまでず

っとあるということなんですか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）その予定でございます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）本復旧工事は時期的にどれぐらいかかりそうなんですか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）まず、本議会で、先ほどご答弁申し上げました設計業務の委託費を予算

計上させていただいております。予算成立後速やかに発注をしまして、どういった工法が一番最適

で経済的で安全かということを検討しまして、まず工法を決定いたします。その後、それをもとに

本工事の実施に向けた設計等が必要となってまいりますので、それに向けた予算措置、工事という

ことになりますので、その工事がどれくらいかかるかというのは、現時点では申し上げられないか

と思います。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）半年、１年とか、それもわからないですか、ざっくりで。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）１年はかからないと思います。できるだけ早い期間で速やかに工事をし

たいと考えてございますので、現時点ではそのぐらいです。すみません。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 
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12番（河合弘樹君）ありがとうございます。 

   それでは、崩れた付近のまた別の場所、そこの安全性についての点検など、また、そのほか崖崩

れが起きそうなところの町有地の点検とかも行いましたか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）今回の土砂の崩落を受けまして、以前からもずっと実施しているんです

けれども、対象となる永楽ダムの周辺と、それと今回の対象となる環境センターまでの永楽線、こ

れについては定期的に道路パトロールを実施してございます。今後も引き続いてパトロールを実施

していく予定でございますので、そのパトロールをもって何かあれば対応できるようにというふう

に取り組んでまいります。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）永楽ダム周辺を含めた法面の調査ということで、平成24年度と平成29年度

に交付金を活用しまして道路防災点検ということで、道路の法面についての調査はしてございます。

特に構造物、法面にモルタルコンクリートを吹きつけしているところなんですけれども、その辺に

つきましては、クラック等の幅が動いているか動いていないかとかいうので点検してございますし、

そういうのがない地山の法につきましては、地形や土質、湧水状況、また勾配等を目視で調査して

ございます。今回の場所も29年度には調査を行っておりますが、やはり滑りの発生というのがなか

なか目視では難しいところもございまして、大雨のときに全国的に災害が現在、土砂崩れが起きて

いますけれども、今までに土砂が崩れていないところで近年いろんなところで土砂崩れが起こって

ございます。これについて、的確にここが危ないというような調査というのは、土質調査とかいろ

んな膨大な調査をしなくてはわからない状況となってございますので、今の点検の仕方といいます

と、今私のほうでご説明させていただいたような内容を24年度にやったのと29年度にやった内容で

動きがあるかないかという今、調査を５年に１回ということで、これはもう法的にも決まってござ

いますので、５年に１回交付金を活用してやらせていただいていると。 

   今回のところも、以前とは大きく変わりはないという情報の中で調査は終了したんですけれども、

まず３月にあのような事態が起きて、５月にもまた発生したという状況でございまして、５年に１

回はそのような調査をさせていただいていますし、月に１回、町でそのデータをもとにパトロール

をやってございます。特にクラックの開きとかいうところにはピンを打っていますので、その幅を

全て図っていった中で調査をやっているという状況でございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）わかりました。点検していただいているということで、ありがとうございます。 

   あと、その関連なんですけれども、豪雨のとき、同時期にそのほか熊取町内で土砂崩れ等被害が

あったところとかは把握しておられますか。 

議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）今回の箇所以外にはございません。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）わかりました。ありがとうございます。今後も自然災害に備えての協議とか訓練等

を強化していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   それでは、次の質問に移りたいと思います。 

   ２番目の質問で、可燃ごみ収集場所のカラスによる被害について。 

   近年、全国的にも被害をこうむっていると思うんですが、被害状況の把握と熊取町から被害に対

する対策等、アドバイスは行われていますか。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）それでは、２点目の可燃ごみ収集場所のカラスによる被害についてご答

弁いたします。 
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   まず、被害状況の把握でございますが、カラスは、可燃ごみの中から餌となる生ごみを引っ張り

出すため、ごみを飛散させることがあります。ごみ収集場所の維持管理につきましては、ごみ収集

場所の利用者、地元自治会で行っていただいておりますが、毎週行っております収集業者からの定

期報告で、月２回程度の飛散の報告を受けております。また、住民の方からの苦情については年に

数回という状況であり、必要に応じて自治会長やマンションの管理会社などに適正なごみ出しをお

願いしているところです。 

   なお、収集業者に確認したところ、ごみ収集場所が約2,400カ所ございますが、そのうち100カ所

程度で、不適正なごみ出しによりごみが飛散する場合があるとのことでございます。 

   この問題は、環境面において不衛生となるため、全国の自治体が頭を悩ます事象でございます。

被害が生じたときのまず対応としましては、ごみ収集時にごみが飛散している場合は収集業者が付

近を簡単に清掃しております。次に、対策といたしましては、まず排出するごみから生ごみをなく

すことが肝要であります。そのため、個人個人が食品ロスをなくし、プラスチック容器包装につい

た食品残渣を水洗いして排出することが効果的であります。また、本町で補助金を出しております

生ごみ処理機による処理も生ごみの削減につながってきます。しかし、完全に生ごみをなくすこと

は難しいことから、カラス対策ネットやシートを設置し、ごみ袋を包み込む排出方法を町からアド

バイスしているところでございます。 

   今後におきましては、そもそもの問題である生ごみを減らすため、これまで別々に啓発しており

ました食品ロス、生ごみ処理機に対する補助制度、適正なごみの排出など生ごみの削減につながる

啓発を有機的につなげ、カラスによる可燃ごみ収集場所の被害対策について、いわゆるごみゼロ推

進員であります廃棄物減量等推進員会議で説明するとともに、広報やホームページで啓発してまい

りたいと考えております。 

   以上で、可燃ごみ収集場所のカラスによる被害についての答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）ありがとうございます。生ごみ処理機ですが、大体何台ぐらい売れたとかわかりま

すか。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）生ごみ処理機につきましては、28年度の決算でいきますと12件、27年で

は６件、26年度では３件、25年度で12件ということで、件数は少ないんですけれども、さらにＰＲ

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）今後も続けるということで、またよろしくお願いします。 

   それでは、カラス被害なんですけれども、よく自治会でネットをかけていると思うんです。今の

カラスは、ネットをかけていてもそのネットを持ち上げて横にして、それで食べるという状況がよ

く見られるんですけれども、それに対する、インターネットで調べてみると、通信販売で折り畳み

式のごみ収集ボックスというのがあるんです、１メーター80ぐらいから90センチぐらいのとか。そ

ういうのについて設置するに当たって、町としては問題ないんですか、道とかに。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）設置するにつきましては、やはり交通の影響とかそういったことが、そ

の場所、場所によっていろいろ考えられると思います。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）基本、今現在ごみを出している場所にそれを設置して、畳めるんです。塀とかに置

いておくとか、そういう事例は熊取町にないんかどうかわかりませんけれど、どうですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）これまでの考え方は、ごみを出すまでは住民の責任で管理していただく。

収集した後は役場の責任といいますか、それで運搬して処理をするわけなんですけれども、出すま
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では住民で行っていただくという考え方を行っておりますので、そこでのカラス対策などにつきま

してはそこの方たちで考えていただいているというのが実情でございます。 

   ですので、カラス対策につきましては、最初の答弁でもご説明いたしましたけれども、もともと

となる生ごみをなくす。カラスは生ごみを食べに来るというのがそもそもの原因となりますので、

役場といたしましては生ごみを減らす手だてを住民の皆様に説明して、ご協力いただいていきたい

というふうに考えているものでございます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）ありがとうございます。各自治会で各自当番制で掃除とかはなされていると思うん

ですけれども、もしそういう話が出て設置するに当たって、道路上とかの許可というか、そういう

ものに対してはどうなんですか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）道路上につきましては、今もごみが一時的に出されているということで考

えてございます。これ、営業的なものにつきましては占用となりますので許可制度となります。一

時的に出していただいているということで、道路のほうではそういう認識で今のところ考えてござ

います。ただ、構造物、かごとかになりますと、今先ほど統括からもご説明があったように、危険

なところには置けないということで、通行の支障になるところ、歩行者の支障になるところにはち

ょっと置きにくいのかなと。そういうときには一度、道路のほうとご相談していただきたいと考え

てございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）わかりました。ありがとうございます。 

   先日、議会報告会でもカラス対策ネットの問題で、ごみ収集業者がとりに来たときに、そのまま

ネットをあけたままになっているという苦情があったんです。それについて、ここ最近土砂崩れの

影響で収集業者も忙しいので慌てているという関係もあるのかなとかあって、その人は、あえて業

者に指導して、きちんとネットを片づけてほしいという要望がありましたので、指導をよろしくお

願いします。それと、そういう細かいことかもわかりませんが、日本で一番美しいまちを目指すな

ら、町を挙げての取り組みとして考えていただきたいと思います。 

   それでは、最後の３番目の質問に移りたいと思います。 

   八幡池青少年広場のトイレについてですが、以前、平成28年12月議会で質問させてもらった質問

と一緒なんですけれども、洋式化等建てかえも含めて要望いたしましたが、下水道工事に伴い検討

するとの答弁でした。その後の経過は。また、教育委員会管轄のその他のグラウンドのトイレの状

況は。答弁お願いします。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）それでは、八幡池青少年広場のトイレについて答弁申し上げます。 

   当該トイレにつきましては、現在はくみ取り式の屋外トイレユニットを２基設置しておりまして、

広場の利用者にご利用いただいているところでございます。利用者に快適に使用いただけるよう地

元長生会に清掃活動をお願いしながら、ドアの取りかえや洗浄ノズルの交換など適正な維持管理に

努めてきているところです。 

   ご質問の当該トイレの改修につきましては、この区域の公共下水道工事の予定が平成31年度以降

となっているため、接続に係る排水設備工事にあわせ、トイレの洋式化や老朽化への対応も含めて

検討してまいりたいと考えております。 

   また、その他の教育委員会所管のグラウンドのトイレといたしましては、町民グラウンドのトイ

レがあります。これにつきましては、平成28年度において洋式化の改修を行ったところでございま

す。改修の内容でございますが、男子トイレの大便器２カ所のうちの１カ所と女子トイレの大便器

４カ所のうちの３カ所を洋式化したものでございます。 
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   以上、よろしくご理解賜りますようお願いいたしまして、答弁といたします。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）ありがとうございます。教育委員会の管轄としては、町民グラウンドを先に工事を

行い、次に八幡池青少年グラウンドになると思うんですけれども、今の答弁では下水工事にあわせ

て実施していただけると理解していいんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）31年度以降に下水道の本管が入ってくるということで、我々自治

体としましては、下水道工事が済めば速やかに水洗化していくというのは公共の責務と考えており

ますので、そこは速やかに接続するように。接続するに当たっては、トイレもくみ取り式のユニッ

トのトイレですので、あれはあのままどう考えても接続するには足りませんので、何がしかあれを

更新することは必要になってくると。当然、それをするに当たっては洋式化もあわせて考えられる

んじゃないかということで、これ、実はまだ予算措置の面であるとか、我々の計画にはこれから位

置づけをしていかなくてはなりませんので、そういう意味で検討してまいりたいということで、ご

理解いただきたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）ありがとうございます。31年度と言っていますが、31年度のどれぐらいか詳しくわ

かりますか、あの地区は。 

議長（坂上巳生男君）永橋上下水道部理事。 

上下水道部理事（永橋広幸君）現在のところ、平成29年度に八幡池グラウンドの地区につきまして、下

水道の管の詳細設計を行いました。なお、平成30年度におきまして上水道管移設の工事の設計を上

水道課に今依頼してございますので、31年度以降という形でしか今お答えの分がございません。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）わかりました。ありがとうございます。 

   それまでの間にでも、２つあるトイレの中で１つだけでも簡易式の、置くだけの便器というんで

すか、コストも安くつきます。そういうのだけでも１カ所だけ設置するというのは可能なんでしょ

うか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）今現在は、下水道工事はこれからということで、置くとなるとい

わゆるくみ取り式のものを置くような形になってこようかなと。そうすると、置いてまたさらに下

水が来たときに改めて接続の工事に入るとかいうところのデメリットが生じてきますので、ご不便

をおかけしているかと思うんですけれども、そこは今後の検討をお待ちいただきたいなというのが

正直なところでございます。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）小学校でも設置していると思うんです。もっと簡単な、ただ上から置くだけみたい

な感じのものなんですけれど、プラスチック製というか、和式の上に置くというような。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）今の置いているユニットの上に座れるような形にということのご

提案ということですか。 

（「そうです」の声あり） 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）正直なところ、今現在のところ我々としては検討していないとこ

ろなんですけれども、この辺は、トイレの利用に関して今のグラウンドが、我々の統計といいます

か、データによりますと7,800名の方が平成29年度においてはご利用いただいているというような

状況でございます。その他の例えば町民グラウンドでいきますと、グラウンド、テニスコートを合

わせますと４万人以上の方がご利用いただいているとか、グラウンドの規模に応じた整備というも
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のが一定、我々としては検討すべき部分ということもございまして、簡易なということではござい

ますけれども、この辺は具体的にできるのかできないかも含めて、必要性も含めて引き続き検討さ

せていただきたいなと思います。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）検討していただけるということで、よろしくお願いします。 

   それでは、これをもちまして質問を終わらせたいと思います。どうもありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）すみません。議員の１点目のご質問の答弁の中で、私がピンの測定につい

ては月１回とお答えさせていただいたんですけれども、ピンの測定については全ての箇所において

年に１回させていただいてございます。月１回のパトロールにつきましては、落石とか枯れ木とか

いうのでダム周辺をさせていただいてございます。 

   以上でございます。どうもすみませんでした。 

議長（坂上巳生男君）河合議員。 

12番（河合弘樹君）ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、河合議員の質問を終了いたします。 

   次に、佐古議員。 

11番（佐古員規君）それでは、議長のお許しを得ましたので、通告に従い質問させていただきたいと思

います。 

   私の質問は１点で、安全・安心についてであります。このことも子どもの安全が中心になろうか

と思うんですが、きのうの渡辺議員に引き続き、きょうの矢野議員にも同じ内容の質問がございま

した。それを踏まえて、かいつまんで質問させていただきたいと思います。 

   安全・安心についてでございますが、特に子どもについてでございます。この平和な日本でも、

皆さんおっしゃられていたように、新潟でも痛ましい事件がございました。こういった事件、事故

が日本各地で起こっておって、いまなお後を絶ちません。熊取町においても、平成15年５月20日に

当時小学４年生の女子児童の行方不明事案が発生し、ことしで丸15年が経過したところでございま

す。ただ、残念ながらまだ現在も解決には至っておりません。 

   それを踏まえて本町では、安全・安心なまちづくりを目指して、子どもの安全や地域の防犯対策

など、警察や関係団体、住民、保護者などと連携してさまざまな取り組みを行ってきております。

このことを風化させないためにもまた改めて見直す機会と考えるが、今後の考えについて具体にお

聞きしたいと思います。 

   まず、１点目で、安全・安心なまちづくりについての中で、今度８月25日に予定されております

安全なまちづくり大会についてお聞きしたいと思うんですけれども、その前に一言感謝というか、

お礼を申し上げたいと思います。 

   まず、５月号なんですが、１面に「地域ぐるみで安全・安心なまちづくりをめざして」というこ

とで、風化させてはならない吉川友梨さんの事案のことも全て、今までの経緯であったりというこ

とを書かれてございます。このことについては、大変ご尽力いただいた貝口次長を初め皆さん方に

お礼申し上げたいなと思います。ありがとうございました。 

   それを踏まえて、安全・安心なまちづくり大会の具体案について、今お考えのところをお聞かせ

ください。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、安全なまちづくり大会などの具体案につきましてご答弁申し上げま

す。 

   本町の安全なまちづくり大会につきましては、防犯事業として毎年開催しているところでござい

ます。近年の安全なまちづくり大会におきましては、増加傾向にある特殊詐欺に関する防犯啓発を

中心に行ってまいりましたが、今年度は、子どもを見守る立場の大人を対象に、青少年防犯に対す
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る内容のものを予定してございます。 

   本大会の住民周知に関しましては、先ほど議員からもお話がありましたとおり、５月号広報の第

１面において開催についての記事を掲載し、お知らせしたところであり、今年度につきましては８

月25日土曜日の午後からを予定しており、現在、府警本部生活安全指導班の防犯教室など、地域防

犯に効果的な内容について泉佐野警察署と協議しているところでございます。また、アトラクショ

ンとして熊取中学校の吹奏楽部の演奏や、参加団体等についても生涯学習推進課と調整を進めてい

るところでございまして、さらに各区・自治会に対しましては、７月の町政連絡事務嘱託員連絡会

において説明の上協力依頼し、８月号広報においては詳細な記事掲載を予定してございます。 

   今後も、泉佐野警察署等と緊密な連携を図りながら安全・安心なまちづくりに取り組んでまいり

ますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）今、警察との協議も進めているということですけれども、ちょうど節目、10年目に

当たる５年前にも、このような安全なまちづくり大会ということで企画をしていただきました。そ

の節にもいろんな取り組みをしていただいたかと思います。規模的にはこのような感じのものをお

考えなのか、それともまた違った趣向を凝らすのか、その辺、何かお考えの点がありましたらお答

えください。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）５年前でございますが、きのう渡辺議員から宣言のお話があったかと思います。

５年前は、ちょうど10年の節目ということで、この宣言につきましては５月にみんなで子どもの安

全・安心を考える集いというものを教育委員会の生涯学習が中心となって、佐古議員もかなりご尽

力いただいたということも聞いておりますが、そういった集いの中で宣言を読み上げられて、そう

いった催しをしたということでございます。そうした５年前の安全なまちづくり大会ですけれども、

こういう形で別の集いがあったということで、通常の総括的な一般的な安全なまちづくり大会を開

催したということを聞いております。 

   私、先ほどの冒頭の答弁の中で、きのうの渡辺議員と町長との約束を忘れておりました。安全な

まちづくり大会にこの宣言を入れるように教育委員会と調整させていただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）ちょっと補足ですけれども、熊取町青少年問題協議会というところで緊急アピール

が採択されて、この５月12日のいわゆる安全なまちづくり大会と言われるその中で初めて熊取子ど

も安全宣言というのを提出されて、その中で採択されたということになっておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

   ちょうど５年前にそういった大会というか、子どもの安全・安心を考える集いというのをしてい

ただいたわけですけれども、その中で大変興味というか大変よかったなと感じておるのが、小宮先

生といって、前回も渡辺議員もおっしゃっていました。今回の子ども見まもり隊の研修でも見させ

ていただきましたが、小宮信夫教授、その方の講演をすごく興味を持って聞かせていただきました。

内容的には何が印象に残っているかといいましたら、皆さんはよく子どもたちには不審者に気をつ

けましょうと言うんですけれども、不審者というのは不審者らしい格好なんかしているわけないん

です、本当の不審者というのは。だから、不審者を探すということではなくて場所を特定しましょ

うということで、その当時は、５年前です。そのときには公園を見直しましょうということで、公

園に木が生い茂っています。だから見えない、だから入りやすく見えにくい場所というのを今回タ

ーゲットにしていたわけですけれども、それとまさしく一緒で、公園もそういうふうに入りやすい

けれども見えにくい場所というのはだめやよということで、見えやすい公園にしましょうというこ

とで、いろんなそういう働きかけで公園の伐採であったりとかもした記憶がございます。そういっ

た考えるヒントというか、考える思考をこの先生から教わったかなというふうに感じています。 
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   ですから、今我々そうやって聞いた人間は、ある程度そういった知識はあると思いますけれども、

今現在子どもをお持ちの親御さんたちは、そういった知識というか、そういう認識も持ってはらへ

んと思います。ですから、やはりそういったのをもう一回、風化させてはだめということもありま

すので、何が安全、何が安心ともう一回考える場というのがぜひ必要やと思います。ですから、５

年前をもとに、ぜひ小宮先生に来ていただいてそういった講演をしていただきたいなというふうに

私からの切なる要望ですけれども、この辺も一応考慮していただきたいと思います。その辺につい

ていかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）先ほど申し上げましたとおり、今、大阪府警あるいは地元の泉佐野の警察署等

と調整中でございますので、佐古議員からそのようなご意見があるということも含めてこれから詰

めていきたいというように考えております。ここでさせていただきますとかいうお返事はできない

ところをお察しください。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）重々承知いたしました。目で合図されまして、必ずしますという合図をいただきま

したので、それにご期待しておきたいなと思います。 

   前回は、５年前もそうだったんですけれど、今まで活動されていた方のパネルディスカッション

であって、どういった苦労でどういったことを活動されてきたかという、そういうパネルディスカ

ッション等々もございました。そういった感じで今まで15年間活動してこられている、見まもり隊

については14年目ですけれども、来年で15年になります。そういった方々の生の声、それからそう

いったのが聞ける機会というのをぜひこういった機会を設けてもう一度考え直す機会、それを、今

現在子どもをお持ちの保護者の方々にしっかりと伝わるような会にしていただきたいなというふう

に考えております。ですから、また後ほど言いますけれども、これは危機管理だけで考えるんでは

なくて、教育委員会、もっと言うと熊取町全体でそういう危機意識的なものを持っていただいて考

えていただきたいなというふうに感じております。 

   また５年前の話をしますけれども、その後にはチラシ配りも行っております。友梨ちゃんのチラ

シを持って、皆さん方で手分けして行ったりもしております。そんな感じで、住民の方も声をかけ

ればいろんな協力をしていただけますので、そういった力を一つにまとめるような、そういった会

になったらなというふうに切に思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。この

辺は具体に決まっていないということなので、この辺で１つ目は終わっておきます。 

   ２つ目へいきます。 

   今後の防犯カメラの増設の予定はということについてご答弁願います。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、今後の防犯カメラの増設につきまして答弁申し上げます。 

   まず、本町における防犯カメラの設置につきましては、安全・安心なまちづくりに資することを

目的に、平成28年度、29年度の２カ年において大阪府市町村振興協会の安全・安心なまちづくり推

進助成金500万円の助成を活用し、計画的かつ効率的に推進することとし、28年度におきましては

通学路等を中心に５つの町立小学校区ごとに２台、計10台、29年度には自治会等と協議、調整の上

38台を新設し、ほかに１台もあわせて更新したことによりまして、本町の街頭防犯カメラが58台と

なったところでございます。 

   ご質問の今後の増設の予定につきましては、一定、昨年度までの２カ年で整備推進したところで

あり、現時点での増設の予定はないものの、熊取町を日々パトロールする安全パトロール隊等から

の進言も得ながら、また今後の防犯カメラ映像の泉佐野警察署へのデータ提供や犯罪発生件数等の

推移、犯罪抑止効果などの総合的な検証を行いながら、府内自治体の対応状況等を勘案しつつ、財

政確保も含め慎重に検討してまいりたいと存じておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上
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げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）ちょうどきのうの新聞なんですけれども、防犯カメラ100台増設、泉佐野市が補正

予算案ということで、泉佐野市が今回100台を増設する予算案を出しましたよということが載って

いました。現在112台ある中で今回100台を追加しますという内容でした。そういった中で、大阪府

の府内自治体の平均設置台数というのは301台というふうになっておるそうです。ですから、熊取

町も58台で、決して多いとは言えないと思います。ですから、いろんな事件を見ていても、肝心か

なめで何が決め手になったかといったら、やっぱり防犯カメラであります。ですから防犯カメラの

設置というのは、予算もあることですけれども、積極的に取り組んでいくべきというふうに考えて

おります。 

   先ほどの答弁でもまあまあ前向きな答弁をいただいたかなというふうに感じておりますので、２

年間のつけた検証というのももちろん大事でしょうけれど、そうは言っていられないので、ぜひそ

ういう要望等ありましたら積極的に予算計上していけるようにお願いしたいというふうに感じてお

ります。その辺についてはいかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）先ほど、佐古議員から泉佐野市が100台を追加して設置、大阪府内の平均は301

台ということでございますが、防犯カメラの設置に関しましては個々の自治体の特徴とか特色とか

というのが出てこようかと思います。一例で申し上げますと、やっぱり熊取町は駅が一つです。熊

取駅の周辺には５台入れています。周辺に３台、中に２台、５台です。だから58台のうち５台が駅

にあって、あとの53台は街頭にあると。要は自治会に散らばっているというような状況です。ほか

の自治体を見ると、百何台とか300台とかつけてはるところもあるんですけれども、駅をたくさん

持ってはる。だから、駅に集中して設置していて、実は街頭にはそんなにたくさんつけていないん

じゃないかというような自治体もございます。そういう意味では、うちの場合は、台数は58台です

けれども、非常に効果的に今は配置されているというように考えております。やっぱり熊取町とし

ての一つの特色かな。しかも人口が密集している、人里離れた地域も少ないということであれば、

非常に効果的に、防犯カメラが有用に力を発揮する地域であるということが一つの大きな特徴やと

思っております。 

   その中で、今後におきましては、先ほど私が答弁させていただいたように、いろんなご意見をい

ただきたいと思います。それでまた、検証もしっかりやっていきたいと。先ほども矢野議員のご質

問のときにお話しさせていただきましたが、今年度に入って、もう相当なぐらいの警察署からの照

会が入っています。これはもうまさに防犯カメラを設置した効果やと思っております。そういった

ことも含めてしっかりとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）しっかりとよろしくお願いしたいと思います。 

   先ほど矢野議員のときの答弁なんですけれども、少し気になったのが、例えばカメラを設置して

いる場所をインターネットではマップで示していますけれども、それをあえて知らしめる必要はな

いと思います。要するに外部から入ってきた人間がどこにどれだけカメラがあるんかわかれへんよ

と、何せぎょうさんあるよというふうに思わせないといけないので、ここはこれだけしかないのか

というふうに思わせるのはよくないと思っています。カメラは至るところにあるでというようなぐ

らいに認識させるべきであろうと思っています。 

   それ以外の町が設置していないカメラも、私で設置しているところというんですか、そういった

ところもたくさんございます。そういったところも警察の方は把握されているんだと思いますけれ

ども、そういった情報共有というのもしっかり危機管理のほうでもしておいていただけたらなとい

うふうに感じております。ぜひまたこれも増設できる予算をとってこられるように、我々議員もし
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っかり陳情に行ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   では、３つ目に入ります。 

   安全・安心の関係団体との情報交換の機会についてはということですが、このことについてのご

答弁をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）安全・安心に対する情報交換につきましてでございます。 

   こちらの情報交換につきましては、まず町政連絡事務嘱託員連絡会を初めとし、主なものといた

しましては泉佐野警察署と同警察署管内の本町、泉佐野市、田尻町並びにそれぞれの地域の防犯活

動に取り組まれている各種団体や関係機関が共同して犯罪防止と青少年の健全育成に取り組む泉佐

野警察署管内防犯協議会、また、本町、泉佐野警察署、事業所、町民及び各種団体が横断的に安全

なまちづくりの実現を目的に各種事業を推進する熊取町安全なまちづくり推進協議会、さらに、本

町と小・中学校、大学や各種団体の代表が参画し、青少年の健全な育成に取り組む熊取町青少年問

題協議会などがございます。これら多数の組織において、積極的な情報交換を図っているところで

ございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）泉佐野警察署管内防犯協議会でしたか、泉佐野管内での情報交換ということでは、

もうそれはしっかりやれているんかなというふうに読み取れますけれども、片や熊取町の中でのこ

とで私、これ質問させていただいているんです。安全なまちづくり推進協議会、ここではプッシュ

型のというか、そういった情報の共有の仕方であって、なかなか皆さんが意見交換できるように本

当になっているのかなというのは少し疑問になっています。警察の方からの情報提供であったりす

るわけですけれども、各団体がどういったことで悩んでいるかとか、どういったことを教えてほし

いとか、そういった内容の意見交換ができる場にはなっていないんではないかなというふうに感じ

ております。その辺についてどんな感じで進められているのか、いや違うでということであったら、

それをお聞きしたいなと思います。いかがでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）安全なまちづくり推進協議会の中での情報共有というのは、佐古議員が考えて

おられるような感じだろうというように思っております。ただ、このメンバーの方々がそれぞれに

所属する団体がございますよね。婦人会であるとかこども会育成連絡協議会、長生会、ＰＴＡの連

絡協議会、それぞれの代表ということで、それぞれの組織の中ではしっかりと情報共有されて、そ

れぞれの団体の方々が安全・安心に関するご意見を直接危機管理課にいただいたり、また教育委員

会の範疇であるところの団体では教育委員会にもご意見等がいただけているというような状況であ

るというのは、これが今の姿だというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）なかなか苦しい答弁やったかなというふうに感じております。言われるように、実

際にはそうあってほしいんですけれども、発言を全くしない委員であったりとか、そういった方も

いらっしゃるというふうに私は感じております。ですから、もっと砕けてコーヒーを飲みながらで

も意見交換できるような、そんな会にしないことには、かた苦し過ぎて意見が言える雰囲気では、

私が出ていたときもそうですけれど、なかったわけです。町長もよくご存じやと思いますけれども、

それでほんまに協議会をやっているのかというふうに私は感じました。言おうかなと思うけれど誰

も言えへんし、うわっ、よう手を挙げらんなと、この私でさえよう手を挙げやんかったぐらいなん

で、そんな会で本当に形だけの会になっていないかなというふうに感じております。その辺、ぜひ

町長にお聞きしたいと思います。何か改善の余地はないでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）私も議員に近いような思いを持っているのは確かです。こちらサイドからどんな働
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きかけがあるのか、どういう方法があるのかというのはこちらでも考えていくべきだと思うんです

けれども、ただ、委員になっていただいた方にもそれなりの意識を持っていただける、そういった

ものもこちらサイドからの環境づくりというのも必要であるかなというふうに思います。そういっ

たことも踏まえまして、できるだけ発言していただきやすいような、そういうような雰囲気づくり

にも心がけていければなというふうに思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）ありがとうございます。ぜひ期待させていただきたいと思います。 

   もう一点この中でご質問したい内容についてですけれども、まず熊取町安全パトロール隊、ＫＳ

Ｐです。前回の教育委員会がやりました見まもり隊の研修、そことＫＳＰとの情報共有というんで

すか、情報交換の場というのが、昔からちょっと提案させていただいていたんですけれどもなかな

か接点がございません。教育委員会にお聞きします。この間の子ども見まもり隊の研修でＫＳＰの

情報というのは何かありましたですか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）前回、正直言いますと、見まもり隊の研修会のときにはたしかＫ

ＳＰ隊の方のご参加というのはなくて、特にそこでの情報交換ということは実際できていなかった

というところでございますけれども、ただ、青少年問題の協議会の会議等にはＫＳＰ隊はいつも参

加いただいてご報告いただいたりとか、あるいはふだんの見守り活動の中では、車での基本的には

パトロールになりますけれども、要所要所でとまっていただいて、一定、見まもり隊の方との連携

というものも現場サイドではとっているやに私も理解しておりまして、そういう意味での連携、情

報交換というのは一定とり行われているというふうに認識しています。ただ、改めて何か場を設け

ての連携ということにつきましては、鋭意これからそういう機会を設けることについては検討の余

地があるのかなということで考えております。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）いわゆる縦割り行政と言ったらそれまでですけれども、ＫＳＰ、熊取町安全パトロ

ール隊を管理しているのは危機管理課です。子ども安全見まもり隊は教育委員会生涯学習推進課で

す。ですから、そういう課が違うということもあって情報共有という場が持ちにくいのかなという

ふうに感じております。そもそも、私が勝手に思っている組織の体制で、企画部になぜ危機管理課

があるのかなとか、それがちょっと不思議で仕方がない。危機管理は自主防災組織も兼ねておるわ

けですけれども、そういった意味で言うと、自治会との連携を密にするということでいえば住民部

のみんなと協働課であるべきなんではないかな、もしくはそういうＫＳＰみたいに防犯のパトロー

ルということであれば生涯学習推進課であってもいいんではないかなというふうに感じております。

そういった組織の見直しについては一度していただく必要があるというふうに私は感じております。

その辺について、どなたが答えるのかわかりませんけれども、お答え願いたいなと思います。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）今、自治会なりＫＳＰなりということでいろいろご意見をいただきました。ま

さに来年度４月に向けた組織の見直し作業を現在進めているところでございまして、そんな中でお

のおのの事務分掌によりましても意見集約を同時にしているところでございます。こういったタイ

ミングで柔軟にできないところもございますけれども、そういった中で何がいいのかというところ

も判断していきたいと思ってございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）ぜひ、行財政構造改革プランということで業務の効率は考えられているんでしょう

けれど、業務よりも中身、本質の効率を考えていただきたいなと。ですから、私も見まもり隊へ入

っていても、ＫＳＰの情報はまず入ってきません。ですから、どういった動きをしているかという
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のは個々に会ったときに話をしたりもしました。何年か前の見まもり隊の研修では、ＫＳＰも来ら

れていていろんな情報交換の場というのがありました。ですから、そういった意味で子ども一つと

っても子どもの安全にかかわっているいろんな団体がございます。その団体の持っている情報とい

うのが、それぞれ役所ではそこの担当部署は共有しているんかもしれませんけれど、それを一つに

束ねるような部署というのはないんです。だから、誰が、どこの部署がそれを束ねるんですかとい

う話。ですから、もう子どもといえばやっぱり教育委員会はまずかかわってこないと仕方がないで

すけれども、片や自治会のそういった防犯組織との連携であったり見まもり隊云々、そういったこ

とであれば、連携をとりやすいような組織づくりをぜひ検討していただきたいなというふうに、こ

れは切に要望したいと思います。よろしいでしょうか。もうこれはお願いというか、要望にしてお

きます。 

   次へいきます。 

   次の質問で、地域安全マップの更新についてということでご答弁願います。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）それでは、答弁に入ります前に、先ほどの情報連携の点で漏らし

た分がございますので申し上げさせていただきますけれども、見守りの現場においては日々いろん

な不審者情報等が入ってまいります。これについては逐次、警察等からも連絡が入った中では、す

ぐに関係機関に情報が流れるような体制はとっておりまして、それはＫＳＰ隊のほうにも情報は流

れて、見守りに生かすという形はとっておりまして、そういったこともあって、前年度においても

子どもがちょっといなくなったということに対して情報が流れて、ＫＳＰのほうで見つけていただ

いたというようなこともございましたので、その点、補足をさせていただきます。 

   それでは、答弁に入らせていただきます。 

   それでは、安全・安心なまちづくりの４点目、地域安全マップの更新について答弁申し上げます。 

   本町におきましては、子どもの通学時の安全・安心の確保に資することを目的に、平成18年６月

に各小学校において地域の関係者の方との協働により校区探検を実施し、通学路の点検結果を集約

した安全マップを作成しており、その後、21年度、24年度、27年度にそれぞれの時点での修正を行

い、更新を重ねてきております。安全マップは、車の往来や歩道の有無など交通安全の視点からの

記載とともに、人通りが少ないので気をつけようなどといった犯罪等に対する子どもたちの注意喚

起の内容も含んだものとなっております。 

   また、当該マップの30年度中の更新に向け、関係機関等との調整を始めたところでございますが、

子ども見まもり隊の方々への研修も兼ねた形態で更新を予定しているところであり、更新作業に当

たっては、小学校や警察などのご意見、指導等を最大限取り入れるとともに、先月20日開催の子ど

も見守り研修会の内容や参加者からのご提案を踏まえ、子どもたち自身が安全について考えること

が大切であるという趣旨を勘案しながら、犯罪がしやすいとされる入りやすく見えにくい場所の抽

出、また防犯カメラの設置場所などを盛り込み、より効果的な安全マップとなるよう内容について

検討を行いたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）ありがとうございます。これは、もう渡辺議員の質問でもありましたように、ほと

んど質問することはないかなと思っていたんですけれども、ちょっといろいろ言わせていただきた

いことがございます。 

   この間の見まもり隊の研修の小宮先生のビデオに大変共感を受けて、大変ありがたかったかなと

いうふうに思っております。それを踏まえて安全マップをつくっていくという、今年度更新という

ことですけれども、我々も私自身も１回目からずっと携わらせていただいていましたんで、どうい

った感じでつくったら一番効果的やろうなというのは研究しながら、模索しながらやったところで

ございます。校区探検もどういうふうにしたらいいやろうなということもやってきました。 
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   そんな中で、渡辺議員もおっしゃっていましたけれども、今のマップというのはすごくきれいな

んですよ。Ａ４かＡ３にぴちっときれいに入って写真もきれいで、そういったものを我々望んでい

るんではなくて、これ、完成させる、つくることにやっぱり重きを置いているようなつくり方なん

です。そうではなくて、渡辺議員も言っていたように、つくる過程というのがやっぱり一番大事や

と思います。子どもたちに、いかにこの場所が危険やというのを気付かせるということが大事です。

子どもと我々、校区探検やったときには、親御さんと一緒に歩いて学校まで通学しましょうという

ことでやりましたので、保護者の方も、あら子どもはこんなところを歩いているんやなと、こんな

危険があるんやなということで、親御さんについてもいい勉強の機会であったというふうに感じて

おります。 

   ですから、きれいにつくるんではなくて、いつでも更新できるようなそういったものをぜひ何か

考えていただきたいなと。３年に一遍しか更新せえへんということは、３年間は何も危険な箇所は

ないのかといったら、そうじゃないんですよ。ですから、そういったことを更新できるようなマッ

プづくりをぜひ検討していただきたい。 

   もう一つ、これも小宮先生からですけれども、まず危険箇所というのは、今言われているように

入りやすく見えにくいというところ。こういったところのことをホットスポットといいます。ある

地域では、熊取町のＫＳＰみたいなそういう団体が青パトを使ってホットスポットパトロールとい

うのをやってございます。これはどういうことかと言ったら、例えば公園に遊具があります。その

近くにベンチがあります。ベンチに誰か座っていましたと。その方が不審な声かけをしたりとか仮

にしたとしても、一般の方は全くその人のことは不審とは思いませんね。ですから、そういった感

じで、あとその公園についても外から見える環境にさえしておったら悪いことももちろんできへん

やろう。そういった意味で、この間の新潟の件でもそうです。横に線路、こっち側の道の反対側に

は壁が並んでいて、実はトンネル現象というかトンネルの空間やったと。ですから、向こうから来

る人、こっちから来る人しか見えなかったという場所であると。そういった場所のことをホットス

ポットというそうですので、そういった箇所を子どもたちの目でいかに危機意識を持って見つけら

れるかという、そういう訓練というのはぜひ必要かなと。 

   今までの教材の中では、ＫＹＴといって危険予知トレーニングという、そういったこともござい

ます。イラストを見てどこが危険かというのを子どもたちに認識させる。子どもたちが気づかない

ようなことを大人が助言して、こういった危険もあるやろうということをしますということで、や

はり子どもたちは、我が身は我が身で守る、自分の身は自分で守るというすべを見つけやんことに

はだめなんです。大人がいかに周りで見守っておっても、子どもがそういう気がなければ、危険を

危険と思わなければ、もうそんな死角なんか幾らでもありますから、そういった意味で子どもたち

に意識づけさせていくというのを今後やっていかないといけないというふうにすごく思っておりま

す。 

   ですから、学校の中でもそういったホットスポット的なものを見つける訓練をするであったり、

昔からあるＫＹＴ、危険予知トレーニング、こちらをする、もしくは、もしも捕まったり引き込ま

れたときには大声を出すような、ＣＡＰプログラムでもそうです。そういったものをぜひどんどん

取り入れて組み合わせてやっていけるような、そんなことをしないといけないというふうに感じて

おります。 

   子どもを管轄する教育委員会としては、その辺についていかがお考えかというのをお聞かせいた

だきたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）安全マップの更新に際して、子どもに参加いただいた中で自身で

いろいろ考えてもらう、あるいは危機、危険に対しての察知能力を身につけてもらうという趣旨、

観点というのは非常に大事やと認識しております。 

   ただ、今年度の予定としては、答弁で申し上げたとおり、一定見まもり隊の研修を兼ねて、これ
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は我々の当初のもくろみとしましては、大人のスクラムといった取り組みの中で、地域教育協議会

等の取り組みの中でいろいろ見守る大人としての連携であったり、改めて危険についての認識を高

めるとか、そういう趣旨で大人を主導で取り組むというところで考えたのが正直なところでござい

ます。 

   ただ、今回いろいろとご提案いただいた中で、子どもの視点というものをもっと取り入れること

が必要であるということについては重く受けとめまして、今後、地域教育協議会等での取り組みを

お願いする中でもこの点改めてお伝えし、何かそういう形で子どもにかかわってもらった中ででき

ることをやっていける部分というものについてお考えいただけるような形で、ちょっと協力をお願

いしたいなというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）少し、もし勘違いしていたらぐあい悪いんですけれども、子どもたちに参加させる

という意味は子どもたちの目で危険箇所を見つけるということです。今の子どもたちが普通の場所

を見てこれが危険というのは、まずよう判断しません。やはりそういう訓練された大人たちが一緒

について、その場で教えてあげないことには、戻ってきて机上でここ危険やでと言われたってぴん

とくるわけないんですよ。だから、そういった感じで、やっぱり道中で大人も付き添った中で、こ

こはちょっとどう思うという感じで子どもたちに考えさせて、どういう危険があるかなというのを

そこで考えさせて気づかせるというのが一番効果があります。 

   ですからそういった取り組みをしないことには、マップをつくるといっても大人が足で運んでき

た情報を紙に落としたところで、こんなもん全然生きたマップにはなっていないと思っています。

確かに有効じゃないかといったらそうじゃないですけれども、多少あるでしょうけれど、そういっ

た意味で子どもたちが自分で感じたことというのは頭に入ります。こういったところが危ないとい

うのは、１カ所でもそういった経験をして、あっ、こんなところがこういうふうに危険なんやなと

いうのがわかれば、そういうのが次の場所に行っても、あっ、ここもそうちゃうかというふうな感

じで、半分ゲーム形式的にでも覚えていけるかなと思います。そういうマップづくりにしたいな、

してほしいなというふうに切に思っております。 

   だから、形式的にマップをつくっているから安心やとかそんなんじゃなくて、やっぱりつくる過

程というのが一番大事です。今回の見まもり隊の研修の中でもそれは言ってはりましたよね。だか

ら、そのことをしっかり教育委員会としても学校を通じて、全ての子どもたちにというのは難しい

かもしれません。ですけども、見まもり隊の方と一緒にそういった訓練をされて、それで一緒にそ

ういう危険箇所、ホットスポットを見つけるというその中でのマップづくり、そしたら、自分が見

つけたところというのはやっぱり覚えていますよ、子どもたち。だから、そういったことをしない

と生きたマップにはならないと思っています。 

   まあきれいですよ、今のマップ。だけど全然、ほんまにこれが今生きているんかなというのをつ

くづく思っておりました。せっかく尽力された方には申しわけないですけれども、そうじゃなくて、

汚くても手書きでも何でもいいです。生きたのがあれば一番いいかなと。 

   今の形にしていったのは、ホームページに上げて皆さんが見ていただいて危険箇所を印刷したり

するために、データ化するためにああいうきれいな形になっていますけれども、そうでなくて、本

来はもう手書きでいいと思うんです。そういったのが皆さんで共有できるようなものであれば本当

は一番いいんではないかなというふうに思っております。ぜひその辺も加味した上で、小宮先生は

いいです。ぜひ呼んでいただきたいなというふうに思います。 

   その辺にしまして、マップの更新についてのちょっとヒントになればなというふうに思っており

ますので、その辺もう一度、野津理事、いかがでしょうか。その辺考えていただけるかどうか。 

議長（坂上巳生男君）野津教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（野津 恵君）もうたくさんの議員からのご提案ありがとうございます。 

   私、先ほども110番の家を確認するようなことについても一定触れさせていただきましたけれど
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も、例えば下校途中に見まもり隊の方と帰宅しながら110番の家を確認する。その中で例えば入り

やすく見えにくい場所について大人と一緒に考えてみるとかいうようなところは一定考えられるの

かなと思いますし、そういうところは、ただ我々だけで考えるんじゃなくて、実際作業をお願いし

ております地域教育協議会の皆さん、関係機関がたくさんございますので、そういったところのご

協力も得なくてはなりません。そういうところでそういう部分についても前向きに考えるというこ

とで検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）もうこれは要望だけにしておきますけれども、そういった意味で、例えばマップを

更新するのに保護者の方、出てきてくださいといってやったところで、今が安全・安心でずっと来

ているんで、そういう危機意識というのはないわけなんです。ですからそういった意味でも、15年

目の節目に当たるこの大会をもとに、15年前にやっぱりこういったことがあったんやというのをも

う一回思い出させて、それで危機意識を新たに持っていただくというのが本当の目的であって、そ

れをもとにマップづくりをしていただきたいなというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

   講演の中でも言っていましたように、危険なところには花を植えましょうと。花を植えていると

皆さんが注目する場所ですと。だから、見えにくいという場所でも花を植えていたら皆さんが注目

するから見えやすい場所に変わるんやということで、花いっぱいプロジェクトもございますので、

そういったのにも絡めていけたらなというふうに思っております。あわせてよろしくご検討のほど

お願いしたいと思います。 

   そしたら、次へいっていいですか。 

   大きな２つ目で、地域防災力向上として、自主防災組織の自治会間連携の現状はについてご答弁

願います。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、自主防災組織の自治会間連携の現状ということでご答弁申し上げま

す。 

   現在の自主防災組織の結成につきましては、重光議員のご質問の冒頭にもお話しさせていただい

たように先週、最後の１自治会が結成されたということで、もうこれで熊取町は100％の結成率に

なったところでございます。そのことによってますますそれぞれの自主防災組織の間での連携が進

むものと考えておりますし、また、この２月に、自主防災組織間の連携を高めることを目的に自主

防災組織連絡協議会を立ち上げてございます。また、３月には役員会を、５月には第１回の全体会

議を開催して、今後の訓練計画、意見交換も行ったところでございます。 

   現在、自主防災組織の訓練につきましては、実施前の事前相談時にさまざまな訓練メニューを提

案して、危機管理課と消防署等が参加のもと、各自主防災組織が自主的に実施していただいている

ところでございまして、今年度におきましては、先ほど重光議員のときにもお話しさせていただき

ましたが、特に消防団が非常に積極的に活動を一緒にしていただいておるところでございます。指

導にも当たっていただいているところでございます。地域の各団体との相互の連携強化を図りなが

ら、自主防災組織と緊密なつながりを持って防災力の向上に努めていきたいというように考えてご

ざいます。 

   自主防災組織間の連携といたしましては、昨年度は希望が丘、自由が丘、若葉地区、３地区の合

同訓練を５月と３月の２回実施していただいております。また、つばさが丘地区につきましても、

町からの提案によりまして11月に３地区の合同訓練を実施いただいたところでございます。これま

でもこのような形で活発な組織間の連携による訓練も行われているところでございまして、近年、

かなり防災力の向上が確実に図られているというように私どもは考えてございます。 

   今後におきましても、先ほどお話しさせていただきました連絡協議会とともに、地域のさまざま

な組織や団体と連携し、幅広い活動を展開することにより、地域防災力の向上、さらには減災へと
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つなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）ありがとうございます。重光議員の質問の内容でもよく把握させていただいたつも

りです。小学校区でもそういった訓練であったりというのを検討しているということで、大変、そ

れを言おうと思っていたぐらいなんで、ありがたいなと思っております。ぜひ小学校区単位で横の

連携を密にできるように、しっかり協力体制というか、そういったものをしていっていただきたい

なというふうに感じております。 

   一つ、ちょっと要望というか気になったのが、各自治会で自主防災組織がつくられているんです

けれども、それの防災組織の代表になる方と区長との間でなかなか情報交換がうまくとれていない

ところがあるやないや、そんなことも聞いたことがございます。この間の議会報告会で実はそうい

ったお話をいただいたんですけれども、それはその自治会の中の問題かもしれません。そういった

意味でいくと、私はやっぱり思うんですけれども、自主防災組織は危機管理課ではなくて、みんな

と協働課であるべきかなというふうに感じております。自治会の統括しているところで自主防災も

しっかり統括する、そういった類いの組織変更があってもいいんではないかなというふうに感じて

おります。これも要望になりますけれども、しっかりその辺検討していただきたいなと思います。

もう検討を今後していきますという答弁であろうと思うんで、これは要望だけにしておきます。何

か言うことがあったら言ったほうがいいですけど。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）組織の話ではないんですけれども、自主防災組織と自治会との情報交換がうま

くとれていないという状況が佐古議員のほうに入っているというようなことでございますが、実際、

危機管理、私のほうにはそういった情報が入っていないんです。もしこういうふうなことがあれば、

また佐古議員、情報をいただけたら、危機管理としていろんな場面でもしできることがあればやっ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）それは内部の話なんでなかなか難しいんかなと思うんですけれども、意思疎通とい

うか、コミュニケーションさえとれていたらいいんではないかなと思うんです。そういった意味で、

やはり内部だけの問題もあるんでしょうけれど、近隣の自治会との連携というのをぜひ密にやって

いただきたいなというふうに考えております。 

   それでは、２つ目へいきます。 

   マンションとかそういったところの集合住宅とか、小さなコミュニティがございますけれども、

そういったところが自主防災的なものを立ち上げたいなと思ったときの支援の検討というのはいか

がなものでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）南企画部長。 

企画部長（南 和仁君）それでは、２点目の集合住宅など小さなコミュニティへの自主防災の支援の検

討につきましてご答弁申し上げます。 

   現在、先ほどご説明させていただきました自主防災組織連絡協議会を発足させたところでござい

まして、各区・自治会の自主防災組織を中心に防災連携を図っていきたいというように考えており

ます。ご質問のさらに小さいコミュニティへの支援等は、実際これまで行ったことはございません

が、住民の方から防災に関する相談等があれば、危機管理で真摯に対応させていただきたいと考え

ております。例えば、各自治会の自主防災組織に参加いただくとか連絡をとらせていただくとか、

窓口に来ていただいていろいろとお話をいただく中で、できる限り真摯に対応し、取り組めたらな

というふうに考えてございますので、その点ご理解いただきたいと思っております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 
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11番（佐古員規君）その支援というのは、費用的なものの支援であるのか情報的なものの支援であるの

か、その辺はわかりませんけれども、どちらも必要かもしれませんが、そういった相談は乗ってく

ださるということで認識させていただきたいと思います。ぜひ、そういった小さくまとまっている

ようなところ、大きいところにもちろん入ればいいんですよ。自分のところの自治会に入ればいい

んですけれども、なかなか置いている場所が遠いであったりとかそういった意味で小さくこの中で

ちょっとやりたいという場合は、そういったものもありということで、何かの支援策というのも検

討していただけたらというふうに考えております。これはもう要望です。 

   以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、佐古議員の質問を終了いたします。 

   一般質問の途中ですが、ただいまより３時25分まで休憩といたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「15時06分」から「15時25分」まで休憩） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

   次に、江川議員。 

13番（江川慶子君）それでは、通告に従いまして私から一般質問させていただきます。 

   まず初めに、国民健康保険についてお伺いします。 

   今年度から国保の都道府県単位化が始まりました。熊取町も５月18日に国保運営協議会が行われ、

保険料率が決まりました。これから国民健康保険料は、大阪府の保険料統一に向かってますます高

くなる予想です。 

   そこでお伺いします。今年度の保険料と激変緩和措置についてご説明を求めます。また、６年間

の激変緩和の見込みと期間経過後の対応、３つ目に、統一化によって減免制度で変わったところと

減免実績は、４つ目に、改定後「保険料」の大阪府下・近隣との順位をお伺いします。 

議長（坂上巳生男君）山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）それでは、本年度の国民健康保険についてのご質問にご答弁申し上げま

す。 

   まず、１点目の今年度の保険料と激変緩和措置についてでございます。 

   平成30年度から保険料につきましては、国民健康保険の都道府県化に伴い、平成30年３月定例会

で国民健康保険条例の一部を改正する条例をご可決いただいておりまして、条例本則で、大阪府国

民健康保険運営方針における統一基準により大阪府の示す市町村標準保険料率で賦課すると明記さ

せていただいておりますが、同運営方針では、市町村標準保険料率の導入により被保険者の保険料

負担が急激に増加しないよう、平成30年度から35年度までの６年間においては激変緩和措置を講じ

ることができることとされており、本町におきましても、条例改正で附則を設け、活用可能な財源

があれば町独自の激変緩和が行えるよう規定しております。今回の30年度保険料率改定に際しては、

平成29年度の収支決算で余剰金が見込まれ、かつその必要性があると判断されましたので激変緩和

措置を行うこととし、平成30年５月18日開催の熊取町国民健康保険運営協議会に諮問し、原案どお

り答申をいただいたところでございます。 

   この激変緩和の必要性を判断するため、平成30年度の市町村標準保険料率と平成29年度の熊取町

の保険料率とを比較すると、医療分の平等割が9,562円、47.6％、それから支援分の平等割が2,976

円、42.6％それぞれ増額となり、その影響を受けて、１人世帯の所得なし、年金収入ですと153万

円以下の方が最も増加率の大きな階層でございまして、具体的には平成29年度の年間保険料１万

9,020円が府内統一の市町村標準保険料率による平成30年度の年間保険料は２万2,837円で、3,817

円、20.1％の増となります。このように、単身、２人世帯での低所得層での増加率が大きく、また、

この階層が全国保世帯に占める割合が大きく、影響が大きいと判断したものでございます。 

   また、激変緩和措置の内容は、その補塡財源が限られていることから、料率のうち増加率の大き
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い平等割に集中することといたしまして、市町村標準保険料率の医療分、支援分の平等割を25％、

合計いたしますと9,910円を全世帯を対象に引き下げ、これにより全世帯の保険料の増加割合を

５％未満に抑制するものでございます。 

   なお、平成30年度から納付いただく保険料は、事業費納付金の一部として大阪府に納付すること

となり、納付に必要な額が大阪府より示されておりますので、収納額が充足できるよう、また負担

の公平性の観点からも、従前より頑張ってまいりました徴収率の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

   続きまして、２点目の６年間の激変緩和措置の見込みと期間経過後の対応についてでございます。 

   激変緩和措置が可能な平成35年度までは、平成29年度の保険料額と比較し、激変緩和の制度趣旨

でもある徐々に条例本則に近づける必要があることから、平成30年度の激変緩和措置を上限といた

しまして、平成36年度の府内統一に向けて平成35年度まで段階的に行うこととしております。 

   また、平成31年度以降激変緩和期間の35年度までの間につきましても、市町村標準保険料率の動

向や激変緩和措置に活用できる財源の有無なども考慮いたしまして、各年度の賦課時点において可

能な範囲で必要に応じて検討してまいります。 

   なお、激変緩和措置終了後の平成36年度以降は、府内統一基準に基づき大阪府が決定する市町村

標準保険料により、保険料を賦課することとなります。 

   続きまして、３点目の統一化による減免制度でございますが、大阪府国民健康保険運営方針の府

内統一基準による主な変更点につきまして、まず保険料の減免につきましては、災害等により居住

する住居の損害が所得に関係なく損害の程度により50％から100％の減免割合に拡充され、収入減

少による減免も、前年度所得に関係なく減少率に応じて30％から100％の８区分の減免へ拡充され

ております。また、一部負担金の減免につきましては、減免の条件である収入減少における基準が

生活保護基準から生活保護基準の110％に拡充され、対象となる医療も入院のみから入院及び外来

に、減免割合も２割から10割の段階的適用割合が10割のみに拡充されております。平成29年度の実

績は、保険料の減免だけで、42件、215万1,060円でございます。平成30年度においても、被保険者

の皆様への周知を図るとともに、必要に応じた適切な保険料等の減免を行ってまいります。 

   最後に、４点目の改定後の保険料の大阪府下・近隣との順位についてでございます。 

   大阪府内の状況は、７月に本算定を行う団体もあり、現時点では、大阪府でも府全体の保険料率

は把握されてございません。なお、電話での問い合わせにより近隣の９市町で比較いたしますと、

市町村標準保険料率で賦課する市町が５市町ございます。標準保険料率から引き上げて賦課する市

町が２市町、標準保険料率から引き下げて賦課する市町が本町を含めて２市町、合わせて９市町中

８番目となる見込みでございます。 

   国民健康保険の都道府県化が実施され、大きく制度が変わり、大阪府と市町村が共同で運営する

こととなりましたが、大阪府は財政運営の責任主体を担い、各市町村は被保険者の方々の保険給付、

保険料賦課、保健事業等の身近な業務はこれまでどおり担うこととなっており、住民の皆様方には、

直接的な影響を最小限にしつつ、大切な国保制度を将来にわたって持続可能な制度としてまいりま

すので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）ご答弁ありがとうございます。 

   資料につけさせていただきました、今言ったような内容もここに含まれているんですが、平成30

年度の熊取町の国民健康保険料の激変緩和措置ということで、資料を通してつけさせていただいて

おります。これまでにも、国保の世帯の状況だとか年齢だとか、大阪府が進める統一国保料という

のはどういうものかということをずっと質問させていただきました。そういう中で、ここに書いて

いるア、イ、ウ、エ、現状をしっかり把握した上で熊取町なりの激変緩和措置をしたと。その内容

については、ここで書いてあるとおり、大体大阪府に合わせると20.1％からの5.1％までの保険料

値上げになるので、生活実態を見て平等割を25％引き下げると。そのことによって全体の値上げが
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５％未満になるということです。今答弁があったことも含めてまとめて再度言わせてもらったんで

すが、この激変緩和措置はことしが上限なんだと。だから、来年度からはそれ以上のものはなくな

ると。だから、それ以下の激変緩和措置になるということがウのところで書いてあるということで

す。とてもこの点では、統一保険料になると20.1％上がる人もいる中で、引き下げたということで

評価したいなと思います。 

   次のところ、激変緩和措置なんですが、３番のところに表があります。激変緩和のイメージ図で

す。この中では、市町村で対応、それで府全体で対応ということがグラフの中で書かれてあります。

熊取町の実態はどうなのかということで調べました。これは、資料につけたかったんですが間に合

わなかったんで口頭で言わせていただきます。大阪府の所得割、事業費納付金の関係、これは、大

阪府は大阪のどこにいても同じ保険料となるよう、市町村ごとの医療費水準を全く無視して、医療

費水準は計算せずに統一保険料など大阪府統一国保を目指してまいりました。その中で加入人数、

被保険者割と所得水準割で大阪府全体の事業費納付金をシェアすることになるんです。その中で、

大阪府から出された2018年度の市町村の事業費納付金額というのが出されていますね、大阪府のホ

ームページの中で。それと2016年度の被保険者数のシェアを比較した場合、熊取町は大阪府で、納

付金の被保険者数のシェアよりも所得割が加味された納付金シェアのほうが大きくなっています。

これは、なぜこういうことが起こるかというと所得が熊取町は高いとみなされたということです。

そういうところで大阪府下43自治体の中で被保険者数のシェアよりも上がった、ふえている。大阪

府に払わなければいけない事業費納付金というものの増加は大阪府下で20団体、その中に熊取町も

入っているということです。それを、まず一つ現状として押さえたいなと思います。 

   それから２つ目です。厚生労働省が発表した１人当たりの必要保険料というものが出されました。

また、大阪府発表の１人当たり必要保険料というのも出されております。これも大阪府下で調べた

ところ、全体として厚生労働省が発表した１人当たりの保険料よりも大阪府が出した１人当たりの

必要保険料のほうが高く数字が出ております。大阪府はこの数字で行うということであります。熊

取町では、厚生労働省発表の１人当たりの必要保険料の部分は11万5,142円、１月に出された大阪

府発表の１人当たりの必要保険料は13万5,888円という数字が出されて、２万746円も厚生労働省か

ら出された分と大阪府の発表の分との乖離があります。この分についてなぜこういった乖離がある

かという部分は、まだ私も勉強中なんですが、とても大きなものがあるなと。大阪府下全体で上が

っているんです。 

   それと、この上がった分の大阪府が激変緩和措置する団体は、この中で21団体なんです。43自治

体の中で21団体、これが激変緩和される団体。その中に熊取町は入っておりません。ですので、先

ほど資料をつけてもらいました表の中で、大阪府全体で対応というところはないんですね、熊取町

は。だから、財源が入ってこないということになるんです、激変緩和措置の。それも一つの現状で

あります。そのように大阪府の資料を見ながら捉えたんですが、その点いかがですか。 

議長（坂上巳生男君）山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）幾つかご指摘いただいたんですけれども、まず熊取町の所得割の占める

シェアが少し大きくなっていると。被保険者の数でいくと0.5％程度になるんですけれども、所得

割の割合が少し大きく影響しているという、それはもうおっしゃるとおりでございます。ちなみに、

平成27年度の１人当たりの旧ただし書き所得というのが資料にございますけれども、28年度版でい

きますと大阪府内10位の高さになっております。したがいまして、所得の割合に応じたご負担とい

うのが一番公平な原則やということになりますので、その部分の影響を受けておるということでご

ざいます。 

   それから、あとご指摘のありました国の必要保険料、それから府の必要保険料というのが、どの

時点でどのような計算をされて出された数字なのか私は把握しかねますので、それについてはお答

えしかねるんですけれども、ただ、１点言えますのは、医療費そのものがどうなのかと。大阪府全

体でかかっている医療費が全国よりも高ければ、当然、医療費を払うための保険料でございますの
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で、医療費が高ければ保険料も高くなるという連動によるものかなというふうに考えられます。 

   それから、熊取町の現状をもう一点申し上げますと、これは平成27年度、少し医療費が上がった

ときになるんですけれども、このときの１人当たりの年間医療費というのが大阪府内で高い順番か

ら９位ということで、医療費が少しかさんでおるというのがこれも現状でございます。 

   そういったことで、今回、都道府県化、大阪府統一料率という場合に、医療費のかかっているの

を度外視して標準保険料率を計算しましょうというのが大阪府のやり方になりますので、熊取町と

しては医療費が高い団体になりますので、医療費を加味しないということは逆に熊取町にとっては、

余り有利か不利かという言葉は統一する以上は適切ではないんですけれども、ただ、医療費がかさ

んでいる団体ということになりますので、医療費を加味しない統一保険料というのは熊取町にとっ

てはありがたいのかなというふうに考えております。 

   それからもう一点、大阪府が実施する激変緩和措置の対象になっていないやないかというご指摘

でございます。これは、もうおっしゃられるとおりでございます。と申しますのは、これは大阪府

だけじゃなくて、全国の都道府県が激変緩和を都道府県レベルで実施するんですけれども、その際

の今回の比較の保険料は平成28年度の保険料と比較いたしますので、熊取町は平成28年度の保険料

は、27年度の医療費が少し高騰したことを受けまして少し値上げさせていただいております。それ

との比較になりますので、今回の30年度、大阪府の標準保険料率を比較いたしますと標準保険料率

のほうが低くなっておるという状況になります。低くなっておりますので府の激変緩和の対象には

なっていないというのが現状でございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）今まで答弁いただいていたものと重複するようなことが多々あったわけなんですが、

医療費が27年度上がったから保険料も28年度、がばっと上がったんですよね。それで、すごく上が

ったので29年度は引き下がったと。ことしはまた上がるという形になる予定なんですけれども、上

がった年と比較しているから激変緩和措置はないんだと、上がった年と比較しているからこれだけ

の乖離があるんだというようなお話だったと思います。その点はもう少し私も勉強したいなと思う

んですが、ここの上がった原因というのが、本当にあのときは薬代がとても上がった、あと被保険

者数もふえていたというような状況の中で医療費がふえていたというふうに記憶しているんですけ

れども、その翌年は薬が下がり、被保険者が減ったんで下がったというふうに聞いているので、そ

ういった部分も含めて、その年が特異な年であったから今回の乖離も行われているんですが、それ

は熊取町に限ってのことじゃなくて、全国同じ現象なんですよね、薬代が高いとか。そういう部分

は、やはりその年の値上げというのがどうだったのかなというのは、その高くなった年に合わせて

計算されている。平成29年度で大阪府は対応しているんじゃなくて、極端に上がった年の28年度で

対応しているところがおかしいなとつくづく思っているわけであります。その点はもう少し勉強し

たいなと思っております。 

   それから、激変緩和措置ですが、表に書いてあるとおり、今先ほど答弁もありました。府からの

激変緩和措置はされていないんだと、それは同じ認識であったわけですが、今回の保険料の激変緩

和措置を行う原資というのは昨年度の保険料ですよね。ですから、被保険者の皆さんから集めた保

険料が原資になっているんですよね。 

議長（坂上巳生男君）山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）原資の一部であることはご指摘のとおり間違いございません。ただ、国

保財政といいますのは保険料だけで賄われているのではないというのもご存じのとおりでございま

して、国からの負担金、それから他の医療保険からの支援である前期高齢者交付金、それらによっ

て賄われておりまして、今回１億4,000万円程度の黒字が見込まれておりますけれども、その一番

大きな要因といたしましては、医療費の伸びが少し落ちついたということと、それともう一つは前

期高齢者交付金の２年後の精算金、これがかなりの額いただけたという、この２点で大きく黒字額



－１２０－ 

が出たというような現状でございます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）歳出見込み額が大体出て、それで保険会計の中で約１億4,000万円の黒字となる部

分から約7,000万円を今回は激変緩和措置に使うんだということでありますね。こういったやり方

というのは、今までの熊取町の保険料の決め方のときも、決算見込みから次の保険料率を決めると

きに見込みから決められたものですね。それまでは赤字だったので、繰り上げ充当という形で加算

された形で保険料が計算されてきたわけです。今回は黒字だったから、その黒字の分の半分を激変

緩和で使いましょうと、熊取町へ。だから、言うたら熊取町の国保の会計の中でやっていることで

あって、これは、激変緩和措置といっても庁内の会計の中での庁内努力の分野だと思うんです。そ

こはどうですか。 

議長（坂上巳生男君）山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）おっしゃられている意味がちょっとあれなんですけれども、恐らく一般

会計からの支援による、よれへんという話を言われているのかなというふうに…… 

（「違う違う」の声あり） 

健康福祉部理事（山本雅隆君）ではないんですか。 

（「いや違う。国保会計の中での激変緩和措置やなと」の声あり） 

健康福祉部理事（山本雅隆君）今回の激変緩和は、おっしゃるとおり国保特会の中での余剰財源、それ

を充てさせていただくということで今回実施するものでございます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）それと、２ページ目、財政調整基金の積み立て及び財政調整基金の繰り出しについ

てちょっと確認したいんですけれども、これは、最近はずっと繰り上げ充当で赤字でしたので基金

というものを持っていなかったんですが、今回は残りの7,000万円ほどを財政調整基金という国保

の基金を立ち上げて、そこへ入れるということですね。ご説明お願いします。 

議長（坂上巳生男君）山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）おっしゃるとおりでございます。国保特会の中で最大限保険料へ配慮し

て、黒字額あるいは赤字額が出ないように、もう本当に収支均衡がとれるということを目指してや

ってきておりますので、今までも財政調整基金を何回かは積んだこともあるんですけれども、ほと

んどないというような状況でございました。 

   今回、黒字額が一定額ございましたので、激変緩和に使わせていただいた残りのものを、翌年度

以降また激変緩和ということも考えていかなければなりません。その財源とするため、あるいは万

が一徴収率が落ちて、大阪府に納付すべき事業費納付金、これが不足するというような事態になり

ますと、原則大阪府から借り入れて、そしてそれを賄うために翌年の保険料を引き上げせざるを得

ないというような最悪な事態になりかねません。そういったことを避けるためにも財政調整基金と

いうのが必要になりますので、そちらに積み立てていきたいというふうに考えております。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）この間、国民健康保険の都道府県単位化については毎回質問させていただいている

わけですが、大阪府は平成30年度、今年度より医療費水準をゼロとして保険料率の統一を目指して

いました。所得だけで統一し、所得が同じなら大阪府民はどこに住んでも同じ保険料にするといっ

たものでした。そのために、高過ぎる保険料への住民負担を軽くするために行われていた一般会計

からの法定外繰り入れを禁止し、国保会計による条例軽減や減免も大阪府下統一することでありま

した。反すればペナルティーを与え、実行したところにはインセンティブというご褒美を与える政

策誘導も行う予定でした。しかし実際には、住民の生活状況などから市町村の担当者からも法定の

意見が大阪府に提出され、議会での批判、さらに厚生労働省の助言などによって、平成30年度から

統一保険料である大阪方式実施は困難になりました。 

   大阪方式改良型として実施されたのが、６年間、大阪府と市町村による激変緩和措置が実施され
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るものです。これは、今年度、表面的にも保険料を統一しない、できない市町村が大阪府下で15市

町村、法定外繰り入れを表立って実施し保険料の引き下げを行う市町村が21自治体あります。全国

で改良型を採用したのは大阪府、広島県、奈良県、滋賀県だけです。熊取町は、前年度の黒字分１

億4,000万円のうち約7,000万円を財源に平等割、世帯割を減額し、住民負担を減らす激変緩和措置

を行う。これにより、低所得者貧困層に最大20％の値上げが５％未満に抑制されることになります。 

   熊取町は、激変緩和措置終了の６年後は大阪方式にするとの条例改正が３月議会で行われました。

結局、激変緩和を段階的に実施し、自然増も含めれば毎年値上げが続く自動値上がりのシステムに

なっています。この過程で国保料の未払い世帯や滞納世帯がふえ、無保険者や差し押さえがふえる

のではないかと心配です。今でも負担能力を超えていますが、それでも国保を持続可能にするため

に、値上げを大阪府の指定のままにするのでしょうか。その問題については、国民健康保険広域化

共同計画などの企画が始まっているとのことであります。情報は入っておりますでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）江川議員におかれましては、今回熊取町で実施いたします30年の激変緩

和措置につきましては深いご理解をいただきまして、まことにありがとうございます。熊取町とし

ても激変緩和に努めてまいりたいと思っておりますので、その点についてはご理解をいただけたの

かなというふうに考えております。 

   ただ、先ほどのお話の中で、法定外繰り入れが大阪府内だけの何か特殊な要件、それを禁止する

のは大阪府内だけ特殊やというようなお話がございましたけれども、それは決してそうじゃなくて、

これは全国津々浦々、法定外繰り入れについては削減、解消の方向に持っていく、つまり、法定外

繰り入れというのはイコール赤字なんです。財政運営する上で赤字財政を放置するというのは、制

度を維持する上で一番危険なことでございますので…… 

（「ちょっと、聞いていることを答弁してほしいです。ごめんなさい」の声あ

り） 

健康福祉部理事（山本雅隆君）すみません。ですので、それはないと、大阪府独自のものではないとい

うことだけご理解を賜れればありがたいと思います。 

   以上です。 

（「共同計画についてお聞きしたんです」の声あり） 

健康福祉部理事（山本雅隆君）すみません。共同計画については、大阪府から一定説明は受けてござい

ますが、現時点、詳細の説明というのは、まだ情報というのは入ってございません。大阪府内で例

えば保険者努力支援制度がございますけれども、評価項目をどうしようかとか、そういったことを

みんなで考えていこうというような中身になってございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）わかりました。始まったばかりなんで、私も注視していきたいなと思っているとこ

ろです。 

   今回、大阪府の統一保険料になると、激変緩和措置でこれからも大幅な値上げが起こる可能性が

高いですよね。それから、所得の高い人は余り値上げの影響は受けない状況であります。また、市

町村の自治の否定、市町村も一保険者であるんですが、大阪府が決めたとおり熊取町もするんだと

いうことであれば熊取町の自治の否定だと思うんです。だから６年後、府のすることに対して全面

的に任せることなく、やはり住民の生活を見て暮らしに寄り添って、議員として住民の声をこれか

らも議会の中で質問して、いかに負担を減らしていけるか、そういった立場でこれからも質問して

まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、次の質問に入ります。 

   運転免許返納事業についてお伺いします。 

   高齢者の車の事故が心配です。熊取町では早くに運転者免許返納事業が行われ、住民の多くの皆
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さんが関心を持っている事業です。しかしながら、警察で運転経歴証明書をもらい、町で高齢者運

転免許自主返納支援事業申請書で申請しなければなりません。手続の簡略化はできませんか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）それでは、ご質問の２点目、運転者免許返納事業の申請手続きについてご

答弁申し上げます。 

   高齢者運転免許自主返納支援事業につきましては、大阪府公安委員会に運転免許を自主的に返納

する高齢者に対し、運転免許を返納しやすい環境づくりを進め、高齢運転者による交通事故を減少

させることを目的とし、満65歳以上で自主返納された方にひまわりバスの無料定期乗車券を交付し

ているもので、平成24年７月より実施しており、平成30年５月末現在で331名の方に交付してござ

います。 

   申請手続につきましては、運転免許を大阪府公安委員会に返納していただくことが前提となるこ

とから、まずは泉佐野警察署において運転免許の返納手続をとっていただき、その際交付される運

転免許経歴証明書または申請による運転免許の取り消し通知と写真を町役場に持参していただき、

高齢者運転免許自主返納支援事業申請書に必要事項を記入していただき、記名、押印の上、申請い

ただいてございます。なお、申請による運転免許の取り消し通知を持参の場合は、健康保険証など

の本人確認書類が必要となってございます。その後は、ひまわりバスの無料定期乗車券の交付に係

る事務手続を行った後、ひまわりバスの無料定期乗車券を申請者の方に郵送により交付させていた

だいてございます。 

   以上が高齢者運転免許自主返納支援事業に係る申請手続でございまして、必要最低限な手続と考

えてございますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げまして、ご答弁とさせていただ

きます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）わかりました。この制度、もっともっといろんな方に知っていただきたいなと思っ

ております。これ、熊取町に申請する前に警察で１週間ぐらいかかるんですよね。熊取町に持って

きて事業申請書を発行してからもまた１週間かかるということで、最短で２週間かかるということ

ですね。費用は警察に1,100円の経費が必要で、熊取町のほうは経費が要らないということで間違

いないですか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）今、1,100円かかるというのが運転経歴証明書、これにつきましては公的

な身分証明書となりまして、免許証じゃないんですが、免許証の形でご本人の写真が入るというよ

うな証明書がわりになるものでございます。これとは別に、申請による運転免許証の取り消し通知

というのがご本人の手元に警察からいただけますので、それを持ってきていただいても町で事務手

続を進めることは可能でございます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）わかりました。では、警察に行って運転免許の取り消し通知書をもらってくれば、

その後、町へすぐ行けるということで１週間で済むんだと。運転経歴証明書は本人確認の書類とも

なるんで、もしそれがなければほかのものも持ってこなあかんということですね。 

   押印なんですけれど、これは必要な書類でしょうか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）今のところ記名押印という形で書類にやっていただいているところでござ

います。ただ、押印につきましてはいろいろ手続上これまでも議論がございまして、署名でもいい

のか、または記名押印でもいいのか、どちらかを選択できるのかというようないろんな申請手続が

ございますので、その辺につきましては今後ちょっと検討させていただきたいと考えてございます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）検討していただくということで今ご回答いただいたと思っております。 
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   先日、小谷の方が運転免許返納事業の申請に来られたんです。押し車を押しながらひまわりバス

で100円払って来たのに、かばんを変えたから判こが入っていなかったと。その状態でバス乗って

帰ってまた来るんか、そんなん大変やと言って、この申請が本当に押印が必要なのかということを

やっぱり精査してほしいなと思って質問させてもらったわけです。 

   ちょっと調べていると、千葉市で申請書の押印の見直しが行われております。3,000種類の手続

において市民等に押印いただくことになっていたのを、改めて約2,000種類の手続について署名を

基本とする署名または記名押印の選択制になったと、そういうことが書かれておりました。ちょっ

と時間がないのでその程度にいたします。ぜひご検討のほどお願いしておきます。 

   次、就学援助についてお伺いします。 

   安心して子どもたちが教育を受けられるよう、これまで就学援助制度の拡充を求め質問してきま

したが、３月議会で認定基準の引き下げが提案され、それによる効果額が示されました。議員によ

る附帯決議が出され、今年度は引き下げはとまったものの、来年度が心配です。どのように考えて

いるのか、町の姿勢をお伺いします。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）要保護・準要保護就学援助に係る町の姿勢についてのご質問ですが、答弁いた

します。 

   就学援助制度につきましては、第３次行財政構造改革プランに基づき、平成30年度から認定基準

を見直す内容で予算の上程を行い、３月定例会においてご可決いただいたところですが、同時に附

帯決議がなされ、平成31年４月に入学する児童・生徒に対して30年度内に支給する新入学学用品費

以外の就学援助費の支給を従来の認定基準により行い、この６月定例会で関連経費を補正予算措置

することなどを柱とする内容をご提示いただいたところです。 

   本町といたしましては、本件対応について庁内において慎重に検討を重ね、既に５月23日付の文

書で議員各位に対し本町の考え方をお示しさせていただいたとおり、認定基準の見直し時期につい

ては、附帯決議の内容を重く受けとめ、平成31年３月に支給を予定する新入学学用品費の認定分か

らに延期することとし、これに伴う予算は本６月定例会の補正予算案として上程させていただいた

ところでございます。 

   また、具体的な認定基準の取り扱いについては、３月定例会などこれまでにご説明してきました

内容を基本といたしますが、岸和田市以南の市町では、比較的幅広い支給対象者の認定となる水準

を維持したいと考えております。 

   いずれにいたしましても、就学援助制度は、学校教育法第19条に規定されておりますように経済

的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対する支援であり、この趣旨に沿

って本町の現下の財政状況や近隣市町の状況等も勘案した中で見直しを行うものであり、今後、住

民の皆様に見直しの内容について十分に周知し、皆様のご理解を賜りながら実施してまいりたいと

存じますので、ご理解、ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）答弁ありがとうございます。余りいい答弁をいただけなかったんですが、平成30年

度の就学援助のお知らせ、きょう資料につけさせてもらっています。５ページと６ページなんです

が、いいものができたなと思っております。今まで、私が議員になってから何回も就学援助制度に

ついてのことを聞きました。世帯構成人数、それから金額、どのぐらいの世帯の全員の控除後の所

得金額なのかということも何度も何度も聞いたんですが、具体的な数字をいただけませんでした。

今回このようなとてもわかりやすい、裏面にはどんなものが援助されるのか内容まで書いていて、

すばらしいなと思います。これを待っていました。待っていましたが、金額が下がるというところ

がちょっと解せないんですが、今回は小・中学校に在学している児童・生徒の保護者宛てに出され

たものだということで、金額が書かれています。この金額を確認したいんです。 

   これは旧基準の1.1ですね。今度は新基準の1.3にするといった場合、４人家族だけでいいです。
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また詳しいことは後日聞きます。４人家族の約287万円は幾らになるのか、その下、中学生の約300

万円は幾らになるのか、その辺教えてください。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）細かくはちょっと計算しないとこの場であれですので、今わかっている分で申

し上げますと、４人のケースでこれまでの状況も踏まえてですけれども、もともと熊取町は、目安

としてですけれども、控除前で370万円程度の額以下であれば対象としておりました。これが次回

の新基準、要は来年の３月にお支払いさせていただく４月からの入学に係る新入学学用品費につい

ては新基準の1.3にするということで、これが318万6,000円に変わるという、まず大きな理解はそ

ういったところです。今申し上げた370万円というのが、控除後に直しますと300万円というふうに

ご理解いただければいいかと思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）ちょっとわかれへんかったんやけれど、すみません、お知らせの中で数字が幾らに

なるのかぱしっと言ってもらわないと、287万円よりも下がるんですよね、もちろん。中学生の300

万円も下がるんですよね。そこの数字をきちんといただきたいんです。来年度の申請のときにはこ

ういう数字になるという数字を。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）またここは改めてお示しさせていただきます。 

   今おっしゃったように、300万円というのが控除前であれば今申し上げたように370万円という額

で、これが新基準になれば、来年の４月に入学される方は新基準の1.3倍にした額で、ここには書

いておりませんけれども、今申し上げたように318万6,000円程度に額が変わるというふうにご理解

いただきたいと思います。あとの分に関しては再度計算させていただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）なかなか、保護者の方の手に渡る文書の中で幾らになるのかというのはやはり目安

なんですよ。ここは、きちんとした数字を出してお知らせしてください、早目に。よろしくお願い

します。それはもういいです、答弁。 

   それと、この前、今年度の新入学児童の場合は265万円というふうに書いてあったんです。それ

がこの募集では287万円、入学準備金の中学生は285万円がここでは300万円と書かれているんです。

こういった数字というのがとても判断の目安になるんで、来年はどうなのかというのも曖昧ですの

で、きちんとしていただきたいなと思います。 

   それと、大阪府下の就学援助の資料をいろいろ取り寄せて、今調べております。これを添付資料

につけるまではまだ準備ができていなかったので出せませんでしたが、大阪府下の状況を皆さん知

っていただきたいなと思います。 

   島本町は、大阪府下で一番トップレベルです。政府の1.5ということで328万8,000円です。近隣

はどうかということですが、泉佐野市が今回ことし上げまして301万円、岸和田市は約336万2,000

円、泉大津市は約325万1,000円、ちなみに大阪市はどうなのかなと調べましたら325万円、これは

こういったお知らせに書いてある数字です。ですので、決して熊取町が高いわけではないというこ

とを再度申し上げたいなと思います。その上で、あとは町長の判断になると思うんですが、子育て

支援のまち熊取で現状をより悪くするというのはいかがなものかなということは申し上げておきま

す。 

   最後の質問に入ります。環境センターの利用についてです。 

   集中豪雨の影響等で土砂崩れが起こり、環境センターが利用できなくなりました。別の場所でも

倒木や落石が見られます。今後の対応をお伺いします。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 
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都市整備部長（泉谷 徹君）それでは、４点目の環境センター付近の土砂崩れについて、別の場所でも

倒木や落石が見られます。今後の対応についてご答弁申し上げます。 

   永楽ダム周回道路及び環境センターまでの道路沿いの法面につきましては、平成24年度及び平成

29年度に国の交付金を活用した道路防災点検を実施し、平成28年度に永楽ダム周辺の町道永楽線に

おいて法面修繕工事を実施、また、平成29年度には町道高田桜谷線の法面修繕工事を実施したとこ

ろでございます。 

   道路防災点検につきましては、道路法面などにおいて土砂崩落や落石等の道路災害につながるお

それのある変状を把握し、対策の要否を決定することにより、通行の安全確保を目的に大阪府の道

路防災点検要領に基づき実施しているもので、目視により地形や土質、湧水状況、勾配などについ

て調査を行うものでございます。平成29年度の調査では、対策が必要な箇所が１カ所で、その他は

経過観察等となってございます。また、対策が必要な箇所につきましては今回の土砂崩れが発生し

た箇所付近でありますので、本６月議会にて補正予算を計上させていただいております設計委託業

務に含めまして対応してまいりたいと考えております。 

   また、倒木の対応につきましては、パトロールを定期的に月に１回程度行い、枯れ木や道路上に

オーバーハングになっている枝等について伐採や剪定を行い対応しているところでございます。 

   今後におきましても、道路通行安全確保のため、落石の状況や湧水状況、枯れ木などについては

パトロールにおいて経過観察を行い、状況等の変化があれば必要な対応を行ってまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたしまして、ご答弁とさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）ありがとうございます。この質問に対してはほかの議員からも出まして、十分にも

う答弁いただいているんで、復旧工事を早期にしていただいて、月曜日から利用できるということ

で、とりあえずよかったなと思っているところですが、応急措置にかかわる経費というのは６月議

会の補正で出ているということなんです。ざっくり、この件に関して幾らぐらいの費用がかかりま

したでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）６月議会におきましては、本復旧工事に係る設計委託費の補正を上げさせ

ていただいております。３月に発生した土砂崩れと５月に発生しました土砂崩れにつきましては、

約1,500万円程度かかってございます。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）わかりました。それと工事以外の損失です。環境センターがとまった、動かせなか

った、結局２週間ぐらいになるんですか。もっとなるんですか。その辺の損失というのは、ざっく

りどんなものなんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）全容という形でご説明させていただきたいんですけれども、今回、

６月定例会に専決を２つ上げさせていただいているんです。一つが29年度の専決補正予算と30年度

の補正予算ということで、議案番号で申し上げますと第36号と第37号、２つの専決予算がございま

す。まず、第36号のほうが３月の崩落に伴うもので、第37号が５月の崩落に伴うものになります。 

   それで、まず第37号のほうが実は年度当初ということもありまして、また議案説明もさせていた

だくんですけれども、全容としたら必要な予算が全部、災害対策が全て入っているほうが第37号で

あります。ただ、第36号のほうがいわゆる近隣の一部事務組合に負担金を払った分だけの実は予算

の専決になっておりまして、それ以外の例えば町内の火葬場が使えなくて差額の補助金を出して支

出したとか、あと、一部事務組合以外の分で先ほどの崩落の応急対応とかの費用というのが予備費

なり現計予算等で執行しておりますので、全体像としてお考えいただければありがたいんですけれ

ども、予算ベースでお考えいただければと思うんですけれども、３月の分で全体で約1,162万円の

予算規模となっておりますし、５月の分で申し上げますと第37号の補正予算の規模ということでお
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考えいただければと思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）今、細かく提案しているということはわかりました、議題に上がっているというこ

となんで。 

   この中には、応急措置だけではなくて工事以外の部分も入っているということを理解しましたの

で、またそのときの委員会で質問したいなと思います。 

   江川の質問終わります。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、江川議員の質問を終了いたします。 

   次に、文野議員。 

１番（文野慎治君）それでは、６月の一般質問、12番目のバッターで最後でございます。あとしばらく

おつき合い、よろしくお願いいたします。 

   今回は、損害賠償債権の回収等に関する調査報告書についてという大きな項目１点で質問をさせ

ていただきます。 

   ざくっと経過を言います。談合事件の発覚は平成19年10月、住民の皆さんが裁判を起こしていた

だいて、最高裁で平成25年12月に回収金額４億7,000万円、実績は今、約２億円、44％、未収２億

7,400万円、こういう状況の中で事件発生から11年がたっているわけですが、いろんなことが起こ

ってまいりまして、きょうの質問の大きな項目、先ほど申し上げましたが、ＰＴができました。そ

の経過は、平成28年12月議会で談合問題の調査特別委員会の設置等を求める請願、もう一つは談合

賠償金の公平・公正な全額回収を強力に実行することを求める請願、この２本の請願が住民の皆さ

ん方から出てまいりまして、我々このメンバーの議会全会一致で請願を可決いたしました。平成29

年３月議会の中で債権回収プロジェクトチームが始動しました。町の顧問弁護士に新たに就任して

いただいております岩本弁護士、そして住民訴訟の中で住民側の弁護士としてご助言、それぞれ活

躍いただいた畠田弁護士、ほか３人の弁護士でプロジェクトチームが発足したわけでございます。

平成29年10月26日、このＰＴから中間報告という形で我々議会のメンバーに報告がされました。そ

して平成30年３月14日、ＰＴ最終報告という形で、その日に町長への報告、その町長の報告終了後、

議会に対して最終報告ということが示されたわけでございます。 

   この間、町も我々議員もその報告を受けて、町のＰＴの報告に対する考え方ということが一向に

示されない中で６月議会が近づいてまいりましたので、５月15日、熊愛の会、それと日本共産党熊

取町会議員団の２会派で、損害賠償債権の回収等に関する調査報告書に対する質問ということで８

項目を町長宛てに提出させていただきました。５月29日の午後に、回答書、これはＰＴチームの代

表弁護士である岩本弁護士が町長宛てに、我々２会派の質問に対して回答書という形、それのコピ

ーを２会派に提出していただきました。これは、まさに一般質問締め切りの前日でございました。

これが今までの経過でございます。 

   それで今回、ことしの３月に調査報告書をまとめて議会に対して説明を行っていただいたＰＴ調

査報告書に対する町の先ほども言いましたように考え方が示されない中で、２会派で５月15日に質

問書を提出して、回答を５月29日にいただいたと。この経過に基づいて今回の質問でございますが、

大きな１点目として、８項目の質問書ということを出させていただいたんです。その中でまた大き

く分けまして、本日、小さな項目４点について、ＰＴの考え方というのはその回答書に出ています

が、町とＰＴの考え方を示していただきたいというふうに思います。 

   １つ目は、住民訴訟提起時における前町長の立場の評価についてご答弁を求めたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）それでは、１点目の①住民訴訟提起時における前町長の立場の評価について、

とりあえず債権回収プロジェクトチームの内容について報告させていただきます。 

   債権回収プロジェクトチームの考え方は、過日、債権回収プロジェクトチーム委員５名の弁護士
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から調査報告書について説明がありましたとおり、「住民訴訟の過程を通じて前町長に法的責任を

生じさせるような不当な訴訟遂行があったとまでは言えない」とされておりますが、町としまして

も同様の考えでおります。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）イコールということですね。 

（「はい」の声あり） 

１番（文野慎治君）もう、ざっと先に言うてもらいましょうか。 

   ２点目の項目についてお考えをお願いします。平成24年10月以降に債権回収のために講じた手段

（資産調査など）の評価、これについての考え方をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）次に、②の平成24年10月以降に債権回収のために講じた手段の評価について

は、「町はそれぞれの時点で通常想定される債権保全策を講じていると評価することができ、現に

一部については債権回収を実現している」と報告書にはありますが、町も同様の考えでございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）では３点目、２名の建設組合責任者の態度の評価についてお願いします。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）申しわけないんですが、３番と４番と一緒に。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）どうぞ。そしたら４番、未納業者の態度の評価。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）次に、③の２名の建設組合責任者の態度の評価及び④未納業者の態度の評価

については、債権回収プロジェクトチームの目的は、新たな法的手段の検討と問題点の整理及び住

民訴訟からの経過と町の対応等を検証することでありまして、債務者個別の態度の評価については

言及しておりません。これも同様に町は考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）全て、町がこういう質問が出まし……。いいですか。 

（「申しわけありません」の声あり） 

１番（文野慎治君）そしたらどうぞ。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）また、町の考え方としましては、債権回収プロジェクトチームにおいて、談

合事件の背景から住民監査請求及び住民訴訟での町の対応経過、判決確定後の対応など、一連の経

過を詳しく検証され、とりわけ住民訴訟に係る経過の中には、「町が各業者に損害賠償請求を行う

選択肢もあったと考えられ、その後の住民訴訟の経過からすれば、むしろそのほうが合理的であっ

たとは考えることもできる」と指摘されているところもあり、検証の結果としては「過失があると

も、確定的には言えない」とされておりますが、現時点においては、住民訴訟に至り判決確定まで

に長い期間を費やしたことにつきましては、住民の皆様に多大な負担をかけたことは反省すべき点

であり、債権回収に関しては、新たな法的手段の検討並びに今後の対応については、「さらなる財

産が発見される可能性が皆無とまでは言えないため、定期的な監視は継続すべきである」と付言を

いただき、検証結果を真摯に受けとめ、今後の対応に生かしていきたいと考えておるところでござ

います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 
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１番（文野慎治君）８点を４点に絞ったんですが、その４点について、最終報告書は私の手元にあるん

ですが、そういった部分について、ＰＴの表現について、ほぼ長い時間かかったのは町民に対して

申しわけないという言葉は町のちょっとつけ加えた感想やと思うんですけれども、あとはもうこの

ままやということでいいんですか。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）そのとおりでございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）ちょっと１時間で足らんかもわかれへんですね。 

   もう一つ、そしたら確認ですわ。これは通告してへんけれど、今のご答弁いただいたことが前提

なんです。僕は、町長が３月議会で本当に英断やということで、珍しくここで、中西町長の時代は

褒めたことなんてなかったんですけれども、町長をすごく僕は褒めたたえたわけですよ。英断をさ

れて、２つの回収の問題と特別委員会を設置する請願、これを受けて、まさに決意を述べていただ

いてスタートした、始動した。そういう形で私、自分の議会だよりの原稿の中に書いた記憶が鮮明

に残っているんですが、岩本弁護士は町の顧問弁護士として当然、その他の業務の中プラス今回の

ＰＴの座長的な立場でプロジェクトチームと契約をしていると思うんですけれども、町がそのＰＴ

に対して委任契約というのがあると思うんですよ。通常、弁護士に物事を依頼するような場合は、

このこと、このことについてやってくださいというような形で契約書を結んでいると思うんですが、

それはございますか。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）ございます。その内容につきましては、債務者の財産状況調査、債権者破産

を含む債権回収方法の検討、住民訴訟からの訴訟経過の検証、以上の報告書を取りまとめていただ

くというふうな内容でございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）その頼み方が、先ほど経過をるる述べましたけれども、２つの請願、これを受けと

めて議会は全会一致で可決をした内容について、町長も町側も受けとめていただいて、そのことの

検証をするためにということだったんです。今、手元にそのときの請願書というのは町長も担当も

ありますか。持っていませんか。ちょっと信じられませんけれど、あえて言いましょう、余りにも

何かそっけない答弁やったんで。 

   調査特別委員会の設置を求める請願で請願の理由ということについて、「上垣元町長や中西前町

長の不作為・職務怠慢を含めて、総合的に検証し、総括することは今後の町政にとって大変重要な

課題です」。「熊取町の公共工事の入札において、なぜ20年にわたり恒常的談合が繰り返され、防

止できなかったか。また談合発覚後、なぜ上垣元町長や中西前町長が、恒常的談合の真相解明と損

害回復について職務怠慢であったが、それぞれの政治的道義的責任」、政治的道義的責任です。

「及び賠償責任の有無と程度は如何ほどか」。「住民が、主に刑事判決等、刑事確定記録に依拠し

て、訴訟を提起し、談合業者らと争い、地裁と高裁で勝訴したが、なぜ中西町長は、業者側に立つ

訴訟姿勢を維持したのか。そして、高裁判決後や最高裁決定後に業者らが賠償金納付を始めたが、

なぜ中西町長は、賠償金請求訴訟の提起が遅延し、和解協議に長々と月日を費やし、町の勝訴判決

が確定後も強制執行や債権者破産を含む厳しい姿勢で臨まず、賠償金回収に機会を放棄するかのよ

うな姿勢に終始したのか」。こういうふうなことが書いているんですよ。 

   ですから、今４点も全部言っていただいて、ＰＴの回答イコール町の考えですよというお答えを

いただいたんですけれど、もっと細かい話で文句を言うたら、町長宛てに私ども２会派は質問書を

出しているのに、町長からの回答じゃなくて岩本弁護士が町長に宛てた回答をコピーして、これが

答えですと返ってきたんですよ。これは、もう次の日が一般質問の締め切りやし時間もない中で、
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こういう形でＰＴから返ってきましたよというような形で返ってきたから、それできょうの質問な

んかに役に立つかなというような、すごく僕はええ人やなと思うんですけれど、そういうふうに思

いながら、ですから、そもそも町長宛てに質問書を出したんやから町長から返ってくるのが当たり

前やけれど、それはそれでいいでしょう。しかし、今のご答弁を聞いていて、丸々そのことが熊取

町、藤原町長の考えやということのご答弁であれば、これはいささかおかしいなと思うんです。 

   政治家としての上垣町長、中西町長についての政治的、道義的責任を書いている請願なんですよ。

るる裁判、いろいろその当時、元上垣町長も前中西町長も町の顧問弁護士がおって、いろんなやり

方がある中、あるいは僕らはずっと、もっと早くしなければだめやないかということをのらりくら

りする中でも、何カ月たった後でそういう訴訟を起こしたりそういうことをやったと。しかしそれ

は、法律の中で言えば、こういう幅があるとすれば絶対落ちないところの幅の中でやっているから、

法律的には今さら何もできませんという答えはあるかなと思っていたし、だから、きっかけがこう

いう請願がもとでできたＰＴであるがゆえであれば、政治的、道義的責任はどうですかということ

についても若干触れていましたね。それは認めます。僕はそのことが、もう時間がもったいないか

ら、あえてこの文章がそれやというのは言いませんけれども、町民が町政の姿勢について判断を下

すという形では、中西町長は選挙で負けました。それが町民の今までの中西町政の答えなんですよ、

ノーという形がね。藤原町長が勝ちました。おまけに新人、全く無名の大屋さんも、現職の町長の

上をいきました。そういう意味では、中西町長の時代にこういうことをやっていたことについては、

住民としては政治的には決着をつけたと思うんですよ。その上で藤原町長が町政のかじ取りを、船

長になったんやからやっていこうということについて、期待があるわけなんですよ。そのことにつ

いて全く触れられていないということについては、いささか残念という言葉では足らないぐらいの

今、思いでいます。 

   もう２つ目の質問も一緒にやりましょう。町長、予定よりも早く２人で話をする機会になったと

思ってください。 

   大きな２項目めとして、町長はこの「ＰＴ調査報告書」を受け、「談合問題」をどう捉え、町民

の皆さんに何を発信するつもりなのか所見をお伺いしたいということで通告しています。まず、そ

のお答えを言ってもらえますか。 

議長（坂上巳生男君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）担当理事から答えもあるんですけれども、私から答えさせていただきたいと思いま

す。 

   この談合問題、本当に心から、議員も残念では言いあらわせないという言葉で表現されていまし

たけれども、私も残念としか言いようがない。もうそれがすごく残念な思いということであります。

私の思いは、これは顧問弁護士である岩本弁護士には重々伝えさせてもらっていますし、皆さん方

からいただいた請願書の中身についても重々伝えてあります。その中で、顧問弁護士と町側がずう

ずうにならないように、畠田先生にも入ってもらい、大阪で活躍されている行政問題に詳しい若手

の３人の弁護士にも入っていただいています。そういった中で、皆さん方からいただいた課題につ

いて検証してもらいました。その報告が３月に出てきたわけですけれども、この内容については本

当にもう残念で残念でなりません。心がほんまに安定していないんです。この間からもう寝不足で

寝られない。 

   なぜこういうふうになったのか。これは、私が引き継いで２年余りになりますけれども、その間、

私の努力も、スピーディーさを求めている中ではちょっとスピーディー感に欠けた感もあったかな

というふうに思うんですけれども、10年前に起こった問題です。スピード感を持って対処すればこ

こまで長引くこともなかったやろうというふうに、私自身そんなふうに思っています。いろいろな

場面のいろいろな情報をいただいています。その都度その都度の前任者の判断が、私の判断では全

くでたらめな判断やったなというふうに思っております。それが今日のこういう10年間にも及ぶ行

政にかかわる職員の労働時間にも大きく作用している、そんな不幸な現実をもたらしたというふう
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に思っております。 

   だから、私の思いは重々岩本弁護士も畠田先生もわかっていただいた中での報告書ですけれども、

全く納得できていないというのが残念であります。 

   これは、しかしながら法律家の専門家ができること、できないことを検討した結果やと素人的に

は思わざるを得ないというのが今の私の思いです。そういう意味では、この談合問題、10年長引き

ましたけれども、これをまた起こさない、そして不公平感、公正な感覚を住民の皆さんは持っては

ると思います。これをいかにして解消していくか、納得とまではなかなか持ってこられないと思い

ますけれども、これから示していく行政の中で二度と起こさない、そしてそういった思いを持って

情報公開をスピーディーに広げていく中で、明るいそういった住民との関係を築いていく、そうい

う覚悟を持った一つの結果かなというふうに捉まえております。 

   私も、その当時町議会議員でありました。情報が開示されていない、議会の皆さんに必要な情報

もコントロールされておったというのがその当時の私の思いですので、そういったことがないよう

に、これはもう就任当初から言うていますけれども、情報はスピーディーに公開していくというそ

ういった旨の方針でこれからも当たっていきたいと思いますので、納得できない部分もたくさんあ

ると思います。ただ、出直した熊取町行政、これからを見守っていただきたいというふうに思って

います。答えになったでしょうか。ということで。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）なっていないですね。今から思えば３月14日、さっき言うたように、町のＰＴの報

告書が出て、町長、これどう捉えるんやろう、どうしたいんやろうなということをほんまにこっち

から会派で質問を出すまでの間に寝られへんぐらいやったら相談に来てくれたら、きょういっぱい

傍聴に来てくれてはりますけれども、皆さんが、何や藤原町長失望やなというような思いをさせん

で僕は済んだなと思っているんですよ。とあとは僕の提言というか、町長、眠れますよ。町長しか

できない役割があるんですよ。その話を聞いてくださいよ。いいですか。 

   まず町長、今も答弁の中でも、以前の議会の答弁の中でも言っていただいたフレーズは、やっぱ

り忘れんと言うてはりますよ。ＰＴが始動するとき町長の決意を伺うというとき、これは長くしゃ

べられたけれど、議会だよりに載せる原稿で僕、要約したやつやから、町長はこう言うてはるんで

す。町顧問弁護士に、本案件を熟知されている岩本弁護士に就任していただいた。このことが債権

回収に対する決意表明。岩本・畠田弁護士を中心とする検討チームで債権回収並びに過去の訴訟経

過等について調査検証し、的確な提言をいただき、その経過は住民、議員へ情報提供を行い、意見

を伺う機会を設け、最終回収及び過去からの検証について誠心誠意取り組む所存、これが英断やと

僕は言わせてもろうたスタートやったんです。それから半年後、平成29年９月議会、そのときいろ

いろ談合問題で言っているんですが、町長についての中西前町長に対し、談合事件による業者に対

する債権を違法に回収を怠り、町及び住民に多大な損害を与えたとして、藤原町長から訴訟の提起

を行う検討すべき、そのとき町長は、現状、私の正義感においても認められない。判決文を公にし

ないなど情報操作があった。あってはならないこと。早期にやるべきことを実行していれば長い時

間はかからなかった。行政に対する不信は拭われていない。社会的、道義的に中西前町長の責任は

重い。 

   だから、先ほどご紹介したように、請願書は政治的、道義的責任を、今の選挙で勝った藤原町長

は、熊取町を変えようということで訴えられて町長になったんですよ。ですから、社会的、道義的

に中西前町長の責任は重いということについては現町長が発信できることなんですよ。ＰＴの中は、

先ほども言うたように、これが違法かどうか、これを裁判にかけたら勝てるかな、どうかなという

ことは、弁護士やからやっているから、それは難しいかな、そうとも言えないなとか、いろいろこ

の報告書の中にあるんですよ。しかし、きょう時間、半分は町長と一緒にやりますよということを

町長にそれだけ言っていたけれど、僕は、町長のポストにある者ができる決断というのがあると思

うんですよ、これは。上垣元町長、中西前町長、現藤原町長、そのときに、町長が今おっしゃった
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悔しい、何とかできへんかという思いがあるというのやったら、あるんですよ。上垣町長は、４億

7,000万円というのは時効があるから５年間の確定した損害額ですよ。でもこれは、裁判の中で明

らかになっているように、昭和61年に組合ができてから20年間にわたってずっとやっていたから、

そんなお金じゃないんですよ。だから、それができる中の４億7,000万円について、しかし、当時

の19年に発覚する前も、議会の中で今も続けて議員をやっておられる方もおるし、そういう人も含

めて熊取町の入札の高い落札率はおかしいんじゃないかということをおかしいおかしいと言い続け

ながら、町長はそんなことはいっこもないんやということの中で事件が発覚したんですよ。 

   だから、そのことはやっぱり当時の町長の立場として甘かったということも言わなあかんし、中

西町長はこういうことも言うています。大原住宅の事件だけが起こって、ほかにもまだあるやない

かと。私もそのとき19年から議員をさせてもらっているから、過去５年間の工事の表を資料提供し

てもらいましたよ。それが、私も町の顧問弁護士から告発されて大阪特捜へ呼び出されて言われた

ときにその資料を見せたら、95％、96％、97％、98％、100％に近い中でずっとやっている表を検

事に見せたら、これは談合や談合や談合やと言うていた時代なんですよ。その中でありながら、こ

れは住民の会の皆さんがつくった資料ですけれども、当時裁判所に提出したときに町長は、この庁

舎の中での撮影やと思うけれども、今調べる限り談合はないんやと言い切っているんですよ。ある

いは議会の議員の質問に対して、住民の会の皆さんが裁判を起こしてくれたが町長はどう思うねん、

ありがたくは思わないと言うているんですよ。僕は、そういった町長が町長の職たるものですよ。

僕は、中西さん、上垣さんは別に個人的にはどうでもいいんですよ。町長という職務についている

人の発言やから大変なわけですよ。 

   ですから、藤原町長の性格は穏やかで、まあまあというのはわかる。しかし、町長になった限り

は自分の前の町長、その前の町長が発した言葉をそれは政治的に間違っていたと言えるのは、議員

でも何でもない、藤原町長にしかそれはできないんです。わかってもらえますか。それを取り消さ

ないかん。だから、住民の皆さんに対してもそれはやっぱり町長が発信せないかん。そのことをき

ょうは後段の部分、まさか４点のやつを全て丸々もうそのとおりですと。 

議長（坂上巳生男君）文野議員の一般質問の途中ですが、本日の会議時間は議事の都合により、あらか

じめこれを延長します。文野議員。 

１番（文野慎治君）ですから、まず中西前町長のそういう、今言ったように住民の方が動けへんかった

らこの裁判はなかったんですよ。４億7,000万円、２億円もう今、町の貴重な財源として使えてい

るんですよ。そういうことがなかった。しかし、それにありがたくも何ともないと言った答弁につ

いては、現町長としてそれは謝罪せないかん。それは間違いでしたと、皆さん方が汗をかいてくれ

た、ボランティアでみんなやっているんですよ。そういう方に対してそれは言わないかんと僕は思

います。こういう点についてはどう思われますか。 

議長（坂上巳生男君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）前任者はもう既に行政の職から外れて一般住民となっているわけなんですけれども、

その当時にそういう発言をすればまた状況も変わったのかなと思います。引き継いだ私としては、

そういう発言をすること自体が信じられないというふうな思いでおります。私でよければ、言葉が

間違いであったというふうに請願された皆さん方にはお伝えしていきたいなというふうに思います

けれども、本当に私は３月議会で説明させてもらったとおりの気持ちを持っていまして、それを顧

問弁護士、畠田弁護士にはもう重々伝えたつもりです。その結果として上がってきた中で、どうし

ようもない、そんな空気に包まれているというのが確かです。できれば道義的、政治的、刑事的な

責任まで問えるやろうというふうなことも岩本弁護士、畠田先生にも伝えています。伝えた結果、

だけどこういう結果になったということで、本当に残念やと、その気持ちはわかっていただきたい

と思います。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）だから、道義的責任は僕もそうやし町長も思っているから、それを訴えるんやとい
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うことを言うているんじゃないんですよ。現熊取町長のポストにある藤原敏司さんとして、今まで

の町長の悪かったこと、住民のそういうことに沿わなかったこと、そして今の結果になっているこ

と、そのことについて、僕はこの問題をもうどこかで決着つけなだめやと思っています。今回の質

問でほんまは終わりたいぐらいですよ。そういうことをできるのは現町長しかないんです、先ほど

言うたように。そのポストにある政治家がやらなあかんのです。そのことを僕は言ってほしいと思

うんです。私でよければではない。これは私しかできん、藤原町長しかできないことなんです。こ

れが一つ。 

   僕は、こういう残念な経験をした組織の意識改革をせなあかんと思っています。僕は、ずっとこ

の間、自分の質問の中でほとんど半分以上この問題を取り上げているんかなと思うんですけれど、

先ほど町長もおっしゃっていたように、同時進行した渦中におったからなんですよ、議員として。

例えば、裁判記録の中でこういうものを読んでしまっているんですよ。これはもう公開されている

から言いますけれど、一定のルールに従ってチャンピオンを決めます。その上でチャンピオンが、

現場説明時に配付される設計図書をもとに、価格をもとに役場の担当原課に行き、これを見てもら

っていいですかと。それでヒントを受け予想を立て、ボーリングと言われる作業です。それで、そ

の設計金額から７％ぐらいを引いた額で入札すれば大体予定価格の95％以上になりますので、その

額をチャンピオンの入札額にするわけですとか、いろいろ事細かく町との癒着状況について話しま

す。 

   先ほど申し上げたとおり、建築課、下水道課、道路新設課道路維持係などの担当原課について足

しげく通ってボーリングの精度も高くなってきていて、懇意にしてもらっていました。ボーリング

に行くのは、チャンピオンのほか私ぐらいであり、ほかの指名業者はボーリングしないわけですか

ら、あらかじめチャンピオンが決まっているということ、つまり我々が談合しているということを

担当原課の人間は当然想像がついていたはずですというようなことが出ているんですよ。こういっ

たことを百条委員会をしたときも、先ほど町長もおっしゃったように、中西町長は資料を全部出し

ませんでした。ほとんど黒塗りを出してきました。そのことを町長も怒っておられると思う、同じ

ときやっていたんやからね。だから、そのとき、今僕は思うんです。この事件の中で、残念なこと

に自殺者も出ているんです、職員で。今のモリカケやないですけれど、日大のアメフトのあれじゃ

ないですけれども、そういう一番の人事権も持っている町長が、もうこれはないんや、こういけと

言うたことに対して、その当時に答弁しはった部長はもう既に退職されているし、今、理事者席に

座っておられる方はもう少し若くて、ほかの係でおったり、あるいは警察の事情聴取も受けていた

だいたり、いろんなご苦労をされた中で今日あると思うんですよ。 

   こういった状況の中で、もし今のこの時代に19年に事件が発覚したようなことがあったら、内部

で調査するとかそんなことじゃなくて、第三者委員会ということは必ずぽんと浮かぶと思うんです

よ。そういうことがやはりできない時代であったし、議会も百条委員会を２回やりましたけれども、

実質的な審議というか、そういうふうなことはできなかった。当初はマスコミもいっぱい関心を持

って来てくれましたし、きょうは傍聴の方もいっぱいいらっしゃいますけれど、当時、半分は建設

業組合のジャンパーを着た人が来ているんですよ。後ほど言いますけれども、完納してくれた業者

とは、今は随分向こうから話をしてくれるようになりました。当時のことを言うとな、あんたが質

問するときに朝ファクスが入って、組合からね。きょうは２名何時に傍聴へ行けと動員がかかった

んやと。今、タウンミーティングや議会報告会に完納した業者が来られますでしょう。何とかもっ

と取れやと言うてくれます。こういう、言えばその首謀していた人は逃げているんですよ。でも、

僕もずっと質問する中で言い方を変えた時期がありまして、その人らも被害者やったと言うていま

す。そやから、そういう人に対しても、やはり町長として完納してくれてありがとうということを

言わなあかんと思う。 

   罪を憎んで人を憎まずという言葉、ちょっと違う場で最近聞いたんですよ。同時並行で矢野正憲

議員の政治倫理審査会というのがあって、そこで矢野議員から、自分の亡くなられた、そして
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5,000万円ですか、そういう故人の債務を負っておられた方のことについて、罪を憎んで人を憎ま

ずと義理の息子がそう言うと、それは使い方が違うやろうと思うんですけれど、私の言うている罪

を憎んで人を憎まずというのは、熊取町でなりわいをしようと思ったら当時は建設業組合に入らざ

るを得なかって、巻き込まれた完納してくれた業者、その人らには、こんな状況の中で、町長がよ

く言っていた公平・公正な町政をやります、私の信条ですとおっしゃいました、29年３月議会でも。

だからこれを立ち上げるんですということをおっしゃいました。それであれば、公平・公正の中で

悪かったことは悪かったこと、だから決まった損害賠償金は払いますということで払ってくれた人

には、そういう僕はメッセージを出すことが必要ではないかなというふうに思っています。 

   ですから、町長として上垣、中西町長の発言やそういうことについては撤回、そして町民の皆さ

んに謝罪をする、そして組織の意識改革、そういうことをやってもらわないかんと思っています。 

   職員の人も、やはり今の例えば日大のルール、監督に言われてやった人が勇気を出してそういう

会見をしたように、皆さんやっぱり公務員であったわけですよ、当時。採用試験に通っているだけ

ではなくて、憲法に従って地方自治法に従って地方公務員としてちゃんとやりますということを誓

約書を書いて職員になっているわけですよ。そういう人たちを、上の熊取町の役場のそういう一つ

の雰囲気の中で人の命を絶つようなところまで追い込んだり、あるいはこういう事件が発覚したけ

れども、上が白は白であったってこれは黒や、黒やったけれどこれは白やと言うたら何も言えない

雰囲気で仕事をやってしまったということについても、職員の皆さんにもやはり町長の今の悔しい

思いの談合事件がこの熊取町であったことは事実やから、そのことについては大いに反省をしても

らって、これを二度と起こさない、先ほど町長もおっしゃったように、二度と熊取町で談合は起こ

させたらあかんのやという決別宣言も同時に今の町長やからできるんです。だから、ぐっすり夜寝

て、いい案を考えて記者会見をしたらええんですよ。こういうことをしたいということは議会に相

談してください。僕はそう思っています。 

   それと、もう一つお願いですけれども、私たち議員には、ＰＴの報告書はもうそのまま出ていま

す。今、これを住民の皆さん方が見ようと思ったら、情報公開コーナーへ行ったらあるんですよね。

それなんですけれど、黒塗りなんです。これは、私が29年９月議会の中で、債務者の言い分をうの

みにしているだけでは回収できませんよと言うたときにも言うたんですけれども、きっちり、もう

その人らは、わかる人にはこれ何と書いているか、誰のことはわかるんです。ただ、数字が黒塗り

ではわかれへんのです。そやけど、その人らは今でも熊取町でずっとおって、いい車に乗って羽ぶ

りがよくて、そういうことをやってはる人が町、ＰＴとの面談の中では、いや年金だけで何もあり

ません、払う分はありませんと言うてはるんですよ。ですから、やはりそういう部分については、

知っている人は関心を持っていますよ。あの人はそれで免責されるのはおかしいやないかというこ

とがきっとあるんで、やはり情報公開は、ここの部分は黒塗りはやめてほしい。黒塗りについて原

課に聞いたら岩本弁護士が考えてやった指示やと言うんやけれども、そこはもう一度、極力そうい

う新たな収入源があるやないかということをつかめる可能性があるんやから、決してあとまだ２億

7,000万円諦めることではないんやから、その部分については、どうか情報公開は本当にありのま

まをしてほしいなということが要望です。 

   それともう一つ、３月14日の議員に対する説明会のときにも岩本弁護士に聞かせていただいたん

ですけれども、債権時効の停止手続という措置があるんです。この債権についてもいずれ時効が来

ますから、それを停止させておくんです。そのときに岩本弁護士の顔は、にたっと笑いながら、あ

あということやったんですけれど、何でかということを求められていたんで言うたんですが、枕を

高くして寝られないようにと言うたんです。その人らがもうずっと悪いことしたなという思いを絶

対良識的な町民は忘れていないぞということのために、やはりここは最低やっておいてほしい。 

   それと、先ほど申し上げましたように談合の決別宣言、これは今の藤原町長しかできません。こ

の事件のことをもう一度整理して、先ほど言ったように、当然、自分の町長の前、その前を非難す

る、否定することになりますけれども、これは、さっき言うたように藤原さんじゃないんです。町
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長やからできるんです。そのことをやはりやるべきやと私は思います。 

   それと、僕は思います。これ、事件は発覚したけれども、あの当時それだけやということで、上

垣町長、中西町長、全て逃げ切ろうとしたんですよ。いやそうじゃないんだということで、町がそ

ういう問題について事を起こそうとしないことについて住民の人が立ち上がったということを一番

初めの経過で申し上げました。やはりそのことがあって熊取町の正義が、悔しいけれども、今の状

態でしか仕方ないけれども守れたと思うんですよ、熊取町としては。これが、何もなしであの一件

だけで、当初我々、町長、議員のときに三千五、六百万円でもう手を打つ話やったんですよね。そ

れはおかしいじゃないかということで、あの一件の事件に対して8,600万円ですか、そんなことや

ということを我々、やはり当時の町長に対して文句を言って、町の顧問弁護士と今勝の顧問弁護士

でそんな話をきょうつけるんやということを、こういう議会の場じゃなくて当時公開されていない

そういう議員全員協議会か議員総会の場でそんな提案があったんで、これは弁護士同士の談合やと

いうようなことを言ったことをこの議会の中で報告したことで、さっき言われたように僕は名誉棄

損で訴えられたんですよ。だから、そういう同じ空気を吸っていた町長ですから、今いろいろ申し

上げました。ちゃんとまた箇条書きにしてお渡ししたいと思いますけれど、その中の全部でも町長

がゆっくり寝て考えて、まだこれもいけるなというようなことがあったら足してもらって、そして

こういう形でしようと思うんやということを議会に一回言ってくださいよ。しゃべりまくりました

んで、どうぞ。 

議長（坂上巳生男君）藤原町長。 

町長（藤原敏司君）半分以上は私の気持ちも代弁してくれているかなというふうに思いながら聞かせて

いただきました。その当時の議員としての職責が果たせていたかどうか、これは、その当時の大き

な流れの中に流されていた自分もあったかなというふうに、振り返ってみますとそんな思いもしま

す。その中で、なぜ議会がそういう声を上げられなかったか、上げた部分もありましたけれど、な

かなか理事者サイド、町長サイドの者に対してちゃんとした意見を通すことができなかったのか、

そんなことを踏まえる中で今の私があるわけです。 

   いろんなところで皆さん方の意見を聞きながら、お互いのそういったものの意見を交換しながら

町政を進めていく、そういったことの醸成につながったというのも一つあります。そういった中で、

談合事件、これはもう本当に絶対起こさせない、起こさないというその覚悟は持ってやっているつ

もりです。それのための情報公開が一番の重要なポイントになるというふうな意識でもって動いて

いますので、あとは住民の皆さん方からのそういったいろいろな情報をもらう中で、議員からの情

報をもらう中で公平・公正な行政が進められるものと思っております。 

   本当にいろいろな社会現象がある中で、熊取町の過去10年間のそういったことがトップの判断が

間違っていたということに関しては、私から、もう本当に遺憾であったというふうに皆さん方に謝

罪をしたいと思います。報告書に関しても、これはもう私の意にそぐわぬような形で出てきている

というのも遺憾です。ただ、これは法律専門家のまとめた報告書ですので、受け入れざるを得ない

というのが現実としてありますので、その辺はご了承願えたらというふうに思います。 

   断固として談合といったそんな社会悪は起こさせない、談合事件にかかわらず、行政の進める中

で不公平感を住民の皆さんには持たれないような、そういった行政を進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）文野議員。 

１番（文野慎治君）ちょっとはわかってもらったかなというふうに思います。 

   冒頭、もうＰＴの答えがそのままですと言ったときはショックでした。今のお言葉の中でもあっ

たように、何もＰＴから出てきたことで、これでまだ業者であったり中西前町長に対して裁判がで

けへんと、これはもうしゃあないんやということではないということはわかってもらったと思うん

です。 

   熊取町は、不幸にしてこの10年、こういうことに費やしてきましたよ。ですからぜひ、まだきょ
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うは６月ですから、年内にそういう今、町長の思われている決別宣言の内容と、過去の正していか

なければいけない町長の政治家としての正義感、このことをあらわすような行動を、ぜひ、勝手に

するんと違うて議会とも歩調を合わせてそういう形を、その行動を勇気を持って一緒にやっていき

ましょうよ。でないと、今までみんなが汗をかいた、時間を使った、悔しい思いをした、そういう

ことはみんな共有しています。きょう傍聴に来られている方も皆そうです。皆そういう思いです。

ですから、やはり今の状況、そして、まだ放免じゃないですよ。そういう２億7,000万円まだ取ら

ないかんという姿勢は続けながら、知恵を絞っていきましょうよ。そういうことでよろしくお願い

します。 

   僕も段取りした順番とか内容が随分変わったんですけれども、結果的には町長、わかっていただ

けたようでございますので、ゆっくり寝ていただいて、いい案をつくりましょう。ぜひよろしくお

願いします。 

   以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）以上で、文野議員の質問を終了いたします。 

   以上で、一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。 

   本日はこれにて延会いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「17時24分」延会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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平成30年６月定例会会議録（第３号） 

 

月  日 平成30年６月11日（月曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり14名であります。 

  １番 文野 慎治    ２番 重光 俊則    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 阪口  均    ５番 坂上 昌史    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 二見 裕子    ８番 渡辺 豊子    ９番 服部 脩二 

  10番 矢野 正憲    11番 佐古 員規    12番 河合 弘樹 

  13番 江川 慶子    14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 中尾 清彦 

教 育 長 勘六野 朗 企 画 部 長 南  和仁 

企 画 部 理 事 明松 大介 
企 画 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 総 務 部 理 事 阪上  章 

住 民 部 長 藤原 伸彦 住 民 部 統 括 理 事 吉田  潔 

住 民 部 理 事 田中 耕二 健 康 福 祉 部 長 小山 高宏 

健 康 福 祉 部 理 事 山本 浩義 健 康 福 祉 部 理 事 山本 雅隆 

健 康 福 祉 部 理 事 木村 直義 都 市 整 備 部 長 泉谷  徹 

都 市 整 備 部 理 事 大西  宏 会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 

上 下 水 道 部 長 山戸  寛 教 育 次 長 貝口 良夫 

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 北川 雄彦 書 記 藤原 孝二 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

  議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

  議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正 

        する条例の専決処分報告について 

  議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分報告について 

  議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告について 

  議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報告について 

  議案第38号 公平委員会委員の選任同意について 

  議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  議案第42号 税条例の一部を改正する条例 

  議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を 

        定める条例の一部を改正する条例 

  議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例 

  議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条 
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        例 

  議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団 

        規約の変更に関する協議について 

  議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）皆さん、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は14名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30

年６月熊取町議会定例会第３日目の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）それでは、本日の日程に入ります。 

   日程第４ 議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告についての件を議題といた

します。 

   本件について説明を求めます。阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）それでは、議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告につい

てご説明申し上げます。 

   議案書１ページをお開きください。 

   地方自治法第179条第１項の規定により、税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分

しましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。 

   まず、提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年３月31日に公布さ

れたことに伴い、税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定に

より専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。 

   次に、２ページをお開きください。 

   平成30年３月31日専決。 

   税条例の一部を改正する条例でございます。 

   それでは、改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明させていただきます。 

   議案書後ろのピンク色の分界紙の次、資料１－１をごらんください。 

   税条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。右が改正前、左が改正後です。 

   内容につきましては、第12条、年当たりの割合の基礎となる日数の規定ですが、今回の条例改正

に伴う項ずれ対応及び文言整理を行うものです。 

   次に、第18条、こちらは法人の均等割の税率の規定です。文言整理を行うものでございます。 

   次に、第27条、町民税の申告の規定ですが、地方税法施行規則の改正に伴う項ずれ対応及び文言

整理を行うものです。 

   次、資料１－４をごらんください。 

   中ほどの第43条の３、年金の特別徴収義務者の規定並びに第43条の５、年金所得に係る仮特別徴

収税額等の規定でございますが、文言の整理を行うものでございます。 

   次に、資料１－５の下段をごらんください。 

   第44条、法人の町民税の申告納付の規定の第２項及び資料１－６の第３項でございますが、国税

である法人税等の改正を受け、地方税において外国税額控除のあり方について租税特別措置法に新

たに規定されたことから、従前は外国子会社に対して本国が課税した法人税等についても外国税額

控除に含めて控除していたものを、別途税額控除として規定するものでございます。 

   続いて、第４項から第９項につきましては、今回の条例改正に伴う項ずれ対応等の所要の措置及

び地方税法等の改正に伴う項ずれ対応を行うものです。 

   資料１－８の下段をごらんください。 
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   第47条、法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定です。こちらは、平成28年12月

議会で承認いただいた延滞金の計算期間の見直しについて、納期限の延長の場合の延滞金について

も同様の措置を行うこととするものです。具体的には、当初申告があり、その後税額を減少させる

更正があった場合の後に修正申告書の提出または増額更正があった場合について、当初申告書に係

る税額に達するまでの税額更正部分については、延滞金の計算期間から控除するといった内容でご

ざいます。 

   次に、資料１－10の下段をごらんください。 

   第53条、退職所得の特別徴収税額の納入の義務等及び第60条、固定資産税の納税義務者等の規定

ですが、地方税法施行規則の改正に伴う条ずれ及び項ずれ対応を行うものです。 

   次に、資料１－11の中段をごらんください。 

   附則第７条、延滞金の割合等の特例及び資料１－11の中段の附則第８条、納期限の延長に係る延

滞金の特例の規定ですが、今回の条例改正に伴う所要の措置でございます。 

   １－13の中段をごらんください。 

   附則第16条の２、法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合、いわゆる固定資産税に係る

課税の特例に関する規定でございます。今回の条例改正において、改正前の第３項、本町には該当

する施設はございませんが、土壌汚染対策法による特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する

施設に係る特例が平成30年３月31日取得分までをもって廃止されたことに伴う項ずれ対応及び地方

税法の改正に伴う項ずれ及び号ずれ対応を行うものです。 

   次に、資料１－14の中段をごらんください。 

   附則第16条の３、住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告の規定ですが、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った住宅等の固定資

産税の減額を受けるための申告について規定するもので、地方税法施行令及び施行規則の改定に伴

う項ずれ対応でございます。 

   次に、資料１－17をごらんください。 

   同じく附則第16条の３の第８項ですが、こちらは平成30年度税制改正により新たに創設されたも

ので、バリアフリー改修を行った改修実演芸術公演施設において減額を受けるための申告について

規定するものです。 

   次に、資料１－18の中段をごらんください。 

   附則第17条の２から資料１－22の附則第17条の６までの規定につきましては、平成30年度が３年

ごとに実施する固定資産税の評価替えの年度に当たってございまして、下落修正等を従前と同様に

行うことができるように年度更新を行う等、所要の措置を行うものでございます。 

   恐れ入りますが、議案書６ページにお戻りください。 

   ８行目の附則でございますが、第１条は施行期日で、この条例は平成30年４月１日から施行する

ものでございます。 

   第２条は町民税に関する経過措置で、法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金に関する

規定については、平成29年１月１日以降申告期限が到来する延滞金について適用するものでござい

ます。 

   第３条は固定資産税に関する経過措置で、第１項については、新条例は平成30年度から適用し、

29年度分までの固定資産税については従前の例によるものです。第２項については、平成28年４月

１日から平成30年３月31日までの間に取得された改正前の地方税法附則第15条第２項に規定する施

設及び設備について課する固定資産税は、従前の例によるものとするものでございます。 

   なお、今回の税条例の一部改正は、平成30年度の税制改正のうち４月１日付で施行しなければな

らないものについて専決処分させていただきましたが、施行まで期日の間に合うものにつきまして

は、今回の定例会及び９月の定例会で上程させていただく予定でございます。 

   以上で、議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について説明を終わります。
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よろしくご審議いただき、原案どおり承認いただきますようお願いします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第33号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第33号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第33号 税条例の一部を改正する条例の専決処分報告につい

ての件を採決いたします。 

   議案第33号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第５ 議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分報告についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）それでは、議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分報告につきましてご説明申し上げます。 

   議案書７ページをごらんください。 

   まず、提案理由でございます。介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令が平成30年３月

22日に公布され、看護小規模多機能型居宅介護の指定基準が緩和されたことに伴い、条例の一部を

改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

   次に、８ページをお開きください。 

   平成30年３月28日専決。 

   指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でご

ざいます。 

   それでは、改正内容については新旧対照表によりご説明させていただきます。 

   ピンクの分界紙の後ろ、11枚めくっていただきまして資料２をお開きください。 

   指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の新

旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。 

   まず、第２条につきましては、法令等引用規定の表現について改めております。 

   次に、第３条につきましては、改正前の第３条では指定地域密着型サービス事業及び指定地域密

着型介護予防サービス事業の申請者の資格に関する要件を定めており、いずれも法人である者と規

定しておりましたが、今回の省令改正により、指定地域密着型サービス事業のうち看護小規模多機

能型居宅介護の申請者については、現行の資格要件である法人である者を法人または病床を有する

診療所を開設している者と緩和されたもので、それに伴い、第３条では指定地域密着型サービス事

業の申請者の資格のみを規定することとし、あわせて介護保険法施行規則第131条の10の２を引用

する条文に改めたものでございます。 

   また、指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格については、第４条として１条を追
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加し、これまでどおり、法人である者と規定しているものでございます。第３条と同様に、介護保

険法施行規則を引用する条文に改めたものでございます。 

   また、今回の改正に合わせて、第３条、第４条ともに、申請者の資格要件に新たに暴力団排除条

例の適用に係る条文を明記してございます。 

   それでは、８ページにお戻りください。 

   附則でございます。施行期日は平成30年４月１日より施行するものでございます。 

   以上で、議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の専決処分報告についての説明を終わります。よろしくご審議いただきまして、

原案どおりご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第34号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第34号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第34号 指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分報告についての件を採決いたします。 

   議案第34号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第34号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第６ 議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処

分報告についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）それでは、議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決

処分報告についてご説明申し上げます。 

   議案書の９ページをお開きください。 

   地方自治法第179条第１項の規定により、国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

   まず、提案理由でございますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の

一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が平成30年３月16日に

公布されたことに伴い、国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたため所要の改正を行い、

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認

を求めるものでございます。 

   議案書10ページをごらんください。 

   平成30年４月11日専決。 

   国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。 

   改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

   議案書ピンク色の分界紙の後ろ、資料３－１をごらんください。 

   国民健康保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表で、右が改正前、左が改正後でございます。 
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   第10条の３、一般被保険者に係る基礎賦課総額でございますが、保険料で賄うべき総額の算定方

法を定めている規定で、同条第１号では支払うべき医療費、また事業費納付金を、そしてその支払

いの財源として、同条第２号では国・府からの補助金として保険給付費交付金等が規定され、第１

号の支払うべき総額から第２号の法定されている財源を控除し、その残りが保険料の算定基礎とな

るものと規定されております。 

   なお、都道府県化に伴う事業費納付金、保険給付費交付金等については３月定例会で改正済みで

すが、この規定中、国の省令を引用している部分において、当該省令の改正省令が３月16日付で公

布され、４月１日から施行されることとなったため、引用している条文の改正を専決処分させてい

ただいたものでございます。 

   なお、当該引用省令の改正内容は、号表示となっていたものがイロハ表示に変更されるのみで、

内容変更とはなっておらず、それを引用しておる本町の今回の改正も内容そのものの変更ではござ

いません。 

   それでは、改正箇所をごらんいただきたいと思います。 

   まず、第10条の３第２号ウでは、保険給付費交付金が控除する項目として挙げられ、そのうち控

除額から控除するものとして（ア）で特別調整交付金が規定されておりますが、さらに（ア）から

控除するものとして括弧書きで規定されており、この部分で今回の改正省令を引用しております。 

   まず、改正省令名において「等」が追加されておりますのは、この省令において新たに保険者努

力支援制度について規定されたためで、今回の条例改正とは直接関係しておりません。 

   続いて、省令の本則では、例えば流行病、災害に係る疾病などの調整交付金等は規定されており

ますが、当該改正部分で29年度実績では、本町では該当はございません。 

   なお、この改正は、先ほど説明しましたように、号表示からイロハ表示への表示変更のみでござ

います。 

   また、省令附則第７条では結核性疾病及び精神疾病に係る調整交付金が規定されておりますが、

今回の改正でその対象が若干拡大され、附則第３号が追加されております。これにつきましても、

現状では本町では既に附則第２号に該当しており、この追加による影響もございません。 

   次に、エですが、ウと同様、控除する項目として、その他国民健康保険事業に要する費用のため

の収入でございますが、保険料滞納繰越分、督促手数料、前年度繰越金等が想定されますが、その

他の収入ということで前述のア、イ、ウを除く収入として規定されており、ウの（ア）での規定と

同様、省令を引用している部分で同様の改正を行うものでございます。 

   以上が改正内容となります。 

   それでは、議案書10ページにお戻りください。 

   この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例の規定は平成30年４月１日から適

用するものでございます。 

   以上で、議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分報告についての説明を

終わらせていただきます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご承認賜りますようお願い

いたします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第35号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第35号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり
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ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第35号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分

報告についての件を採決いたします。 

   議案第35号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第７ 議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の

専決処分報告についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第

８号）の専決処分報告につきましてご説明申し上げます。 

   この専決処分報告につきましては、地方自治法第179条第１項の規定によりまして平成30年３月

30日付で専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでござい

ます。 

   なお、専決処分の内容につきましては、３月に発生した町道永楽線法面崩落に伴い、道路の通行

どめが生じましたことによりまして必要となった対応経費のうち、災害支援協定に基づき一般廃棄

物処理負担金の歳出補正と、それに伴う財源調整でございます。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをごらんになってください。 

   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ528万円

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ133億8,722万9,000円と定めるものでございます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ４ページ、５ページは総括ですので、省略させていただきます。 

   ６ページ、７ページをごらんになってください。 

   まず、歳入でございますが、款 繰入金、項 基金繰入金、目 財政調整基金繰入金528万3,000

円の増額につきましては、今回の補正における財源調整分でございます。 

   続きまして、歳出予算の説明に移らせていただきます。 

   ８ページ、９ページをごらんください。 

   款 衛生費、項 清掃費、目 塵芥処理費の環境センター運営事業、一般廃棄物処理負担金528

万3,000円の増額につきましては、災害支援協定に基づきごみを処理いただいた近隣市町への負担

金でございます。 

   なお、今般の通行どめの対応といたしまして、この専決予算以外に近隣市町の清掃工場までごみ

を搬入するために必要なごみ収集運搬業務委託料、町外の火葬場を利用した際の火葬料の補助金、

崩落した土砂の撤去及び応急復旧のための設計委託、復旧工事費を予備費等を活用することで対応

いたしました、このたびの528万3,000円の専決予算と合わせて、一部は事故繰り越しという形で翌

年度に繰り越しておりますが、全体で1,162万1,000円の事業規模となってございます。 

   以上で、議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告の説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第36号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。重光議員。 

２番（重光俊則君）今回は自然災害により環境センターが使えないことによる処置だと思うんですけれ

ども、それで発生した費用というのは全て100％町単費で実施しないといけないんでしょうか。ど

ういう部分で国・府の補助金が出るようなところがあるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）年度末で終わった分については、現状、町の単費で対応するとい

う形となってございます。 

   あと、６月補正という形で上げさせていただいている分の中で一部、道路の本格的な復旧という

形で施工するための設計予算とか上がっていますが、その分については後ほどまた議案説明の中で

させていただくんですけれども、交付金、いわゆる補助金、国庫支出金なり、あと裏の財源として

起債を充てていくという形をとってございます。 

   年度末のこのタイミングの分で申し上げますと、現状、一般財源を充てているというような状況

でございます。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今回、３月期末までに発生した分は補正の専決処分ということですけれども、３月

分についても、これはもう一般的な基金繰り入れだけの処置しかないわけですね。６月、本格的な

工事をする場合は起債をしてやるということですけれども、一部その分は今回の補正申請の中に入

っていましたか。次のですよ。別の案件で。 

議長（坂上巳生男君）東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）議案番号で申し上げますと、第49号の補正第３号の中で一部設計

の費用を上げさせていただいていますので、次の議案でご審議いただく分の２号補正と合わせて段

階的に申し上げますと、29年度の３月で発生した分については一番年度末の８号補正へいっていま

すし、５月中の分については30年の２号専決という形の補正予算を組んでいます。先ほど、復唱す

るような形で申しわけございませんが、第49号の第３号の中で道路の設計という形で上がっていっ

ていますので、時系列的にはそういう予算編成の行動となってございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）じゃ、もう一点だけ、災害で発生した費用の本工事の設計というのは起債を使って

やるというのはわかったんですが、それ以外の実際の工事費とか、それからこういう他市町村にお

願いして発生した費用、その分は、やはり災害、府や国の補助があるんでしょうか。その辺をご説

明いただけませんか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）工事の関係について、まずご答弁させていただきます。 

   まず、３月発生した分につきましては全額単費事業となってございます、土砂の撤去につきまし

ては。そして５月発生分で、今、本日より供用開始をやってごみを運んでいただいているんですけ

れども、この工事につきましては、次の議案第37号の中で専決処分させていただいてございます。

この分につきましては一応交付金をいただく方向で今のところは大阪府と協議を進めておりますの

で、専決の中でも交付金を宛てがった内容で専決処分をさせていただいてございます。 

   ６月補正で今度、今の崩れたところの本復旧工事に向けた設計委託をやってございます。これに

つきましても交付金を宛てがっていくというところで、交付金事業として進めていく予定でござい

ます。 

   そして、その後の本復旧事業につきましても交付金を宛てがっていくというところで今、事業を

進めているところでございまして、今回の第37号の専決の、これはあくまでも仮の今、道をつくっ
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てございますので、それが交付金になるかというところで今協議を進めておりますけれども、町と

すれば交付金をいただきたいということで、今、協議を大阪府と進めているところでございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）今回、特に年度末の分ということで申し上げますと、よく災害と

かが発生したときに特別交付税という形で調査が入る場合があるんですけれども、今回の場合、今

までの経年的なものが全て積み重なってきた中で、当時は警報等も出ていなかったという形に私は

記憶しています。いわゆる激甚災害とか、一定、大阪府内、近隣どこでも山崩れとかが起きている

という状況じゃない特殊な状況と、さらに法面が崩落してというのが、たまたま熊取町の場合、奥

に環境センターがあったんで、どうしてもうちとこの特殊な事情によって運転を中止せざるを得な

かったという部分があります。 

   それと、特別交付税につきまして、基本的には年度年度の区切りという形になりますので、実際、

特別交付税で見てもらえる経費の中に入らないかなと。いろいろ項目については規則なり中で限定

列挙されているんですけれども、そのあたりを見ても特に……。道路は、都市整備部長も申し上げ

ましたとおり、一定直していく分については財源がついてくるんですけれども、環境センターが使

えなかった分というのは、特にうちとこの特段の事業ということもありますので、今のところ、こ

こに手を挙げていけば財源がとれるかというところがちょっとまだ見つけられていない、なかなか

難しい話なのかなというふうに考えてございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）重光議員。 

２番（重光俊則君）今の状況はよくわかりました。 

   今後、また発生する可能性がなきにしもあらずの道路ですので、今後、そういうときに他自治体

を使う状況があって、自分ところは使えないと二重の損失になりますよね。その辺の災害時の費用

対策をどうするのかというのは、十分今回検討していただきたいと思います。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）ちょっと確認させていただきたいんですが、今回の分は、災害協力をしていただい

た近隣市町、泉佐野田尻ですか、そして岸和田市への負担金ということで支払ったのが528万3,000

円というところかと思うんですが、実際のところ、泉佐野田尻に搬入したごみの量と岸和田の環境

センターに搬入したごみの量を教えていただきたいのと、その搬入に対する、その分は入っていな

いんですよね。事業者が運搬した委託料というものはこの中に入っていないというところですよね。

その辺の確認をさせてください。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）まず、３組合に依頼したごみの量の件でございますけれども、トンでい

きますと、岸和田貝塚清掃施設組合に対しては294.1トン、泉佐野市田尻町清掃施設組合に対して

は42.56トン、泉南清掃施設組合に対しては4.65トンでございます。 

   それから、収集委託の分でございますけれども、これにつきましては、１日当たり２時間の残業

が発生したということ、それから１車当たり、収集場所が遠くなった関係で軽油10リットルの燃料

が必要になったということで98万3,880円、これが収集委託の増額分でございます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。その分もこの中には入っているというところですか。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）今回専決補正させていただく分につきましてはごみ処理の負担額のみで

ございまして、収集委託の増額分につきましては残予算の中で執行できたものでございますので、

専決には上げておりません。 

   以上です。 
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議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。そしたら、またその分、予算の中では加算されて補正の中に入って

くるというところですね。 

   そしたら、今ごみの量をご報告いただいたんですが、２週間ぐらいそういうふうにみんな協力し

ていただいたかと思うんです。そのごみの１キロ当たり幾らとかいう、そういう処分量みたいなの

がありますよね。それは他市の計算方式で計算されたのか町のほうの計算なのか、ごみの処理量、

それはどんなふうな形で計算されてこの金額になったのか、教えていただけたらと思うんですが。 

議長（坂上巳生男君）吉田住民部統括理事。 

住民部統括理事（吉田 潔君）まず、災害協定の中では費用について取り決めがございます。それは、

支援を要請した協定団体は、当該要請を受け入れた協定団体に対し、支援の内容に相当する負担を

行うものとし、その負担は、処理経費、処理量その他の適切な方法により、当事者間で協議の上、

定めるものとなっております。 

   協議の上で定めるということになっておりますけれども、慣例的には直近のかかった費用、直接

処理費用にかかった単価を従来から行っております。それでいきますと、岸和田貝塚につきまして

は１トン当たり１万4,800円、泉佐野市田尻町からは１トン当たり２万円、それから泉南清掃施設

は１万6,990円、この額がそれぞれの組合から本町に対して提示されたものでございまして、それ

に基づいて本町からお支払いしたというものでございます。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。そしたら、協力していただいた市町村から額を提示していただいた

というところで、協力していただいているので、それを同意してお支払いしたというところですか。 

議長（坂上巳生男君）東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）ちょっとわかりにくい説明をして、もし誤解が生じたらと思って

答弁させていただきます。 

   ３月の分については各清掃工場で処分いただいた負担金だけになっておりまして、ほかの部分は

現有予算なり予備費ということでの対応となっていますので、別途補正とか上がってくることはな

いです。いわゆる決算書とかでしか出てこないという形になりますので、お願いします。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第36号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第36号 平成29年度熊取町一般会計補正予算（第８号）の専

決処分報告についての件を採決いたします。 

   議案第36号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第36号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第８ 議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の

専決処分報告についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第

２号）の専決処分報告につきましてご説明申し上げます。 

   この専決処分報告につきましては、地方自治法第179条第１項の規定によりまして平成30年５月

15日付で専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでござい
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ます。 

   なお、専決処分の内容につきましては、５月の町道永楽線法面崩壊に伴い再度通行どめが生じま

したので、その対応のために必要となった経費でございます。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをごらんになってください。 

   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,098万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ122億7,416万8,000円と定めるものでございます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

   次に、第２条につきましては地方債の補正でございますので、順次説明させていただきます。 

   ４ページをお開きください。 

   第２表地方債補正でございます。 

   １、追加ですが、永楽ダム周辺道路法面修繕事業570万円につきましては、永楽ダム周辺道路法

面修繕事業に係る財源として借り入れるものでございます。充当率につきましては、補助裏の

100％でございます。 

   それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ５ページ、６ページは総括ですので、省略させていただきます。 

   ８ページ、９ページをごらんになってください。 

   まず、歳入でございますが、款 国庫支出金、項 国庫補助金、目 土木費国庫補助金の社会資

本整備総合交付金707万5,000円の増額につきましては、町道永楽線拡幅工事の追加計上分でござい

ます。 

   次の款 繰入金、項 基金繰入金、目 財政調整基金繰入金1,821万2,000円の増額につきまして

は、今回の補正における財源調整分でございます。 

   最後に、款 町債につきましては、第２表のところでご説明申し上げたとおりでございます。 

   続きまして、歳出予算の説明に移らせていただきます。 

   10ページ、11ページをごらんになってください。 

   款 衛生費、項 保健衛生費、目 環境衛生費の町営葬儀事業、火葬料補助金143万円の増額に

つきましては、町営斎場以外を使用された場合の差額を補助するものでございます。 

   続いて、項 清掃費、目 塵芥処理費のごみ収集事業、ごみ・不燃物収集業務委託料211万8,000

円の増額につきましては、近隣市町の清掃工場へごみを搬入するために必要となる追加経費でござ

います。その下、環境センター運営事業の一般廃棄物処理負担金1,457万5,000円の増額につきまし

ては、災害支援協定に基づく近隣市町への負担金でございます。 

   最後に、款 土木費、項 道路橋りょう費、目 道路維持費の道路維持事業、町道等維持修繕工

事費1,286万4,000円の増額につきましては、永楽ダム周辺道路法面修繕事業に伴う町道永楽線拡幅

工事でございます。 

   なお、12ページの地方債調書につきましては、後ほどお目通しいただきますようお願いします。 

   以上で、議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の専決処分報告の説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第37号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。坂上昌史議員。 

５番（坂上昌史君）11ページの一番下のところの工事請負費の詳しい説明をお願いします。 
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議長（坂上巳生男君）大西都市整備部理事。 

都市整備部理事（大西 宏君）工事請負費1,286万4,000円でございますけれども、本日供用開始できま

した仮の復旧工事、永楽線拡幅工事、これの工事費でございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）その工事はどんな工事やったかという内容をお願いします。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）工事の内容でございます。大型土のうを池側に積んでございます。これに

つきましては、道路を新たに池側に迂回路としてつけてございます。今、現道のところにつきまし

ては、土砂が落ちてきても行けるように大型土のうを２段積みにしまして、そこに土砂だめを一応

つくって、今の拡幅した池側の道路には、土が次もしか崩れたときにも来ないような対策を打って

ございます。 

   まず、設計の対応でございますけれども、大型土のう工が380袋積んでございます。これにつき

ましては池側に積んで、池側に新たに仮設道路をつくってございます。それの舗装工が117平方メ

ートル、上の道路部分に大型土のうを２段積んでポケットをつくっているんですけれども、それが

大型土のう50袋、その他一式となってございます。 

   以上でございます。 

議長（坂上巳生男君）坂上議員。 

５番（坂上昌史君）仮設道路は、ごみ収集車とかほかのトラックとかが通っても、土のうを積んだぐら

いでも行けるものなんですか。 

議長（坂上巳生男君）泉谷都市整備部長。 

都市整備部長（泉谷 徹君）この土のうにつきましては、特に東日本大震災以降に災害時の仮設として

このような耐候土のうという、３年ぐらい十分もつような土のうでございます。耐候土のうという

のを開発されまして、それを積む設計基準も国から示されてございますので、それに基づいて町も

実施しております。崩れることはないと考えてございます。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はございませんか。重光議員。 

２番（重光俊則君）11ページの火葬料について、依頼した自治体と件数を教えてください。 

議長（坂上巳生男君）田中住民部理事。 

住民部理事（田中耕二君）専決の補正予算計上の根拠でございますが、一応、期間が５月15日から６月

11日まで28日間という形でございまして、１日１件他市町の斎場をご利用いただくということもな

かろうということで、これは非常に見込みづらいところだったんですが、のり代部分も含めまして

約８割の方がご利用いただいたとすれば、22件と件数は見込んでございます。 

   単価につきましては、３月の発生のときも、ほぼ他市町をご利用いただいた方が全て泉佐野市の

斎場をご利用いただいたというところで、この単価差６万5,000円掛ける22件という形で143万円計

上させていただいています。 

   なお、決算ですけれども、もうほぼ決算という形で出ておりまして、全29件中13件が泉佐野市の

斎場をご利用いただきまして、84万5,000円というところが決算見込み、ほぼ決算でございますが、

報告させていただきます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第37号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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   異議なしと認めます。よって、議案第37号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第２号）の専

決処分報告についての件を採決いたします。 

   議案第37号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第37号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第９ 議案第38号 公平委員会委員の選任同意についての件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、議案第38号 公平委員会委員の選任同意についてご説明申し上げます。 

   前公平委員会委員の中西あやみ氏につきましては、平成30年５月18日付で退職しましたので、そ

の後任としまして根耒陽子氏を選任したいと考えておりますので、地方公務員法第９条の２第２項

の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

   同氏の略歴につきましては、議案書16ページに記載しているとおりでございます。よろしくご審

議の上、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第38号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）ちょっと教えていただきたいんですが、中西あやみ前公平委員が５月18日付で退職

というところで、いつも退職する前に次の後任の方の一応選任同意というものが出されていたかと

思うんですが、３月議会のときに後任の方を上げていただくことはできなかったんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）林総務部長。 

総務部長（林 利秀君）本来でしたら事前にということで十分期間をとって推薦させていただくんです

けれども、急な体調不良ということがございまして今回の件になってございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第38号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第38号 公平委員会委員の選任同意についての件を採決いた

します。 

   議案第38号は、原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第38号は原案に同意することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第10 議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦についてご説明を申し上げます。 

   議案書の17ページをお開きください。 



－１５０－ 

   人権擁護委員の西本美加保氏につきましては、平成30年12月31日付で任期満了となりますが、引

き続き当該委員を再任候補者として法務大臣に対して推薦したいと考えておりますので、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

   同氏の略歴につきましては、議案書の18ページに記載しているとおりでございます。よろしくご

審議の上、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第39号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第39号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を採決いた

します。 

   西本美加保氏を適任と認めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、西本美加保氏を適任と認めることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第11 議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦についてご説明を申し上げます。 

   議案書の19ページをお開きください。 

   人権擁護委員の江見和典氏につきましては、平成30年12月31日付で任期満了となりますが、引き

続き当該委員を再任候補者として法務大臣に対して推薦したいと考えておりますので、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

   同氏の略歴につきましては、議案書20ページに記載しているとおりでございます。どうぞよろし

くご審議の上、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第40号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第40号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を採決いた

します。 



－１５１－ 

   江見和典氏を適任と認めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、江見和典氏を適任と認めることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第12 議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）それでは、議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦についてご説明を申し上げます。 

   議案書の21ページをお開きください。 

   人権擁護委員の中川隆雄氏につきましては、平成30年12月31日付で任期満了となるため、その後

任候補者として阪上忠弘氏を法務大臣に対して推薦したいと考えておりますので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

   同氏の略歴につきましては22ページに記載しているとおりでございます。よろしくご審議の上、

ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第41号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第41号について、討論を省略し、採決いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第41号 人権擁護委員候補者の推薦についての件を採決いた

します。 

   阪上忠弘氏を適任と認めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、阪上忠弘氏を適任と認めることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第13 議案第42号 税条例の一部を改正する条例の件を議題といたし

ます。 

   本件について説明を求めます。阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）それでは、議案第42号 税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上

げます。 

   議案書23ページをお開きください。 

   初めに、今回の改正内容につきましては、平成30年度税制改正のうち、固定資産税のわがまち特

例に関する部分について提案させていただくものです。 

   提案理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年３月31日に公布されたことに伴い、

税条例の一部を改正する必要が生じたため、この条例案を提出するものです。 

   24ページをお開きください。 

   税条例の一部を改正する条例です。 

   改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明させていただきます。 

   議案書のピンク色の分界紙の後ろ、資料４－１をごらんください。 
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   税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。 

   右が現行、左が改正案でございます。 

   それでは、税条例の一部を改正する条例の第１条でございます。 

   附則第16条の２ですが、地方税法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合、いわゆる固定

資産税のわがまち特例による課税標準等の特例に関する規定でございます。 

   第１項につきましては、水質汚濁防止法に規定する施設などについて、課税標準の特例割合の国

の参酌基準が３分の１から２分の１に変更されたことに伴い、本町の条例に定める割合を国の参酌

基準に合わせて改正を行うものでございます。 

   次に、第６項以降第13項までにつきましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、

規定するものです。 

   第６項が、5,000キロワット以上の水力の認定発電設備について、条例で定める課税標準の特例

割合を国の参酌基準である３分の２とするものでございます。 

   第７項が、1,000キロワット未満の地熱の認定発電設備について、条例で定める課税標準の特例

割合を国の算定基準の３分の２とするものでございます。 

   第８項が、１万キロワット以上２万キロワット未満のバイオマスの認定発電設備について、条例

で定める課税標準の特例割合を国の算定基準である３分の２とするものでございます。 

   第９項が、1,000キロワット以上の太陽光の自家消費発電設備について、条例で定める課税標準

の特例割合を国の参酌基準の４分の３とするものでございます。 

   第10項が、20キロワット未満の風力の認定発電設備について、条例で定める課税標準の特例割合

を国の参酌基準である４分の３とするものです。 

   第11項が、5,000キロワット未満の水力の認定発電設備について、条例で定める課税標準の特例

割合を国の参酌基準である２分の１とするものです。 

   第12項が、1,000キロワット以上の地熱の認定発電設備について、条例で定める課税標準の特例

割合を国の参酌基準である２分の１とするものです。 

   資料４－２をごらんください。 

   第13項が、１万キロワット未満のバイオマス認定発電設備について、条例で定める課税標準の特

例割合を国の参酌基準である２分の１とするものです。 

   次に、第14項から第16項については、今回の条例改正に伴う項ずれ対応でございます。 

   第17項につきましては、生産性向上特別措置法に基づく機械装置等の課税標準の特例でございま

して、国の参酌基準が設けられていないため、条例で定める課税標準の特例割合を減額可能な中で

最大のゼロとするものでございます。 

   次に、第18項につきましては、今回の改正に伴う項ずれ対応でございます。 

   資料４－３をごらんください。 

   税条例の一部を改正する条例の第２条関係でございます。 

   内容としましては、第１条関係と同様、附則第16条の２の地方税法附則第15条第２項第１号の条

例で定める割合、いわゆる固定資産税のわがまち特例による課税標準等の特例に関する規定でござ

います。 

   内容としましては、第15項から第17項につきましては、平成31年４月１日から施行される地方税

法の改正に伴う項ずれ対応となっております。 

   議案書25ページにお戻りください。 

   改正条例の附則でございます。 

   第１条は施行期日等で、第１項にて、この改正条例は公布の日から施行するものです。ただし第

１号において、附則第16条の２第17項の追加に関する規定については、この条例の公布の日または

生産性向上特別措置法の施行の日のいずれか遅い日とし、また第２号として、改正条例の第２条及
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び附則第３条の規定は、平成31年４月１日から施行するものでございます。 

   次に、第２項でございますが、第１条に規定する改正後の税条例は平成30年４月１日から施行す

ることとし、また、附則第16条の２第17項の規定については生産性向上特別措置法の施行の日から

適用するものでございます。 

   次に、固定資産税に関する経過措置について第２条、第３条に規定しておりまして、まず第２条

第１項につきましては、平成28年４月１日から平成30年３月31日までに取得した改正前の地方税法

附則第15条第２項に規定する施設または設備に対して課する固定資産税については、従前によるも

のでございます。 

   次に、第２項ですが、平成28年４月１日から平成30年３月31日までに取得した改正前の地方税法

附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税は、従前

の例によるものでございます。 

   附則第３条でございますが、平成29年４月１日から平成31年３月31日までの期間の改正前の地方

税法附則第15条第43項に規定する機械装置等に係る固定資産税については、従前の例によるものと

するものでございます。 

   以上で、議案第42号 税条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしくご審

議くださいますようよろしくお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、総務文教常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第14 議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の

実施に係る人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。山本浩義健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本浩義君）それでは、議案書の26ページをお願いいたします。 

   議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

   まず、提案理由でございますが、主任介護支援専門員の継続的な資質向上を図るため、その資格

が５年ごとの更新制とした介護保険法施行規則の一部を改正する省令が平成29年４月１日から施行

されたことに伴い、地域包括支援センターの人員に関する基準に規定する主任介護支援専門員の資

格要件を改正するため、この条例案を提出するものでございます。 

   27ページに移りまして、当該一部改正条例でございますが、説明につきましては新旧対照表で行

いますので、ピンク色の分界紙の後ろにございます資料５をお願いいたします。 

   右が現行、左が改正案となっております。 

   地域包括支援センターにおける人員に関する基準を定めている第４条におきまして、第１項第３

号に規定する主任介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネジャーでございますが、現行では「介護

保険法施行規則第140条の68第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者」としており

ましたが、今回の改正により、「介護保険法施行規則第140条の66第１号イ（３）に規定する主任

介護支援専門員」に改めるものでございます。 

   少し具体的に申し上げますと、改正前は主任介護支援専門員の要件を業務に関する知識の習得及

び技能の向上を図るために必要な研修を修了した者としておりましたが、今回の改正において当該

要件を、資格を取得したとき、また更新したときにおける研修修了者も含めた主任介護支援専門員

の定義自体に広げた形となっております。 

   議案書の27ページにお戻りください。 
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   附則でございますが、公布の日から施行すると規定しております。 

   以上で、議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく

ご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第15 議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。小山健康福祉部長。 

健康福祉部長（小山高宏君）それでは、議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例につきまして

ご説明申し上げます。 

   議案書28ページをごらんください。 

   まず、提案理由でございます。介護保険法施行令の一部改正に伴い、第１号被保険者の保険料段

階の判定基準に用いる合計所得金額に係る特別控除額を規定する国の条文が改正されたため、この

条例案を提出するものでございます。 

   主な改正内容でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、本年８月１日から、介護保険の自

己負担割合及び高額介護サービス費の所得段階の判定に用いる合計所得金額につきまして、土地の

売却収入等に対する租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額

を適用する見直しが行われることに伴い、特別控除額を規定している国の条項が改正されたため、

本条例で規定している特別控除額を引用する条項を変更するものでございます。 

   それでは、29ページをごらんください。 

   介護保険条例の一部を改正する条例でございます。 

   説明につきましては新旧対照表で行いますので、ピンクの分界紙の後ろにございます資料６－１

をごらんください。 

   介護保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。 

   右が現行、左が改正案となってございます。 

   今回改正いたしますのは、第３条第１項第６号アの長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別

控除額を規定する条項の改正により、現行の介護保険法施行令「第38条第４項」を「第22条の２第

２項」に改めるものでございます。 

   議案書29ページにお戻りください。 

   附則でございます。 

   施行期日でございますが、この条例は、平成30年８月１日から施行するとしております。 

   以上で、議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例につきましての説明を終わらせていた

だきます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 
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議長（坂上巳生男君）次に、日程第16 議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。 

   本件について説明を求めます。木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例についてご

説明させていただきます。 

   議案書の30ページをごらんください。 

   提案理由でございますが、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の

施行及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、

関係条例の一部を改正する必要が生じたため、この条例案を提出するものでございます。 

   31ページをごらんください。 

   本条例につきましては、先ほど申し上げました提案理由により関係条例の整備を行うものでござ

いますが、第１条で保育所条例の一部を、第２条で家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を、第３条で放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を、それぞれ改正するものでございます。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきますので、ピンク色の分界紙の後ろ、

資料７－１をお開きください。 

   まず、第１条の保育所条例の一部改正でございます。 

   右が現行、左が改正案でございます。 

   第３条でございますが、国家戦略特別区域法の改正に伴う国家戦略特別区域限定保育士に関する

規定の条ずれに対応するもので、制度変更等を伴うものではございません。 

   次に、資料７－２から資料７－４を順次ごらんください。 

   第２条の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。 

   第24条第２項、第30条第１項、第32条第１項、第45条第１項及び第48条第１項でございますが、

保育所条例の改正内容と同様、国家戦略特別区域法の改正に伴う国家戦略特別区域限定保育士に関

する規定の条ずれに対応するもので、制度変更等を伴うものではございません。 

   次に、資料７－５をごらんください。 

   第３条の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でござい

ます。 

   まず、第11条第３項第１号につきましては、保育所条例の改正内容と同様、国家戦略特別区域法

の改正に伴う国家戦略特別区域限定保育士に関する規定の条ずれに対応するもので、制度変更等を

伴うものではございません。 

   次に、第４号及び第10号につきましては、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の改正に伴うものでございまして、まず第４号は、放課後児童支援員の資格要件の一つとして

幼稚園等の教諭となる資格を有する者を規定する部分でございますが、当該支援員については、教

員免許の更新がなされていない場合であっても支援員としての資格は満たすものとして運用されて

おりますことから、取り扱いについて明確にするものでございます。なお、今回の改正により、教

育職員としての一定の資質を有する者という解釈は、変更になるものではございません。 

   また、第10号につきましては、高校を卒業していない者も実務経験があれば放課後児童支援員と

なることができるよう、資格要件を拡大するものでございます。 

   恐れ入りますが、議案書の31ページへお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議いただき、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第17 議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。木村健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（木村直義君）それでは、議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 

   議案書の32ページをごらんください。 

   提案理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一

部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する必要が生じたため、この条例案を提出するものでございます。 

   33ページをごらんください。 

   当該一部改正の条例でございますが、内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきま

すので、ピンク色の分界紙の後ろ、資料８をお開きください。 

   右が現行、左が改正案でございます。 

   第15条第１項第２号でございますが、認定こども園法の改正により、幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定等の事務権限を都道府県から指定都市へ移譲する旨の規定が設けられたこ

とによる項ずれに対応するもので、制度変更等を伴うものではございません。 

   恐れ入りますが、議案書の33ページにお戻りください。 

   附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

   以上で、議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、

原案どおりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第18 議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医

療費助成条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。山本雅隆健康福祉部理事。 

健康福祉部理事（山本雅隆君）それでは、議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭

医療費助成条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

   議案書34ページをごらんください。 

   まず、提案理由でございます。所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、同法を引用

している重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する必要が生

じたため、この条例案を提出するものでございます。 

   35ページをごらんください。 

   重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例でございま

す。 

   改正内容につきましては新旧対照表でご説明させていただきます。ピンク色の分界紙の後ろ、資

料９－１をごらんください。 
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   まず、重度障がい者医療費助成条例の新旧対照表で、右が現行、左が改正案でございます。 

   第２条の２、所得制限でございます。医療費助成の認定に係る所得制限の判定において引用して

ございます所得税法における控除対象配偶者の定義の変更に伴う文言の整理で、これまでどおりの

所得判定を行うため、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改正するものでございます。 

   改正前の控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にする者のうち合計所得

金額が38万円以下である者で、改正後は、同じ意味になりますのが同一生計配偶者という表現にな

り、今までどおり使われておりました控除対象配偶者は、改正後は同一生計配偶者のうち合計所得

金額が1,000万円以下である居住者の配偶者となります。この所得税法の改正後も、これまでどお

り広い対象での所得判定ができるよう改正するものでございます。 

   続きまして、資料９－２をごらんください。 

   ひとり親家庭医療費助成条例の新旧対照表でございます。 

   右が現行、左が改正案でございます。 

   第２条の２でございます。先ほどご説明いたしました重度障がい者医療費助成条例の改正と同様

に、所得制限の判定について定めているものでございます。改正の内容も同様で、これまでどおり

の所得判定ができるよう改正するものでございます。 

   議案書35ページにお戻りください。 

   附則でございます。第１条、この条例は公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の重度

障がい者医療費助成条例の規定及び第２条の規定による改正後のひとり親家庭医療費助成条例の規

定は、平成30年１月１日から適用するものでございます。 

   第２条、第１条改正後条例第２条の２第２項の規定並びに第２条改正後条例第２条の２第１項第

１号及び第２項の規定は、平成31年７月１日以後における医療証の申請について適用し、同日前に

おける医療証の申請については、なお従前の例によるものでございます。これは、所得税法の改正

により、30年所得から控除対象配偶者の定義が変更となりますので、それ以降この改正をもって所

得制限の判定を行うものとし、現実にその所得判定をもって医療費助成の可否が決められるのが平

成31年７月１日以降の医療費の交付時点からとなりますので、それ以前は従前の例によるとするも

のでございます。 

   なお、今回の改正は、医療費助成制度の内容変更ではなく、引用しております所得税法の改正を

受け、その影響が出ないようにするためのものでございます。 

   以上で、議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改

正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第19 議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及

びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。山戸上下水道部長。 

上下水道部長（山戸 寛君）それでは、議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及

びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議につきましてご説明申し上げます。 

   議案書の36ページをお開きください。 

   地方自治法第286条第１項の規定により、大阪広域水道企業団の共同処理する事務に泉南市、阪

南市、豊能町、能勢町、忠岡町、田尻町及び岬町に係る水道事業の経営に関する事務を追加するこ
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と並びにこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更につきまして、関係市町村と協議するものでご

ざいます。 

   提案理由につきましては、これらの変更につきまして関係市町村と協議するため、地方自治法第

290条の規定に基づき、規約の一部を変更する規約案を提出するものでございます。 

   企業団規約の変更手続につきましては、地方自治法第286条第１項の規定により、一部事務組合

は、これを組織する地方公共団体の数を増減しもしくは共同処理する事務を変更し、または一部事

務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知

事の許可を受けなければならないと規定されており、同法第290条では、第286条の協議については

関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されてございます。 

   対象７団体につきましては、既に本年３月議会において統合に関する議案が可決されており、本

町を含む残る35団体の議会につきましては、７団体議会の議決を担保した上で、６月議会において

これら統合に伴う規約変更に関する協議についてご審議いただくものでございます。 

   議案書37ページをごらんください。 

   大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約案でございます。 

   内容につきましては新旧対照表でご説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書ピンク色の分

界紙の後ろの最終ページの資料10をお開きください。 

   大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約新旧対照表でございます。 

   右が現行、左が変更案でございます。 

   第３条第２項の別表第２に、このたび統合する７団体を追加するものでございます。 

   議案書37ページにお戻りください。 

   附則でございます。この規約は、平成31年４月１日から施行するものでございます。ただし、第

２条の規定は平成36年４月１日から施行するものでございます。 

   能勢町につきましては、ほかの６団体と同様に平成30年度に統合に係る協定書を締結いたします

が、従前より給水原価は極めて高くなっているため、高料金対策に係る地方交付税交付金が交付さ

れてございますが、企業団との統合後は交付されなくなる可能性が高くなってございます。そのた

め、５年間の統合準備期間を設けまして、平成36年度から統合に伴う事業を開始し、それと同時に

豊能町と会計を統合することとなってございます。 

   以上で、議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水

道企業団規約の変更に関する協議についてのご説明を終わります。よろしくご審議いただきまして、

原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、事業厚生常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第20 議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号）の

件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。東野企画部理事。 

企画部理事兼財政課長（東野秀毅君）それでは、議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第

３号）につきましてご説明申し上げます。 

   まず、今回の補正予算の主な内容でございますが、私立幼稚園の認定こども園移行に係る施設整

備費補助金、町道永楽線法面修繕実施設計に係る経費などとなっております。 

   それでは、内容に移らせていただきます。 

   １ページをお開きください。 
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   第１条第１項 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

8,434万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123億5,851万1,000円と定める

ものでございます。 

   第２項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものとしております。 

   次に、第２条につきましては地方債の補正でございますので、順次説明させていただきます。 

   ４ページをお開きください。 

   第２表地方債補正でございます。 

   １、追加ですが、認定こども園施設整備事業1,350万円につきましては、私立幼稚園の認定こど

も園移行に係る施設整備補助の財源として借り入れるものでございます。充当率につきましては補

助裏の80％でございます。 

   次に、２、変更ですが、永楽ダム周辺道路法面修繕事業につきましては、今回の増額補正に合わ

せる形で限度額を400万円増の970万円とするものでございます。起債の方法、利率及び償還の方法

につきましては、補正前と同じでございます。 

   それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

   ５ページ、６ページは総括ですので、省略させていただきます。 

   ８ページ、９ページをごらんください。 

   まず、歳入でございますが、款 国庫支出金、項 国庫補助金、目 民生費国庫補助金の子ど

も・子育て支援交付金133万2,000円の増額につきましては、満２歳児の一時預かり事業（幼稚園型

Ⅱ）に係る経費の財源でございます。 

   その下の目 土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金482万4,000円の増額につきましては、

町道永楽線法面修繕事業の追加計上分でございます。 

   次に、款 府支出金、項 府補助金、目 民生費府補助金の子ども・子育て支援交付金133万

2,000円の増額につきましては、国庫と同様に、満２歳児の一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）に係る

経費の財源でございます。その下の認定こども園施設整備交付金3,384万円の増額につきましては、

私立幼稚園の認定こども園移行に係る施設整備補助に係る補助金で、１号認定の幼稚園分でござい

ます。その下、子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）1,213万9,000円の増額につきま

しても同様で、２号、３号認定分で保育所分となります。 

   次に、款 繰入金、項 基金繰入金、目 公共施設整備基金繰入金の270万円の増額及びその下

の目 財政調整基金繰入金の995万6,000円の増額につきましては、いずれも今回の補正における財

源調整分でございます。 

   その下、目 くまとりふるさと応援基金繰入金12万円の増額につきましては、平成29年度指定寄

附のうち図書館分でございます。 

   次に、款 諸収入、項 雑入、目 雑入のコミュニティ助成金60万円の増額につきましては、子

ども読書活動推進事業に係る自治総合センターからの助成金でございます。 

   最後に、款 町債につきましては第２表のところでご説明申し上げたとおりでございます。 

   続きまして、歳出予算の説明に移らせていただきます。 

   10ページ、11ページをごらんになってください。 

   款 総務費、項 総務管理費、目 一般管理費の職員給与関係事業（一般管理費特別職分）、特

別職給77万5,000円の減額から期末手当33万5,000円の減額までにつきましては、行革による副町長

の給与削減分でございます。 

   次に、款 民生費、項 社会福祉費、目 老人福祉費の老人憩の家維持管理事業、老人憩の家維

持修繕工事費276万2,000円の増額につきましては、小垣内老人憩の家の公共下水道接続及びトイレ

の水洗化等に係る経費でございます。 

   その下、項 児童福祉費、目 児童福祉総務費の民間保育所等助成事業、保育事業補助金399万
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6,000円の増額につきましては、満２歳児の一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）に係る経費でございま

す。次の民間保育所施設設備整備費等補助金6,441万6,000円の増額につきましては、私立幼稚園の

認定こども園移行に係る施設整備費補助金でございます。 

   続いて、款 土木費、項 道路橋りょう費、目 道路維持費の道路維持事業、測量・設計・監理

等委託料877万2,000円の増額につきましては、町道永楽線法面修繕事業に係る実施設計委託でござ

います。 

   次の款 教育費、項 教育総務費、目 教育委員会費の職員給与関係事業（教育委員会費教育長

分）、教育長給35万8,000円の減額から期末手当15万5,000円までの減額につきましては、行革によ

る教育長の給与削減分でございます。 

   続いて、項 小学校費、目 教育振興費の小学校就学援助事業、12ページ、13ページにお移りく

ださい。要保護・準要保護児童就学援助費293万6,000円の増額及び次の項 中学校費、目 教育振

興費の中学校就学援助事業、要保護・準要保護生徒就学援助費242万4,000円の増額につきましては、

認定基準見直し時期の変更によるものでございます。 

   次に、社会教育費、目 図書館費の図書館運営事業、図書費12万円の増額につきましては、寄附

を活用した生涯学習用図書の購入分でございます。 

   最後に、読書活動推進事業、謝礼金18万6,000円の増額から一番下の公演委託料８万7,000円の増

額までにつきましては、コミュニティ助成金を活用した子ども読書活動推進事業に係る経費でござ

います。 

   その他、14ページの補正予算給与費明細書、15ページの地方債調書につきましては、後ほどお目

通しいただきますようお願いいたします。 

   以上で、議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号）の説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議いただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   それでは、質疑を行います。総括的に質疑があれば承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本件は、議会会議規則第38条第１項の規定により、総務文教常任委員会に付託いたします。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）以上で、本日の日程は全て終了いたしました。よって、本日はこれにて散会いた

します。お疲れさまでした。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「11時55分」散会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月熊取町議会定例会（第４号） 
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平成30年６月定例会会議録（第４号） 

 

月  日 平成30年６月21日（木曜）招集 

場  所 熊取町役場議場 

出席議員 次のとおり14名であります。 

  １番 文野 慎治    ２番 重光 俊則    ３番 浦川 佳浩 

  ４番 阪口  均    ５番 坂上 昌史    ６番 鱧谷 陽子 

  ７番 二見 裕子    ８番 渡辺 豊子    ９番 服部 脩二 

  10番 矢野 正憲    11番 佐古 員規    12番 河合 弘樹 

  13番 江川 慶子    14番 坂上巳生男 

欠席議員 なし 

地方自治法第121条の規定により本議場に出席を求めたものは、次のとおりであります。 

町 長 藤原 敏司 副 町 長 中尾 清彦 

教 育 長 勘六野 朗 企 画 部 長 南  和仁 

企 画 部 理 事 明松 大介 
企 画 部 理 事 

兼 財 政 課 長 
東野 秀毅 

総 務 部 長 林  利秀 総 務 部 理 事 阪上  章 

住 民 部 長 藤原 伸彦 健 康 福 祉 部 長 小山 高宏 

健 康 福 祉 部 理 事 山本 浩義 健 康 福 祉 部 理 事 山本 雅隆 

都 市 整 備 部 長 泉谷  徹 会計管理者兼会計課長 中谷ゆかり 

上 下 水 道 部 長 山戸  寛 教 育 次 長 貝口 良夫 

本議会の職員は、次のとおりであります。 

議 会 事 務 局 長 北川 雄彦 書 記 藤原 孝二 

───────────────────────────────────────────────────────── 

本議会に付議された案件は、次のとおりであります。 

  議案第42号 税条例の一部を改正する条例 

  議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号） 

  議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を 

        定める条例の一部を改正する条例 

  議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例 

  議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例 

  議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条 

        例 

  議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団 

        規約の変更に関する協議について 

追加付議議案 

  議案第50号 工事請負契約の締結について（熊取町立中央小学校・北小学校・東小学校空調設備 

        設置工事） 

  議員提出議案第３号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書 

  議案提出議案第４号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書 

  議会運営委員会委員長の閉会中の継続調査の申し出について 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）皆さん、おはようございます。 
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   ただいまの出席議員は14名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30

年６月熊取町議会定例会第４日目の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時00分」開会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 

   日程に入るに先立ち、議会運営委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許可し

ます。江川議会運営委員会委員長。 

議会運営委員会委員長（江川慶子君）それでは、議会運営委員会報告をいたします。 

   去る６月13日午後１時30分から、委員７名全員出席のもとに議会運営委員会を開催し、平成30年

６月熊取町議会定例会における追加議案について審議いたしました結果、次のとおり決まりました

ので、その報告をいたします。 

   まず、理事者提出議案として、工事請負契約の締結についてが１件、議員提出議案として、旧優

生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書ほか１件の意見書、以上３件を追加議案とい

たします。 

   なお、本３件につきましては、委員会付託を省略し、本会議で審議をしていただきます。 

   このほかに、議会運営委員会委員長の閉会中の継続調査の申し出についての件であります。 

   なお、追加議案に係る議事日程についてでありますが、議案書の追加議事日程表のとおりといた

します。 

   以上のとおり決まりましたので、議長よりよろしくお諮り願います。 

   これで、議会運営委員会の報告を終わります。 

議長（坂上巳生男君）お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、理事者提

出議案１件、議員提出議案の意見書２件及び議会運営委員会委員長の閉会中の継続調査の申し出に

ついての件、以上４件を日程に追加することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。よって、本４件を日程に追加することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）それでは、本日の議事日程に入ります。 

   日程第１ 議案第42号 税条例の一部を改正する条例の件、日程第２ 議案第49号 平成30年度

熊取町一般会計補正予算（第３号）の件、以上２件を一括議題といたします。 

   本２件は、６月11日の本会議で総務文教常任委員会に付託され、審査を終わり議長に報告されて

おります。総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。佐古総務文教常任委員会委員長。 

総務文教常任委員会委員長（佐古員規君）それでは、総務文教常任委員会報告をいたします。 

   去る６月11日の本会議において本委員会に付託されました議案２件の審査を行うため、６月15日

午前10時から、町長ほか関係職員の出席を求め、委員７名出席のもとに総務文教常任委員会を開催

いたしました。 

   その審査の結果について報告いたします。 

   まず、議案第42号 税条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採決の結

果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号）の件につきましては、活発な

質疑応答の後、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定し、本委員会を閉会い

たしました。 

   以上で、総務文教常任委員会報告を終わります。 

議長（坂上巳生男君）以上で、総務文教常任委員会委員長の報告を終わります。 

   ただいまの委員長報告に対する質疑を承ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第42号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第42号 税条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第42号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議案第49号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第49号 平成30年度熊取町一般会計補正予算（第３号）の件

を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第49号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、日程第３ 議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の

実施に係る人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件、日程第４ 議案第44号 

介護保険条例の一部を改正する条例の件、日程第５ 議案第45号 保育所条例等の一部を改正する

条例の件、日程第６ 議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の件、日程第７ 議案第47号 重度障がい者医療費助成条例

及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の件、日程第８ 議案第48号 大阪広域水

道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議に

ついての件、以上６件を一括議題といたします。 

   本６件は、６月11日の本会議で事業厚生常任委員会に付託され、審査を終わり議長に報告されて

おります。事業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。阪口事業厚生常任委員会委員長。 

事業厚生常任委員会委員長（阪口 均君）それでは、事業厚生常任委員会報告をいたします。 

   去る６月11日の本会議において本委員会に付託されました議案６件の審査を行うため、６月13日

午前10時から、町長ほか関係職員の出席を求め、委員７名全員出席のもと、事業厚生常任委員会を

開催いたしました。 

   その審査の結果について報告いたします。 

   まず、議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の件につきましては、活発な質疑応答の後、採決の結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採

決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採

決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の件につきましては、質疑応答の後、採決の結果、全会一致で原案のとお
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り可決すべきものと決定いたしました。 

   次に、議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正

する条例の件につきましては、質疑応答の後、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

   次に、議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道

企業団規約の変更に関する協議についての件につきましては、質疑応答の後、採決の結果、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決定し、本委員会を閉会いたしました。 

   以上で、事業厚生常任委員会報告を終わります。 

議長（坂上巳生男君）以上で、事業厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

   ただいまの委員長報告に対する質疑を承ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、議案第43号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第43号 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実

施に係る人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第43号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議案第44号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第44号 介護保険条例の一部を改正する条例の件を採決いた

します。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第44号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議案第45号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第45号 保育所条例等の一部を改正する条例の件を採決いた

します。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第45号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議案第46号について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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   異議なしと認めます。よって、議案第46号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第46号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議案第47号の件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第47号 重度障がい者医療費助成条例及びひとり親家庭医療

費助成条例の一部を改正する条例の件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第47号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議案第48号の件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第48号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及び

これに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についての件を採決いたします。 

   本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

   本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第48号は委員長の報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、追加議事日程第１ 議案第50号 工事請負契約の締結について（熊取町立

中央小学校・北小学校・東小学校空調設備設置工事）の件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）それでは、議案第50号 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

   追加議案書の１ページをごらんください。 

   熊取町立中央小学校・北小学校・東小学校空調設備設置工事について、次のとおり工事請負契約

を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号及び要議決契約等条例第２条の規定により、議会

の議決を求めるものです。 

   まず、契約の目的ですが、熊取町立中央小学校・北小学校・東小学校空調設備設置工事です。 

   次に、契約の方法は制限付一般競争入札による契約です。 

   契約の金額は１億6,021万5,840円です。 

   契約の相手方は、大阪府大阪市東淀川区大道南１丁目１番４号、マルヤ電気株式会社、代表取締

役丸谷良美です。 

   次に、入札結果につきましてご説明いたします。 

   熊取町制限付一般競争入札要綱に基づきまして、平成30年４月20日に本件工事についての公告を

行い、熊取町建設工事等における郵便入札実施要領等に基づく郵便入札を実施し、平成30年６月４

日執行の応札業者10者による開札において、同価の最低価格を提示した10者について地方自治法施

行令第167条の９の規定に基づき、くじ引きで落札候補者の順位を１位から10位まで決定いたしま
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した。 

   また、開札終了後、落札候補者順位が１位のマルヤ電気株式会社について入札参加資格要件を満

たしているか否かの審査を行い、落札候補者として決定し、同社から翌６月５日午後２時を期限に

必要書類の提出を求め、事後審査資料について同日開催の第５回熊取町建設工事等業者選定委員会

において審査した結果、落札者として決定したところです。 

   次に、工事概要についてご説明いたします。 

   追加議案書に添付しております資料、桃色の分界紙以降にございます資料追１－１をお開きくだ

さい。 

   工事概要ですが、工事名称は熊取町立中央小学校・北小学校・東小学校空調設備設置工事です。 

   工事箇所は熊取町野田２丁目地内ほか、工事概要は、各小学校とも機械設備工事として機械設備

工事一式、配管設備工事一式、電気設備工事として受変電設備工事一式、幹線設備工事一式、動力

設備工事一式、建築工事として内装工事、既設アルミサッシ改修と天井撤去新設、雑工事一式とな

ってございます。 

   エアコンの設置台数は、中央小学校が35台、北小学校が34台、東小学校が35台、また既設アルミ

サッシ改修と天井撤去新設が、それぞれ中央小学校が35カ所160平方メートル、北小学校が31カ所

219平方メートル、東小学校が15カ所194平方メートルとなってございます。 

   次に、工期ですが、議決日から平成30年12月19日までとなってございます。各小学校のエアコン

の設置台数を、資料追１－３に中央小学校、資料追１－４に北小学校、資料追１－５に東小学校を

お示ししてございます。 

   以上で、議案第50号 工事請負契約の締結について説明を終わらせていただきます。よろしくご

審議賜りますようよろしくお願いします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託せず

本会議で審議していただきます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第50号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

   それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）今回の工事契約につきましては、制限付一般競争入札というところで、落札者、最

低制限価格で10者のくじ引きというところのご説明はよくわかったんですけれども、中央小学校と

北小学校と東小学校の３校が制限付一般競争入札で契約しているというところで、あとの学校、西

小と南小につきましては指名競争入札になっている。５つある学校でこんなふうに契約を分けたこ

とにつきまして、なぜこういうふうな形で契約を分けたのかというところをご説明していただきた

いと思います。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）町内業者の育成、受注機会の確保という観点からでございますが、町内でＣ

相当、5,000万円以下の工事ができる業者というのが３者ございます。せっかく町内の各小学校で

エアコン設置するのに町内業者に機会がないということを防ぐために、設計をした段階で南小学校

と西小学校が設計金額5,000万円を切っていました。町内業者でも受注できるということで、本議

案の３校につきましては大体平均6,000万円ぐらいで、合計１億８千何がしという価格になってい

るんですが、6,000万円超えている３校につきましては一くくりの本議案の内容としまして、5,000

万円以下の今言いました南小学校と西小学校については町内業者と町外、準町内を当てて指名競争

入札を執行したところです。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。町内業者育成という形で、そういう5,000万円以下の分でというと
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ころの結果のご説明はよくわかりましたが、結局のところ町内業者ではなかった。今もう３者しか

ないんですね、町内業者としては。それで、結局はその３者、指名されたけれどもその中には辞退

されている、町内業者で、町の思いとは異なって辞退されている業者さんも、その業者さんは昨年、

中学校のエアコン工事で落札されたから辞退されたのかもわからないんですけれども、辞退されて

いるというところかと思うんですが、わかりました。そういう意味で契約を分けたということです

ね。 

   そうしたら、工事内容等は全て小学校、制限付競争入札したところも、また指名競争入札したと

ころも工事内容等は一緒ですけれども、実際のところ、エアコンにつきましては１台幾らになって

いるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）雑駁なちょっと数字しか手元にございませんけれども、今回、中央で35台、北

で34台、東で35台、あと、先ほどおっしゃられたように西小と南小は指名競争入札ですので、今回

の制限つきの３校の分で合計で１億6,021万5,840円、あと西小が、これは27で、先ほど説明ありま

したように結局5,000万円以下で4,209万3,000円、そして南小学校は29台で、こちらも4,261万320

円と。合計でエアコン160台で最終２億4,491万9,160円ですので、約２億4,500万円の160台で割っ

た額程度ということでご理解いただきたいんです。ちょっと電卓を出します。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。一応１台につき大体150万円かなという感じで計算をしているんで

すけれども、それは工事代も入っているんで、機器自体は１台幾らの機器をつけているのかなとい

うところを聞きたかったんです。それは、中学校に設置したときは建設工事じゃなくて物品購入と

いう形でクーラーは購入しているんです。そのときの物品契約の１台の値段と、今回は工事費も入

っているから１台工事費が150万円ぐらいになっているんですけれども、エアコンがちゃんと同等

のものを予定されているのか、その辺を確認させていただきたかったんです。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）先ほどの場合は約153万円程度出しております、今回の支払う分については。 

   内容については、中学校のときは南中が三菱で、北中、熊中がダイキンの分を入れてます。合計

で76台入れておりまして、こちらで総額、参考までに9,215万3,160円という額で、こちらも百数十

万円となっておりまして、やはり天井からつり下げて、性能についても同等のものを導入する考え

でおります。前回は時間的なこと、あるいは少しでも分けて、工事ではなく町内業者育成の考えと

なったので、あのときは物品で入れております。 

   ただ、平成29年度の安藤電気さんにやっていただいたときは、どうしても工事でキュービクルと

いう受変電の分だけは物品というわけにいかないんで、あちらは工事の分に切り分けて、できる分

はやはり物品のほうが諸経費等が入ってまいりませんので、若干安くとれるという判断のもとにそ

ういう発注の仕方をしております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。工事費が入ってない物品だけの契約のときと、今回のように工事費

が入っている分の契約のときとで違うので、ちょっとその辺のところで、同じようなエアコンを設

置しているのかというところの確認をさせていただきたかったんです。 

   それで、工期が12月19日になっていますが、この分につきましては、設置工事につきましては夏

休み中に５校を設置工事を考えておられるんでしょうか。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）今回追加議案にさせていただいているのはご賢察のとおりで、少しでも授業に

影響がないように夏休みの工事を中心に考えております。 

   ちなみに、今おっしゃられたように今回の制限つきの３校、中央、北、東については、本日ご裁
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可いただければ本契約になりますので、本日から12月19日で、あと、西小と制限つきの分も既に契

約調書をお手元に配付させていただいておりますように、両方とも契約は６月２日で開札を執行し

て決まっておりますのは、こちらのほうももう11月５日までということですので、こういったとこ

ろは冬場からの利用を最大限できるように、そういったことを念頭に夏休みを中心に工事は進めさ

せていただきたいと考えております。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）渡辺議員。 

８番（渡辺豊子君）わかりました。小学校のエアコン設置を本当にこれで実現できるというところで、

夏休み中に設置していただきまして冬場には暖房として活用できますように、小学校はボイラーが

今使えないというところになっておりますので、暖房から稼働できますように、要望も兼ねてお願

いさせていただきます。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）渡辺議員の関連というか、もうこれしかないんですけれども、今３校、中央、北小、

東小とされているわけです。１校ずつの見積もりで5,000万円以上になったからということで３つ

をまとめましたということの説明を受けましたけれども、これを例えば、これは補助金の関係があ

るんでしょうけれども、なるべく5,000万円以下になるような工夫というのは何か検討されたんで

しょうか。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）内部で検討はいたしました。例えば大きな取り組みとしては、先ほどおっしゃ

られた台数の関係で、西と南はＣ相当の分で、町内業者３者ぐらいのところでということで、こち

らのほうは結果的に町外になっておりますけれども、そういう対応をしていると。３校のほうは、

中学校同様、その工事のエアコンをつける分とキュービクルの受変電の分があるので、これを分け

て、やはり工事の部分、キュービクルの分は工事請負を出して、何とか同じように物品で町内業者

ということも考えたんですが、諸経費がかなりパイが１億円かかるということで大きいんで、これ

を分けることによって予算額をオーバーするような、といって事前の積算では、３校をさらに細か

く分離発注ということで工種を分けて、今申し上げたようにキュービクルだけ分けてとかいうこと

もちょっと試算はしたんですが、結果的にそれはもう物理的に予算額をオーバーする、かなり高額

になるということで、これはもう通常の、やはり学校をまとめますとスケールメリットで少しでも

安くなると。本来の契約のできるだけ低く抑えるという、そちらの本来的な考えに基づいて、最終

的には３校、制限つきでさせていただいているようなところでございます。 

   以上です。 

議長（坂上巳生男君）佐古議員。 

11番（佐古員規君）安く抑えるという意味で大変よくわかります。ですけども、地元業者育成という観

点からでは、西小と南小はそういうふうにされているということで、これについては台数が少なか

ったからたまたまそうなったのかもしれませんけれども、こういう大きな工事をできるだけ地元業

者で賄えるような工夫というのをできるだけしていただきたいなと思います。 

   これは余談になりますけれども、例えば永楽ゆめの森公園の一括発注というのも植木の剪定だけ

は地元業者にしていただくとか、そういう分離発注的なものをしっかり検討していただいて、町内

業者がとっていただきやすいようなそういった仕組みも構築する必要があるのではないかなと考え

ています。その辺についてのご検討を今後もしていただきたいんですけれども、その辺については

いかがでしょう。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）佐古議員おっしゃるように、今後、また発注の折には検討していきたいと思

います。 

   以上です。 
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議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。江川議員。 

13番（江川慶子君）聞きたいことは渡辺議員と佐古議員が質問していただいたんでよくわかったんです

が、西小学校と南小学校の指名競争入札の業者名のところを見ると、議員団で話し合った中で、ど

うしても腑に落ちないなと、すっきりしないなという数字が出ているんです。５者の中で３者辞退

で２者で行われていて、あと１者はどちらかといえば予定価格の端数切りみたいな価格で、あと１

者は最低制限価格だということで、しかも町内業者育成という観点からはそれが期待できない結果

が出たということで、ちょっとすっきりしないなと思っているんです。中学校と小学校と両方とい

うことで今回総合的に見てどうだったのかというのは、一定総括というか、まとめられているので

しょうか。これからするということでしょうか。入札に対して公正で平等にというのか、きちんと

できているのか、その辺どう考えられているのか、その辺をお伺いしたいんです。 

議長（坂上巳生男君）阪上総務部理事。 

総務部理事（阪上 章君）南小学校と西小学校につきまして、３社指名をさせていただいたわけなんで

すが、辞退の理由というのか個々いろいろあると思うんです、人員の確保とか現場監督員が確保で

きなかったとか。ただ、発注に当たって業者はこれいけまっかという話もできませんし、今後はそ

こらを考慮できるところは考慮して、やっていきたいと考えております。 

議長（坂上巳生男君）江川議員。 

13番（江川慶子君）わかりました。どこかの時点で全体の総括、まとめを、入札のやり方についてどう

だったのかというのは一度まとめて聞かせていただけたらと思います。お願いしておきます。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。浦川議員。 

３番（浦川佳浩君）３月議会のときにもちょっとお伺いしたいんですけれども、子どもたちの夏休みの

前倒しに関しては、当時はまだ検討中ということやったんです。小学生についても早くなるのかど

うか、今現段階で決まっていたら教えてください。 

議長（坂上巳生男君）貝口教育次長。 

教育次長（貝口良夫君）ご承知のとおり、中学校はもうエアコンが整備できましたので、ことしの夏休

み、子どもにとっては複雑な思いかもわかりませんけれども、ちょっと短くなって、今回、土日の

関係で８月27日から、通常もう８月24日までという、１週間程度前倒しにしております。 

   小学校につきましても、今回整備できますので、環境が整ったということで授業日数等、あるい

は新学習指導要領の関係とかで内容も変わってまいります。要は授業日数等何とか稼ぐ必要もある

ので、小学校につきましても来年度から１週間中学校と同様に短くする方向で、今、校長会や各学

校のほうと調整に入っておるところでございます。そういう調整中ということでご理解いただきた

いと思います。 

議長（坂上巳生男君）ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   それでは、本件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第50号 工事請負契約の締結について（熊取町立中央小学

校・北小学校・東小学校空調設備設置工事）の件を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、追記議事日程第２ 議員提出議案第３号 旧優生保護法による不妊手術の

被害者救済を求める意見書及び追加議事日程第３ 議員提出議案第４号 ヘルプマークのさらなる
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普及推進を求める意見書、以上２件を一括して議題といたします。 

   本２件について説明を求めます。江川議会運営委員会委員長。 

議会運営委員会委員長（江川慶子君）それでは、議員提出議案第３号 旧優生保護法による不妊手術の

被害者救済を求める意見書についてご説明申し上げます。 

   追加議案書の追－２ページをお開きください。 

   議案提出議案第３号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書。 

   議会会議規則第13条の規定により提出するものでございます。 

                             提出者 熊取町議会議員 江川 慶子 

                             賛成者 熊取町議会議員 浦川 佳浩 

                             同じく         文野 慎治 

                             同じく         鱧谷 陽子 

                             同じく         二見 裕子 

                             同じく         矢野 正憲 

                             同じく         佐古 員規 

   でございます。 

   案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

   次のページをお開きください。 

   旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書。 

   昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同意がなくても不

妊手術を認めていた。同法は平成８年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正

された。 

   厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らは約２万5,000人。このうち、

本人の同意なしに不妊手術を施されたのは１万6,475人と報告されている。 

   本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行っ

ていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで不

妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済

措置を講じるべきである。 

記 

   １．国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。 

   ２．その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保

管状況の調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、で

きる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 

   ３．旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済

措置を一刻も早く講じること。 

   以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。 

    平成30年６月21日                      大阪府泉南郡熊取町議会 

   次に、議員提出議案第４号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書についてご説明申

し上げます。 

   追加議案書の追－４ページをお開きください。 

   議員提出議案第４号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書。 

   議会会議規則第13条の規定により提出するものでございます。 

                             提出者 熊取町議会議員 江川 慶子 

                             賛成者 熊取町議会議員 浦川 佳浩 

                             同じく         文野 慎治 

                             同じく         鱧谷 陽子 
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                             同じく         二見 裕子 

                             同じく         矢野 正憲 

                             同じく         佐古 員規 

   でございます。 

   案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

   次のページをお開きください。 

   ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書。 

   義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など外見からは

容易に判断が難しいハンディのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるヘルプマ

ークおよびそのマークを配したヘルプカードについては、平成24年に作成・配布を開始した東京都

をはじめ、導入を検討・開始している自治体が増えている。特に昨年７月に、ヘルプマークが日本

工業規格（ＪＩＳ）として制定され、国としての統一的な規格となってからは、その流れが全国へ

と広がっている。 

   このヘルプマークおよびヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯して

いることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味を持たないため、

今後は、その意味を広く国民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要と

なる。 

   しかし、国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また公共交通機関へのヘルプマーク

の導入など課題も浮き彫りになってきているところである。 

   よって政府においては、心のバリアフリーであるヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及

推進を図るため、下記の事項について取り組むことを強く求める。 

記 

   １．「心のバリアフリー推進事業」など、自治体が行うヘルプマークおよびヘルプカードの普及

や理解促進の取組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。 

   ２．関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及、理解促

進を図ること。 

   ３．鉄道事業者など自治体を越境している公共交通機関では、ヘルプマーク導入の連携が難しい

状況にあるため、今後はスムーズな導入が図れるよう国としての指針を示すこと。 

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

    平成30年６月21日                      大阪府泉南郡熊取町議会 

   以上２件について、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

議長（坂上巳生男君）以上で説明を終わります。 

   お諮りいたします。本２件については、議会会議規則第38条第３項の規定により、委員会付託を

省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本２件は委員会付託を省略することに決定しました。 

   それでは、本２件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   本２件について、討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   初めに、議員提出議案第３号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書の件を

採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議員提出議案第３号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、議員提出議案第４号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書の

件を採決いたします。 

   本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議員提出議案第４号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）次に、追加議事日程第４ 議会運営委員会委員長の閉会中の継続調査の申し出に

ついての件を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から議会会議規則第74条の規定により、お手元に配付いたしております申

出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

   お諮りいたします。委員長からの申出書のとおり、次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会

を含む。）の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について、平成30年

６月定例会閉会から平成30年９月定例会開会までの間、閉会中の継続調査とすることにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、平成30年６月定例

会閉会から平成30年９月定例会開会までの間、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

議長（坂上巳生男君）お諮りいたします。以上で、本定例会に付された案件の審議は全て終了いたしま

した。本日をもって本定例会を閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定しました。 

   閉会に当たり、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。藤原町長。 

町長（藤原敏司君）閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。 

   本定例会にご提案申し上げました諸議案につきましては、慎重なご審議を賜り、厚くお礼を申し

上げます。本定例会においてご指摘、ご要望いただきました事項につきましては、今後の町政運営

の中で十分留意をし、さらなる町政発展のために努力してまいりたいと存じます。 

   さて、６月18日朝に発生しました大阪府北部を震源とする地震では、５名の方がお亡くなりにな

るなど甚大な被害が生じました。ご冥福をお祈り申し上げますとともに、本町といたしましても、

より一層気を引き締め、災害対策に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

   最後に、議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意の上、町政の運営並びに事務事業の

執行に際しまして引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが、閉会のご挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 

議長（坂上巳生男君）これをもちまして、平成30年６月熊取町議会定例会を閉会いたします。ご協力あ

りがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────────────── 

（「10時57分」閉会） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

 以上の会議の次第は議会事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため、

ここに署名する。 

平成30年６月21日 
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